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平成３０年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成３０年２月２６（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例の制定について

日程第５ 議案第２号 名寄市個人情報保護条例

の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市営住宅管理条例の

一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市水道事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 名寄市肉牛繁殖センター

条例の廃止について

日程第12 議案第９号 名寄市第７期高齢者保健

医療福祉計画・介護保険事業計画を定

めることについて

日程第13 議案第１０号 平成２９年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第14 議案第１１号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

日程第15 議案第１２号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第１３号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第17 議案第１４号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第18 議案第１５号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

日程第19 議案第１６号 平成２９年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第１７号 平成２９年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１８号 平成３０年度名寄市一

般会計予算

議案第１９号 平成３０年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２０号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２１号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２２号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２３号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第２４号 平成３０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第２５号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計予算

議案第２６号 平成３０年度名寄市病

院事業会計予算

議案第２７号 平成３０年度名寄市水

道事業会計予算

平成３０年２月２６日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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平成３０年２月２６日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

日程第22 議案第２８号 平成２９年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第23 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第24 報告第２号 名寄市国民保護計画の変

更について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例の制定について

日程第５ 議案第２号 名寄市個人情報保護条例

の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

日程第７ 議案第４号 名寄市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の一部改正について

日程第８ 議案第５号 名寄市営住宅管理条例の

一部改正について

日程第９ 議案第６号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市水道事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 名寄市肉牛繁殖センター

条例の廃止について

日程第12 議案第９号 名寄市第７期高齢者保健

医療福祉計画・介護保険事業計画を定

めることについて

日程第13 議案第１０号 平成２９年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第14 議案第１１号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

日程第15 議案第１２号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第１３号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第17 議案第１４号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第18 議案第１５号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

日程第19 議案第１６号 平成２９年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第１７号 平成２９年度名寄市水

道事業会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第１８号 平成３０年度名寄市一

般会計予算

議案第１９号 平成３０年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２０号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２１号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２２号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２３号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第２４号 平成３０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第２５号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計予算

議案第２６号 平成３０年度名寄市病

院事業会計予算

議案第２７号 平成３０年度名寄市水

道事業会計予算

日程第22 議案第２８号 平成２９年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第23 報告第１号 専決処分した事件の報告
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平成３０年２月２６日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

について

日程第24 報告第２号 名寄市国民保護計画の変

更について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君



－4－

平成３０年２月２６日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成３０

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１番、浜田康子議員から欠席の届

け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 山 崎 真由美 議員

１６番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２７日まで

の３０日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より３月２

７日までの３０日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、平成３０年第１回定例会の開会にあたり、こ

れまでの主な行政事項について、その概要を御報

告申し上げます。

平成３０年度の予算編成について申し上げます。

本市の平成３０年度各会計予算は、骨格予算と

なりますが、名寄市総合計画（第２次）の将来像

の実現に向けて、継続事業を中心とした様々な事

業を盛り込んだ予算を編成しました。

主な事業について、ハード事業では北斗・新北

斗公営住宅建設事業、風連中央小学校校舎・屋内

運動場等改築事業などを、また、ソフト事業では

保育士等奨学金返還支援助成金などの待機児童解

消緊急対策事業や、これからのまちづくりの方針

を示す名寄市都市計画マスタープラン見直し及び

立地適正化計画策定委託業務などを盛り込みまし

た。

これにより、一般会計の予算案は、前年度比

４パーセント減の２１１億 ６１２万４千円とな

りました。なお、参考として、平成３０年度より

特別会計となる名寄市立大学特別会計を、今まで

同様、一般会計で計上した場合の予算規模は、２

１８億 ５５３万 ０００円、前年度比 ５％減

となっております。

また、名寄市立大学特別会計を含む７つの特別

会計予算案は９８億 ５９３万２千円、企業会計

予算案は１３１億 ６３２万３千円、全会計の総

額で４４１億 ８３７万９千円となりました。

財源調整として、財政調整基金で７億 ８７５

万５千円の取崩しを、また、老朽化した公共施設

設備の更新などに係る事業の財源として、公共施

設整備基金で４億円を取崩しましたが、今後の起

債償還に備え、減債基金の積立を行い、将来の財

政健全化を視野に入れた予算を編成しました。

今後も、行財政改革に取り組むとともに、財政

規律を遵守し、健全な財政運営に努めてまいりま

す。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

第２次名寄市男女共同参画推進計画に基づき、

本年度新たな事業として、名寄市男女共同参画推

進事業者等表彰を実施しました。男女共同参画の

推進に理解と意欲があり、仕事と家庭の両立に配

慮しながら、男女がともに働きやすく子育てしや

すい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる２

事業所に対し、表彰状を贈呈しました。表彰式は

なよろ雪質日本一フェスティバル会場で行い、広
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く市民に周知することができました。

また、テレビやラジオで活躍中のお笑いコンビ

「オクラホマ」の河野真也さんをお招きし、男女

共同参画セミナーを開催しました。「仕事・家事

・育児に追われてイラっとしたら笑えるチャンス

～夫婦喧嘩を７割減らします～」をテーマにお話

しいただき、会場内では終始笑いが絶えず、相手

を思いやる気持ちの大切さについて御講演いただ

きました。

今後も市民に喜んでいただける事業を実施し、

男女共同参画の普及と推進を図ってまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

東京都杉並区との交流については、２月１１日

から２日間、杉並区から代表団６人が本市を訪れ、

「なよろ雪質日本一フェスティバル」と翌週に開

催された「ふうれん冬まつり」のそれぞれの雪像

コンクールに区長賞及び区議会議長賞を提供いた

だきました。

ふるさと会の交流については、旭川風連会の総

会が２月４日に、さっぽろ名寄会の総会が２月１

７日にそれぞれ開催され、会員相互の親睦を深め

つつ各種事業に取り組むことが確認されました。

また、東京なよろ会スキーツアーでは、５コー

スに約１４０人が参加される予定で、訪れていた

だいた皆様には、日本一の雪質やなよろ市立天文

台「きたすばる」での星空観察、スノーシュー体

験など、本市の魅力を堪能いただきました。

台湾との交流については、交流自治体中学生親

善野球大会が台北市で開催され、本市から中学生

１６人が参加し、悪天候により訪台が１日遅れた

ものの、１２月２７日から４日間、台湾の中学生

などと交流を深めてきました。

また、１月１９日から８日間、台北市立中山国

民中学の中学生ら１７人が本市を訪れ、バドミン

トンの合宿や名寄中学校の生徒との交流を行った

ほか、スキー体験や観光などを通じて、本市の冬

の魅力を楽しんでいただきました。

次に、移住の推進について申し上げます。

首都圏でのプロモーション活動として１月２１

日に東京ビッグサイトで「ＪＯＩＮ移住・交流＆

地域おこしフェア」が開催されました。日本全国

から４５５団体の出展があり、名寄市移住促進協

議会も出展し、移住希望者の個別相談に応じてき

ています。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」主催による「天塩川フ

ォーラム」が２月４日に士別市民文化センターで

開催され、関係者や地域住民約１３０人に来場い

ただきました。第１部では歴史小説作家の河治和

香さんに幕末の探検家「松浦武四郎ってどんな

人」と題して、北海道の名付け親である松浦武四

郎の知られざる横顔について御講演をいただき、

武四郎に関する認識を深めました。第２部では天

塩川に関係の深い４人のパネリストにより、天塩

川に関するこれまでの取組や今後の可能性につい

て討議を行ないました。

今後は「テッシ・オ・ペッ賑わい創出協議会」

の各地域において北海道命名１５０年にあたる本

年の事業に向け準備を進めてまいります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

２月１５日には定住自立圏共生ビジョン懇談会

を本市で開催し、圏域内各市町村の市民委員の皆

様から、取組の実施状況について御意見をいただ

きました。

また、ヤマト運輸株式会社様から、本市との連

携協定の取組を紹介いただくとともに、道北地域

における物流の現状と課題について御講演いただ

きました。

今後とも、圏域全体としての必要な生活機能の

確保、定住の受け皿形成のため、定住自立圏共生

ビジョンの着実な推進を図ってまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

市立総合病院の昨年４月から１２月までにおけ

る、患者取扱い状況については、入院患者数が延

べ７万 ５６８人で前年比１９７人、 ３パーセ

平成３０年２月２６日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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ントの減少となっています。また、外来取扱い患

者数は、１６万 １２６人で前年比 １４７人、

３パーセントの減少となっています。

入院収益については４３億 ２５０万円で前年

比１億 １８２万円、 ８パーセントの増加とな

っています。また、外来収益は１６億 １０５万

円で前年比３７９万円、 ２パーセントの増加と

なっています。この結果、収益の合計額は、６０

億 ３５５万円となり、前年比１億 ５６１万円、

８パーセントの増加となっています。

次に、平成３０年度の診療体制について申し上

げます。

全国的に医師の偏在解消が課題となっています

が、当院の診療体制については、北海道医師養成

確保修学資金制度による「地域枠」医師の配置に

より、呼吸器内科、皮膚科、産婦人科にそれぞれ

１人増員し、加えて、新専門医制度における総合

診療研修プログラムに登録した当院研修医が総合

内科に１人増員の予定となっています。

また、初期臨床研修医については、１年次はマ

ッチングシステムで決定された当院基幹型１人の

ほか、旭川医科大学から協力型３人を採用する予

定で、２年次研修医と合わせて１２人が当院で研

鑽することとなります。

医師総数では減員となる診療科も一部あります

が、本年度同様の診療体制を確保できる見込みで

す。

次に、病院事業管理者の選任について申し上げ

ます。

平成２８年度に策定しました「新名寄市病院事

業改革プラン」の重点項目である地方公営企業法

全部適用への移行にあたり、新たな特別職として

配置する病院事業管理者に、現病院長の和泉裕一

氏を選任させていただくことを発表したところで

す。

和泉院長については、弾力的な病院経営に向け

て、引き続き院長業務も継続していただくことと

しています。

今後も道北第３次保健医療福祉圏の地方センタ

ー病院として、医療スタッフの人材確保に努める

とともに、圏域内の限られた医療資源を最大限に

活用して、引き続き地域の病院や診療所と連携し、

診療・看護体制の充実を図ってまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

平成２９年度新規事業の「認可外保育施設認可

化等移行支援事業」については、本年度１所から

小規模保育事業への認可化移行計画書の提出があ

り、補助金を支給し、移行支援を行いました。

今後も、さらなる子育て支援の充実に努めてま

いります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

介護予防普及啓発事業及び認知症高齢者見守り

事業として、昨年１１月１５日に国立研究開発法

人国立長寿医療研究センターの進藤由美氏を講師

に迎え、「今からでも遅くない！認知症の予防！

～もの忘れがひどくなったと思ったら～」と題し

て介護予防・認知症講演会を開催しました。

市民の皆様をはじめ２８０人の参加をいただき、

運動と計算・しりとりを組み合わせた「コグニサ

イズ」を参加者全員で行い、講演を通して認知症

をいかに予防するか、どのような工夫をすれば症

状が抑えられるかについて学ぶ機会となりました。

また、講演会に合わせて「地域包括ケアシステ

ム構築に向けた医療・介護専門職向け研修会」や

「地域包括ケアシステム構築に向けたワークショ

ップ」を開催し、「どんな名寄だったら最後まで

暮らし続けられるか～理想の名寄を語ろう～」を

テーマに関係職員や高齢者・高齢者を支える市民

などの参加をいただき、本市の地域包括ケアシス

テム構築に向け広く意見を聞くことができました。

次に、成年後見センターについて申し上げます。

認知症や知的障がい・精神障がいなどの理由か

ら、十分な判断をすることができない方が、地域

で安心して暮らすことができるよう、１月から名

寄市社会福祉協議会に業務委託し、成年後見セン

ター運営事業を開始いたしました。
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これまでも市や関係機関において成年後見制度

に係わる相談支援を実施してきましたが、今後は、

成年後見センターを中核とし、関係機関との連携

を進めるとともに、地域の権利擁護体制のより一

層の充実に努めてまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２９年中の火災件数は、８件で前年比４件

の減となり、火災による負傷者が１人となってい

ます。

火災種別では、建物火災７件、車両火災１件と

なっています。

救急出動件数は、 ０９９件で前年比３３件の

増となり、事故種別では、急病７５６件、一般負

傷１６０件、交通事故５９件、転院搬送７５件、

そのほか４９件となっています。

救助出動件数については、３９件で前年比８件

の増となり、事故種別では、火災救助１件、交通

救助２４件、機械救助１件、水難救助１件、建物

救助１件、そのほか１１件となっています。

平成２９年度の新規事業として、様々な救助事

案に対応できる救助資機材・設備を積載した救助

工作車が２月に導入されました。この車両は上川

北部消防事務組合管内では初の導入となり、複雑

・多様化する災害に迅速に対応し、これまで以上

に市民の安心・安全を守る消防の使命を強固なも

のにできると期待しています。

予防行政については、住宅防火対策の推進とし

て住宅用火災警報器の未設置世帯に対し、早急に

設置することを一層促進するとともに、既存の住

宅用火災警報器には、老朽化による機能劣化が懸

念されることから、維持管理の啓発に努めてまい

ります。

また、住宅火災において、寝具類や衣類に着火

して多くの死者が発生していることから防炎品の

普及推進を図ってまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

地震対策では、本年度、地震による崩壊を想定

した忠烈布貯水池及び西風連ダムに関する「ため

池ハザードマップ」の作成を農村地域防災減災事

業により実施しました。

今後は対象地区住民へハザードマップの配布を

行うほか、市のホームページを活用し周知を行っ

てまいります。

水害対策では、昨年７月１９日実施の「ＦＩＧ

―ａなよろ課題を見つける避難訓練」、及び８月

２日実施の「確実な避難のための防災セミナー」

及び「なよろ夏休み防災科学スクール」の取組が

評価され、総務省消防庁主催の「第２２回防災ま

ちづくり大賞」にて表彰されることとなりました。

今回の受賞により、本市の取組が全国に紹介さ

れることから、地域防災力がより一層高まること

を期待するとともに、自助共助の推進のため継続

して取組を進めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業では、昨年９月に着

手した北斗団地の鉄筋コンクリート造２階建て１

棟１０戸の１月末現在の進捗率は約２０パーセン

トとなっており、平成３０年度建設分の実施設計

については昨年８月に着手し、本年１月に完了し

ています。

長寿命化型改善工事に伴う風舞団地の平成３０

年度改修分の実施設計については、昨年７月末に

着手し、本年１月に完了しています。

また、名寄市住宅マスタープラン第２次策定業

務については、昨年６月末に着手し、本年３月完

了予定となっています。

次に、水道事業について申し上げます。

安全安心な水道水を安定供給するための配水管

網整備工事については、風連東４号南線配水管網

整備工事ほか７路線、延長 ６９１メートルが１

月中旬に全路線完了しています。

また、川西浄水場における機械及び電気設備更

新工事は１２月下旬に完了しています。

次に、下水道・個別排水事業について申し上げ

ます。

本年度から２カ年で策定を予定している公共下
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水道ストックマネジメント計画について、本年度

は長期的な改築シナリオのシミュレーション及び

調査点検計画の策定を行っており、３月上旬の完

了を予定しています。

また、個別排水処理施設整備事業については、

本年度１０基の合併浄化槽の設置工事が完了して

います。

次に、道路の整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

た南１１丁目右仲通その２工事については１月に

工事を完了しています。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪延長４３

８キロメートル、排雪延長１５０キロメートルを

対象に進めており、排雪については、２月１０日

に生活道路の作業を完了しています。幹線道路で

は、降雪状況に応じて継続的に対応してまいりま

す。

また、本年度は平年より降雪が若干多い年とな

りましたが、委託による排雪では最大４班体制の

排雪作業を進めており、道路センター職員による

作業では、本年度導入した除雪機械などにより、

交差点のカット排雪や道路の狭い箇所での拡幅作

業、雪山崩しなどの作業もあわせ、効果的な除排

雪体制の確立を図ってまいりました。

引き続き、安全で安心な冬期間の道路交通網を

確保するとともに、円滑な事業の推進に向けて努

めてまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

宗谷本線の維持・存続活動については、昨年１

２月２３日に宗谷本線活性化推進協議会を開催し、

事務担当者レベルで構成する幹事会がまとめた検

討・分析の中間報告があり、北海道の経済・産業

や道民の暮らしの安全・安心の基盤となる路線で

あることに鑑み、将来にわたって路線を持続的に

維持していくための方策について、北海道ととも

に検討していくことが確認されました。引き続き、

関係団体と連携し、議論を深めてまいります。

市内バス路線については、風連御料線の一部区

間のデマンド化に向けて行っていた実証運行を１

月３１日に終了しました。今後は運行期間中に明

らかとなった課題やアンケート調査などを通じた

地域ニーズを踏まえ、運行プランの検討を行い本

運行につなげてまいります。

また、そのほかの路線も含め、市内バス路線が

利用しやすく効率的な公共交通となるよう、名寄

市地域公共交通活性化協議会と連携し検討してま

いります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

１月３０日に市民文化センターで、名寄地域農

業セミナーを開催し農産物の生産工程を管理する

「ＧＡＰ」の取組と、新たな農業共済制度となる

「収入保険制度」についてそれぞれ講演を行い、

生産者の皆さんが理解を深めることができました。

次に、米政策について申し上げます。

平成３０年産の主食用米の生産については、需

要に応じた生産を行えるようにするため、国によ

る生産数量目標の配分が無くなり、これに代わっ

て北海道農業再生協議会が需給見通しを踏まえ、

生産の目安となる数量を示すこととなりました。

目安となる数量としては、もち米が１万 ３２３

トン、うるち米は ６７５トン、合計で１万 ９

９８トンと示されており、前年度と比べ１５３ト

ン増加しています。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

２月１５日と１６日に市内３カ所で、「アライ

グマ捕獲技術研修会」を開催し、捕獲に取り組む

事が可能となる防除従事者登録の拡大を図りまし

た。今後も捕獲体制の強化を図り農作物被害の防

止に向けて取り組んでまいります。

次に、もち米文化の創生事業について申し上げ

ます。

１月１３日に駅前交流プラザ「よろーな」にお

いて、「２０１８輝け！新春なよろもちつき大

会」を開催しました。もち米生産日本一のまちと

して、市民の皆様と一緒に「もちつき」や雑煮を
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ふるまい、もち米文化の普及と本年の豊作を祈念

しました。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

昨年１１月、北海道は森林づくりの担い手を育

成する機関として、「道立林業大学校」を平成３

２年度に開設する考えを示しました。

これを受けて道内各地域で誘致の動きがあり、

上川北部地域においては、下川町、美深町、中川

町、音威子府村、本市の５市町村で、「北海道立

林業大学校上川北部地域誘致期成会」を設立し、

２月７日に北海道へ林業大学校誘致の要望を行い

ました。

上川北部は森林資源などの研修フィールドに恵

まれており、今後も５市町村が連携し、誘致に向

けた取組を進めてまいります。

次に、名寄市森林整備計画について申し上げま

す。

名寄市森林整備計画は、森林整備のマスタープ

ランとなる計画で、５年ごとに今後１０年間の森

林整備のルールなどを策定することが「森林法」

で定められています。

現在、平成３０年度を初年度とする新計画の策

定に向けて、関係機関、市内林業事業体、林業有

識者との協議を経て、年度内の策定を目指します。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が実施している地域の景況などを調査し

た地域別経済動向調査によると、上川北部地域の

昨年１０月から１２月の地域景況感は「横ばい」

となっていますが、製造業・運輸業においては原

油価格が上昇傾向にあることから収益低下が懸念

されています。

個人消費動向についても回復の足踏み状態が予

想され、今後においても全体的な景況の上向きは

厳しい状況となっています。

市の融資関係では、１２月末現在、経営資金、

設備資金ともに融資件数は減少傾向で推移してお

り、経営資金については、融資件数で２７件、融

資額は１億７９９万円となり、前年比１１件の減、

金額では１億 ８３７万円の減となっています。

また、設備資金については、融資件数で２４件、

融資額は１億 １３９万円となり、前年比４件の

減、金額では ０９４万円の減となっています。

次に、名寄市住宅改修等推進事業について申し

上げます。

本事業における１月末現在の交付決定件数は２

２３件で、うち事業完了は２０９件、改修に要し

た費用の合計は約３億 ２３４万円となっており、

年度途中ではありますが関連業種に対して大きな

事業効果があったと考えています。降雪期に入っ

てからの事業申請件数は減少傾向にありますが、

引き続き本事業の登録施工事業者と連携を図り、

新年度に向け本制度の周知を行なってまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における１２月末現在の

月間有効求人倍率は ３２倍で、２４カ月連続で

前年同月を上回っており、依然として高い水準を

維持しています。

今春の新規高等学校卒業予定者の状況について

は、管内卒業予定者６１３人のうち、就職希望者

は１５６人で前年比５２人の減、うち管内就職希

望者は８１人となっています。１２月末の就職内

定者数は１３６人、就職内定率は８ ２パーセン

トで前年同月比 ７パーセントの減となっていま

す。一方、求人数では管内２８４人、道内１２５

人、計４０９人となっており、求人と就職希望者

の不均衡が大きくなっている状況が続いています。

次に、観光の振興について申し上げます。

名寄ピヤシリスキー場については、オープン直

前に第４ロマンスリフトの動力機に不具合が見つ

かり、今シーズンの運行を休止したため、利用状

況にその影響が心配されましたが、昨年１２月９

日にオープン以降稼働日数ベースでは前年を上回

る利用があり、利用者の大きな混乱もなく営業で

きているところです。引き続き、安全で快適に御

利用いただけるよう指定管理者とともに努力をし
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てまいります。

冬の最大イベントである「なよろ雪質日本一フ

ェスティバル」が２月１０日から１２日まで、

「ふうれん冬まつり」が２月１７日から１８日ま

で開催され、多くの市民が会場を訪れて盛り上が

りを見せました。「なよろ雪質日本一フェスティ

バル」では国際雪像彫刻大会ジャパンカップに６

カ国８チームと、韓国の学生を含めた学生３チー

ムの計１１チームが出場し、雪柱の彫刻で芸術性

を競い合いました。また、おらの雪像みてくれコ

ンクールも行われ、南広場を素晴らしい雪像が埋

め尽くしました。ふうれん冬まつりでは、全日本

長靴飛ばし選手権などが行われ、子どもから大人

まで楽しい冬のひと時を過ごしました。

なお、本年はなよろ雪質日本一フェスティバル

と同時開催で「北の天文字焼き」が行われ、天の

文字が厳寒の夜空を美しく彩りました。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、２

月６日に名寄庁舎を会場として第４回名寄市教育

改善プロジェクト委員会を開催しました。教育経

営の充実に関する研究グループ、教育研究の充実

に関する研究グループ、教育指導の充実に関する

研究グループの３つの研究グループの研究の成果

と課題を協議するとともに、寿都町で開催された

文部科学省採択「外国語教育強化地域拠点事業」

公開研究会や千歳市で開催されました北海道道徳

教育推進校公開研究会への先進校視察について報

告がなされました。

また、名寄中学校においては、校内の研究主題

「高い感受性と自主性をもった生徒の育成」を目

指した取組や道教委指定の「学校力向上に関する

総合実践事業」、「ほっかいどう学力向上推進事

業」における確かな学力や豊かな心を育む取組の

成果が高い評価を得て、平成２９年度上川管内教

育実践表彰の学校表彰の栄誉に輝きました。

豊かな心を育てる教育の推進については、１月

２３日に市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールに

おいて、名寄市小・中学校の全教職員など２００

人の参加のもと、全国ＷＥＢカウンセリング協議

会理事長安川雅史氏を招き講演会を開催し、不登

校児童生徒への対応についての理解を深めました。

健やかな体を育てる教育の推進については、教

育改善プロジェクト委員会の教育研究の充実に関

する研究グループが全国体力・運動能力調査の結

果を分析し、成果と課題を明らかにするなど、次

年度に向けた授業改善のあり方などを検討しまし

た。

食育の推進については、栄養教諭が学校からの

要望を踏まえ、児童生徒が将来にわたり食に関す

る正しい知識や望ましい食習慣を身につけるため

指導の充実に努めています。

また、卒業する中学校３年生を対象に本年度も

献立のカラー写真を掲載した「かんたんお弁当レ

シピ」を配布し、栄養バランスの大切さについて

啓発を行いました。

給食では、冬季の地場産物として寒締めほうれ

ん草や越冬キャベツを給食に使用しています。ま

た、例年３学期は児童生徒へのアンケートにより

上位に入った献立を「アンコール献立」として提

供し子どもたちに喜ばれています。今後も地産地

消の推進と給食献立の充実を図ってまいります。

特別支援教育の推進については、２月２３日に

市民文化センターにおいて、第３回名寄市特別支

援連携協議会専門委員会を開催し、特別な支援を

必要とする子どもへの就学前から学齢期、社会参

加までの切れ目ない支援体制について協議を深め

ました。

また、名寄市特別支援教育専門家チームについ

ては、本年度、幼稚園、小・中学校などに４９件

派遣し、障がいなどのある児童生徒への望ましい

教育的対応について、専門的な立場から協議を行

いました。

信頼される学校づくりの推進については、教育

改善プロジェクト委員会の教育研究の充実に関す

る研究グループが中心となって、新しい学習指導

平成３０年２月２６日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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要領についての啓発を行うため、保護者を対象と

した道徳の教科化や外国語教育に関するリーフレ

ットを作成し配布しています。

また、コミュニティ・スクール導入に向けた取

組については、１月の名寄東小学校と風連中央小

学校のそれぞれのコミュニティ・スクール推進委

員会において、学校運営協議会の規則、人選方法、

活動計画などを確認し、学校運営協議会を設置す

ることを決定いたしました。今後は、４月上旬に

第１回の学校運営協議会を開催いたします。

次に、安全安心な教育環境の整備について申し

上げます。

風連中央小学校の校舎等の改築については、１

２月に降雪が続いた事と下請業者や作業員の不足

などから、予定の工程から遅延状態にありますが、

受注者の創意工夫のもと、品質管理に努めながら

現在も冬期施工にて工事を継続しており、本年度

の出来高を確保するものであります。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

名寄市立大学では、平成２８年度から３カ年事

業として、地方創生推進交付金事業の採択を受け

て、「地域ケア力向上プロジェクト」に取り組ん

でいます。

この事業は、圏域で不足している保育士などの

専門職育成を図り、安全安心な地域社会、子育て

・定住環境の充実に資することを目的としており、

平成２８年度は圏域の上川・留萌・宗谷管内の保

育士・幼稚園教員を対象とした実態調査の実施、

平成２９年度以降は、各種研修会、講習会を開催

し、専門職の資質向上やリカレント教育などを推

進することとしています。

本年度は、これまで新規事業として保育士・幼

稚園教員、小中学校教員を対象とした「特別支援

教育コーディネーター養成セミナー」の開催や既

存事業である「こどもセミナー」を活用した資質

向上の取組を実施しました。

さらに本年３月には、公益社団法人北海道私立

幼稚園協会と連携して、大学を会場に幼稚園教員

免許状更新講習を実施するほか、リカレント教育

のための研修会の開催を予定しており、来年度も

同様の取組を進めてまいります。

次に、施設整備について申し上げます。

保健福祉学部再編事業に係る大学新棟について

は、本年２月２８日に完成予定となっています。

新棟には、学生増に対応した実習室、演習室な

どのほか、食堂と売店が整備されます。現在、備

品などの購入や食堂などの運営事業者との協議を

進めており、４月からの円滑なスタートに向けて

準備を進めています。

また、地方創生拠点整備交付金事業の採択を受

けて、整備を進めていた模擬保育室についても１

２月２５日に完成しています。

今後、社会保育学科の講義のほか、地域の子育

て支援や市内幼稚園、保育所などとの交流の場と

して有効に活用してまいります。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

市民講座では、本年度、１１回開催予定の地域

とまちづくりを学ぶ「なよろ入門」を１０回目ま

で終えたところです。この講座では、座学だけで

はなく、公共施設の見学や農業体験を取り入れ、

地域の魅力や課題などについて多くのことを学び

ました。最終講座となる３月１日には１年間を振

り返るグループ討論を行い、市民のまちづくりへ

の参画意識の高揚を図ってまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

１２月１日に、駅前交流プラザ「よろーな」に

おいて、名寄市教育研究所との共催により「名寄

市小中学校読書感想文コンクール表彰式」を行い、

各小中学校から推薦された１１１人の作品の中か

ら２７人の入賞者を表彰いたしました。

１２月１２日から２２日にかけては、北海道立

文学館の地域連携事業を活用し「ほっかいどうの

短歌」をテーマに文学パネル展を開催しました。

この展示会は名寄市立大学との連携により、企画
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段階から大学生とともに準備を進めてきました。

道内にゆかりのある歌人の作品のほか、大学生が

詠んだ短歌も展示され、訪れた人の目を引いてい

ました。

１２月２０日には、風連下多寄小学校で「学校

ブックフェスティバル」を開催し、絵本の読み聞

かせやブックトークの後に図書の貸出を行いまし

た。児童は普段目にすることのないしかけ絵本と

昔話や童話が書かれた「おはなし迷路」に目を輝

かせていました。

子ども向けの行事としては、１２月２１日に風

連分館で「冬のおはなし会」を行い５１人の参加

がありました。また１２月２７日には本館で「冬

休みの工作」を行い１２人の参加がありました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

１１月２３日に「熟睡プラ寝たリウム」を開催

し９０人の参加がありました。この企画は、星空

を見ながら熟睡してもらおうという取組で、勤労

感謝の日に全国各地で同時開催されており、子ど

もから大人まで普段とは違ったプラネタリウムを

楽しみながら安らいでいただきました。

１月３１日には「皆既月食観望会」を開催し、

市内外から６５人の参加がありました。皆既月食

の時には、天候が回復し赤い月を楽しむことがで

きました。この皆既月食の模様は、相互交流協定

を結んでいる台湾の「台北市立天文科学教育館」

とインターネットで相互配信を行いました。また、

観望会の前段では「星と音楽の集い実行委員会」

が主催し、皆既月食プラネタリウムライブが行わ

れました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

スポーツによる健康づくりについては、１１月

２８日と２９日に市民文化センターにおいて、日

本スポーツ振興センターがスポーツ・運動と睡眠

をテーマとして、スポーツへの参加促進と住民の

健康的なライフスタイルの確立を目指した「アク

ティブ・フォー・スリープ事業」を開催しました。

また、小学校では阿部特別参与を中心に体育授

業の中で児童の体力向上を目的とした「学校連携

事業」にも取組ました。

主な冬季スポーツ大会については、１２月１６

日に開催された名寄ピヤシリジャンプ大会を皮切

りに、全日本コンバインド大会、全国高等学校ス

キー大会、全農日本カーリング選手権大会などが

開催され、延べ千人を越える選手・監督・コーチ

が本市を訪れました。

なお、３月１６日から開催されるＪＯＣジュニ

アオリンピックカップのスキー大会については、

「小学生クロスカントリー」の種目を新設し大会

規模を拡大して開催する予定です。

ジュニア育成の取組については、１２月７日か

ら１１日にかけて、フィンランド共和国のヴォカ

ティスポーツからトレーニングディレクターのユ

ルキ・ウオテラ氏を招き、第５回ジュニア育成コ

ーチ養成プログラム２０１７などを開催しました。

また、１２月９日には「名寄市ジュニアアスリ

ート育成シンポジウム」を開催して、北京、ロン

ドン、リオデジャネイロ五輪において、３大会連

続でメダルを獲得した競泳の松田丈志選手を育て

た、元日本代表コーチの久世由美子氏を招き、ジ

ュニア育成とまちづくりをテーマにした御講演を

いただき、参加者との意見交換を行いました。

スポーツ合宿の受入については、各種スキー大

会の開催に合わせ直前合宿の選手や、ロシア連邦

イルクーツクカーリング協会のジュニア選手など、

国内外から多くの選手が訪れました。また、地元

ジュニア選手との交流も行われました。

新たな取組として、慶應義塾大学大学院システ

ムデザイン・マネジメント研究科の特任講師であ

る富田欣和氏を招き、世界と日本のスポーツビジ

ネスの現状について講話をいただくとともに、市

内視察や経済団体の皆様との情報交換などを通し

て、本市におけるスポーツ産業の可能性を探りま

した。

今月行われた平昌五輪の期間中には、名寄市で

クロスカントリースキーシーンのロケが行われた、
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みずほフィナンシャルグループのテレビＣＭが放

送されるなど、「冬季スポーツのまち名寄」とし

ての機運はますます高まっているところであり、

引き続き、冬季スポーツ拠点化に向けた取組を進

めてまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

名寄市公民館では、１２月２６日に冬休み子ど

も料理教室を開催し、２３人の児童の参加があり

ました。この講座では、名寄市立大学保健福祉学

部栄養学科の講師と学生が子どもたちに料理を教

えるとともに、試食をとおして交流を深めました。

また、１月１２日には新春こども書き初め広場、

２月６日から２０日までは冬休み児童・生徒作品

展を市民文化センターで開催しました。

１月７日には、平成３０年名寄市成人式が新成

人や翌年成人となる方により組織された実行委員

会の主催により開催され、１８９人の新成人を迎

えて人生の大きな節目を祝いました。成人を迎え

た皆様には、社会を支える一員として、誇りと責

任を持ち、さらには思いやりの気持ちを持って、

未来を切り開く原動力となることを期待するとこ

ろです。

２月１８日には、名寄市子ども会育成連合会の

設立１０周年記念事業と家庭教育支援講座を兼ね

て、フリーアナウンサーの渡辺陽子さんを招き平

成２９年度名寄市子ども会育成指導者研修会・家

庭教育支援講座を開催し、子育て世代を含む多く

の市民に参加いただきました。

子ども会のリーダー育成事業「わくわく！体験

交流会」は、昨年度までは年４回のプログラムで

したが、本年度はキャンプやカヌー、もちつき、

ワカサギ釣りなど年８回にわたる幅広いジャンル

の体験学習として実施しました。加えて、子ども

会では文化・伝統交流事業として、この地域に古

くから伝わる下の句かるたの体験会を８回開催し、

１月２７日に市民文化センターで開催した北海道

子ども会かるた大会上川地区予選会に本市から小

学生の部に２チームが参加してきました。

東京都杉並区との小学生名寄自然体験交流事業

については、昨年１２月２６日から２８日まで杉

並区の小学生２４人と引率者１４人が本市を訪れ

る予定でしたが、猛吹雪に見舞われたため残念な

がら中止となりました。しかしながらインターネ

ットを利用して１１月２６日に事前交流を行い、

２月３日には交流会を開催することができました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

巡視活動については、青少年の健全育成と非行

防止に向けて、冬休み期間中に一般巡視と名寄市

児童生徒補導協議会との連携で特別巡視を行いま

した。

今後も、関係機関と連携しながら、青少年の問

題行動の未然防止や指導に努めてまいります。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

新１年生の保護者を対象に、小学校の１日入学

に合わせて、放課後児童クラブについての説明会

を開催しました。

今後も、就労されている保護者などが安心して

預けることができ、児童にとって安全安心な居場

所となるよう努めてまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

２月２５日に、市民文化センターＥＮ―ＲＡＹ

ホールを会場に名寄市少年少女オーケストラ第１

回記念定期演奏会が開催され、現在５０人で活動

する子どもたちの演奏を多くの市民が楽しみまし

た。

次に、北国博物館について申し上げます。

１月１３日から２月１１日にかけて、特別展

「名寄ゆかりの冬季五輪選手と国体メモリアル

展」を開催し、冬季スポーツ拠点化事業推進の機

運を高めました。

また、博物館リピーター確保事業の取組として、

新規映像番組「名寄とスキー～世界へはばたけ未

来のアスリート～」を制作し、特別展の開催に合

わせ公開しました。映像番組は、館内で視聴して

もらうとともに、子どもたちに名寄とスキーの歴
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史を伝えたり、冬季スポーツ拠点化事業のＰＲに

活用するため、市内小学校や公共施設などに配布

しています。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

１１時まで休憩をいたします。

休憩 午前１０時４６分

再開 午前１１時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第４ 議案第１号 名寄市指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準等を定める条例の制定について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律により居宅介護支援事業所に関する指定権限

が都道府県から市町村に移譲をされることに伴い、

指定基準を条例で定める必要があるため、本条例

を制定しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ３点ほどお尋ねを申

し上げたいと思います。

１つは、条例制定の趣旨の後段の部分で、道条

例、第７期の地方分権移譲の関連で道条例廃止し

て市町村にということであるわけですが、いつも

介護保険条例の改正に伴って、やっぱり全国の地

方自治体は作業上大変困難をしているのではない

かと思っています。この改正の基準省令が３０年

１月１８日公布、それから北海道を通しながらと

いうことですから、当然利用者や、あるいは施設、

事業者やら担当職員も含めて非常に忙しい思いを

されて準備をされているのではないかと思います

が、パブリックコメント手続について確認なので

すが、したいけれども、できないという認識で私

ども受けたらいいのか、する必要がなかったのか

どうか含めて、常任委員会でも一定の報告は聞い

ておりますけれども、改めて国の作業上の責任に

ついては大変な思いをされているのではないかと

思いますが、これの認識についてお答えをいただ

きたいと思います。

２つ目は、道条例を廃止をするわけですが、現

行道条例と今回の提案条例の差異について、これ

も名寄の動きというよりも全て国絡みなのですけ

れども、この３年間道条例施行されて以降、特に

変わったもの、名寄の独自基準の提案については

ごもっともで当たり前なのですけれども、ほかに

利用者や事業者にかかわるものについて変更点が

あったのかどうかお知らせをいただきたいと思い

ます。

それから、３点目については、しっかり私も読

み切れていない反省はあるのですけれども、条例

の第１４条の（２０）の関係で、新たな条例提案

になっているのではないかと思いますが、これも

国の介護保険の改正、改悪の関連に大きく寄与し

ているわけですけれども、ちょっと読み上げます

けれども、介護支援専門員は、厚労大臣が定める

回数以上の訪問介護を位置づける場合、当該居宅

サービス計画を市に届け出なければならないとあ

ります。その目的についてお伺いをしたいと思い

ますし、附則ではこの条項関係だけはことしの１

０月１日施行というようになっているのですが、

目的や利用についてお伺いをしたいと。

以上、３点について。
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〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今３

点について御質問いただきました。まず、１番目

の部分でございますけれども、議員おっしゃると

おり今回国の省令が１月１８日に示されたという

ことで、都道府県から市町村に移譲される部分に

つきましては平成２６年の法律の改正の時点で権

限移譲というのは決まっていた部分でございます

けれども、この省令につきましては３年に１回見

直しがされるということで、省令が出るのを待っ

ていたという状況にありまして、それぞれ名寄市

も含めて全自治体のほうで準備を進めていたとこ

ろでございます。

パブリックコメントの関係でございますが、も

ともと権限移譲の関係につきましては猶予期間と

いうのがございまして、実は１年間あったのです

けれども、通常でいきますと条例の制定というこ

とでパブコメが必要かと思いますけれども、道の

条例が４月１日で廃止になるということで時間的

な余裕がなかったものですから、今回パブコメに

ついては迅速または緊急を要するものということ

で適用除外をさせていただいたということでござ

います。

それから、２番目の道条例から名寄市の条例と

の差異ということでございますけれども、国の基

準との変更点、従来の道の条例とも含めて今回変

更点につきまして大きく２点ございまして、１点

目が記録の整備ということで、サービスの提供に

関する記録というのを作成を事業所のほうでいた

しますが、その保存年限につきましては国の基準

が２年ということになっております。名寄市の今

回の条例の制定の中では、名寄市の基準を５年と

させていただきました。この５年というのは、事

業者が不適正な介護給付の支給を受けた場合に介

護給付費の返還請求をするということになります

けれども、返還請求の消滅時効につきましては地

方自治法によりまして５年間というふうになって

おりまして、その整合性を図るものということで

名寄市の基準につきましては５年にさせていただ

いております。もう一点がこれが暴力団等の排除

という条項でございまして、国の基準ではこれは

表記がないということで、名寄市暴力団排除条例

に基づきまして市の各種規定に明記をされており

ますので、当該条例においても規定を明記させて

いただいたということでございます。

この２点につきましては、従前同様権限移譲に

おいて制定をいたしました名寄市指定地域密着型

サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの

事業に関する基準等を定める条例及び名寄市指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例において

も同様の変更を行ってきているものでございます。

それから、３番目の議案のほうの９ページのほ

うにございます第１４条の２０号の部分でござい

ます。これにつきましては、介護支援専門員、ケ

アマネさんが居宅サービス計画の中において訪問

介護の利用回数を位置づける場合にはその妥当性

を検討してということで、利用を記載するという

ことになっておりますけれども、訪問回数の多い

業者への対応ということで、訪問回数の多いケア

プランについては利用者の自立支援、重症化防止、

それから地域資源の有効活用といった観点から市

町村が確認をすると。必要に応じて是正をしてい

くことが適当であるということでございます。ケ

アマネージャーさん、介護支援専門員ですけれど

も、統計的に見て通常のケアプランとかけ離れた

回数、これは先ほど議員のほうからもありました

けれども、ことしの４月に国が定めまして、６カ

月間の周知期間を設けて１０月から施行するとい

うことで、この定める回数ですけれども、生活援

助の全国平均利用回数と地域の偏りの差を基準と

して国が定めるというものでございます。先ほど

言いましたけれども、ケアマネージャーが統計的

に見て通常のケアプランとかけ離れた回数の生活
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援助を位置づける場合には市町村に届け出るとい

うことでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） １番目の関係は、名

寄市の責任でも何でもありませんし、責める気は

全くございません。ただ、毎年、３年ごとのもう

十数年、ことしが７期ですから１５年以上たつ中

で、介護保険そのものの利用者だとか事業者にと

っても改良されたというよりも改悪される一方で、

実際本当に利用の展望というのは非常に危惧され

る状況なので、丁寧に早く情報をおろした上で現

場がしっかり対応できるようなことは廣嶋室長さ

んも恐らく共有できるのではないかと思っていま

すので、この繰り返しの改善を市町村や道と一緒

になって、しっかりそのあり方について改善を求

めない限り、最終的には市民が問うこともできな

い。議会でも本当に理解されてこの条例を決めて

いくのかどうかという大変大きな課題だというふ

うに思っていますので、改めて道や全道市町会も

そうですけれども、どのように対応されているの

か、これ市長、市長のほうにお伺いをしたいと思

っています。

それから、２つ目は、当然名寄市の独自基準は

廣嶋室長がお答えいただいたとおり、妥当な提案

だというふうに思っていますので、賛同したいと

思うのですが、３点目の関係です。要するにケア

マネさんが利用者の回数をしっかり市に報告をし

た上で、それは何のために使うか。特に利用数の

多い人は、これお金払うわけだから、意図的に回

数をふやしてヘルパーさんたちに来ていただくな

んていうことは考えられないのですけれども、国

も何か全国で１００回以上も使っているというよ

うな例を引き合いにして、利用制限そのものに目

的があるのかなという、大変全国の自治体でも大

きな問題になっているのですが、名寄市の今の現

状、利用状況だとかを考えたときにどういう状況

にあるのか。あるいは、法律ですからケアマネさ

んから報告をいただいたものについて、それは意

図的なものについては是正ということはあるでし

ょうけれども、多分多いというのは私の市民との

接点の中で聞いているのはやっぱり独居の方だと

か、あるいは認知症の高齢者方が１日に何回も必

要になる利用者というのがほとんどかなという私

の印象なのですけれども、名寄の現状を踏まえた

場合にこの条項は本当に適正なのかどうか、目的

によってはこれは極めて理解できない部分もある

のかなという感じなのですけれども、名寄市の現

状について、あるいはどのようにこの条項を市が

専門員やケアマネさんから報告を受けたときにど

のようにこれを利用するというか、お使いになっ

ていくのかというところについてもう少し聞かせ

ていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 医療費、介護保険も含め

た社会保障関係経費が日本全体の人口減少してい

る中においても増加傾向が続いているという状況

は、これ大変大きな問題でございまして、地域の

実情に合った介護サービスをしっかりと担ってい

くということに一定の理解はするものの、しかし

ながら地域の実情に合ったしっかりとした支援、

あるいは財政的な支援も含めてそうした制度設計

をしてほしいということは、これまでも道や国に

対して関係する市長会等を通じて提言はしている

わけでありますし、今後ともそうした姿勢で臨ん

でいきたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 熊谷議員からの

３番目の居宅サービス計画の部分でありますけれ

ども、このような状況でケアマネージャーから当

市にそのような状況報告がなされた場合に、その

方個々の状況を十分勘案させていただきながら、

本当に不適切な利用等については改善を求める場

合はございますけれども、そもそも介護保険はそ

の方が選択したサービスを使っていただいて、自

立支援につなげていくという制度でございますの
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で、その方のさまざまな環境含めた、状態像含め

た中で慎重に考えをさせていただきながら対応し

てまいりたいと考えております。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今正確な数字は

持ち合わせておりませんが、それほど飛び抜けて

介護保険を不適切に使われているというような状

況はないとは認識しておりますが、正確な数字に

つきましては今後、後ほどお答えさせていただき

たいというふうに思います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 議員、追加質問とあわ

せて正式発言をしてください。

〇１３番（熊谷吉正議員） もともとこれは、国

の動きとして要介護の２の人は軽度者であると。

できるだけ介護保険事業から財源を外に出すため

に始まって議論になったのだけれども、全国でい

ろんな議論が生活援助用の縮減についてというの

は反発があって、見送られたのですよね。そこか

らスタートしているのです、そもそもこの問題に

ついては。さっき言ったように、利用の多い人は

一般的に金払わなければならぬのだから、うそつ

いて月に何十回もという話ではなくて、必要だか

ら、特に認知絡みだとか、高齢者あるいはひとり

生活の関係も含めて数字は高いのは当たり前。１

日標準３回ぐらいというような話だったらそれだ

けでも月９０日になるわけで、それを超えても別

に、基本的には利用者と事業者の契約行為ですよ

ね。これは、市がケアマネや専門員から報告を受

けて、具体的に行政が乗り出すという課題なのか

どうかというのは、これもまたちょっと疑義が生

じるのではないかと思うのです。適正な指導とい

うのは非常に大切な言葉ですけれども、今の国、

政府の求めるところは最後はやっぱり利用制限と

いうところに目的が、議論の経過からすると、私

は判断をしているのです。これは、私だけでなく

て全国の自治体や担当者の中からも声も出ている

というふうに聞いておりまして、ですから名寄市

においてはこの条例このまま決めるとしても、こ

の見解をしっかり認識しなければ、受けた後どう

するのですか。国に報告をするだけでとどまるの

か、まさに必要なものは必要なものとして事業者

や利用者の判断で尊重してやるのは当たり前の契

約行為だから、行政がこれに絡むということにつ

いては非常に危ないなという感じがしておりまし

て、十分その報告を受けた後の利用しやすい、事

業者もサービスを提供しやすい、改めてこの基本

のところの確認をしっかりいただければというふ

うに思います。それ抜きでこの条例についていい

か悪いかという話はちょっと私も判断迷うなとい

う感じがしておりますので、この１４条の第２０

号の関係について改めて市の認識についてお答え

をいただきたいと思います。

それと、道条例の中で先ほどお答えなかったで

すけれども、２７なのですよね、この１４条に絡

む号数は。２７。今回３０なのですが、市の独自

基準の問題、それは終わりましたけれども、特に

なくなって、ふえたのですよね、要するに。道条

例の２７のものを分割してふえているのなら変わ

っていないという認識にも立てるのですけれども、

改めて大事なことがふえているかどうか再確認を

させていただきたいと思います。質問はお答えい

ただきますけれども、関連が残るとすればまた介

護保険全体にもかかわることもございますから、

最終日にもまた議論させていただきますけれども、

一番大事なところの市の基本的な事業者に対する

対応、あるいは利用者に対する利用しやすくサー

ビスを提供しやすいという根本のところは不動の

ものだというふうに私も信じ切っていますけれど

も、改めて決意と考え方をお聞きをしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども申し上

げておりますけれども、その方個々の状態、また

生活環境、そして介護度のぐあい等とそれらを十
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分に参酌させていただきながら、その方が必要な

状態で使えるようなことを考えてまいりたいとい

うふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２１分

再開 午前１１時３１分

〇議長（黒井 徹議員） それでは、再開をいた

します。

廣嶋こども・高齢者支援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 大変

失礼いたしました。

熊谷議員のほうからの追加質問の件でございま

す。この条例の条項が３４条に２つふえていると

いう分につきましては、国の基準でいくと例えば

何条の何ということで条項を２つうたっている部

分を当初制定ということで、何条の２ということ

でなくて第何条ということで１条ふやしたことと、

それから先ほど暴力団排除条例の部分の条項をふ

やしたということで３４ということで御理解いた

だきたいと思います。

それから、１４条のほうの号数ですけれども、

これも今言いましたとおり、例えば国の基準では

１３の２、それから１８の２、１９の２というの

がございましたけれども、これも全部条送りしま

して３つふえたということになりますので、内容

については変わっていないということで御理解い

ただきたいと思います。大変失礼いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市個人情報保護条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市個人

情報保護条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律が改正をされ、個人情報の定義の明確

化や要配慮個人情報の取り扱い等について定めら

れたことから、本条例の一部を改正しようとする

ものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） ２点ほどお尋ねをした

いと思います。

今提案されました条例の提案説明資料の中でい

いますと、個人情報の定義の明確化、個人識別符

号の定義を追加したと。さらには、要配慮個人情

報の定義を追加したと、このように説明資料の中

にあります。このことが市民の皆さんにとってど

のように影響されるのか、少し詳しくお知らせを

いただきたいと思います。

もう一点なのですけれども、マイナンバー、昨

年総務省から住民税特別徴収税額決定通知書に当

面マイナンバーを記載しないことを自治体に通知

されているというふうに言われています。それが
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どうしてかというと、昨年度の上半期で個人番号

の漏えいが２７３件発生した。その前の年の４倍

近くなっているということが個人情報保護委員会

の発表で明らかになり、そしてそのうちの過半数

の１５２件が通知書の誤った送付によることによ

る原因で漏えいしていたというようなことも含め

て、記載をすることの見直しがされているわけで

す。今後今詳しく御説明をいただきたいと思うの

ですけれども、いろんな情報が入った中でのマイ

ナンバー、この取り扱いについて名寄市としては

どのようにお考えなのかお聞かせをいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） まず、初めの今回の

改正につきましては個人情報の定義の明確化とい

うことで、これにつきましては１つには個人識別

符号について明確に個人情報としてうたいました

ということで、これにつきまして個人識別符号と

いうことで、個人の身体特徴を電子化する。例え

ば声紋ですとか、指紋ですとか、ＤＮＡですとか、

そういうものに関して個人を特定をできるという

ことで個人情報の位置づけをしている。あるいは、

個人に提供する、例えば基礎年金の番号ですとか、

運転免許証の番号ですとか、旅券の番号ですとか、

そういった番号、これも個人を特定をできるとい

うことで、これらについては個人情報の位置づけ

を明確にさせていただいたという内容でございま

して、これは私どもはこういった内容につきまし

て個人情報という位置づけを明確にするというこ

とで、市民の皆さんにとりましては、市民の皆さ

んもこういうものがいわゆる個人情報なのですと

いう認識を持っていただきたいというふうに思っ

ているのですが、とりたててこれまでと手続上ど

うこうということでは決してないかないうふうに

思ってございます。個人情報の内容を明確にさせ

ていただいたというのが１つ大きな点だというふ

うに思ってございます。

あと、マイナンバーの関係についても質問がご

ざいまして、いわゆる税務の通知などを通じまし

て、一部誤って発送されたというようなことにつ

きまして全国的にも問題になったのかなというふ

うに思いますが、あくまでも個人を特定をできる

ような情報につきましては、これ案件としては税

務の案件でございますけれども、ほかにも社会保

障等の申請等含めて十分内部的に取り扱いについ

ては注意をしていきたいというふうに考えている

ところでございまして、私ども総務としては従前

同様しっかりと市民の皆さんにも機会があれば周

知をさせていただく、あるいは広報等でも改めて

お知らせをできる部分についてはさせていただき

たいというふうに思っているところでございます。

ちょっと答弁抜けた部分ありましたら、もう一度

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 要配慮個人情報、この

定義を追加したということだったのですが、ここ

のところも御説明をいただければと思っておりま

す。

今お話がありましたように、個人情報の中に身

体特徴も含めてあらゆるものが含まれてくる。そ

して、今回の中にもありますように病気、病歴、

これも入ってくるということです。本当に個人の

あらゆることが情報として入ってきた。それがマ

イナンバーの中に含まれていくということです。

マイナンバーが漏えいされていくということの不

安が非常に大きくなっていることから、総務省の

ほうからも通知が出されて、行政、各担当の事務

連絡という中では記載の一部見直しも含まれてい

るというふうに私どもは調べさせていただいたと

ころであります。こういう市民の皆さんの不安が

大きくなっている中で、今までは必ずいろんなと

ころに番号を書いていかなければならないという

ようなことだったのですけれども、書かなくても

いいというようなことがなされている。それを市

民の皆さんにも、今確定申告しています。通知、

確定申告してくださいというはがきの中にもマイ



－20－

平成３０年２月２６日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

ナンバーがわかるものをお持ちくださいというふ

うに書いてあったかというふうに思うのですけれ

ども、それをまた落としてしまった、なくしてし

まったということになってしまうと個人の大きな

情報が漏れてしまう。大事、大きなことにつなが

りかねないということであります。その辺につい

ての対応、引き続ききちっとしていくということ

でありますけれども、記載しなくてもいいのだと

いう情報を市民の皆さんにお知らせをしてほしい

というふうに思うのですが、その点についてお知

らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） １点先ほど答弁が漏

れていました要配慮個人情報の関係につきまして

は、言われましたように従前から取り扱いについ

て一定程度制限をしていました。思想、信条ある

いは宗教等の社会的差別の原因となるおそれのあ

る個人情報について、これにつきましても今回改

めて要配慮個人情報として定義をさせていただい

たという内容になってございまして、従前よりも

１つ明確化をしたということであります。また、

議員からございましたとおり、病歴あるいは犯罪

の経歴等につきましても追加をしているという内

容になってございます。先ほどいろいろと個人識

別符号の関係で声紋ですとか、指紋ですとか、あ

るいは思想、信条とかというお話をさせていただ

いたのですが、こういった情報が私ども行政機関

の中で、では具体的にどこでそういう情報を持っ

ているのかということでいえば、実際に担当、担

当のほうでしっかりとこういう個人情報について

十分取り扱い注意しなさいということも含めて確

認をしていくことが大事かなというふうに思って

ございまして、先ほどございましたマイナンバー

の関係も含めまして、改めて個人情報の関係通じ

て各部署に通知をさせていただいて、情報の管理

しっかりさせていただきたいというふうに思って

ございます。

また、先ほど言われましたように、マイナンバ

ーにかかわっての記載が要らない等、改めて担当

も含めて周知をさせていただきたいというふうに

思っていますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 取り扱いを厳重に行っ

ていただくのは当然のことなのですけれども、今

担当部署のところに記載をしなくてもいいという

ふうにおっしゃいました。業者さん等も含めてマ

イナンバーを記載しなければならないというふう

に強くずっと言われてきているわけですから、そ

ういった市民の皆さん方に今これを記載しなくて

もいいのだということをやっぱり徹底してお知ら

せすることが必要ではないかというふうに思いま

すので、その辺を含めて市民の皆さんに安心して

もらうためにも情報を提供していただきたいと強

く求めて、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ２点、今川村議員と

ほぼ同じことですが、違う視点からお聞きをいた

しますけれども、いわゆる改正の個人情報絡みで、

要配慮個人情報をとりあえず外に出したらだめで

すよということなのですが、今やりとりの中では

幾つか具体的な個人情報、人種とか、信条だとか、

社会的身分だとか、思想、信条なども含めてやり

とりが言葉として出てきましたけれども、正確に

ちょっとこの機会に定義と要配慮個人情報に該当

するもの、私の調査では１８件に関することがあ

ったり、あるいは労働組合への加盟、性生活だと

かというようなこともあるのです。認識違ったら

困りますけれども、当然これらは当たり前のよう

に出ていないものというふうに信じ切るしかない

のだけれども、実際にはいろんな社会的事件が起

きているということですから、改めて要配慮個人

情報に関する認識についてお聞きしたいのと現行

名寄市が持っておられる、管理している、いわゆ

る要配慮個人情報というのは幾つあって、この私
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が前段１８と言ったことが全てその情報は管理さ

れているという認識でよろしいのか、警察事件に

絡むような独自情報収集は、これはまた改めてき

ょうは触れませんけれども、行政として今持って

おられるものについて再確認させていただきたい

と思います。

もう一つは、今川村議員のやりとり聞いていて

ちょっと理解できなかったというのは、マイナン

バーを書く、書かない、名寄市において。これは、

今私も確定申告している最中で、この間、先週か、

担当の人にお世話になったのですけれども、夫婦

の個人情報、マイナンバーを持ってきてください

と、印鑑とという話だったけれども、これらも全

て名寄市としてはしっかり、もともと私もこれは

マイナンバーとんでもないという話の立場ですか

ら、それは政府だとか、あるいは悪いことをする

人たちに利用されたらかなわないので、今の総務

部長のやりとり、２人のやりとりは名寄市におい

てはもう既に個人情報、マイナンバーを求めてい

ないのだということと職員にも徹底されていると

いうことでいいのか、改めて確認させてください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 個人情報の関係で具

体的に１８というようなことで言われましたけれ

ども、今回追加された内容も含めまして、実は正

直私どもが持っている情報について、各部署のほ

うでどういったものを持っているのかも含めて少

し判断できていないような状況もございます。こ

れは、例えば個人を特定するものとしては氏名で

あったり、住所であったり、生年月日であったり、

あるいは先ほど言いましたように声紋とか指紋と

いうのは私ども通常でいえば余り行政としては持

っていないですし、ＤＮＡなんかについても病院

のほうでどういった情報管理になっているのか、

私の段階ではちょっと把握をしていません。ただ、

基礎年金番号ですとか、具体的に各部署でそれぞ

れ申請書に記載をいただくような内容につきまし

ては当然個人情報の位置づけとしての確認はでき

るのですけれども、なかなかその個人の情報をも

ちまして特定がされるというところについて、例

えば住所、氏名があったから特定がされるのか、

あるいはそこに違う情報が加わって特定がされる

のか、非常に難しい案件かなというふうに思って

いまして、議員が１８ということを言われました

が、それは名前１つ、住所１つというようなこと

での１８なのか、ちょっと私と認識が違ったらお

答えのほうが違ってくるのかなというふうに思っ

ているところでございます。各部署においてしっ

かりと個人の情報にかかわる部分については管理

がされているという認識がございますけれども、

今回新たに追加をされた部分についてはそれぞれ

また総務のほうから周知をさせていただきたとい

うことで考えているところでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ちょっと休憩。

休憩 午前１１時５０分

再開 午前１１時５０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 窓口対応におきます

マイナンバーの確認の関係で質問をいただきまし

た。実際問題例えば国保の手続や何かで来たとき

には、端末によりましてマイナンバーが確認とれ

ますので、そういう場合についてはこちらのほう

で確認をとりますと。通知カードですとか、マイ

ナンバーカード、これ実際に持参されるお客さん

が少ないという実態もございます。こちらのほう

で確認とれますかということで、御本人に確認を

とった中で、こちらのほうで記載をさせていただ

いているというのが実態でございます。ただ、今

税金の確定申告の時期なのですけれども、例えば

これ税務署のほうでやっている業務、こちらのほ

うはマイナンバーの個人カードあるいはマイナン

バーカード、これの提示は求められております、

税務署のほうでは。ただ、市役所のほうで受け付
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けている段階の中では、こちらのほうでデータ残

っておりますので、確認させていただいてよろし

いかということで、こちらのほうで記載をすると

いうことで、申告書そのものにはマイナンバーを

記載する欄がございますので、それは確認をとら

せていただいた上で記入をさせていただいている

という状況です。ですから、市役所のほうで受け

付けている状況と国のほう、税務署のほうで受け

付けている状況、若干違いがあるのかなというふ

うには感じています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 確定申告今本当に真

っ最中なので、三島部長のお答えは市役所でも情

報持っているので、それを確認させていただいて

いいですかということで、番号を持ってきてくだ

さいというのは必要ない、本人確認も含めてなの

でしょうけれども、という理解でいいのか、税務

署は国なので、国全部、そもそも私市役所が悪い

と言っているわけではなくて、たくさんの事件が

新たな法律をつくって、国が管理しようとしてい

るわけで、行く行く所得だとか金融関係も含めて

全てそれにくっつけたいということでもう明らか

にしていますから、本当に大問題なのですけれど

も、きょうは市議会なので、行政としては聞くと

しても役所で押さえている個人ナンバー確認して

いいですかということで受けとめておきますが、

そうするとだめですよと言うと税務署で、あとは

税務署と個人との関係になるという理解になりま

すか、それとも、多分そうだと思うのですけれど

も、ダイレクトで税務署へ行く人ももちろんいま

すから、その辺のところ指さし確認だけさせてく

ださい。

あと、総務部長、恐縮なのですけれども、条例

を定める以上、改正をする以上はやっぱり個人情

報、特に要配慮個人情報、これはいい意味で絶対

持ち出したらだめなのだよという条例なので、理

解はするのですけれども、最低条例の内容につい

て多くの市民が理解をしなければ意味がないとい

うことになるものですから、名寄市が現在要配慮

個人情報をどれとどれとどれと持っておりますと。

これは、もちろん絶対出さないための条例改正な

のですということぐらいわかるように、単なるい

わゆるチラシ等でお知らせをするということでは

いかがなものなのかなという感じがしております

ので、担当部長総括ですけれども、たくさんの情

報を仕事の関係で皆さん持っておられると思いま

すので、そこは私ども市民にも共通理解に立てる

ようにしっかり情報公開というか、説明をする機

会を設けることは必要だというふうに思っていま

すので、その具体的な法の指針について確認をさ

せてください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 要配慮個人情報の定

義ということで追加をさせていただいた内容につ

いて、先ほど少しお話をさせていただいたとおり、

これは思想ですとか信条、あるいは人種、あるい

は病歴、犯罪等の経歴について、行政が持ってい

る情報についてしっかりと管理をしていくという

内容になってございまして、これらについて各担

当のほうで、例えばいろいろなケースで申請をす

る際にあわせて記載をするような場面も出てくる

でしょうし、市として思想、信条について何か申

請をする際に必要な部分ってなかなか実はないの

かなというふうには思ってございますが、議員お

っしゃるとおり改めて今回追加をされた、定義を

された部分につきまして、これは担当のほうから

ということがいいのか、あるいは総務部として市

民の皆さんにお知らせをするのがいいのか、少し

そういったお知らせをするような手法について検

討していきたいというふうに考えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） これ以上お話はしま

せんけれども、中村総務部長なので、受けとめま

すけれども、思想、信条という言葉も今お使いに
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なりましたし、一般的には本人が申告したもの以

外持っていることはないのですよね、もちろん。

大変な内容なのです、これ。国が言っているのは、

労働組合の加入、性生活、国籍とか本籍だとかと

いうのは役所上で常識的なものも結構ありますけ

れども、病歴はもちろん病院に行けばあるでしょ

うし、さまざまなのあるけれども、本当にたくさ

んあるのだなという理解があるので、そこは非公

式な捜査のために収集しているものはあえてきょ

うは触れませんけれども、市民にわかるようにし

っかり何と何を管理して、これはもう本人の意思

がない限りは外へ出しませんというのは当たり前

な話ですけれども、改めてちょっと市役所全体、

あるいは企業会計やら全ての名寄市に関係するも

のについてしっかり総ざらいしていただいたほう

がよろしいのかなと。特別なプロジェクトチーム

つくってもいいぐらいの感じもしますけれども、

ぜひ市長、重要なポイントだと思っていますけれ

ども、私どもの共通認識に立てることができるか

どうか再確認させてください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） それぞれ今個人情報、個

人識別符号ということで、改めてこの条例によっ

て定義がされているということでございますので、

これを庁内でしっかりと管理をしていくように連

携をして運用していきたいというふうに考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第６ 議案第３号 名寄市介護保険条例の

一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市介護

保険条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、介護保険法第１１７条第１項の規定に

基づき名寄市第７期介護保険事業計画を定め、平

成３０年度から平成３２年度までにおける介護保

険料額を定めるとともに、関連法が制定されたこ

とに伴い文言整理をするため、本条例の一部を改

正しようとするものでございます。

第１号被保険者の保険料につきましては、高齢

者人口及び要介護、要支援認定者の増加に伴う介

護サービス給付費の増加が見込まれるため、保険

料額の上昇は避けられない状況でありますが、国

の基準の９段階の所得による負担段階を１０段階

に細分化し、所得に応じた保険料負担をいただく

ことにより基準額の上昇を抑え、低所得者層への

負担軽減を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。
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議案第３号は、市民福祉常任委員会へ付託をい

たします。

ただいま市民福祉常任委員会に付託いたしまし

た議案第３号については、３月２６日までに審査

を終了するよう期限をつけることにいたします。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号については３月２６日まで

に審査を終了するよう期限をつけることに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改

正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、本年１月１８日に厚生労働省令第４号

として指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公

布されたことに伴い、省令に従うべき基準である

本条例の一部を改正しようとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市営住宅管理条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市営住

宅管理条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、平成２９年４月２６日に第７次地方分

権一括法が公布されたことに伴い、公営住宅法及

び同法施行規則の一部が改正をされ、条項ずれが

生じたために本条例の一部を改正しようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

名寄市企業立地促進条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市企業

立地促進条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、企業立地の促進等による地域における

産業集積の形成及び活性化に関する法律及び過疎

地域自立促進特別措置法の一部改正により支援の

対象となる産業、事業が変更となったことから、

本条例の一部を改正しようとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第７

号 名寄市水道事業の設置等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市水道

事業の設置等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、砺波、曙地区を給水区域とする川西浄

水場において今年度新たに建設をした取水施設を

使用するに当たり、水道法第１０条に基づく水道

事業変更認可が必要となることから、給水人口及

び１日最大給水量を変更するために本条例の一部

を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第８

号 名寄市肉牛繁殖センター条例の廃止について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 名寄市肉牛

繁殖センター条例の廃止について、提案の理由を

申し上げます。

名寄市肉牛繁殖センターは、肉牛の振興を図り
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農業経営の安定に寄与するため昭和４７年に建築

をされた施設で、昭和６０年からは市内の養豚経

営の安定、規模拡大及び遊休施設の有効活用を図

ることを目的に名寄市養豚組合に利用を許可し、

平成２８年９月まで利用をされてきました。平成

２８年１０月からは養豚農家の減少等により利用

が取りやめとなり、遊休施設となったため施設の

有効活用を図るために市内畜産経営者への意向調

査、ホームページで利活用について募集をしてま

いりましたが、施設の老朽化、立地条件等により

施設利用希望者がいないことから、本条例を廃止

しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） １点だけお尋ねしま

すけれども、いろいろ経過のある施設でしたけれ

ども、廃止をすることによる管理というか、いわ

ゆる林地に自然に変わっていくということで理解

をしてよろしいのかどうかです。全くもう管理は

しないということだと思いますけれども、お答え

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の管理について

というふうな御質問だったと思います。基本的に

繁殖センター条例があるうちについては、繁殖セ

ンターとしての用をなすような形で管理をしなけ

ればいけないということでありますが、今回は条

例を廃止させていただきましたので、現行の機能

については維持する必要がなくなったということ

であります。基本的には、普通財産のほうに移管

をさせていただきながら、普通財産としての市あ

るいは他の方の御利用について今後も探ってまい

りたい、そのように考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第９

号 名寄市第７期高齢者保健医療福祉計画・介護

保険事業計画を定めることについてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 名寄市第７

期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画を

定めることについて、提案の理由を申し上げます。

本件は、現在の名寄市第６期高齢者保健医療福

祉計画・介護保険事業計画が本年度までとなって

いることから、老人福祉法第２０条の８及び介護

保険法第１１７条第１項に基づき本計画を策定し

ようとするものでございます。

本計画の策定に当たりましては、市民アンケー

ト、ワークショップ、福祉懇談会の開催など市民

の皆様の御意見を初め有識者で構成をする名寄市

保健医療福祉推進協議会において策定作業を進め、

昨年１２月２１日に同協議会からいただいた答申

をもとに本計画の最終案が整いましたので、名寄

市議会基本条例第１０条の規定に基づき議会の議

決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し
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上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第９号については、質疑から採決までの議

事を３月２７日に延期したいと思いますが、御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号については質疑から採決ま

での議事を３月２７日までに延期することに決定

をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

０号 平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第

５号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 平成２９

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものであり、

歳入歳出それぞれ７億 ０８９万 ０００円を減

額をし、予算総額を２１７億 ５３１万 ０００

円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきましてグループホーム整備事業補助

金２５０万円の追加は、地域生活への移行を希望

する障がい者の福祉向上を図るため市内社会福祉

法人からのグループホーム改修に要する経費に対

し補助申請に応じ予算を計上しようとするもので

ございます。

４款衛生費におきまして病院事業会計繰出金

９０９万円の追加は、昨年１２月の特別交付税の

算定において精神科病床や救命救急センターの単

価アップ等から繰出金を増額するものでございま

す。

８款土木費におきまして北斗・新北斗公営住宅

建設事業のうち北斗団地集会場建設工事 ５００

万円の追加は、国からの交付金の確保と北斗団地

建てかえ事業の全体工期を考慮し、早期に着工す

る必要があることから予算を計上しようとするも

のでございます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債

などの特定財源の調整を図ったほか、１１款地方

交付税におきまして普通交付税で２億 １８０万

０００円の追加は、今年度の普通交付税額の確

定に伴い予算を計上しようとするものでございま

す。

１９款繰入金では、財政調整基金や公共施設整

備基金など繰入金を減額をし、収支の調整を図ろ

うとするものでございます。

次に、第２表、継続費補正につきましては、北

斗・新北斗公営住宅建設事業（７棟目）のほか３

件の予算を変更しようとするものでございます。

次に、第３表、債務負担行為補正につきまして

は、設備資金利子補給補助金のほか１件の追加と

変更をしようとするものでございます。

次に、第４表、地方債補正につきましては、農

業農村整備事業のほか１３件の変更、徳田１８線

緑丘連絡線道路改良舗装事業のほか１件の廃止を

しようとするものでございます。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

年度内に完了しない議会運営事業費のほか２件を

追加をし、繰り越ししようとするものでございま

す。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を中村総務部

長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて追加説明をさせていただきます。

議案第１０号の２６、２７ページをお開きくだ
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さい。２款総務費、１項１目一般管理費、ふるさ

と応援事業費４２２万 ０００円の追加は、ふる

さと納税寄附金の増額に対応し、寄附記念品発送

業務委託料などについて補正しようとするもので

あります。

３０、３１ページをお開きください。２款総務

費、１項８目企画振興費、総合計画策定・推進事

業費１８万 ０００円の追加は、第２次名寄市総

合計画中期計画策定に向け、まちづくりに関する

意見等の把握を目的としたアンケートの実施に要

する経費について補正しようとするものでありま

す。

次に、４０ページ、４１ページをお開きくださ

い。３款民生費、２項３目保育所費、子ども・子

育て支援運営事業費 １９２万 ０００円の追加

は、施設型給付費負担金などの増によるもので、

財源につきましても国、道補助金で予算を計上し

ております。

次に、６４、６５ページをお開きください。１

０款教育費、１項２目事務局費、教育振興事業費、

教育振興基金積立金 ０００万円の追加及び６８、

６９ページの１０款５項１目、大学の学校総務費、

大学振興基金積立金 ０３３万 ０００円のうち

０００万円の追加は、いただいた寄附金を積み

立てさせていただくため予算を計上しようとする

ものでございます。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

１号 平成２９年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 平成２９

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして年度

末における事業費の見込みによる調整を行うもの

であり、歳入歳出にそれぞれ ６６９万 ０００

円を追加し、予算総額を３６億 ５１９万 ００

０円に、直診勘定におきまして診療収入などが増

額になったことから一般会計繰入金の減額など費

目間の調整を行うものであり、歳入歳出それぞれ

３７０万 ０００円を減額をし、総額を１億 ３

２６万円にしようとするものでございます。

補正の主な内容について、保険事業勘定の歳出

から申し上げます。１款総務費では人件費の増に

伴い２１８万 ０００円、８款保健事業費では人

件費、報償費等の増に伴い５１万円、９款基金積

立金では平成２８年度決算剰余分として ４１２

万 ０００円をそれぞれ追加をし、１１款諸支出

では直診勘定繰出金精算分として１２万 ０００

円を減額しようとするものでございます。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。２款国庫支出金、５款道支出金では特別調整

交付金と合わせて３７万 ０００円、７款財産収

入では利子及び配当金として ０００円、８款繰

入金では一般会計からの繰入金として２１８万

０００円、９款繰越金では前年度繰越金として

４１２万 ０００円をそれぞれ追加しようとする
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ものでございます。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では人件費等で３５万 ０００円、２

款医業費では医療用消耗機材費で２００万円、４

款公債費では１３５万 ０００円それぞれ減額し

ようとするものでございます。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で６５０万円、

３款道支出金では電源立地地域対策交付金の確定

に伴い３２万 ０００円をそれぞれ追加をし、４

款繰入金において ０５３万 ０００円を減額を

し、収支の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

２号 平成２９年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 平成２９

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきましては歳

入歳出それぞれ ２４０万 ０００円を追加し、

予算総額を２５億３２６万 ０００円に、サービ

ス事業勘定・名寄におきましては歳入歳出それぞ

れ４１万 ０００円を追加をし、予算総額を２億

６２４万 ０００円にしようとするものでござ

います。

また、サービス事業勘定・風連におきましては、

年度末の事業費の見込みにより歳出予算の調整を

行うものであり、予算総額の変更はございません。

補正の主な内容について保険事業勘定の歳出か

ら申し上げます。１款総務費におきましては、本

年４月開始の制度改正に対応するシステム改修の

ほか人件費などの減額により８２５万 ０００円

を減額しようとするものでございます。

２款保険給付費におきましては、居宅介護サー

ビス給付費及び住宅改修費、介護サービス計画費

等の給付実績の増加に伴い １９０万円を追加し

ようとするものでございます。

３款地域支援事業費におきましては、通所型サ

ービスの給付費の増加に伴い４５０万円を追加し

ようとするものであります。

４款基金積立金におきましては、基金利子及び

平成２８年度決算剰余金を介護給付費準備基金に

積み立てるために ４２５万 ０００円を追加し

ようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。保険給付費、

地域支援事業費の追加に伴い４款国庫支出金、５

款支払基金交付金、６款道支出金をそれぞれ追加

しようとするものであります。

８款繰入金におきましても総務費及び保険給付

費の増加に伴い事務費繰入金及び介護給付費繰入

金をそれぞれ追加をし、人件費等の減額に伴い職

員給与費等繰入金を減額しようとするものでござ

います。

９款繰越金におきまして平成２８年度決算剰余

金の繰り越し分として ８４５万 ０００円を追

加しようとするものでございます。
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続きまして、サービス事業勘定・名寄について

申し上げます。歳出におきまして人事異動に伴う

職員手当等の追加として施設管理費に４１万 ０

００円を追加しようとするものでございます。

歳入におきましては、歳出と同額を一般会計の

繰入金にて追加しようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・風連について申し上

げます。歳出におきまして１款総務費では職員手

当等の不足分として４万 ０００円を追加し、２

款事業費では施設介護サービス事業費として４万

０００円を減額しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第１

３号 平成２９年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 平成２９

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、主に年度末における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれ１億 ５

０３万 ０００円を減額をし、予算総額を１０億

２１２万 ０００円にしようとするものでござ

います。

補正の主な内容につきまして歳出から申し上げ

ます。１款下水道事業費におきまして事業費の確

定に伴う各費目の調整により総額で１億９２３万

０００円を減額をし、２款公債費で長期債償還

元金で２２万 ０００円、長期債償還利子及び一

時借入金利子で２５２万 ０００円、３款諸支出

金では消費税等で３０５万 ０００円減額しよう

とするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では下水道事業受益者負担金の増加に

より３３８万 ０００円を追加をし、２款使用料

及び手数料では使用料の減少により４５７万 ０

００円、３款国庫支出金では事業費の確定により

９９４万 ０００円、４款繰入金では一般会計

繰入金で ８０９万 ０００円、６款市債では事

業費の確定により ５８０万円をそれぞれ減額を

し、収支の調整を図ろうとするものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでござい

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）



－31－

平成３０年２月２６日（月曜日）第１回３月定例会・第１号

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

４号 平成２９年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 平成２９

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ５９６万 ０

００万円を減額し、予算総額を ６６４万 ００

０円にしようとするものでございます。

補正の主な内容について歳出から申し上げます。

１款個別排水事業費では事業費の確定に伴う調整

により５０８万円、２款公債費では長期債償還元

金で６２万 ０００円、長期債償還利子及び一時

借入金利子で１６万 ０００円、３款諸支出金で

は消費税で１０万円をそれぞれ減額しようとする

ものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では２７万 ０００円を、２款使用料

及び手数料では１４７万 ０００円、３款繰入金

では１８３万 ０００円、５款市債では２５０万

円をそれぞれ減額をし、４款諸収入では消費税の

確定等により１１万 ０００円を追加をし、収支

の調整を図ろうとするものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

５号 平成２９年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 平成２９

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１５０万 ０

００円を減額し、予算総額３億 ２８４万 ００

０円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。２款後期高

齢者医療広域連合納付金では、納付金額の確定に

より１５０万 ０００円を減額しようとするもの

でございます。

次に、歳入について申し上げます。２款繰入金

では、広域連合共通経費負担分の確定のため１５

０万 ０００円を減額しようとするものでござい

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第１

６号 平成２９年度名寄市病院事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 平成２９

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うものでございます。

補正の主な内容について収益的収入から申し上

げます。１款病院事業収益では、医業収益におき

まして入院患者数の減少等により入院収益で ３

８１万 ０００円を減額をし、外来検査件数の増

等により外来収益で ９９７万 ０００円を追加

をし、小児救急医療への交付金算定額の減少等に

より他会計負担金で６４４万 ０００円、その他

医業収益で１２１万 ０００円を減額しようとす

るものでございます。

次に、医業外収益におきまして周産期医療への

交付金算定額の増加等により他会計補助金で ５

５２万 ０００円、他会計負担金で ６２３万

０００円をそれぞれ追加しようとするものでござ

います。

次に、特別利益におきまして過年度損益修正益

で ７７７万円を、その他特別利益といたしまし

て退職手当引当金の戻入で１億 ５９３万円をそ

れぞれ追加をし、収益の総額を１００億 ２５５

万 ０００円にしようとするものでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で ７３９万 ０００円を減額をし、材料費で診

療材料費の増加等により１億 ８５０万円を追加

をし、経費で東病院診療交付金等の減少により

１８２万 ０００円を減額しようとするものでご

ざいます。

次に、医業外費用におきまして雑支出で控除対

象外消費税の減少により６５１万 ０００円を減

額しようとするものでございます。

次に、特別損失におきまして過年度損益修正損

で ２９４万 ０００円を追加をし、費用総額を

１０２億 ９９４万 ０００円にしようとするも

のでございます。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債で ３４０万円を

減額をし、総額を７億 ８０８万 ０００円にし

ようとするものでございます。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして資産購入費で ６９５万

円を、施設費で施設整備事業等で９００万円それ

ぞれ減額をし、総額を１１億 ４０１万 ０００

円にしようとするものでございます。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保資金

及び一時借入金で補填をするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 議案第１

７号 平成２９年度名寄市水道事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 平成２９

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものでございます。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、主に給水収益３５１万 ００

０円の減額やその他営業収益３５７万 ０００円

の増額、長期前受金戻入１１０万円の増額により

収益全体で１５万 ０００円を追加し、総額６億

４９３万 ０００円にしようとするものでござ

います。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で １１７万 ０００円を

減額し、総額を６億 ０４０万 ０００円にしよ

うとするものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。事業の確定に伴う調整を行い、３款資

本的収入では８４８万 ０００円を減額し、総額

を３億 ３９２万 ０００円に、また４款資本的

支出では １７３万 ０００円を減額し、総額を

６億 ６９８万 ０００円にしようとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 議案第１

８号 平成３０年度名寄市一般会計予算、議案第

１９号 平成３０年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第２０号 平成３０年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第２１号 平成３０年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第２２号

平成３０年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第２３号 平成３０年度名寄市

食肉センター事業特別会計予算、議案第２４号

平成３０年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、

議案第２５号、平成３０年度名寄市立大学特別会

計予算、議案第２６号 平成３０年度名寄市病院

事業会計予算、議案第２７号 平成３０年度名寄

市水道事業会計予算、以上１０件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 平成３０

年度名寄市一般会計予算及び議案第１９号から議
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案第２７号までの各特別会計予算並びに各企業会

計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、平成２９年１１月１日付市長

訓令に基づき、名寄市総合計画第２次で掲げた将

来像の実現、事業の選択と集中の徹底、健全な財

政運営の維持といった基本的な考え方に基づき予

算を編成をいたしました。

一般会計予算案は、前年度比 ４％減の２１１

億 ６１２万 ０００円となりました。平成３０

年度は、市長選挙が行われる年度であることから

骨格予算として編成をしたことや教育費のうち大

学費が特別会計化されたことなどが主な減額要因

でございます。なお、収支不足を補う財政調整基

金の取り崩し額は７億 ８７５万 ０００円を計

上しております。

次に、特別会計について申し上げます。平成３

０年度国民健康保険特別会計外６特別会計の予算

総額は、９８億 ５９３万 ０００円となってお

ります。増減の大きなものとして、食肉センター

事業特別会計では公債費の増により前年度比１８

９％の増となりました。また、平成３０年度か

ら大学予算における収支の透明化を図ることを目

的に名寄市立大学特別会計を設置をしております。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は、前年度比

７％増の１３１億 ６３２万 ０００円となり

ました。病院事業会計で医業収益及び費用の増並

びに電子カルテシステム等導入事業の実施により

９％増の１１９億 ３６３万 ０００円、水道

事業会計では川西浄水場改修など施設整備費の減

により ５％減の１２億 ２６９万 ０００円と

なりました。

以上によりまして、平成３０年度全会計の予算

総額は４４１億 ８３７万 ０００円となりまし

た。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１８号外９件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する予算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号外９件については、全議

員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定をいたしま

した。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 議案第２

８号 平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第

６号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２８号 平成２９

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、担い手確保・経営強化支援事業

の採択に伴い必要な経費を補正しようとするもの

でございまして、歳入歳出にそれぞれ １０３万

円を追加をし、予算総額を２１８億 ６３４万

０００円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。６款農林業

費におきまして担い手確保・経営強化支援事業費

１０３万円の追加は、１０戸の農業経営者が実

施をする農業用機械施設の導入に対し補助しよう

とするものでございます。

次に、歳入につきましては、１６款道支出金に

おいて担い手確保・経営強化支援事業補助金で

１０３万円を計上しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。
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〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 報告第１

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 専決処分を

した事件の報告について申し上げます。

本件は、平成２９年５月３０日午前１時ごろ、

名寄市西１１条北１丁目５５番地３２の市営住宅

栄町５５団地１号棟の別棟物置にて発生をいたし

ました放火事件における市有物件損壊の損害賠償

額１１９万 ８００円を当事者に対し請求の訴訟

を提起しておりましたが、本年１月１６日の口頭

弁論で和解が成立したものでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２４ 報告第２

号 名寄市国民保護計画の変更についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 名寄市国民

保護計画の変更について申し上げます。

本件は、法定受託事務である国民の保護のため

の措置について、平成２９年１１月２０日、北海

道市町村国民保護モデル計画の変更に伴い本計画

の変更を行いましたので、武力攻撃事態等におけ

る国民の保護のための措置に関する法律第３５条

第６項に基づき御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日２月２７日から３月１

２日までの１４日間を休会といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日２月２７日から３月１２日までの

１４日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

平成３０年２月２６日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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散会 午後 １時５２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 佐々木 寿

平成３０年２月２６日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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平成３０年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成３０年３月１３日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

平成３０年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

職員の教育研修について外２件を、東川孝義議

員。

〇９番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告順に従

い順次質問してまいります。

最初に、職員の教育研修についてお伺いをいた

します。地域住民の方が快適に日々の生活が送れ

るようにサポートをする地方公務員、いわゆる市

役所職員の方々の業務は年々高まる市民ニーズに

的確に応えていくためにその業務内容は多岐にわ

たっていると思います。また、具体的な業務には

さまざまなものがあり、組織の内側に対する業務

と組織の外側に働きかける業務に分けられ、その

中にあって職種は技術職と事務職の大きく２つに

分けられると思います。組織の内側に対する業務

としては、総務や経理、人事などがあり、これら

は市町村に限らずどの企業においても共通してい

ることと思います。一方、組織の外側に働きかけ

る業務は、市町村ならではのものが多くあると思

います。例えばその地域の魅力を広げる業務や経

済的に活性化させるための地域振興に関する業務、

市民が快適な生活を送れるようにするための税金、

公衆衛生、保健福祉に関する業務に加えて、市民

の安全を守るための防災に関する業務や地域の情

報を共有するための広報活動の業務、そして上下

水道や道路のインフラ管理も大切な役割だと思い

ます。このように職員の方々の仕事内容はさまざ

まですが、いずれも市民生活の維持向上になくて

はならない重要な仕事であると言えます。また、

具体的事業推進に向けては、継続事業に加えて新

規事業も推進されていく中にあっては業務量も増

加し、個人のスキルアップはもとよりいかに効率

よく仕事を進めるかが求められていると思います。

そこで、小項目の１番目、職員の採用実績と勤

続年数の推移についてお伺いをいたします。一般

企業も同様ですが、市の職員も定期的な採用がで

きれば技術、技能の伝承も引き継がれると思いま

すが、その時々の事情により定年退職者の補充や

業務の拡大に比例した採用には至っていないこと

もあると思います。そこで、名寄市の病院、大学

の先生、消防職員を除いた過去５年間の採用実績、

勤続年数の推移、平均年齢についてお伺いをいた

します。

次に、小項目の２番目、職員の研修実績につい

てお伺いをいたします。毎年の決算時において主

要施策の成果報告書の中で一般派遣研修、集合研

修に分けての報告がなされております。初任者研

修の対象者は理解できますが、中級、上級研修者

はどのような方々を対象に行っているのかお伺い

をいたします。

また、職員の派遣並びに受け入れについて、人

事交流の目的と実績についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、研修成果の具体的運用

についてお伺いをいたします。先ほどの研修は、

どちらかというとオフＪＴであり、庁内における

ＯＪＴとして中級、上級、そして管理者研修後は

どのように対応されているのかお伺いをいたしま

す。

また、特別研修参加者への人選はどのように行
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っているのかお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、工事施行成績の評価に

ついてお伺いをいたします。当市で発注している

工事は、公共施設だけではなく、日常生活や産業

の基盤となっている道路や橋梁、上水道、下水道

といったいわゆるインフラと呼ばれる施設につい

ても公共施設と同様に整備が進められております。

そこで、小項目の１番目、工事施行後の現状の

認定評価方法についてお伺いをいたします。工事

施行後、項目別の具体的評定について評価項目を

含めてどのように実施をされているのかお伺いを

いたします。

また、土木、建築事業者の方は毎年経営規模評

価結果通知書の報告が義務づけられております。

いわゆる経審の評価に加えて当市の認定評価が格

付にどのように反映をされているのかお伺いをい

たします。

次に、小項目の２番目、平成２９年度工事発注

状況についてお伺いをいたします。２９年度の年

度末を迎え、建築、土木事業をメーンとして今年

度発注された新期工事、改修、解体工事の件数に

ついてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、改修、解体施工後の評

価についてお伺いをいたします。公共施設の維持、

更新に向けては、名寄市公共施設等総合管理計画

で検討を進められていると思いますが、厳しい財

政状況を踏まえると今後は長寿命化に伴う修繕、

改修、解体工事が多くなることが予測され、新規

事業の発注が減少するのだと考えられます。そこ

で、名寄市の総合数値の反映に向けて今後改修、

解体工事後の評価をどのように進めていこうとさ

れているのかお伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、行財政運営の評価方法

についてお伺いをいたします。昨年４月より名寄

市総合計画第２次がスタートし、今年度は前期計

画２年の折り返し時期であります。また、まち・

ひと・しごと創生総合戦略は平成２７年度から実

施され、平成３２年度が最終年度であります。そ

の中にあって平成２９年度のローリング調書では

９本の新規事業、２７７の継続事業について個別

に評価をされております。

そこで、小項目の１番目、現状の評価方法につ

いてお伺いをいたします。毎年実施されておりま

す行政評価、ローリング、次年度予算編成と進め

られておりますが、その中で単年度で一定の成果

が見えてくる事業、また中期的な取り組みが必要

な事業もあり、各作業工程における策定プロセス

と重点ポイントについてお伺いをいたします。

また、新規事業の取り組みに向けて目的達成の

効果的な企画として、特に部局間を横断する事業

の必要性や有効性の抽出方法についてお伺いをい

たします。

次に、小項目の２番目、ＰＤＣＡサイクルが回

る体制づくりについてお伺いをいたします。総合

計画第２次実施計画ローリング、また中期計画な

どの説明資料にＰＤＣＡサイクル概念図が掲載を

されております。そこで、従来のローリング作業

と現状の策定作業の変更点についてお伺いをいた

します。

また、事業推進の目的整理、数値目標の設定や

評価の問題解決のステップにＰＤＣＡサイクルを

どのように意識した取り組みを進めているのかお

伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、現状の課題と今後の取

り組みについてお伺いをいたします。先日ある資

料で、作業と仕事の違いについての記事を見る機

会がありました。その中でマニュアルというのは、

いわゆる手順書のことでありますが、特に新人を

採用したとき、または職場間の異動においては大

きな力を発揮をしてくれます。しかし、マニュア

ルどおりに従うだけの状態は作業ですが、マニュ

アルをつくる側になると仕事になるとの内容でし

た。組織においてマニュアルが全てではなく、そ

れをどのように活用するのかが重要であると言え

ます。そこで、企画力向上に向けて、いわゆる正

しい問題解決のステップとしてＰＤＣＡサイクル
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の教育研修についてどのように進められているの

かお伺いをいたします。

また、中期計画第２次において部署を横断する

重点プロジェクト計画が進められております。共

通テーマの具体的推進に向けて、ＰＤＣＡサイク

ルをどのように活用されているのかお伺いをいた

します。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

ただいま東川議員から大項目で３点にわたり御質

問いただきました。大項目１については私から、

大項目２については建設水道部長から、大項目３

については企画担当参事監からそれぞれ答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

それでは初めに、大項目１、職員の教育研修に

ついての小項目の１、職員の採用実績と勤続年数

の推移について申し上げます。まず、職員の過去

５年間の採用実績でございますが、病院の医療、

看護、技術職、大学教員及び消防職員数を除きま

してお答えをいたします。平成２５年度では１２

名、平成２６年度では２０名、平成２７年度では

２５名、平成２８年度では１６名、平成２９年度

では２２名となっております。

なお、採用人員のばらつきにつきましては、退

職者の人数によるものが主な理由であるというふ

うに考えてございます。

次に、勤続年数の推移についてでございます。

平均勤続年数で申し上げますと、平成２５年度で

は２ ３年、平成２６年度では１ ９年、平成２

７年度では１ ７年、平成２８年度では１７年、

平成２９年度では１ ８年と年々短くなってきて

おります。これは、ここ数年の急激な世代交代で

若い職員がふえていることによるもので、平均年

齢の推移を見ても平成２５年度で４ ２歳、平成

２６年度で４０歳、平成２７年度で３９歳、平成

２８年度で３ ５歳、平成２９年度で３ ５歳と

年々下がっているのが現状でございます。このよ

うに全体的に職場が若返っていることから、管理

職も含めた職員全体の能力向上が必要と考えてお

り、この間職員研修の充実を図り、各種研修会の

開催周知と参加促進に努めてきたところでござい

ます。

続いて、小項目の２、職員の研修実績について

申し上げます。毎年度の決算の主要施策成果報告

書にて報告をさせていただいておりますが、平成

２８年度実績では北海道市町村職員研修センター

を初めとする一般派遣研修で２５種、延べ４１名、

年間を通じた外部機関派遣研修で３名、集合研修

で３０種、５１９名、各職場が開催する特別研修

で１１種、３０８名と延べ８７１名が参加してき

ております。このうち専門的な研修については、

一般派遣研修で８種、２７名、特別研修で４種、

１１３名が参加してきておりますが、これ以外に

も各職場で受講しているものや各自治体が集まっ

て開催される実務担当者会議や研修会に参加し、

法令や制度の解釈を学ぶとともに、課題や事例を

挙げながら事務処理能力及び知識の向上に努めて

きているところでございます。

また、研修の一環として実施している外部機関

への派遣や人事交流については、職員の資質向上

はもとより上部機関や先進地において得た経験や

知識を職場で生かしていくほか、民間団体等との

幅広いつながりを持つことで連携した事業展開が

期待をでき、また互いの自治体に学び、きずなを

深め、さらなる交流活動の推進とともに互いの自

治体の発展に資するものと考えております。平成

２５年度以降の派遣実績としましては、東京都杉

並区や一般財団法人地域活性化センター、北海道、

北海道経済産業局、そして本年度からの山形県鶴

岡市との交流派遣があります。これまでの派遣に

より民間や各省庁とのつながりから、ジュニアオ

リンピックなどの事業誘致のほか、杉並区との人

事交流を通じて台湾交流事業に発展するなど研修

の成果が上がっているものと考えております。

続いて、小項目の３、研修成果の具体的運用に
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ついて申し上げます。先ほど申し上げました研修

実績のうち集合研修については、採用から３年目

までの職員必須の初任者研修、係長職以下を対象

とした中級研修、管理職を対象とした上級研修、

各施設の安全管理者を対象とした管理者研修に区

分して各種研修に取り組んでいます。特別研修も

含めて受講者については年齢層や職名で指名する

ものや特定の事務担当者を対象にしたもの、また

広く参加者希望を募って開催しているものもござ

います。特に管理職や係長職には組織の活性化を

目的に職員の意欲を引き出し、導く指導方法や統

率力についての管理者マネジメント研修に力を入

れているところであり、役職についてからの経験

年数が浅い管理監督者を対象に開催しております。

また、中級研修の中でも若手職員を対象に政策形

成研修を開催し、グループワークにより互いの業

務や行政課題を共有化し、課題解決策の模索と提

案能力の向上を図ってきているところです。

このように研修の種類や受講の機会の充実に取

り組んできたところではありますが、職員の人材

育成は研修だけでは習得できないことも多々あり

ます。各職場の実務や対応、仕事の仕方、また職

場単位の目標については職員それぞれが共通認識

を持ちながら業務を遂行する必要があります。上

司から部下への指導については、単なる指摘では

なく導くことが大切であり、職場内で互いに教え

合う中で知識や情報を共有化し、組織全体の認識

を高めていくことが本来の人材育成の姿と考えて

おります。各職場において十分に理解してもらい、

互いに人材を育てる雰囲気づくりから組織の活性

化につなげていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目２、工事施行成績の評価について、小項目１、

現状の評価方法についてお答えします。

工事施行成績評価につきましては、平成２２年

度以降の請負工事から適用しており、入札参加資

格審査や毎年度の格付等に活用して、土木工事及

び建築工事ごとに技術力について評価しているも

ので、具体的評価項目は８項目あり、施工体制、

施工状況、出来形及びできばえ、工事特性、創意

工夫、社会性など法令遵守等など、その他から構

成されていて請負工事完成後に監督員及び検査員

が１００点中何点かを評価して請負業者に書面で

通知をしているところです。

また、施工業者の格付については、市内業者及

び準市内業者として認定された建設業者のうち土

木及び建築に登録された建築業者を格付するもの

で、毎年３月の資格審査委員会において部門別に

Ａ、Ｂランクを決定していて、格付方法は客観的

要素及び主観的要素の評定数値の合計が市の総合

数値となっております。客観的要素とは、経営事

項審査のことであり、建設業法で定める審査とし

て経営状況、経営規模、技術力などについて数値

化し、評価するもので、法では公共性のある施設

または工作物に関する建設工事において政令で定

めるものを発注者から直接請け負おうとする建設

業者は、国土交通省令で定めるところにより、そ

の経営に関する客観的事項について審査を受けな

ければならないと規定されていて、経営事項審査

総合評価値のことを指し、評価は国交大臣または

都道府県知事が行います。あわせて主観的要素と

は、技術的要素として過去２年間の請負工事の評

価の平均値と社会的要素として公共施設の愛護活

動や地域奉仕活動などを回数に応じて数値化した

ものの合計であり、客観的要素の経営事項審査総

合評価値と主観的要素の技術力などの数値の合計

を市の総合数値と位置づけて、名寄市建設工事請

負業者の格付を決定しています。

次に、小項目２、平成２９年度工事発注状況に

ついてお答えします。初めに、土木工事について

は道路排水整備が３件、河川改修が３件、公園施

設整備が７件、駐車場整備が２件、橋梁長寿命化

修繕が１件、その他が１件で、計１７件となりま

す。次に、建築工事については、公営住宅関連整
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備が９件、小学校整備が３件、大学新棟外構整備

が１件で、計１３件となり、土木工事及び建築工

事の合計は３０件となります。

続いて、改修、解体工事発注件数についてお答

えいたします。初めに、土木工事については、道

路改良が６件、道路改築が１件、河川改修が１件

で、計８件となっております。次に、建築工事に

ついては、公園関連改修が１件、大学関連改修が

７件、その他が３件、解体工事が６件で、計１７

件となり、土木工事及び建築工事の合計は２５件

となります。

次に、小項目３、改修、解体等施工後の評価に

ついてお答えします。土木工事につきましては、

改修工事件数８件全て評価を行っており、また建

築改修工事につきましては１７件中６件について

評価を行い、設備改修等の一部５件及び解体工事

６件の評価は行っておりません。

続いて、修繕、改修、解体工事の評価の現状に

ついてお答えいたします。土木工事においては、

道路に関する改良や排水整備、河川改修、駐車場

整備、公園整備などの評価を実施し、建築工事は

新築工事及び改修工事の評価を実施をしておりま

す。

また、本市の建設工事に係る競争入札参加資格

格付における総合数値への反映は客観的要素と主

観的要素の評定数値の合計となっており、主観的

要素として技術力を工事ごとに工事施行成績評価

点として算出し、総合数値に反映させております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 私からは、大項目の３

番、行財政運営の評価方法について答弁いたしま

す。

初めに、小項目の１、現状の評価方法について、

小項目の２、ＰＤＣＡサイクルが回る体制づくり

について申し上げます。総合計画の推進、進捗管

理を行うため、例年施策、事務事業の成果や目標

達成度の点検、評価を行う行政評価、実施計画事

業の改善、見直しの議論を行うローリングの作業

を行い、次年度予算編成につなげることとしてお

ります。この際、改めて事業推進の目的の整理、

数値目標の設定評価を行うこととしておりますが、

今年度より調書の様式を改め、よりこの点を重視

したものとしております。また、新規事業の追加

や既存事業の拡充につきましては、社会情勢の変

化や市民ニーズの実現という観点から必要となっ

てくるものでありますが、厳しい行財政運営の中

でよりその必要性、有効性を明らかにすることが

求められると考えられるところ、国の行政事業レ

ビューシートの様式を参考に所管部局における事

前点検項目を設けたところであります。

各プロセスの連続性という観点から申し上げま

すと、ローリングの際においては行政評価での指

摘事項を踏まえた検討を行うこととしておりまし

て、予算編成の際におきましてはローリングにお

いて指摘があった事項など、まず企画課において

取りまとめまして各部局に対し予算編成までの検

討事項として提示し、その結果を上部査定時まで

に提出させるということにすることでＰＤＣＡサ

イクルを回すこととしております。

数値目標の設定につきましては、今後中期計画

の策定プロセスにおいても庁内外で議論いただく

ことを考えておりまして、引き続きこの枠組みの

中で各事業の改善、見直しに取り組むとともに、

枠組み自体につきましても不断に検証、改善を図

ってまいりたいと考えております。

次に、小項目の３番、現状の課題と今後の取り

組みについて申し上げます。現在ＰＤＣＡサイク

ルに特化した研修は行っておりませんが、まずは

総合計画を中心とした業務体系においてＰＤＣＡ

サイクルを位置づけ、職員が業務に取り組む中で

理解を深めていただきたいと考えております。ま

た、総合計画を中心とした行政評価体系や目標管

理型の自治体マネジメントなども含めまして地方

創生に重要な概念、制度、事例等に関する講座を

Ｅラーニングにて提供している地方創生カレッジ
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につきまして庁議等会議や庁内掲示板などで紹介

をさせていただいているところであります。

重点プロジェクトの推進につきましては、設定

した数値目標の達成に向けて各部局連携して取り

組んでおりますが、引き続き各プロセスにおいて

随時その進捗を確認しながら、検証しながら部局

間の連携を密にしまして取り組んでまいりたいと

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をいた

だきましてありがとうございます。答弁をいただ

きました中で、改めて何点かお伺いをさせていた

だきたいというふうに思います。

１番目の職員の研修について、先ほど職員の採

用実績、基本的には退職者の補充であるというふ

うなことでの御答弁をいただきました。また、勤

続年数についても年々若くなってきて、世代交代

が進んできているというふうな御説明もいただい

たところであります。私も事前にこの５年間資料

をいただいて、ちょっと勉強させていただいたの

ですけれども、勤続年数を見ますと比率で平成２

５年度、１年から５年までの勤務の方が１ ６％、

これは先ほど言った人員の構成ですけれども、そ

れが平成２９年度は２６％、１０％増と。６年か

ら１０年までは平成２５年度が １％、２９年度

が１ ７％と。１年から１０年までを合計すると

平成２５年度が全体の職員の２ ７％、２９年度

が３ ７％、約１５％１年から５年までの人の人

数の割合がふえているという実態にあります。

そこで、先ほどそれぞれの研修内容についての

御答弁もありました。オフＪＴの研修について細

かくまたそれぞれの説明をいただきましたが、い

ずれにしてもやっぱりＯＪＴの研修というのが非

常にある面では重要になっていくのだ。今もいろ

んな形で進められているという御答弁もいただき

ました。しかし、ＯＪＴというのは通常の業務を

行いながらという中で、やはりメリットとデメリ

ット、これがあるのかなというふうに思います。

今言ったように、メリットとしては通常の業務の

中で学べるので、研修とは違って実際の仕事のず

れが小さいということで、非常に効率のよいトレ

ーニングができるのかなと。一方、デメリットと

しては指導者の負担が非常に多くなる。あるいは

業務の途中で習うので、体系的にずっと学ぶこと

ができないというふうなことがあるかというふう

に思います。上司の担当者が単発的なアドバイス

ではなくて、やっぱり業務マニュアル、あるいは

評価軸を設定をしていくというのが非常に大切で

はないのかなというふう思います。改めて庁内各

部署での教育システムについてお伺いしたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今特に外部の研修で

はなくて内部でということでお話がございまして、

研修の主要施策の成果報告書の中でも報告をさせ

ていただいておりますけれども、特に特別研修と

いう形で、例えば運転技術講習ですとか、あるい

は情報セキュリティーの研修ですとか、ホームペ

ージのシステム講習、こういった特別研修にかか

わってそれぞれ担当のほうで、新しいホームペー

ジが開設をするので、それについて職員を集めて

という説明会ですとか、そういったものを実は内

部的にはやっています。また、通年通しては会計

のほうで会計実務の研修ですとか、これは毎年や

らさせていただいているということで、先ほど言

われましたように大変それぞれを担当する部署の

ほうで具体的な実務にかかわっての研修というこ

とですので、どうしても日常の業務以外でそうい

う研修の準備も当然出てくるわけで、負担のほう

も出てくるかなというふうに思いますが、これに

つきましては特に新人の職員とかもおりますので、

これからも毎年継続でやらさせていただきたいと

いうふうに考えているところでございます。

また、各職場においては、私も全て把握はして

おりませんけれども、それぞれ受け付け業務ある

いは税務業務、どういう形で利用しているかは詳

平成３０年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号
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細には把握しておりませんけれども、それぞれの

部署においてはマニュアルを担当者の中で共有を

しながら、実務を進めているというふうに考えて

いるところです。ちょっと足りない面もあるかと

思いますけれども、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 十分にこれだけ年代層

が若返っているという背景の中ではそれぞれの部

署で取り組みは強化をされているという、改めて

今お話のあった新人の方を含めた形の中で教育を

推進をしていただきたいというふうに思います。

それで、先ほど研修成果の中で提案能力の向上

というふうなことのお話もいただきました。今職

員の自主研究グループというのが平成２６年度に

名寄市職員自主調査研究グループ道外視察研修助

成金交付要綱というのが定められておりまして、

平成２６年に定められたのですけれども、平成２

８年度までは３年間応募者がゼロで、平成２９年

度道外での利用が１件というふうなお話を聞いて

おります。せっかくつくった制度なのですけれど

も、この制度を有効に活用していくためにどのよ

うに考えているのか、あるいは今の制度でいろん

な課題があって、さらにこういうふうな検討を加

えているというふうな内容があればお伺いをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうからお

話がありましたように、自主研究グループの道外

視察助成制度を２６年につくったわけですけれど

も、なかなか利用がないということで、２９年度

に中堅、若手の職員の仲間で構成をしたグループ

で道外研修ということで、行財政の関係で自主研

究ということで視察に行ったというのがございま

す。この助成制度を使っての研修ということにつ

いては実績は１件ということでございますけれど

も、そのほかにもいろいろと職場のつながりです

とか、その中で行っている研修もあるのかなと思

っていますが、この助成制度にかかわってはやは

り利用が少ないというのが確かに言われるとおり

でございまして、詳細になかなか利用されない理

由について調査をしてございませんけれども、こ

れまで何度かアンケート等をとる中では、どうし

ても道外に限定をされている、あるいは助成の割

合として、当然研修に一定程度の支出、お金がか

かるわけですが、それに対する助成割合が低いで

すとか、対象となる調査研究内容や、あるいは帰

ってきてからの報告の内容が相当レベルが高いの

だというような、そんなような御意見がございま

した。私どももせっかくある制度ですので、ぜひ

この制度を継続をしたいというふうに思ってござ

いますけれども、いろいろと実際に研修行った、

あるいはこれから行こうとする方も含めて先ほど

言いましたような意見もございますので、交付要

綱の見直しなども検討をしてまいりたいというふ

うに考えているところであります。もちろん制度

自体の問題もあるのでしょうけれども、組織全体

が先ほど言いましたように少し若返っているとい

う中で、ある一方では業務量の増加ですとかがご

ざいますし、休日のイベント等も当然職場によっ

てはあるということで、とりわけ若手の職員がそ

こに従事をするだとかということがあるのでしょ

うし、またそれぞれ町内会における市職員がお手

伝いをする、あるいは役員をする、あるいはＰＴ

Ａ、あるいは社会教育、スポーツ振興等地域活動

にもかかわって多くの職員が活動しているという

ようなこともございまして、なかなか自主研修と

いうところまで考えが及んでいないのかなという

ふうには思っているところでございますが、今後

もこの制度ございますので、改めて制度の見直し

も含めて職員にしっかりと周知をしながら、活用

に向けて取り組みをしていきたいと思いますし、

職員の意欲ですとか自主的な活動を促し、応援を

するような制度を検討してまいりたいというふう

に考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。
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〇９番（東川孝義議員） 先ほど人事交流の目的

と実績の中で、職員の派遣受け入れというふうな

答弁の中で先進地でのいろんな取り組み、自治体

との連携というふうな御答弁もいただいておりま

す。せっかくつくった制度ですので、今答弁をい

ただきましたけれども、できるだけ多くの方が利

用できるような体制の中で、内容の検討も含めて

利用できるような体制にしていただくように改め

て要望しておきたいというふうに思います。

この部門では最後、今定年退職者の再任用制度

が行われていると思うのですけれども、現状の実

績についてどのようになっているのかお伺いをし

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 定年退職の再任用制

度の利用実績ということでございますけれども、

市の職員の再任用にかかわる条例については平成

１８年３月に施行されてございますけれども、市

役所の職場の再任用の実績につきましては平成２

６年度で２１名の退職に対して４名、２７年度で

は１１名退職に対して１名、２８年度は１０名退

職に対しまして２名、平成２９年度では５名退職

に対しまして２名という実績になってございます。

実績ということで報告をさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） １８年度から制度化さ

れた形のものが平成２６年度から実際に運用が開

始をされているというふうな形の中で、冒頭にも

お話しさせていただいたように、答弁の中にもご

ざいました。職場が若返っているというふうな世

代交代も進んでいるという現状の中では、再任用

制度をまた十分に利用されて、非常に答弁にもあ

ったように当然どこの部門においても重要な仕事

でありますし、さまざまな仕事を今まで経験をさ

れた方が若い人たちを成長させていくというため

にも必要な作業というか、業務の部分かなという

ふうに思いますので、いろいろやりとりをさせて

いただきましたけれども、やはり教育研修制度、

より充実していただきますことを要望して、次の

質問に移らせていただきたいというふうに思いま

す。

時間が余りありませんので、工事施行成績の評

価について２点ほどお伺いをしたいというふうに

思います。先ほど２９年度の工事発注の中で建築

１３件、土木１７件、新規工事。改修、解体、建

築が１７件、土木８件ということでお伺いをしま

した。それで、評価をされているのが土木８件、

これ全てを行っていると。建築のほうは１７件中

６件という評価を行っているというような答弁を

いただきました。それで、今工事施行の評価対象

工事、これ契約金額がたしか１３０万円以上とい

うふうにお聞きをしているのですけれども、これ

の根拠についてお伺いをしたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） １３０万円の根拠と

いうことでございますけれども、名寄市の請負工

事の施行成績要綱の３条に基づきまして評定の対

象は１件の契約金額が１３０万円を超える請負工

事としているところでございます。根拠といたし

ましては、入札に付する金額とする１３０万円を

超える請負工事評価対象ということでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） この契約金額というの

は、名寄市独自の金額であって、道とかというの

は金額はどのようになっているのか、もしわかれ

ばお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私のほうからち

ょっと申し上げさせていただきます。

道とか他の自治体とかもありますけれども、基

本的に１３０万円というラインにつきましては国

の地方自治法施行令の中で工事請負等については

１３０万円の線というのはございまして、名寄市

においてもそれを受けまして名寄市の契約規則で
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１３０万円という金額をうたってございまして、

それにのっとってということでございますので、

御理解いただければと思います。よろしくお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ありがとうございます。

今回の工事施行成績の評価ということで、改め

て今回質問させていただいた背景、先ほどの中で

もちょっとお話をさせていただいたのですけれど

も、今後新規の工事というよりもやはり長寿命化

という形の中では改修だとか解体、こういう形の

ものが多くなってくるのかなというふうに予測を

されます。公平、公正という観点からすると、工

事を行う業者、新規であろうが、改修、解体であ

ろうが、やはり工事を同じ形で行うと。あるいは、

担当者が評価をしやすいという体制づくりという

のは今後必要なのかなと。当然今改修、解体に関

して評価がないというふうなもの、言っているも

のに関しては、評価がないというのは実際答弁も

いただきましたけれども、今後のことを考えると

やはりこの辺の整備というのも必要なのかなとい

うふうに思いますので、ぜひ主体性を持った取り

組みを進めていただくように要望して、次の質問

に移らせていただきたいというふうに思います。

行財政の運営の評価ということで先ほど答弁を

いただきました。現状の評価方法について、今ま

でとは若干違う形の中で国のシートなり、あるい

は社会情勢変化、市民ニーズをというふうなこと

での御説明をいただきました。それで、今御説明

があった中でＰＤＣＡサイクルというふうなこと

に重点を置きながら改めて質問させていただきた

いのですけれども、特に新規事業、これを取り組

むに当たってＰＤＣＡサイクルのどの部分、どれ

も必要な項目ではあるのですけれども、取り組み

の一番中心的なものになるのは何が、当然プラン

からだとは思うのですけれども、その辺の一番重

要な点について改めてちょっとお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 新規事業に取り組むに

当たってのＰＤＣＡという観点からの重要な点と

いうことでありましたけれども、当然新規事業の

中でもその事業によって市側からの発案になるも

のですとか、あるいは市民からの要望などを受け

て取り組むことにしたものですとか、いろんなケ

ースがあるかと思います。いずれにせよ、そうい

ったものを総合的に判断して、今回チェックシー

トを設けた項目を挙げますと必要性ですとか、効

率性あるいは有効性、その他特定財源の使い方な

どありますけれども、そういったものをしっかり

と事前に評価をしていただいて、その上で具体的

な事業について検討結果をローリングの場である

とか、予算編成の場に持ってきていただくという

ことでこういう評価項目を設けさせていただいた

ところであります。その後当然こういう総合計画

の評価体系の中に入ってきますので、適切なタイ

ミングで事業評価、行政評価、あるいはその翌年

のローリングといったところ、そして予算編成に

おいても継続事業として上がってくるのか、そう

いったところもあるかと思いますけれども、そう

いったところで随時改善すべきところがあれば改

善していただいて、最初に設定した目的、効果な

りが上がってこないのであればそれもやはりやり

方を考えるですとか、そういったところもしてい

くことが必要なのかなと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ＰＤＣＡサイクル、ス

テップで取り組むというのは、非常にそれぞれの

部門での課題なり問題点が明確になって次のステ

ップに進むというふうなことでは有効な手段だと

いうふうには思います。それで、よくＰＤＣＡサ

イクルで目標と目的の違いというふうな、これを

きちっと理解をして進まないと課題が解決できな

いですよというふうなことがよく言われておりま

す。あくまでもＰＤＣＡサイクルで計画というの

は目標を達成するために定めるものであって、目
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標は目的を達成するために定めるというふうに言

われております。いわゆる目的はゴールであって、

目標はたどり着くまでのルートというふうにも言

われております。今松岡参事監のほうからＰＤＣ

Ａの今のサイクルの中での取り組みのお話をいた

だきました。それで、当然ＰＤＣＡサイクル、個

人で取り組むのは非常にある面では課題に対して

も取り組みやすいというふうには思うのですけれ

ども、やっぱりこれを組織に定着をさせていくと

いうための体制づくりのポイントはどこが重要か

なというふうにお考えか、今の時点でちょっとお

答えをいただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） ＰＤＣＡサイクルを組

織の体系として位置づけるということでありまし

たけれども、今初めに申し上げましたとおり名寄

市においては総合計画を中心に施策ですとか事務

事業の評価の体系などしておりますので、総合計

画を中心に行政を行うという意味において総合計

画に掲げる目標ですとか、あるいは個別の事業に

今回目標などを設定していくわけですけれども、

それが各部ですとか、あるいは各施策分野ごとの

各部連携して行うものもありますけれども、それ

の目標ということになってくるのかと思います。

また、その中で各部の中でも個人単位におきまし

ても掲げられた目標に向けて自分が行う業務とい

うものを位置づけられておりますので、そういっ

たところで明確に個人の目標として、あるいは組

織の目標として、市全体の目標として位置づけら

れているというふうに現在でもなっていると思い

ますし、それをより明確にわかりやすくしていっ

て、その体系をしていくということが大事だと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 先ほども質問の中でち

ょっとお話をさせていただいたのですけれども、

２９年度のローリング調書、９本の新規事業、そ

れから２７７の継続事業というふうなことで評価

をされているというふうな形で質問させていただ

きました。それで、今よくＫＰＩ、重要業績評価

指標というふうなもので数値化されております。

これのいわゆるＫＰＩを評価を数値化できるもの

と、それからできないものというのも正直言って

あるのかなというふうに思います。その辺実際に

戦術レベルできちっとＫＰＩ数値化してこの目標

に取り組んでいきますよというものと仮にできな

いものの評価というのは、業績評価の中でどうい

うふうな取り組みをされていくのかお伺いをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） ＫＰＩの設定について

ということですけれども、こうしたことを取り組

むに当たってよく言われるように、原則としては

やはり数値化していくと。数値化できるもので評

価していくというのが大原則となっております。

ただ、従来の行政ですとよくこういうＫＰＩ、Ｐ

ＤＣＡの話、あるいはその前のパブリックマネジ

メントなどの話にもありますけれども、基本的に

は行政って数値化できないという前提で、例外的

に数値化できるものを取り上げていったというの

が基本だったと思うのですけれども、近年では基

本的にもこの数値化、定量的な評価を行うという

のを原則としまして、どうしても数値化できない、

あるいは数値化がふさわしくない分野につきまし

ては定性的な目標、それも客観的に状況がどう変

わっているのか、好転しているのかというのがわ

かるような設定の仕方をしなさいということが行

政評価などの指導で入っておりますし、またそれ

すらもできないという分野に関して言うと、それ

は当然にやらなければいけないことですとか、法

令で定められているとか、そういったところにつ

いてはある意味評価改善というところから離れて

くるのかなと思います。いずれにせよ、そういっ

たものを基本的には評価になじまないというとこ

ろからスタートするのではなくて、原則としては

数値化して評価すると、検証していくというとこ
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ろを大前提に置いて、そこから例外として数値化

がふさわしくないものとか、できないものといっ

たものについては違う扱いをするというふうに整

理をしていくことが大事なのだと思います。

また、先ほど目標、目的という話もありました

けれども、どうしてもこういう数値の目標をつく

るときには従来アウトプット、つまり事業による

産出物の数値を用いることが多々多かったわけで

すけれども、そうではなくてその事業の産出物に

よって市であれば市全体の、あるいは市のある分

野のどういう成果が上がって、どういうふうにそ

の分野が好転しているのかというのを、それを指

標にしなさいと。アウトカムの指標を設けなさい

ということに、国ですとか道のほうでも徐々に徐

々にそういう動きになってきておりますので、市

としてもそういったところでしっかりと評価して

いくというのが行財政運営という観点でもそうで

すし、また数値で端的にあらわすということはわ

かりやすく見える化するということにもつながっ

てきますので、市が向かっている、あるいは市が

今やろうとしている方向性を市民にわかりやすく

示すというのも有効であると思いますので、そう

いった方法で進めていきたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ありがとうございまし

た。

時間ちょっとなくなって恐縮なのですけれども、

松岡参事監におかれましては一昨年の６月当市に

着任をされて１年９カ月、今いろんな形の中で御

答弁もいただいた形の中で業務に携わっていただ

いております。そこで最後に、当市の行財政運営

の方法についてよい面、またこの部分はもっとこ

ういうふうな形でというふうなことが今の時点で

ございましたら、ちょっと時間なくて恐縮なので

すけれども、一言お答えいただいて、私の質問を

終わらせていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 行財政運営のよい面、

悪い面ということでありまして、必ずしも私もこ

の地方行政あるいはほかの自治体の分野に精通し

ているわけでもありませんので、この地方、ただ

地方創生ということでいった場合に従来の地方振

興策とか、そういった政策との大きな違いとして

はＫＰＩとかＰＤＣＡの概念を全面的に出して、

この重要性を訴えていることだというふうによく

地方創生の担当の政務などが説明をしているとこ

ろであると思います。その中で名寄市においては、

総合戦略を策定するに当たって、あるいはそれを

策定後に新しく総合計画をつくっていたわけです

けれども、こういった概念を十分理解して、包含

する形で重点プロジェクトなどを設定をしまして

進めてきているところであると思います。そうい

った面で地方創生という観点からもＫＰＩとかＰ

ＤＣＡという概念徐々に浸透してきているところ

と思いますので、今後とも引き続きこういった取

り組みについて進めていっていただきたいと思い

ますし、そうすることで市民生活が市民にとって

よい行政になっていくと思いますので、引き続き

よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

住み続けられる名寄市を目指した取り組みにつ

いて外１件を、山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） 議長の御指名を受け

ましたので、通告順に従い順次質問をさせていた

だきます。

３月の年度末を迎え、市内各学校においては卒

業式が挙行され、中には志を胸にふるさとを巣立

つ方もおられることでしょう。名寄のまちで育ん

だ力を基礎に大いに羽ばたかれんことを期待する

ものであります。その一方で、どの地にあっても

名寄市を身近に感じ、つながりを持ち続けてほし

いと願うものであります。

北海道の北に位置する名寄市の豊かな自然とそ

の恩恵は、常に言葉に上るところですが、反面冬
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の厳しさも話題になるところであります。住み続

けた名寄市がどの世代にとっても住みやすい名寄

市となることを願い、大項目１、住み続けられる

名寄市を目指した取り組みについてお伺いいたし

ます。

最初に、小項目１、除排雪への対応についてお

伺いいたします。昨年の１２月議会における一般

質問でも除排雪について取り上げられております

が、この冬も出口に近づいたことから改めて今シ

ーズンの除排雪の状況についてお伺いいたします。

また、今回導入した直営班による成果、レンタ

ル＆ゴー事業についての成果及び福祉サイドから

見た高齢者世帯向けの除排雪に対する助成につい

てもその状況をお伺いいたします。

次に、小項目２、子供の医療費助成拡充につい

てお伺いいたします。近隣自治体においては、子

供の医療費無償化が実施されていますが、名寄市

においての医療費助成の考え方と現状、さらに今

後の見通しについてお伺いいたします。

次に、小項目３、公共交通の確保についてお伺

いいたします。昨年１２月と本年１月の２カ月間、

風連御料線におけるデマンドバスの実証実験運行

が実施され、地域の公共交通確保に向けた取り組

みが進んでいます。しかし、名寄市全体を考えた

ときに公共交通の確保は今後も引き続き重大な地

域課題であります。空白地域をつくらないための

方策についてお伺いいたします。

次に、大項目２、道の駅を活用したまちづくり

についてお伺いいたします。最初に、小項目１、

南の玄関口としての役割を意識した取り組みにつ

いてであります。一年を通して市内外の利用者で

にぎわうもち米の里、道の駅なよろ。道の駅なよ

ろは、いわゆる名寄市の南の玄関であります。特

に夏期間においては、キャンピングカーが駐車場

を埋めるなど多様な形での利用が見られます。そ

の来訪者に対し、名寄市の魅力を発信することは

多岐にわたり有益な状況を生み出すものと考えま

す。情報発信基地としての取り組み状況について

お伺いいたします。

次に、小項目２、物流の拠点としての取り組み

についてであります。昨年道北地方の物流システ

ムの構築を目的とする名寄地域連携物流システム

検討協議会が設立され、地域経済発展の可能性を

探るべく取り組みが進められています。人と物が

集まる道の駅を物流の拠点とする考え方について、

その可能性についての見解をお伺いいたします。

小項目３、観光資源としての取り組みについて

お伺いいたします。道の駅に集まる人の流れを一

過性のものから一定時間滞在する形にすることが

できれば、一層観光資源としての付加価値が高ま

るものと考えます。道の駅周辺には田畑が広がっ

ていることから、農業者との連携の中で観光農園

を運営する、また公衆浴場を設置することで道の

駅に立ち寄る機会をふやすなどの方策も考えられ

ます。将来士別剣淵から高規格道路が延伸された

後にももち米の里、道の駅なよろを選んで人が集

うよう手だてを講じる必要があると考えますが、

見解をお伺いいたします。

最後に、小項目４、市民生活に密着した取り組

みについてお伺いいたします。道の駅は、旅行者

のみならず、地域住民も大いに利用しています。

特に新鮮野菜や花の直売所においては、販売する

側でも購入する側でも地域住民がかかわっていま

す。また、コンサートなどの催し物も開催されて

います。人々が集う道の駅をにぎわいの一つの拠

点と考えたときに、市民生活の面からも公衆浴場

の設置を望む声が上がっています。およそ２万

０００人の人口に対して公衆浴場が２カ所しかな

い名寄市であります。風連地区においては、望湖

台自然公園センターハウスの取り壊しで公衆浴場

がなくなりました。サンピラー温泉の改修も課題

に持つ名寄市ですが、その方策を検討する余地は

あると思いますが、お考えをお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 山崎議員からは、
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大きな項目で２点御質問いただいております。大

項目１の小項目１については私から、小項目２に

ついてはこども・高齢者支援室長から、小項目３

及び大項目２の小項目２については総務部長から、

大項目２の小項目１と３については営業戦略室長

から、小項目４につきましては市民部長からそれ

ぞれ答弁申し上げますので、よろしくお願いを申

し上げます。

大項目１、住み続けられる名寄市を目指した取

り組みについて、小項目１、除排雪への対応につ

いてを申し上げます。本年度の除雪については、

前年度より約２週間契約を早め、本格的な冬到来

に備えてまいりました。１０月及び１１月には降

雪はあったものの、気温の上昇や天候に恵まれ、

比較的穏やかな期間となりましたが、１２月に入

り急速に発達した低気圧や強い寒気の影響を受け、

平年値よりも多い積雪となったところです。１月

から２月にかけましても雪は降りやむことなく降

り続け、２月末現在で累積降雪量７０９センチで、

前年度同月では５９４センチと約２割増しの降雪

となっております。最大積雪深についても１４０

センチ、前年度同月では９７センチと４割増しの

積雪に、平年値の８６センチと比べても６割増し

となっております。

本年度の除排雪事業の特徴的な手法といたしま

しては、通常の除排雪の委託を初め本年度北海道

から購入した小型ロータリー車及び凍結防止剤散

布車、本市で新規で購入したダンプ車や除雪グレ

ーダーの導入により機械力が向上したことに伴い、

道路センター職員による直営班での機動力が増し、

交差点の見通し確保のためカット排雪や雪山崩し、

道路幅員の拡幅作業など前年よりも大幅に業務の

量を拡張できたところです。これにより昨年と同

様のペースでの排雪業務を実施することができ、

直営班導入の一定程度の成果を残せたのではない

かと考えているところです。

本年度の新規施策としての町内会連携事業、レ

ンタル＆ゴー事業につきましては、モデル町内会

として３町内会を公募して実施する予定でありま

したが、複数の町内会から関心を寄せられたもの

の、最終的には旭栄区町内会のみの実施となった

ところです。生活道路の排雪時期と重複した関係

上２月の実施となったところですが、道路の拡幅

や町内会会館周辺の開設を実施いただきました。

町内会のタイミングで排雪ができるといった御意

見を寄せられた一方で、重機運転の免許は所有は

しているものの運転にはふなれであるため、スム

ーズな運用とならなかったことなど課題も挙げら

れましたが、本年度の残り期間で再度実施する予

定となっております。それらを踏まえ、今年度の

課題をしっかりと検証した上で、引き続き利用し

やすい事業とするため、課題解決に努めてまいり

ます。

高齢者を対象とした除雪の支援制度につきまし

ては、名寄市高齢者自立支援事業条例に基づく名

寄市除雪サービス等助成事業を実施しております。

この事業の対象者につきましては、７０歳以上の

高齢者世帯、障がい者世帯を対象とし、収入基準

を設け、基準額以内の世帯を対象として実施して

おり、その収入基準につきましては就学援助制度

を参考として生活保護費の ３倍としているとこ

ろです。助成の方法といたしましては、市が指定

した事業者と利用者が除雪のシーズン契約を結び、

支払いの際に市が交付する除雪助成券を利用する

こととなり、機械による除雪では１シーズン２万

０００円、風連地区のみではございますが、手

作業による除雪は１シーズン ０００円として実

施しているところです。また、生活保護世帯に対

しましては市が除雪を委託しており、生活保護費

から支給される除雪費を除く額について除雪サー

ビス費として支給しております。

平成２８年度の除雪サービス等助成事業利用者

の実績といたしましては、除雪助成券の利用が名

寄地区で１５３世帯、風連地区で８６世帯、生活

保護世帯に対する除雪サービスの利用件数が２２

世帯であり、合計で２６１世帯となっており、平
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成２９年度につきましても現在未確定ですが、前

年度とほぼ同じ利用件数となっております。

また、今年度の新規事業といたしまして、高齢

者等で福祉的支援が必要な方に対する屋根雪おろ

し助成券交付事業を開始しており、除雪サービス

等助成事業の対象者に加え、認知症の方に対する

要件を追加し、屋根雪おろし中の転落等による事

故を未然に防止するために屋根雪おろしに係る費

用の一部として１シーズン１万円を助成するとい

うものであります。２月末現在で１２６世帯の利

用申請を受け付けており、今後の降雪、融雪状況

によりさらに申請があるものと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目１、住み続けられる名寄市を目指し

た取り組みについて、小項目２、子供の医療費助

成の拡充についてお答えいたします。

現在の名寄市における子供の医療費支援につき

ましては、平成２６年８月診療分から北海道医療

給付事業を活用した乳幼児等医療費の助成に加え、

名寄市独自に就学前児童の入院、通院の全額助成

及び小学生の入院に係る医療費の全額助成を拡大

し、実施しているところでございます。これまで

も本市は、市立総合病院において２４時間小児科

医を配置し、近隣市町村にない子育て世代への安

心して暮らせる環境を維持してまいりましたが、

平成２６年４月の消費税増税に伴い、国は増収の

一部について地方自治体へ社会保障制度への一定

の配慮をした財政措置を実施するとの説明を受け

まして、名寄市としてもその一部を子育て支援施

策として乳幼児等医療費の助成の拡大に充てたも

のでございます。

子供の医療費助成の独自拡大につきましては、

限られた予算の中、特に重篤化になりやすい就学

前児童の入院及び通院と医療費負担が大きい小学

生の入院に限らせていただいているところです。

子供の医療費無償化につきましては、対象となる

子供の年齢や医療費の範囲、所得制限や一部負担

の有無など自治体間においてさまざまな制度とな

ってきていることからも、地方自治体のみが負う

べき課題ではなく、国において制度化されるべき

ものであることから、これまでも市長会等を通じ

国や北海道に対して要望の実施をしてきておりま

すので、御理解願います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目１

の住み続けられる名寄市を目指した取り組みにつ

いての小項目３、公共交通の確保について申し上

げます。

名寄地区中心部と風連、日進地区を結ぶ風連御

料線の一部において利用者が減少し、定時定路線

のバス運行には適さない区間があることから、運

行形態の見直しについての地域並びに名寄市地域

公共交通活性化協議会における検討を行ってまい

りました。それぞれの合意をいただきながら、効

率性及び利便性に配慮し、必要なときに利用者の

予約で運行する乗り合いバス、いわゆるデマンド

バスを見直しの手法として選択し、２カ月間の実

証運行を行ってきたところです。一部区間の見直

しでもあることから、残されたバス路線を最大限

活用いただくこととし、風連地区中心部でデマン

ドバスから路線バスへ乗りかえることを想定した

実証となりましたが、乗りかえの方法にも問題は

なく、全体的に良好な運行結果を得ることができ

たと考えているところです。今後正式運行に向け

た詳細を固めていくこととなりますが、利用者ア

ンケートや運行事業者からの聞き取りなどを素材

とし、名寄市地域公共交通活性化協議会における

検討並びに地域との連携も図りながら利用しやす

い公共交通となるよう進めてまいります。

一方で、御質問で触れられていた名寄市内全体

を考えた公共交通の確保については、地域の重要

な課題であると認識しているところです。本市の
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公共交通機関は、宗谷本線並びに名寄地区中心部

を循環するバス路線３系統、自治体間及び市内地

域間を結ぶバス路線９系統が市内や地域間の移動

手段として配置されているほか、バス路線以外の

交通手段としてデマンドバス、地域医療バスなど

も地域の実情に合わせて活用されている状況です。

しかしながら、市内の一部には公共交通を活用す

ることが難しい地域も存在しており、この解消も

継続した課題であると受けとめているところです。

さらには、人口減少や自家用車の普及などによる

利用者の減少により、公共交通維持に対する市の

財政負担も年々増加している状況となってござい

ます。これらの課題に対し、地域特性や利用者ニ

ーズに応じた公共交通の確保を図るとともに、市

内全体の交通手段を連携させ、効率性、利便性の

高い公共交通網を形成することが必要であること

から、名寄市地域公共交通活性化協議会と連携し、

地域公共交通網形成計画の策定を検討していると

ころです。計画策定の過程において地域にとって

望ましい公共交通のあり方を明らかにするととも

に、地域全体を面的に捉え、地域の実情や既存バ

ス路線等の利用状況などに応じた多様な交通手段

の活用も含め、検討してまいります。

次に、大項目２の小項目２、物流の拠点として

の取り組みについてお答えいたします。昨年１２

月１３日に名寄商工会議所が中心となり、名寄地

域連携物流システム検討協議会が発足しました。

この協議会には、運送事業者、荷主となる事業者、

行政も参画しての発足となりました。現在効率的

な物流の構築が可能かを研究するため、実証試験

の実施が可能か検討しているところです。その中

継地点として道の駅も検討されることになると考

えております。

国においては、昨年１１月６日、本市におきま

して北海道開発局主催による名寄周辺モデル地域

圏域検討会が周辺市町村長及び経済界などが出席

する中開催され、道北地域の生産空間を維持して

いくための取り組み、事例等の紹介がありました。

農畜産物等の流通において、道北地域の地理的条

件から当市の果たす役割が今後重要になると着目

されており、この具体化に向けて引き続き研究が

行われていくものと考えております。以上のこと

から、生活を支えるインフラとして物流に注目が

集まっておりますが、地理的優位性を生かし、当

市が道北地域の物流拠点となり得る可能性につい

て今後も積極的に研究してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、まず

初めに大項目２の小項目１の玄関口としての役割

を意識した取り組みについて申し上げます。

道の駅なよろは、平成２０年の開設、平成２１

年度には年間入り込み者数４０万人、平成２８年

度は過去最高の５２万人を超える大変多くの方々

にお越しいただいております。市内外より多くの

方が訪れる施設であり、特に本市を目的として来

訪した方以外の方も多く立ち寄られることから、

指定管理者である株式会社もち米の里ふうれん特

産館と連携し、道の駅本来の役割である道路を利

用する方への道路情報や交通情報の発信はもとよ

り市内で開催されるイベントポスターの掲示や近

隣市町村観光パンフレットなど観光情報の提供に

努めているところであります。また、Ａｉｒてっ

しのサテライトスタジオも併設されておりますの

で、旬な情報発信も行っており、さらには夏のひ

まわりの開花時期にはリアルタイムの開花情報を

掲示する等の各種情報の発信に努めております。

続いて、小項目３、観光資源としての取り組み

について申し上げます。観光資源としての道の駅

の取り組みとしては、来客が増加するゴールデン

ウイークやお盆時期に屋外売店、屋外遊具の設置

や紅白餅の配布、ミチエキコンサートなど各種イ

ベントを実施することにより来場される方々の満

足度の向上に努めていただいております。また、

先ほども述べましたが、市内観光施設、観光地点

及びイベント情報等においては、道の駅よりパン
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フレット、ポスター、チラシ等により情報発信に

努めております。さらには、今年度新たな取り組

みとして、夏のひまわり畑でアンケートに答えて

いただいた方に道の駅において大福割引券、なよ

ろ温泉サンピラーの入浴割引券を３７２枚配布し、

２２８枚御利用いただくという観光地点と施設ま

での動線を構築し、名寄市内での滞在時間を延ば

すことを目的に実施いたしました。

高規格道路の延伸後につきましては、道の駅利

用者へのアンケートを実施しており、アンケート

結果は年度末に提出されることから、これらのデ

ータを分析し、検討していくこととしております

が、今後は市内観光施設等との連携した取り組み

を拡大させていくとともに、道の駅そのものの魅

力を向上させていくために指定管理者、関係団体

等とともに協議を行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 続きまして、大項目

２の小項目４、市民生活に密着した取り組みにつ

いて、私からは名寄市における公衆浴場の確保対

策を担当する立場で申し上げます。

初めに、公衆浴場の確保対策についての基本的

な考え方についてですが、本市においては過去に

市営住宅の整備において浴室の整備を行っていな

かったことから、市営住宅に入居をされている方

に公衆浴場の確保が必要なため、市内の公衆浴場

施設に対する経営支援を行ってきた経緯がありま

す。今では公営住宅の建てかえが進んでおりまし

て、現在公営住宅で浴室を備えていない住宅は存

在しておりません。こうしたことから、本来的な

公衆浴場の使命はほぼ終了していると考えており

ます。ただ、一方では、公衆浴場には入浴をする

だけではなく、利用者同士の交流の場ですとか、

自宅にお風呂があっても公衆浴場を利用すること

によってエネルギー消費の削減にもつながるなど、

メリットもあると考えております。こうした観点

から、公衆浴場の安定的経営のために、市内に唯

一ある公衆浴場施設に対して経営支援を行ってい

るところです。具体的には、浴場経営の安定化を

図るための公衆浴場確保対策事業補助金、設備資

金に要する借り入れ資金の利子を一部補填をする

設備資金利子補給、設備改善に対する設備事業費

補助金がございます。

平成２９年度において市からの補助金交付実績

は２５６万円でございます。公衆浴場利用者数に

おいては、１日平均入浴客数で比較をすると平成

１９年度で６ １人、平成２９年度では５ ５人

となっております。ここ１０年間で１日平均 ６

人の減少となっております。年々減少傾向にござ

いまして、このように安定した経営状況を維持を

していくことは厳しい状態となっていることから、

今後におきましても市内で唯一ある公衆浴場施設

の安定経営に向けた必要な支援を継続をしてまい

りたいと考えております。

議員からは、風連地区に公衆浴場を設置するこ

とについて検討する余地があるのではということ

で質問をいただいておりますが、公衆浴場確保対

策補助金の交付を通じまして公衆浴場の極めて厳

しい現状を認識をする立場からは、新たな公衆浴

場設置につきましては困難であると考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再度質問させていただきます。

最初に、除排雪についてお伺いいたします。先

ほども今年度の実績等につきまして御報告いただ

きまして、本当に降雪の多い年でありましたので、

担当の方の御苦労を思いますと頭が下がる思いで

すし、その中で例えば経済建設常任委員会の取り

組みも含めて、行政側も議会側もやれることをし

っかり取り組んできた冬であったという認識をし

てはございます。しかし、これほど市民の方から

除排雪について御意見を頂戴した年もなかったと

いうところが私の実感であります。
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まず、何よりも地域からの声は市道の除雪の後

間口に置いていかれるかたい雪についてのもう本

当に悲痛な声と言いたいほどの御相談がたくさん

ございました。「なよろの除雪」ということで、

広報紙でも丁寧な状況の説明をしていただいてお

ります。その「なよろの除雪」いつも見せていた

だいておりますが、そちらのほうも少しもう一度

見させていただきましたときに、平成２６年のも

のでありますけれども、ここに印刷して持ってき

ましたけれども、平成２６年１月１日に出された

「なよろの除雪」です。ここに除雪に関するＱア

ンドＡのところになぜ玄関や車庫の前に雪を置い

ていくのということに対してのお答えが書かれて

います。最後のところに、なお、高齢者や障がい

のある方で玄関前の間口でお困りの方は下記連絡

先に御相談くださいというのがあります。苦情と

捉えるのか、相談と捉えるのかは別ですけれども、

今年度かなりの件数の相談があったのではないか

というふうに推察しますが、この点についての対

応がどのようになされたのかについてお聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今市民の皆さん

から御意見賜る、どのような状況かということで

ございますけれども、手元に細かい数字の資料ご

ざいませんので、ちょっと私の記憶ということで、

私ども承知しているのは２月末、この３月に入り

ました段階で、例年市民の皆様から御意見、ある

面苦情等も含めてというのは当然記録をとりまし

て件数等も積み重ねてきているところでございま

す。私が承知しているところでは、今冬について

は約１３０件程度だったというふうに思いますけ

れども、御意見等々いただきまして、当然現場に

駆けつけ対応するもの、また高齢者に対するお問

い合わせであれば先ほどございました福祉サイド

への御案内だとかも含めてできるだけ丁寧な対応、

そして現場等での課題があれば駆けつけての説明

なり対応というような形でさせていただいている

ところでございます。その件数ですけれども、評

価はいろいろあるかと思うのですけれども、前年

度では幸い雪の少ないシーズンだったのでござい

ますので、９０件程度の件数だったというふうに

思っています。それ以前、二十六、七年ごろは大

変大雪の年もございまして、その年は約二百五、

六十件程度というような状況だったというふうに

思ってございまして、今冬の先ほど申し上げまし

た大雪の対策、私どもできる限りの手を尽くして

まいりまして、この１３０という数字がどのよう

に御評価いただけるかというのは今後分析も必要

かと思っていますけれども、大雪の割には直接御

意見等々いただいたのはやや少な目なのかなとい

うふうに、ちょっとそういう実感を持っていると

ころもございます。内容等については、今後精査

して次期のシーズンについて少しでも生かせるよ

う努力してまいりたい、そのように考えていると

ころです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 数の多い、少ないに

ついては個人の主観も入ってくるかと思いますけ

れども、数はともかくとしまして、本当に困って

いらっしゃる方が多くなっているというところで

はお伝えしておきたいと思います。

そして、相談を電話でされたときに、確かに担

当課の方が来てくださったと。けれども、家の前

に残された雪の塊を見て、これは普通ですよとい

う言葉をかけられたと。普通かどうかということ

について、体力があるかどうかということについ

ても個人の主観の入るところではありますけれど

も、本当に間口に置かれた雪に対してこの状況で

はもうここで暮らしていけないという声が多くな

ってきていることは事実であります。間口除雪、

門口除雪について求めたいという気持ちがとても

膨らんできてはいますけれども、当然そこには予

算が絡んできます。しかも、億単位のことになろ

うと推察しますので、その部分についてすぐにと
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いうことにならないということも想像はできるの

ですが、であればもっと細かく福祉サイドでの高

齢の方に対しての間口、門口に対する助成の手だ

てというものについて考えていく必要があると思

っていますが、この点に関していかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 議員のお気持ち

含めて市民の方の、特に高齢者、障がい者の方の

お困りを重々存じ上げております。我々が行って

おります事業につきましては、高齢者、障がい者

の方ということではなく、その中でも所得が一定

程度の少ない方と申し上げますか、低所得の方を

対象にやらせていただいている事業でありますの

で、本当の福祉的な施策としてやらせていただい

ているような状況でございます。今後その部分を

拡大等する場合にはまた別途予算も必要となって

まいりますので、現状ではそこの部分を堅持させ

ていただきたいというふうに思いますし、また今

現在は生活保護の扶助の ３倍ということにはな

っておりますけれども、その部分についても今年

度８月に生活保護の生活扶助が引き下げられると

いうことも国では申しておりますので、その部分

については平成２５年の引き下げ前の数字をまた

引き続き使わさせていただきたいというふうに考

えております。そのような状況でございますので、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） なかなか理解しがた

いところでございます。これだけ名寄市の高齢化

率が上がってきていまして、年齢７０歳以上の方

という、その大きなくくりの中で、今までの制度

の中でやっていくということを市民の方が苦しい

とこれだけおっしゃっているのに同じやり方を踏

襲していかなければいけない名寄市というものに

対して、やはり結果的にそういう状況をとらざる

を得ないのであれば、そのことをきちっと市民の

方がわかるように説明いただいて、そして別な方

策を考える。町内会もなかなか全部の町内会員の

方を支えることが難しい状況になっているのでは

ないかと思います。それは、町内会自体が高齢化

しているからなのではないかと思います。その点

についてやはりこれから国保の問題、それから介

護保険の問題、相当市民生活に打撃を与えるであ

ろうと思われる中で、来シーズンに向けての検討

についてはぜひ求めたい思いますが、その点いか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今貴重な御提言いただ

きましてありがとうございます。

全体の質問といたしまして、住み続けられる名

寄市ということであります。その中で除雪の問題

がクローズアップされているというふうに考えて

おります。議員御指摘のとおり、門口除雪という

のは非常にこれ大きな課題でありまして、家の前

に雪が残っているということで、予算査定の中あ

るいはローリングの中でも門口除雪、家の前に残

っている雪どうにかならないのかという議論は何

回もさせていただきましたが、相当な金額がかか

ると。やり方はいろいろあろうかなと。例えば押

していったものを後ろからロータリーで積むだと

か、あるいはほかのどこかの空き地に寄せるだと

か、そういうようないろんな方法もあるけれども、

かなりお金がかかるし、人手もかかると。まず、

人が足りないというのも１つ現状としてあると思

っております。これ本当に大きな課題です。今福

祉サイドのほう、それから除雪という観点でまち

づくりのほうの両方の側面から見なければならな

いと思います。限られた予算の中でどこにどうい

うふうに行くのが一番いいのか。除雪、高齢者が

住みやすいまちづくりを特に冬の期間どうするか

というのは、いろんな方策を考えなければならな

いかと思っています。除雪がいいのか、それとも

レンタル＆ゴーというような事業もさせていただ

きましたけれども、その検証も踏まえてどういう

ような政策が一番いいのか、３０年度もう少し考

えさせていただきたいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 考えさせてほしいと

言ってくださいましたので、その言葉を前向きに

捉えたいと思いますけれども、今までも大きなお

金がかかるということで、ずっとこの議論につい

てはありながら踏み込むことができていないとこ

ろだと思います。でも、本当に名寄市がこのまま

進んでいくときに１０年後にどれだけの人が残っ

ているかということ、これは総合戦略でも、それ

から総合計画でも大きな課題になっての今がある

わけですから、やはりそこについてはぜひとも具

体的な手だて、そして検討を加えていただきたい

なというふうに思っています。

そして、同じくちょっと時間が気になりますの

で、次の再質問に移らせていただきますが、医療

費の助成についてであります。これも名寄市にと

っては大きな問題になっていると思いますが、子

供たちの医療費の助成、それから先ほどの高齢者

の方たちに対する除雪の問題、あわせて名寄市を

今後どんな形で定住を含めて維持していくかとい

う大きな課題になっているというふうに思います

が、名寄市の場合、先ほども部長から御答弁いた

だきましたように、小学校上がるまでの子供たち

については確かに入院、外来通院無料になってい

ますけれども、小学生に上がった場合はもう入院

のみということになっています。調べましたとこ

ろ、士別市も下川町も美深町もみんな小学生につ

いては入院、外来通院無料という形の中で対応さ

れています。確かに国のほうに求める部分という

のは大きいと思いますけれども、同じ状況の中で

なぜに名寄市だけができないのか、そこのところ

についてはやはり市民は確固たる説明を求めたい

と思っているところでございますので、これにつ

きましても橋本副市長からその件について御説明

求めたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 他の自治体におきまし

ても議員御指摘のとおり医療費独自の助成、子供

の医療費支援ということでやっているということ

で、それは私どもも承知しております。年々ふえ

ていっている状況にあります。この背景は何かと

いうことをまず私ども考えておりますが、１つは

定住政策というような側面もあるのかもしれない

なと思っております。ただ、そうしますとこれが

本当に定住政策ということで有効なものかどうか

というのは私ども十分検討しなければならない課

題だと思っておりますし、前段御答弁させていた

だきましたとおり医療費でありますから、やはり

国の責任においてやるべき部分も相当程度あるだ

ろうというふうに考えているところであります。

今名寄市立総合病院のほうで小児の救急医療、

２４時間受け付けということで、そこのほうを十

分やっているということでありますので、それに

加えて小学生の部分で名寄市独自の医療費支援と

いうことでやっております。この両輪でもってほ

かの市町村にも負けないような形でできないかと

いうことで今進んでいるところであります。今い

ろんな点で御指摘いただきましたこの医療費につ

きましても、先ほどの除雪と同じように住み続け

られるまちということでありますし、御質問の中

で後で公共交通の部分も出ております。全体とし

ては限られた財源の中でどこが一番住み続けられ

るまちづくりに対して重点を置くべきか、これは

本当に大事なことでありますし、この子供の医療

費あるいは高齢者の除雪の関係、いろいろありま

す。違う政策で違う目的が達成できるというもの

もあるかもしれません。これは、名寄市の状況を

つぶさに分析して、しかも早急に解決しなければ

ならない問題ということは私ども認識しておりま

すので、今こういうような子供医療費の無償化、

病院とあわせての政策というところで、また今後

いろんな課題が出るかもしれません。それは、つ

ぶさにまた検討してまいりたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 名寄市立総合病院の
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小児科の体制については、本当にありがたいと思

っていますけれども、若いお母さん方に聞きまし

た。それと医療費無償化は別問題だというふうに

おっしゃいます。それは、私もそのとおりだなと

いうふうに思いますのは、みんながみんな名寄市

立総合病院に駆け込むということではなく、かか

りつけ医の中で子供たちが早目にひどい病気に進

んでいかないようにする、そのことが大事だと思

うからです。そして、例えば名寄市の進めており

ます冬季スポーツの拠点化、スポーツジュニアア

スリートの育成、そういうところにつきましても、

元気な子供たちを名寄市から育てていかなければ、

外から来ていただく、その有能な人材だけを育て

るということが名寄市の目的ではないと思ってい

ます。定住対策においてこのことはとても大きな

ことだと思ってございますので、小学生全体の６

年間が難しいのであれば、せめて１０歳までです

とか細かいくくりであっても早急に進めていただ

きたいというふうに思っておりますが、その点に

ついていかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 子供の医療費無償化、貴

重な御提言ありがとうございます。

今橋本副市長からもお話あったとおり、隣まち

の事例もありましたが、確かにかかりつけ医の存

在というのは重要な存在ですけれども、一方でや

はり小児科医が基本的にずっと常駐をしている名

寄市立総合病院を利用する患者さんが非常に多い

という現状があります。この体制をしっかりと維

持しなければならないと。これは毎回言っている

のですけれども、我々は小児科医を士別の病院に

も派遣をさせていただいているということも含め

て、この体制をしっかりと堅持しなければならな

いと。これは、いたずらにと言うとあれですけれ

ども、無償化を拡大していくことがお医者さんの

働き方にどういう影響を与えるのか、あるいは病

院に対して、病院というのは送っていただける医

育病院に対してどういうメッセージを与えるのか

ということをずっと慎重に考えながら、この２６

年８月のときもやらせていただいた経過もあると

いうことをまずぜひ御理解いただきたいというふ

うに思います。その上で、しかしながら全体がそ

ういうような状況になっているということも理解

をさせていただきます。一方で、先ほど高齢者の

話もありました。今回の話もこれ全て経常経費が

数千万円、億とかかってくることの中で、今回の

３０年度予算も経常収支比率も相当今上がってき

ています。その中でやはりこれ精査を、厳選して

いかないと将来にわたって持続可能な自治体経営

ができないという側面もありますので、しっかり

と効果的な施策を厳選してやっていくということ

が求められていくのかなというふうに思います。

この小児の医療無償化に関しては、先ほど消費税

８％のときに財源確保はできたということもあり

ます。今度１０％になるというようなことになっ

てくると、そこでまたそうした特定財源が生まれ

てくる可能性もありますので、そうしたことも注

視しながら、あるいは今２次計画の中期実施計画

を策定するに当たってさまざまなアンケートを徴

取することにしておりますので、そうした市民の

皆さんの御意見も改めて踏まえながら検討してい

きたいというふうに思いますので、ぜひ御理解い

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 市長から御答弁いた

だきました。予算が限られた中でどこに重点を置

くかというのは、もう本当に痛いほどわかってい

るつもりでございます。先ほどのお言葉の中のコ

ンビニ受診的なそういう思惑の心配もひょっとし

たらあるのかなというふうには思いますけれども、

やはり保護者の側の意識の啓発ということも大事

になってくると思います。家庭の中できちっとし

た子育てをしていただく中で、していただいてい

ると思っていますが、病気にならない子育てをし

ていただく。そして、病気が発症してしまっとき

にはしっかり自治体として責任を持って、名寄市
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の人材として、そこに一定程度の予算も繰り入れ

ながら育て上げて、そして市の永久的な存続を進

めていくというところについてはやはり具体的に

取り組みを進めていただきたいというふうに思っ

ています。これは、もう私個人の意見ではなく、

若いお母さん方が強く求めているところですので、

それについてはぜひ伝えておきたいと思います。

よろしくお願いします。

時間が少なくなってきました。公共交通のほう

について１点だけ確認させていただきます。先ほ

どデマンドバスのことについての御答弁いただき

ました。デマンドバス、これからいろいろな形で

検討していただいて実証運行から本運行のほうに

切りかえていただくと思いますが、それだけでは

なく名寄市全体を見たときに、デマンドバス、そ

れから今ある公共バス、そしてスクールバスが運

行されています。そのスクールバスをうまく利用

する中での医療バスとしての運行ができないのか、

もう一つの公共交通機関をこのことを目的とした

という特化した形ではなく、相互乗り入れの形で

何とか地域の公共の足を確保するということで連

携をとることができないのかということについて

少しお考えを伺いたいと思いますので、よろしく

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） デマンドバス以外と

いうことでお話がございました。先ほども申しま

したけれども、なかなか地域的には公共交通が十

分整っていない地域もあるということは認識をし

てございまして、今議員からお話がございました、

スクールバスを利用してという提言であったかと

思いますけれども、スクールバスも含めてという

ことなのかもしれませんけれども、それにつきま

しては今後先ほども少しお話ししましたけれども、

全体的なこの地域全体の公共交通網の計画をこれ

から策定をするということになってございますの

で、スクールバスあるいはほかの多様な交通機関

も含めて、できるだけ空白地帯について、その中

で検討をさせていただきたいというふうに考えて

ございまして、今具体的に申し上げるものはない

のですけれども、ぜひ交通網の計画の中、策定を

する中で、また当然検討協議の議題にもなるかと

思ってございますので、よろしくお願いいたしま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 引き続き別の場でも

議論させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。

それから、大項目２のほうに移らせていただき

ます。道の駅を活用したまちづくりなのですけれ

ども、やはり国道４０号線を走ってきまして一番

最初に名寄市に入ったところにある道の駅です。

南の玄関という認識を持ったときに、やっていた

だいているとは思うのですけれども、さらなる名

寄市の情報発信というものが欲しいなというふう

に思ってございます。例えば16日からジュニアオ

リンピック、子供たちのスキー大会が予定されて

いますが、そういうものも入ってきたときにこの

まちでこんなことがあるというふうにすぐさま見

て捉えて、そしてこんなふうに自分もかかわって

みたいというようなところまで啓発をしていける

ような取り組みというものは少しまだ検討の余地

があるのかなというふうに思いますが、その点に

おいていかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ただいま山崎議

員のほうから道の駅の南の玄関口としての情報発

信の手法等についての御質問をいただきました。

確かに道の駅につきましては、多くの、先ほども

御答弁させていただきましたように昨年は５２万

人の方々にお越しいただいているということで、

たまたま休憩されている方とか、名寄に来るとき

にちょうど立ち寄った方とか、いろんな方々にお

越しいただいておりますので、そういった方々に

名寄のさまざまな情報を目にしていただくという
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ことはいろんな可能性が高まるということで、名

寄に興味ない方、興味ないというか、そういった

名寄市の情報を知らなかった方が目にすることに

よって名寄に立ち寄ってみようかなとか、今山崎

議員がおっしゃったようにジュニアオリンピック

の方々とか、そういった方々が来て、実を言うと

名寄でこういう試合の模様が昨年もあったとか、

そういったさまざまな情報を目にする機会は貴重

な場面だと思いますので、そういったことを含め

て今後の検討課題とさせていただきたいと。まず

は、取り組めることから一つ一つクリアしていき

たいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 取り組めることから

ということでしたので、ぜひ検討いただいて、具

体的に動いていただければありがたいなというふ

うに思っています。

ちょっと細かいことで恐縮なのですが、国道、

旭川のほうからずっと名寄に入ってきましたとこ

ろ、道の駅を通り過ぎてカーブのところの右手、

東側に名寄の看板がございます。あの看板はずっ

とひまわりが背景にあるのです。確かにひまわり

は名寄市を代表する花であると思いますし、ひま

わりイコール名寄市というふうに思っていらっし

ゃる方もいらっしゃるのですが、季節感というこ

とからいうとなかなか厳しいものがあるやに思っ

ているのですが、道の駅も、それからその沿線も

含めてということで、営業戦略のほうでは何か考

えていらっしゃることがありますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今設置させてい

ただいています看板の部分について、当然それぞ

れの季節ごとに目にする方々がいらっしゃいます

ので、冬のときにそういった夏の状況を見るとい

う部分については多少季節感がといいますか、名

寄の冬に来たときにそうやって名寄の冬というと

きにこういったものがあるということを目にする

機会が看板の部分についてはなかなか厳しいとい

うのが現実的にあると理解しております。ただ、

先ほども御質問ありましたように、そういった道

の駅の部分については各種モニターで季節的なも

のを流すということもいろんな取り組みできると

思いますので、それらも含めて考えていきたいと

思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） モニターについては、

大変有効であると思っています。名寄の美しさが

十分伝わってくると思っていますので、できれば

もう少し大きくなればいいなとは思いますが、そ

れはまたお金との関係もありますので、このまま

発信を続けていただきたいと思っています。

そして、名寄市のよさを発信する上では、農産

物の直売所というのは大きな効果を上げていると

いうふうに思っています。でも、かなり手狭なの

ですけれども、小項目の４番にもかかわってはく

るのですけれども、スペース的なものについて今

後どのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 道の駅の直売所

については、いろんな多くの方々に御利用いただ

いているということで、道の駅というか、指定管

理の特産館のほうからも手狭になっているという

ことの要望もお聞きしております。ただ、いろん

な部分含めて用地の関係と、また効率的にどこの

部分をふやせばいいのかという部分を含めてもう

少し協議させていただきたいということで考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 道の駅のことにつき

まして、物流システム等につきましても公衆浴場

につきましても時間の配分がまずくて積み残して

しまいましたので、改めてまた議論させていただ

きたいと思いますが、最後に１点だけお聞きした

いと思います。

道の駅全体の構想を名寄市としてはどのように

持たれていますでしょうか。
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〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 平成２０年に名寄の道の

駅はオープンをして、約１０年が経過をするとい

うことですけれども、いろんな雑誌等でも、ある

いは利用者様からも非常に評価の高い道の駅にな

っているというふうに認識をしておりまして、こ

れまで指定管理者として運営していただいている

特産館さんの御努力も大変大きなものがあるとい

うふうに感謝をしていますし、立地要件等もそう

した意味ではいいところに設置をさせていただい

たのかなというふうに思っています。

一方で、先ほどからお話あるように高規格道路

が名寄まで延伸をするというのは、まだちょっと

時期は明示されておりませんけれども、恐らくは

１０年、あるいはそれ以内ぐらいにできるのでは

ないかと。そうなってくると、大きくまた車の流

れが変わってしまう懸念があるというふうに思い

ます。このことを受けて、今さまざまな社会実験

をしていくということになっておりますけれども、

改めて一方で名寄が東西南北の物流あるいは流通、

交通の拠点として大きくまた注目をされていると

いう現実もございます。こうしたことも鑑みなが

ら、社会的な実験あるいは検証を重ねていく中で

今後の道の駅のあり方というのを検討していくと

いうことになろうかというふうに思います。いず

れにしても、名寄は注目をされているという現状、

そして今道の駅が非常に大きく機能をしている。

この機能している状況をさらに地域効果が発現で

きるような形で進化をさせていくためにどうして

いかなければならないかということをしっかりと

検討してまいりたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０５分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ピヤシリスキー場について外２件を、川口京二

議員。

〇４番（川口京二議員） 議長の御指名をいただ

きましたので、通告順に従いまして、質問をさせ

ていただきます。

さて、先月末に平昌冬季オリンピックが終了い

たしました。日本人選手団は大変な活躍をされ、

冬季オリンピック史上最多の１３個のメダルを獲

得し、国中多いに盛り上がったところです。また、

３月９日からはパラリンピックも開催され、早く

も４個のメダルを獲得し、それぞれの種目で大変

な活躍をされているところであります。テレビで

観戦をしていて思うことは、改めてスポーツは夢

と感動と希望と勇気を与えるものだと感じており

ます。また、多くの選手の活躍により今後冬季ス

ポーツがブームになるような予感さえ感じていま

す。

しかしながら、国内のスキーリゾート地域を見

てみますと、スキー人口が減少し、１９９８年

８００万人だったのが最高で、２０１６年には５

３０万人、ピーク時の２９％まで減少いたしまし

た。また、スキー場は１９９２年１１０カ所あっ

たものが２０１３年には９５カ所に減少していま

す。名寄のスキー場は閉鎖などにはならないと思

っていますが、大項目１点目はピヤシリスキー場

について伺います。

小項目１点目は、まだシーズン途中ではありま

すが、今冬の利用状況をお知らせください。また、

近年と比較した推移についてもお願いします。

２点目は、利用客増に向けてさまざまな取り組

みを行っていると思いますが、その取り組みにつ

いてお知らせください。その効果についてもお願

いいたします。

３点目は、今冬モーター故障により第４ロマン

スリフトが運行停止となりました。どのようにリ

フトの点検整備を行っているのか、その状況につ

いてお知らせください。
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大項目２点目は、名寄―士別剣淵間高規格道路

について伺います。士別剣淵―名寄間は、高速ネ

ットワークの拡充による道北圏と道央圏の連絡機

能強化を図り、地域間交流の活性化及び物流効率

化等の支援を目的とした士別剣淵インターチェン

ジから名寄インターチェンジに至る延長約２４キ

ロの事業です。平成１５年１２月２５日の国土開

発幹線自動車道建設会議において、抜本的見直し

が必要な区間とされ、平成１８年２月７日の国幹

会議への報告により士別市南町から士別市多寄町

間の延長約１２キロが緊急に整備すべき区間とし

て整備に着手し、平成２６年８月８日の整備計画

変更により士別市多寄町から名寄市間の延長約１

２キロで整備に着手しているようですが、小項目

１点目は進捗状況についてお知らせください。

小項目２点目は、今後の計画についてお知らせ

ください。

小項目３点目は、完成時期についてお知らせく

ださい。

小項目４点目は、開通後の効果と影響について

お知らせください。

大項目３点目は、市道の排水整備について伺い

ます。今冬の雪は、降雪量、積雪量ともに大分多

いような気がしています。先週末の雨により融雪

も少し早まり、また今週は最高気温も上がり、よ

うやく道北にも遅い春がやってきているように思

います。例年この時期の市内を見渡しますと、道

路の排水整備が余り進んでいないせいか、雪解け

による水の影響で玄関先まで水がたまっている箇

所を見かけます。また、雨のときなども同じよう

な光景を見ることがあります。

小項目１点目は、道路の排水整備をどのように

行っているのか、道路排水整備の現状を伺います。

小項目２点目は、今後どのような計画をしてい

るのかについて伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 川口議員からは、

大項目３点にわたり御質問をいただきました。大

項目１につきましては私から、大項目２について

は総務部長から、大項目３については建設水道部

長からそれぞれ答弁させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１、ピヤシリスキー場につ

いて、小項目１、利用状況について申し上げます。

本市では、第２次名寄市総合計画において重点プ

ロジェクトとして冬季スポーツ拠点化プロジェク

トを掲げており、この施策を推進するためにも名

寄ピヤシリスキー場は重要な施設の一つとして位

置づけられております。名寄ピヤシリスキー場は、

市民に親しまれるスキー場として学校における体

育授業やスキー学校、アルペン少年団などの地域

の方々やスキー場の雪質や環境を求め市外からも

多くの方々に利用いただいております。今シーズ

ンは１１月の降雪が少なく、昨シーズンと比べ５

日遅い１２月９日にオープンいたしました。強風

などによるリフト運休が数回あったものの、子供

たちの冬休み期間を中心に利用いただいており、

リフト輸送人員数は２月末現在で３７万 １５２

人と平成２８年対比で９ ８％と昨年とほぼ同数

で推移しております。先月に開催されました平昌

オリンピックにおいても、スキー競技やスノーボ

ード競技の日本選手の活躍が見られ、当地におい

ても全国で活躍する選手を輩出していることから、

今後のスキー、スノーボード競技者の増加を期待

しているところであります。

続いて、小項目２、集客増に向けた取り組みに

つきましては、これまでもスキーこどもの日や市

民スキーの日を設定し、スキー人口拡大へ向けた

取り組みを行っております。今シーズンも既に４

回のスキーこどもの日を開催し、多くの子供たち

に利用していただいております。今シーズンは、

第２ゲレンデにスノーボードの２つのキッカーを

整備したことにより、スノーボードスロープスタ

イルの全日本スノーボード選手権北海道地区大会

が２月２４、２５に新たに開催されました。また、
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さっぽろ雪まつり会場で行われているスノーボー

ドの白い恋人パークエアのジュニアの予選会も新

たに行われております。また、スキーなどをしな

い方でも楽しめるようそり、チューブ滑りなどが

可能なキッズパークの整備やスノーモービルが楽

しめるスノーランドを開設しております。また、

利用促進策として、昨年４月から日進ピヤシリ線

バスの運行において日進地区での乗降者を対象に

無料としております。この結果、スキー場やなよ

ろ温泉サンピラーの利用者に好評いただいており

まして、２月末現在で前年対比３６％増の ６８

８人の増加となっております。このように新たな

大会の誘致、全道規模大会の実施による市外から

の誘客、バス無料化の取り組みなどが利用者増に

効果があったと考えております。

小項目３、リフト等の点検整備については、シ

ーズン前の整備点検により第４ロマンスリフトの

主電動機、モーターに故障が見つかり、修理期間

がシーズンに間に合わないことから今シーズンの

運行を断念いたしました。これまでの点検整備に

つきましては、他のスキー場と同様に安全統括管

理者、索道技術管理者によりシーズン終了後とシ

ーズン前にリフト機器にかかわる点検を実施し、

運輸局へ点検結果を提出しているところでありま

す。リフトの整備については、リフトごとに年次

的な整備計画を策定しておりますが、ゲレンデ整

備、圧雪車などスキー場全体にかかわる整備の中

で優先順位を決めております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

名寄―士別剣淵間高規格道路について、小項目１、

進捗状況について、小項目２、今後の計画につい

て、小項目３、完成時期についてを一括してお答

えいたします。

高規格幹線道路の整備状況につきましては、北

海道開発局によりますと本年度から随時用地取得

の手続を進めていると伺っております。用地取得

に影響されない風連別川の橋脚工事につきまして

は、既に着工されているところでございます。今

後の計画につきましては、まずは用地取得の手続

を進め、その中で効率的な整備工事を実施してい

くことと伺っているところです。完成時期につき

ましては、さまざまな状況の変化により予定より

ずれ込む可能性があることから、混乱を避けるた

め現時点での公表は控えさせていただきたいとの

ことです。よろしく御理解をいただきたいと思い

ます。

続いて、小項目４、開通後の効果と影響につい

てお答えいたします。開通後の効果につきまして

は、高速ネットワークの拡充による道北圏と道央

圏の連携、連絡機能の強化が図られ、地域間交流

の活性化及び物流効率化なども図られるものと考

えており、またこの地域で住民が安心して暮らし

ていくために必要な医療サービスにおいて救急搬

送の安定性、向上が図られるものと考えておりま

す。旭川開発建設部の資料によりますと、上川北

部、宗谷管内から札幌、旭川方面への救急搬送件

数の推移では増加傾向にあり、当市から旭川赤十

字病院までの救急搬送時間につきましては冬期間

では７分の短縮が見込まれているところでござい

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目３、市道の排水整備について、小項目１、整備

の現状についてを申し上げます。

市街地内における道路排水の整備につきまして

は、従来より交付金の活用による道路改良工事に

あわせた排水整備と単独費を活用した排水のみの

整備工事、維持補修費による部分的な排水の補修

を実施してきております。道路改良を終えている

路線については、道路両側に設置した雨水桝で集

水し、道路内に埋設している雨水管により雨水処

理を行っており、あわせて未整備の防じん道路に

ついては道路改良と同様に雨水管の埋設による整
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備や道路の両側にコンクリート製のふたで覆われ

た側溝あるいは素掘りの側溝を配置し、整備して

おります。しかし、未整備道路においては側溝の

土砂堆積や宅地造成に伴い側溝自体が埋まってい

ること、経年劣化における破損による閉塞などが

原因となり、道路排水としての機能が失われてい

る箇所も多くあることから、春先の融雪水や降雨

により水はけが悪くなり、市民の皆様に不便を来

している現状であると認識しております。

また、平成１９年度に未整備道路における水た

まり等の排水のふぐあい箇所について現地調査を

行ってきました。その調査結果をもとに地域バラ

ンスを考慮しながら排水処理において特に支障を

来していると思われる路線から優先的に排水整備

工事や部分的な排水処理、土砂さらいを実施して

きたところです。これにより、最近では平成２８

年度に２路線の排水整備工事と１町内会の雨水桝

設置工事を実施し、平成２９年度につきましては

３路線の排水整備工事と１路線の側溝土砂除去工

事を実施しております。今後は、市民ニーズの高

い案件であることからも、引き続き少しずつでは

ありますが、計画的に事業を進めていくよう努力

してまいりますので、御理解をいただきたいと思

います。

次に、小項目２、今後の計画について申し上げ

ます。道路排水の整備について、調査結果をもと

に特に排水処理に支障を来している路線から優先

的に工事を進めてまいりましたが、昨今大雨やゲ

リラ豪雨等の異常気象の増加により市民からの道

路排水の解消に関する要望をいただく機会がふえ

てきております。今後の計画については、要望い

ただいた路線を最優先として整備できるよう計画

的に進めてまいりたいと考えておりますとともに、

住宅前の水たまり等の部分的な排水改修について

は従来と同様になりますが、引き続き修繕費を活

用しながら補修を行ってまいりたいと考えており

ます。今後におきましても限られた予算の中での

整備とはなりますが、市民の皆様が安心して生活

できるよう努めてまいりますので、御理解願いた

いと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） それでは、ピヤシリス

キー場から再質問をさせていただきます。

無料バスの運行やさまざまな取り組みをされて

集客に向けて努力をされていることはわかりまし

た。今後もいろんな取り組みをされて、さらに集

客増に向けて頑張っていただきたいと考えていま

す。

先ほど申しましたが、スキー人口は全体では大

幅に減っています。しかし、外国人はふえている

ようです。オーストラリア、韓国、台湾、中国な

ど大幅にふえています。私は、今後外国人をター

ゲットにしてはどうかと思っています。特に近年

名寄市は、台湾との交流が盛んに行われるように

なりました。私は、台湾人に向けた取り組みを行

ってみてはどうかと思っていますが、いかがでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ただいま川口議

員のほうから御質問がありました外国人の利用に

ついてなのですが、当ピヤシリスキー場につきま

しては少数ながらも外国人の利用については若干

増加傾向にあります。あくまでもスキーのリフト

乗るときに目視で確認させていただいているので

すけれども、平成２７年度においては１０６人、

平成２８年度につきましては１１４人、今年度に

つきましては現在の段階で１６０人ということで、

先ほども申し上げましたけれども、若干なのです

けれども、増加傾向にあるということであります。

御質問にありました台湾をターゲットにしては

どうかということの内容でございますけれども、

御承知のように本市につきましては平成２５年度

に台湾との交流がスタートしまして、教育旅行の

誘致などを行っております。また、オリンピック

のホストタウンの相手国も台湾としているなど台
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湾との関係が深まりつつあるということでありま

す。また、一昨年なのですけれども、観光庁によ

る広域観光周遊ルートとして千歳から稚内、利尻、

礼文までの広域的な北北海道全体を日本のてっぺ

ん。きた北海道ルート。ということで認定されて

おります。その対象国につきましても台湾と位置

づけているところであります。これまでの取り組

みによりまして、台湾から名寄を訪れている方々

が増加することが期待されているところなのです

けれども、台湾の方々にとっては雪がほとんど降

らないということもありまして、雪が珍しく、今

まで名寄を訪れた方も大変喜んでいただいている

という光景を目にしているところであります。た

だ、台湾からの観光客につきましては、スキーや

スノーボードなどが初心者である人が大変多くと

いうことで、これらの方々に教える講習プログラ

ムなどの充実が今後課題になってくるのではない

かということで考えています。また、スキーだけ

ではなくてスキー場以外にもピヤシリ山やピヤシ

リシャンツェなどを活用したスノーシューの山歩

き、雪遊びを体験できるプログラムなどもことし、

今シーズンチャレンジさせていただいて、外国人

ではないのですけれども、東京なよろ会の方々や

御利用いただいている方々に大変好評いただいて

おりますので、今後もスキー場の整備をするとと

もに、アジア圏の外国人を含め、雪になれていな

い地域の方々でも楽しんでいただけるプログラム

の開発に努めてＰＲしてまいりたいと考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 台湾のお話を伺いまし

たけれども、スキー、スノーボードは初心者でと

いうことなのですけれども、私はいきなりスキー、

スノーボードではなくて、雪遊び程度でいいので

はないかと思っているのです。それとあと、樹氷

とか、そういうのを見せるような取り組み、私は

余りスキー得意ではなくて皆様のように行かない

のですけれども、夜のライトピラーを見せるとか、

そういうのだけでもすごく感動すると思うのです。

ぜひ検討していただきたいと思います。

今冬第４ロマンスリフトが運行を停止しました。

利用状況に余り影響はなかったと聞いていますが、

その他に影響はなかったのでしょうか。例えばイ

ースタンコースとか、ジャイアントコースとかの

利用状況が変わったとか、ほかに影響がなかった

か伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今第４ロマンス

リフトの運休に伴って具体的なコースということ

で、イースタンコースやジャイアントコースの利

用の方々に影響はなかったのかという御質問であ

りますけれども、第４ロマンスリフトの東側に位

置しているのがイースタンコースということで、

リフトが運休したことに伴って、第１、第２とい

うことで各リフトを乗り継がなければイースタン

コースに移動できないということで、利用者につ

いては御不便をかけているということで認識して

おります。

また、今シーズンイースタンコースなのですけ

れども、新たな取り組みといたしまして未圧雪の

コースとして開放して、名寄の雪質日本一という

か、雪質を生かしたコースとしてパウダースノー

を求めている方々に好評をいただいているという

ことでお聞きしておりますけれども、昨年までイ

ースタンコースにつきましてはアルペンの練習コ

ースとしても一部御利用いただいておりました。

今シーズンにつきましては、ジャイアントコース

を中心に地元アルペン少年団やアルペンの合宿の

方々に競技練習ということで御利用いただいてい

るということになっております。現在のところ、

宿泊を含めた合宿のキャンセルなどはなかったと

いうことで伺っているのですけれども、本来的に

は積極的に合宿の誘致ということを今後も進めて

いかないといけないという点では、第４ロマンス

リフトが運休したということにつきましてはＰＲ

の部分につきましてはマイナスの要素になってい
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るということのお話もお聞きしております。これ

らのことを踏まえまして、今年度の実績を鑑みて、

関係者などからさまざまな御意見をいただきなが

ら、今後検証していきたいということで考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 第４リフト大分古いと

聞いていますが、ほかのリフトも設置からかなり

の年数が経過していると伺っていますが、どのく

らい経過しているのか、現状をお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） リフトの設置経

過年数ということにつきましての御質問でありま

したけれども、まず第１リフトが平成５年、第２

リフトが平成６年、第３リフトが平成１５年、第

４ロマンスリフトが昭和６１年ということで、第

４ロマンスリフトにつきましては３０年が経過し

ているということで、その他のリフトにつきまし

ても第３リフトを除きまして２０年が経過してい

るということであります。特に２０年を経過した

リフトにつきましては、使用機器の部品供給など

も終了しているということもありまして、大がか

りな故障となった場合についてはシーズン途中で

のリフト運休といったリスクも考えられますので、

計画的にリフト機器の修繕計画を立てて整備して

いっているというところでございますので、御理

解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 年数はわかりました。

それぞれ耐用年数があると思うのですが、耐用

年数が経過しているものというのはありますか。

もしあれば更新を考えたほうがいいと思っていま

すし、また時期が近いものも更新を考えたほうが

いいのではないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） リフトの耐用年

数ということでございますが、先ほど申し上げま

したように第４ロマンスリフトにつきましては３

０年を経過しているということで、リフトとして

の耐用年数を迎えているということで、場合によ

ってはリフトの新設など今後の検討が必要となっ

ていると考えております。

また、第１、第２リフトにつきましても設置か

ら２０年が経過しているということもありまして、

モーターや制御盤など使用機器の更新が必要とな

ってきているということで考えています。今後は、

リフト製造メーカーや索道協会などのアドバイス

をいただきながら、計画的な整備を進めていきた

いということで考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 現状の点検時期では、

故障を発見し、修理に要する時間を考えると営業

時期に間に合わない。もっと早い時期に点検をす

れば間に合う可能性もあります。点検時期の見直

しをする必要があるのではないかと思っています。

今後の点検整備についてのお考えをお知らせくだ

さい。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） リフトの点検に

つきましては、先ほども申し上げましたようにこ

れまでシーズン前とシーズン終了後に安全統括管

理者や索道技術管理者などによる点検を実施して

きたところであります。ただ、使用機器であるモ

ーターや制御盤などにつきましては、リフト製造

メーカーなどからお聞きしたところ、湿気による

故障が最大の要因であるということも言われてお

りますので、今までは行われてはおりませんでし

たけれども、夏場の換気や点検など他のスキー場

の状況やリフト製造メーカー、索道協会などから

アドバイスいただきながら点検方法の見直しを検

討していきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 最後に、第４ロマンス

リフト運休により影響が心配されましたが、大き

な混乱もなく営業ができたとのことで少し安心を
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しているところでございます。しかし、利用者に

迷惑をかけたのは事実であり、改善をしなければ

ならないと思います。これがシーズン中に故障し

たのであればもっと混乱を招いていたと思ってい

ます。年数のたったもの、あるいは老朽化したも

のは故障も発生しやすいでしょう。更新となれば

大変な費用もかかるわけですが、私は必要なこと

だと思います。利用者の安全面などからも更新を

含めた検討も行っていただきたいと思います。

また、名寄市は冬季スポーツの拠点化を目指し

ていますので、環境や設備にも万全を期していた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。振興

公社の社長でもある久保副市長にお願いいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 川口議員から大変貴重

な御提言をいただきました。ありがとうございま

す。また、このたびの第４ロマンスリフトの運休

に際しましては、市民の皆様や利用者の皆さんに

大変御不便をおかけいたしました。心からおわび

を申し上げたいと思います。

スキー場施設につきましては、全般にわたって

設置からかなりの年数がたっているということで、

営業戦略室のほうからお答えをさせていただきま

したが、長寿命化を含めてメンテナンスや点検に

しっかり努めているところでありましたけれども、

このような結果になったということであります。

このたびの第４ロマンスリフトの稼働ができなか

ったことを教訓にいたしまして、今後は安全及び

スムーズな運行、運営に向けてしっかりと対応し

ていきたいというふうに思っているところであり

ます。さらに、今回先ほども営業戦略室長からも

お話ありましたが、点検整備の見直しと、それか

ら点検時期については意を配してまいりたいとい

うふうに思っておりますので、改めて私のほうか

らもお答えを申し上げたいというふうに思います。

先ほど施設の更新を含めての検討ということで

御質問ございました。冬季スポーツの拠点化を打

ち出して以降、雪資源やスキー場を利用しようと

いう市民の機運も若干高まっているという感をし

ているところでありまして、昨今のスキー利用の

動向を見ていきますとスノーボードだとか、ある

いは小さい子供を連れてスキー場にお越しになる

親子連れの皆さんがふえているだとか、あるいは

これまで実施しておりますスキー教室だとか、こ

れはスキー学校の皆さんやっていらっしゃるので

すけれども、あるいはコンテストなどもあります

し、アルペンの合宿も一定程度確保できていると

いうこともありますので、先ほど質問のあった外

国人もわずかではありますが、増加しているとい

う動向をしっかり踏まえて、今後のスキー場のあ

り方含めて検討していく時期に入っているという

ふうに考えているところであります。更新につき

ましては、議員御指摘のとおり多額な費用を要す

るということもありますので、財源確保などの課

題等々ありますけれども、スキー連盟やスキー学

校、さらにはアルペン競技やスノーボードの関係

者等々と協議を調えたり、あるいは教育委員会や

振興公社の内部でもいろいろと議論を深めながら、

第４ロマンスリフトのあり方も含めて将来を見据

えての検討を今後加えていきたいと思っておりま

すので、この点お答え申し上げまして、御理解を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 御丁寧で前向きな御答

弁で、ありがとうございました。

続きまして、高規格道路の再質問をいたします。

ＪＲ北海道の問題は、テレビや新聞などで報道さ

れています。また、一般質問でも何人かが伺って

いますので、理解が深まってきているところです

が、高規格道路については全く先がわかりません

でした。私もあと１０年もすれば免許返納も考え

なければいけないと思いますし、それまでに開通

すれば利用してみたいなと思っています。何より

も命の道です。一日でも早い完成を願っていると

ころですが、実は道の駅なよろの集客に大きな影
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響があると思っています。現在大きな観光バスが

とまり、毎年５０万人ぐらいの来客数のある道内

でも大変人気の高い道の駅ですが、開通すること

により美深から旭川までつながるわけであり、観

光バスの経路が変更される可能性が高いと思って

います。そうなれば集客に大変な影響を受けるこ

とになると思います。それ以前、道の駅の誘導の

ためのインターチェンジも要望されていましたが、

それも含めてどのようにお考えか伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 道の駅につきまして

は、現在の国道４０号線を往来する皆様にとりま

して大変喜ばれている施設かなというふうに思っ

ています。特に名寄の特産品、モチ米も含めてＰ

Ｒをする大切な施設というふうに考えております

し、また野菜も含めて旬な時期を生産者の方がし

っかりと捉えて、直売所なども設けているという

状況にあろうかというふうに思います。その直売

所については、御承知のとおり多くの市民の皆さ

んが御利用いただいているという大変魅力的な施

設でもございまして、名寄の農産物をしっかりと

市民に知っていただく大切な場所かなというふう

に思ってございます。

議員のほうから高規格道路が開通することによ

ってということでお話がございましたけれども、

現在私どもで影響等についてしっかりとしたデー

タ等というのは特に持ってございませんで、そう

いった開通後の影響等につきまして、実は本年度

調査業務を委託をしているという状況でございま

して、道の駅に関しましてのアンケートを実施を

しているということで、今年度、年度末には一定

の集約ができるのかなというふうに考えておりま

す。その後分析等をしっかりと行い、研究をさせ

ていただきたいというふうに思っています。現在

のところは、そういう考え方でございます。よろ

しくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 道の駅だけではなくて、

名寄市全体が通過点になる可能性が高いと思って

います。観光や買い物にも大変な影響を受けるの

ではないかと思っています。何か名寄市を通過さ

せない施策を考えなければならないのかなと思っ

ていますが、この点をどのようにお考えか伺いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども言いました

が、高規格道路が開通をした場合の影響について

はこれからデータ収集等ということでやらさせて

いただきますけれども、議員御指摘のとおり高規

格道路が開通をすれば美深まで高規格道路が続い

て、道央圏とつながるということであります。現

状名寄市の周辺、この圏域におきましては医療環

境等名寄市が中心的な都市機能を有しているのか

なというふうに思っておりまして、今後もこの都

市機能につきましてはしっかりと維持をしていく、

そういう必要があるというふうに認識をしている

ところです。

また、名寄市は物流の拠点として今後も発展を

遂げることが必要かなと思っていまして、午前中

にちょっとお話をさせていただきましたけれども、

名寄商工会議所の青年部が中心となって名寄市の

名寄インターチェンジの拠点化などの研究も進め

ているということでございます。こういった動き

を引き続きしっかりと情報を収集をしながら、ま

た共有をしながら議論を進めてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） わかりました。なるだ

け早いうちに通過点とならないような対策をぜひ

考えていただきたいと思います。

次、道路排水整備の再質問をさせていただきま

す。排水が悪くて困っているような箇所や整備を

必要とする路線はどのくらいあるか把握をされて

おりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。
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〇建設水道部長（天野信二君） 先ほど私の答弁

で触れさせていただいておりますが、平成１９年

度に未整備の防じん道路の水たまりのひどい箇所

につきまして実は現地調査を行わせていただきま

した。その結果として、数ですと９０路線を確認

してございまして、調査のほうからもう既に１０

年経過をしておりまして、この間排水の整備を整

えようということで、年数路線ずつ手をかけてま

いりまして、現状では９０路線のうち３９路線ま

で工事等々を進めさせていただいてまいりました。

特にただし、防じん道路につきましてはどうして

も毎年のしばれだとかで、１０年たっていますの

で、各路線相当状況も変わりつつあるのかなとい

うふうに思っていまして、また改めてふぐあいが

あるかなというところも含めて再度把握する必要

というのは当然あるかなというふうには認識して

ございますので、そういった作業も考えて取り組

んでいきたいなというふうに思っていることでご

ざいます。

また、先ほどちょっと繰り返しになりますけれ

ども、宅地前の水たまりや何かについても私も日

常的な幹線道路のパトロールだとか、そういった

地先の方々から情報提供をいただくなどをしてい

まして、そういった中でできるだけ迅速な対応を

できればなというふうにいつも心がけているつも

りでございますが、先ほど言った路線としての対

応、そして本当の地先の細かい情報をいただいた

時点での対応といったようなことで運ばさせてい

ただいていますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 町内会とか、まちづく

り懇談会とか、あるいは個人からとか、道路排水

整備についての要望というのはどのぐらいあるの

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 数でいいますと

大変実は多く、いろんなそれぞれの立場の方々か

ら困っているだとか、詰まっているだとか、大変

だといったお話は頂戴をしてございます。とりわ

け各町内会長さん、例年７月になるかと思うので

すけれども、町内会連合会の集まりに私どももお

招きをいただきまして、意見交換をさせていただ

く場だとか、あと当然例年１０月、１１月ですか、

まちづくり懇談会、そういったところでも直接情

報提供をいただく場合も数多くございます。また、

今年度、平成２９年度からの私どもの都市整備課

の取り組みといたしまして、年度当初に各町内会

長さんにお願いをしまして、例えば道路の角が崩

れているよだとか、道路排水がちょっと詰まって

いるよだとかといった、そういったところまでの

含めての要望といいますか、情報提供をお願いを

しておりまして、できるだけ年度の早いうちに先

ほど申し上げました手法で手をつけられるものは

早い段階からやっていきたいなというふうに考え

てございます。今年度初めての取り組みだったの

ですが、春の段階でそれぞれ町内会の会長さんか

らファクスや直接御連絡をいただきまして、道路

排水関係では２０件のこういった状況があるよと

いうことでの情報をいただきまして、今年度で対

応できて修繕できたのは実は９件だったのですけ

れども、なかなか大がかりなものについてはちょ

っと時間がかかるなというような場合があるので

すけれども、そういった形で町内会を通して情報

をいただいたり、時には直接お電話をいただくと

いった場合での対応をさせていただいてございま

すので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 市全体として市道の排

水整備の現状をどう考えていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 現状については、

先ほども答弁させていただきまして、数多くの市

民の皆様、町内会からも御要望などをいただいて、

私ども担当する職員も含めて本当に一つでも何と

か解決をしていきたいなという気持ちはもう十分
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あるところなのですけれども、基本的には本来道

路がしっかりとした道路整備、これがされれば、

当然道路排水がしっかりと整備されるということ

につながるわけでございますけれども、いろいろ

な機会で答弁させていただいていることで、国の

交付金も含めて道路整備に対する交付金のつきぐ

あいがちょっと厳しくて、なかなか歩みが予定ど

おり進まない、進捗率が上がらないというふうに

思っています。片方では、現状で少しでも、当然

これから春先、雪解けのシーズンを迎えてそれぞ

れの地先での方々がちょっと大変だなとか、大き

な水たまりができてしまうなだとか、大変気にさ

れている状況等々も十分私ども承知しているつも

りでございます。ただ、先ほどできる中で、やっ

ぱり私どもは通報いただいた中でしっかり丁寧に

対応していく。それがめぐりめぐって言えば安心

して住める地域づくりといったことにつながるも

のだろうというふうに思いますし、昨今の大雨災

害だとかゲリラ豪雨などのそういった冠水に対す

る対策の一つの方策でもあろうというふうに考え

てございます。いただいた皆様からの情報につい

ては、やっぱりしっかりと一つ一つ場所を含めて

確認をさせていただきながらできるところから対

応していくという基本の考えに変わりないという

ことでございますので、鋭意努力していきたいと

思ってございますので、御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 最後になりますが、市

民の要望やアンケートによると、御承知のように

道路整備の要望が大変多いことがわかります。一

刻も早く舗装道路にしていただきたいのですが、

現状は１０年で５％程度、距離にして約７キロぐ

らいしか改善されておりません。市全体の舗装率

は７０％ぐらいだと思いますので、全部を直すの

に約６０年かかるわけでございます。舗装になれ

ば側溝もでき、排水も改善されるわけです。現状

水はけが悪く困っている方もいらっしゃる。その

ような方々に今まで何十年も我慢をしていただい

ている。舗装が余り進まないのであれば、災害予

防の観点からも道路排水整備にもう少し力を入れ

ていただきたいと思います。

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川口京二議員の

質問を終わります。

公共施設等の整備に関して外２件を、佐久間誠

議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいま議長から御

指名いただきましたので、通告順に従いまして、

大項目３点について質問いたします。

まず、大項目の１、公共施設等の整備に関して、

小項目（１）、長寿命化計画に基づく橋梁点検の

実施状況についてであります。名寄市内の２２４

橋の望遠目視点検を終えて、平成２６年度から５

年に１度の近接目視点検ということで実施されて

いると思いますが、点検を終えた橋梁の健全性の

判断区分はどのような状況か、また損傷度はどの

程度のものがあったかお知らせいただきたいと思

います。

小項目（２）、橋梁のかけかえ、修繕に関して

であります。橋梁点検では、北海道開発局が管理

する国道にかかる橋梁も同時に点検がされており

ます。損傷度が明らかになった場合、市が管理す

る橋梁のかけかえ、修繕などの予算措置、予算要

求と重複したとき、地方自治体管理のものは後回

しにされるのではないかとの心配があるわけです

が、本市の修繕を必要とする橋梁に対する予算措

置の見通しについてお伺いいたします。

また、本市の通行規制となっている橋梁のかけ

かえ、修繕に関して産業振興、経済振興、風連方

面と名寄を結ぶ重要な幹線との観点から、早期の

対策が求められます。工事の見通しについてお伺

いいたします。

小項目（３）、公共施設１３％削減目標の考え

方について。平成２８年３月、名寄市公共施設等

総合管理計画が策定されております。人口減少と
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超高齢社会の中で次世代にツケを回さないとの決

意を共有し、産業振興、経済振興に係るもの、あ

るいは日常生活に欠かせないインフラの維持整備

など、必要なものには投資をし、コンパクトにで

きるものはコンパクトに縮減していくことがこの

管理計画の基本だと私は考えております。特に注

意すべき点として、十分に市民理解の中で進めて

いかなければならないと思うところであります。

そこで、管理計画に基づいた公共施設１３％削減

目標の今後の進め方についてどのように考えてい

るかお伺いいたします。

また、個別施設に話が及ぶと総論賛成、各論反

対となりがちだと思いますが、そのあたりの合意

形成をどのように進めるか、さらに本市の１３％

という数値と将来の人口の流動化、増減に対する

対応、市営住宅と学校施設で５０％になるという

本市の公共施設全体から見る構成、特に市営住宅

は低所得者のセーフティーネットでありますし、

学校施設は教育基本法にのっとった施設でありま

す。そこら辺をどう考えるのかお尋ねいたします。

大項目の２、持続可能な地域介護システムのあ

り方について、小項目（１）、ふえる高齢者に対

応するサポーター、ボランティアの現状と育成に

ついてお伺いいたします。本市では、社協、町内

会、企業との連携、提携などで努力され、ボラン

ティアの運営委員会、各種研修会、児童生徒など

への普及、実践活動がなされているところであり

ますが、２０２５年は団塊の世代が７５歳以上の

後期高齢者になる年でもあります。日本は急速な

高齢社会となっていますが、２０２５年度以降は

全国でおよそ ２００万人、４人ないし５人に１

人が７５歳以上という超高齢社会が到来すること

が予測されております。こうしたことから、医療、

介護、福祉サービスへの需要が高まり、社会保障

財源のバランスが崩れるとの指摘もあります。こ

うした中、公的福祉制度とともに地域福祉のより

一層の強化が求められているところであります。

そこで、本市におけるサポーター、ボランティア

の現状と育成、課題などについてお知らせいただ

きたいと思います。

小項目（２）、買い物支援の取り組みについて。

高齢者の通いの場事業の一環として、本市におい

ても町内会で買い物支援を先進的に取り組んでい

る事例があります。地域福祉のすぐれた実践例と

して、より積極的に推奨し、市内の町内会に広め

ていくべきと考えますが、所見をお伺いいたしま

す。

小項目（３）、高齢者の運転免許自主返納の促

進について、①、免許返納の環境整備について。

２０１７年３月１２日の改正道路交通法施行に伴

い、大きな改正点の一つとして７５歳以上の運転

者に対する臨時適性検査の見直しと臨時認知機能

検査、臨時高齢者講習制度が御承知のように新設

となっております。また、７５歳以上の運転手が

信号無視、一時停止違反などの違反行為があった

場合に認知症のおそれがあると判定された方も臨

時認知機能検査として医師の診断が義務づけられ、

認知症であることが判明したとき、運転免許証の

取り消し処分となります。道内の６５歳以上のド

ライバーが第１当事者となって起きた死亡事故は、

平成２７年度から２９年度までに１２２件発生し、

全体の４分の１を占める状況になっております。

超高齢社会の中にあってリスクを抱える高齢者が

運転免許証を返納しても安心して暮らせる環境整

備が必要だと思います。移動手段を整え、生きが

いを持って暮らせる制度設計が必要であります。

地域交通のあり方については、陸運局も絡む事案

であることから、別な機会に取り上げることとし

て、ここではリスクを抱える高齢者の運転免許自

主返納の促進のため、当面どのような制度を確立

していくか伺いたいと思います。

また、このことについては、平成２７年の第４

回定例会でも取り上げましたが、その際は免許を

持たない方との不均衡が生じるとの回答でしたが、

平成２９年度の地方財政計画において高齢者の生

活支援等の地域の暮らしを支える仕組みづくり５
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００億円について措置され、同措置が高齢者移動

手段確保の取り組みも対象としていることから、

本市としても制度を検討すべきと考えますが、い

かがでしょうか。

②、自動運転など技術の進歩を取り入れた事故

抑止策について。近年の車の自動運転など技術の

研究、進歩は目覚ましく、こうした観点からも考

えることも一方で必要なことだと認識しておりま

す。経済産業省は、自動運転車と電気自動車の普

及を後押しするための対策について方針をまとめ、

茨城県つくば市にある日本自動車研究所の専用テ

ストコースで走行実験を始めたことが伝えられて

おります。また、北海道でも自動運転試験用のテ

ストコースとして自動車など製造業が多い苫小牧

市東部を候補地として挙げ誘致に動いております。

豪雪寒冷地であり、ホワイトアウト現象も起きる

本市も、例えば住友ゴム工業とともに自動運転試

験用のテストコースの新設を働きかけてみてはど

うかとも思いますが、いずれにしてもこうした事

故抑止策も注目するべきものがあると考えます。

こうした自動運転の研究が進められている中で、

日高管内浦河町では自動ブレーキとペダル踏み間

違え時の加速抑制装置を搭載した安全運転サポー

ト車が現状可能な事故抑止策として、新車を購入

する際に新年度から５万円の補助実施を決めてお

ります。事故抑止策の一手法として、また地域経

済の活性化対策としても有効ではないかと考えま

すが、本市の考え方をお聞かせいただきたいと思

います。

大項目の３、新年度骨格予算の重点施策に関し

て、（１）、重点施策と予算編成について。新年

度骨格予算の一般会計は、前年度比 ４％減、２

２１億 ６００万円余り、特別会計を含む総額予

算は ３％増の４４１億 ８００万円ほどとなっ

ております。また、今年度は総合計画第２次の前

期の仕上げの年度に当たります。骨格予算ではあ

りますが、総額予算では前年度当初予算を上回る

予算となっております。政策的な予算を組む肉づ

け予算に向けて、伸び代は少ないようですが、こ

のあたりの考え方についてお聞かせください。

また、本市の財政健全化判断比率について、道

内各自治体と比較したときどのあたりに位置する

かお尋ねいたします。

（２）、産業育成の視点からの予算編成の検証

について。骨格予算の中で特に産業育成の視点か

ら盛り込んだ事業、工夫した点についてお知らせ

いただきたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 佐久間議員から

は、大きな項目で３点御質問いただきました。大

項目１の小項目１及び２については私から、大項

目１、小項目３及び大項目３については総務部長

から、大項目２の小項目１と２についてはこども

・高齢者支援室長から、小項目３は市民部長から

の答弁となりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

初めに、大項目１、公共施設等の整備に関して、

小項目１、長寿命化計画に基づく橋梁点検の実施

状況について申し上げます。名寄市橋梁長寿命化

計画については、高齢化した橋梁の修繕に伴う膨

大な費用を軽減するために、従来の事後的な修繕

から予防的な修繕へ転換し、橋梁の延命を図るこ

とを目的として、平成２１年度から平成２４年度

の４カ年で橋梁の遠望目視点検を実施し、その点

検結果から平成２５年度に策定をいたしました。

当初は、国より遠望目視点検による点検方法で認

可されておりましたが、その後平成２６年度に５

年に１度の近接目視点検が法律化し、義務づけさ

れました。このことにより、同年度から当市にお

いても近接目視点検を実施する運びとなり、平成

２６、２７年度に開発局の支援を受け、７橋の点

検を実施し、平成２８年度は５２橋、平成２９年

度は１６１橋の点検を終える予定となっており、

残ります２４橋については平成３０年度に実施す

る予定です。
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なお、平成３０年度で２４４橋全ての点検を終

えることにより１巡目が完了し、平成３１年度か

ら２巡目を開始する予定です。また、点検結果に

ついては市のホームページに掲載し、公表してお

り、年度末に更新を行う予定です。

現在点検を終えている２２０橋のうち平成２９

年度末に結果が判明する１３１橋を除く８９橋の

点検調査より、健全な状態であるⅠ判定は１９橋、

措置を講ずることが望ましいⅡ判定が６４橋、早

期に措置を講ずべき状態であるⅢ判定が６橋、緊

急に措置を講ずべき状態であるⅣ判定の橋梁は該

当がない状況となっております。ただし、Ⅲ判定

の６橋については定期的な経過観察を行い、対応

していく考えであります。また、損傷度について

は、第三者に影響を及ぼす損傷のある橋梁はない

結果となっております。

次に、小項目２、橋梁のかけかえ、修繕に関し

て申し上げます。橋梁長寿命化事業は、点検、修

繕に限り社会資本整備総合交付金の活用により事

業を行っていますが、国の重点政策と位置づけら

れていることから、地方自治体の予算要望額に対

しての配当率も高く、本市においては平成２９年

度の要望額１億 ６００万円に対し約９割の配当

となっており、事業の進捗のために優先的な配分

をいただいている現状を踏まえると、適正な予算

措置が今後においても継続されるものと認識をし

ています。一方、社会資本整備総合交付金の活用

により事業を実施しております道路事業や公園事

業については、予算要望額に対しての配当が低い

現状なことから、本市におけるインフラ整備全体

との予算バランスを考慮し、橋梁事業の予算措置

に努めてまいりたいと考えております。

現在平成２５年度に策定を終えました名寄市橋

梁長寿命化修繕計画により、修繕工事が必要とな

った橋梁２４４橋のうち２５橋について、平成２

７年度から平成３６年度にかけての１０カ年の計

画で、交通量の多い幹線道路にかかる橋梁や早急

に修繕を行うことにより延命効果が発揮できる橋

梁を優先とし、実施設計、長寿命化修繕工事を実

施してきており、平成２７年度は中名寄の七線橋、

平成２８年度は曙、共和地区にかかる南大橋、平

成２９年度につきましては智恵文の東恵橋の修繕

を完了し、残り２２橋の修繕を予定しているとこ

ろであります。また、先ほど説明させていただき

ました近接目視点検についても平成２６年、２７

年度は開発局支援を受け、平成２８年度からは交

付金事業として実施してきております。

議員から御質問ありました通行規制となってい

る橋梁は、現在本市において唯一規制をかけてい

る１８線橋でございますが、豊栄地区から曙地区

をつなぐ路線であり、下川方面から上川ライスタ

ーミナルへ抜ける最短のルートでもある産業経済

振興上において重要な路線であることや平成２３

年度から通行規制をかけ、１８線近隣にお住まい

の方々に御迷惑をおかけしていることに関しても

認識をしております。１８線橋を含む近接目視点

検業務が今年度３月末に完了し、より詳細な結果

が判明することも踏まえ、再度方針立てをしてま

いりたいと考えておりますが、橋梁長寿命化事業

においては継続的な点検による修繕計画、予防的

な修繕工事を行うことによりかけかえまでの費用

の縮減を図り、地域の道路網の安全性を確保する

ことを目的としています。しかし、当該橋梁が補

修ではなくかけかえとなった場合には多額な事業

費を要することとなります。修繕により延命効果

が発揮できる残り２２橋の工事はもちろん、全体

の近接目視点検結果とあわせて名寄市内の高速道

路を含めた将来的な道路交通網整備、老朽化が課

題である公共施設のインフラ整備の総体予算との

バランスを総合的に鑑みて、事業の執行の判断を

しなければならないことから、工事実施の具体的

な状況については現段階ではめどが立たないこと

について御理解願いたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目１
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の公共施設等の整備に関して、小項目３の公共施

設１３％削減目標の考え方について申し上げます。

名寄市公共施設等総合管理計画は、計画期間を

２０年間とし、公共施設の総延べ床面積１３％縮

減を目標値に掲げ、中長期的な視点から公共施設

やインフラの更新、統廃合、長寿命化などを計画

的かつ効率的に実施するため、平成２７年度に策

定いたしました。今後の財政展望を考えると、人

口減少や高齢化の進展により公共施設のあり方や

維持管理等は非常に重要な事項として捉える必要

があり、そのためには本計画の着実な推進が必要

だと考えております。しかしながら、管理計画の

目標値に向けやみくもに施設を縮減したり、統廃

合するのではなく、必要な機能は維持していく必

要がありますし、議員御指摘のとおり日常生活に

欠かせないインフラ施設については維持、整備し

ていかなければなりません。公共施設等総合管理

計画は、平成３２年度までに個別施設計画の策定

を実施しなければなりませんが、個別施設計画の

策定に当たり今後の公共施設等の適正配置、統廃

合、複合化などの検討が必要であり、このことは

庁内議論のみならず、市民や地域、施設を利用さ

れる各団体や関係機関などともしっかりと議論を

深めていかなければならないものと認識しており

ます。新年度においては、名寄市のまちづくりの

方向性を示す名寄市都市計画マスタープランの見

直しとともに、立地適正化計画の策定を進めてい

く予定ですので、多くの議論と理解を得ながら名

寄市全体の共通認識として共有化を図り、管理計

画の目標値に向け、さらには個別計画の策定に向

け進めてまいりますので、御理解願います。

次に、目標値１３％と人口流動化への対応につ

いてですが、本計画のフォローアップの方針では、

計画内容について今後の財政状況や環境の変化に

応じて適宜見直しを行うこととしており、必要に

応じて目標値についても見直しを考える必要があ

るものと認識しております。また、議員御指摘の

とおり、本市の計画において市営住宅と学校施設

で公共施設全体の５ ３％と大きな割合を占めて

おりますが、他の自治体においても比較的同様の

状況にあります。今後は、公営住宅等長寿命化計

画や小中学校施設整備計画等を基本としながら、

本計画との整合性を図り進めていく必要があるも

のと考えております。

次に、大項目３、新年度の重点施策に関して、

小項目１、重点施策と予算編成について申し上げ

ます。平成３０年度各会計予算案は骨格予算とな

りますが、名寄市総合計画第２次の将来像の実現

に向け、継続事業を中心にハード事業では風連中

央小学校校舎・屋内運動場等改築事業、ソフト事

業では保育士等奨学金返還支援助成金などの待機

児童解消事業やこれまでのまちづくりの方針を示

す名寄市都市計画マスタープラン見直し及び立地

適正化計画策定業務などを盛り込みました。これ

により一般会計予算案は前年度と比較して９億

３２３万 ０００円、 ４％減の２１１億 ６１

２万 ０００円、特別会計、企業会計を合わせた

総額では前年度比９億 ６３０万 ０００円、

３％増の４４１億 ８３７万 ０００円となりま

した。ただし、名寄市立大学の予算が特別会計に

移行することに伴う繰越金の影響を加味した普通

会計では、前年度比３億 ３８２万 ０００円で、

５％減の２１８億 ５５３万 ０００円、普通

会計、特別会計、企業会計を合わせた総額では３

億７５６万 ０００円、 ７％減の４２９億４５

１万 ０００円となっております。

お尋ねの政策的予算、いわゆる肉づけ予算の規

模ですが、今後新市長による予算査定等の実施に

より決定となりますが、現段階においては平成２

９年度の決算状況も考慮しなければなりませんが、

事業費ベースで２億円から３億円程度と考えてい

るところです。

次に、財政健全化判断比率についてお答えいた

します。直近の値である平成２８年度決算に基づ

く数値では、本市の実質公債費比率は ２％、将

来負担比率が２ ６％となっており、道内３５市
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の中では実質公債費比率が１３番目、将来負担比

率が５番目となっております。道内他市と比べま

すと比較的良好な数値ではありますが、引き続き

財政規律を遵守し、健全な財政運営に努めてまい

ります。

続きまして、小項目２、産業育成の視点からの

予算編成の検証について申し上げます。さきにも

述べたとおり、平成３０年度予算は骨格予算編成

となっておりますので、継続事業を基本に予算編

成しておりますが、お尋ねの産業育成の視点とし

て中小企業の育成に関しては経営基盤の強化を目

的に各種助成制度、融資制度についてこれまでど

おり予算化をしております。また、市民の消費喚

起を目的とした販売促進にかかわる事業につきま

しても当初予算で計上させていただきました。住

宅改修等推進事業におきましても建設関連産業の

振興も目的の一つとして実施しており、民間での

需要掘り起こしの観点からも今年度同様の当初予

算を計上させていただいたところです。また、こ

ちらも継続事業となりますが、各産業活動の基盤、

基礎となります人材育成に関しては、この地域に

おいて大きな役割を果たしている上川北部地域人

材開発センター、また労働者の通年雇用化の促進

を目的に名寄地区通年雇用促進協議会の運営を支

援をする中で多岐にわたる資格の取得を図り、人

材の育成や確保につなげていく施策を引き続き講

じてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目２、持続可能な地域介護システムの

あり方について、小項目１、ふえる高齢者に対応

するサポーター、ボランティアの現状と育成につ

いてお答えいたします。

本市におけるサポーター、ボランティア活動の

状況でございますが、名寄市社会福祉協議会が運

営します名寄市ボランティアセンターでは、ボラ

ンティア活動に関心がある、参加してみたい、ボ

ランティア活動を必要としているなどボランティ

アに関する身近な相談窓口として活動を支援し、

ボランティアを受けたい人とボランティアを提供

したい人のマッチングや啓発活動を中心に行われ

ております。主なものとしましては、ふれあい広

場やふれあい家族交流会でのボランティアの皆さ

んの活動のほか、年末からは除雪のボランティア

活動として名寄高校野球部の皆さんによる徳田区、

豊栄区など名寄高校周辺の町内会の高齢者世帯な

どへの除雪やそれ以外の地区の高齢者や障がい者

世帯などへ名寄市技能振興推進協議会、連合名寄

の皆さんにより除排雪に当たっていただいており

ます。

名寄市ボランティアセンターに対しましては、

毎年講演会開催や講師謝礼等相当額をボランティ

アセンター事業に対して助成を行っているところ

であります。同じく名寄市社会福祉協議会が独自

に運営しております住民参加型在宅福祉サービス

を行うほのぼの倶楽部では、要介護などの認定に

なっていない高齢者、障がい者、子育て中の方な

どがさまざまな理由により介護や日常的な生活援

助などのサービス提供を受けるものですが、市民

相互の助け合いが主であり、利用会員と提供会員

の協力によって会員相互でサービスをし合い、家

庭生活の安定が図れるものです。会員登録には年

２００円、利用料金が１時間８００円となって

おります。利用の可能性のある利用会員は３月１

日現在２０人と利用会員は増加が見込まれており

ますが、提供会員が同じく３月１日現在で８人と

いう状況で、応募される方が少なく、利用会員の

人数に応えられる提供会員の確保が課題となって

おります。

議員御指摘のとおり、２０２５年には団塊の世

代が７５歳に、それ以降も高齢化が急速に進行し

ていく中、高齢者福祉サービスの事業に各制度が

応え切れないことも予想され、地域支援事業にお

ける生活支援体制の整備が急務となっていること
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から、生活支援等サービスネットワーク会議にお

ける地域課題や地域資源の把握に努め、先進的に

行っておりますほのぼの倶楽部の活動への支援や

ボランティア等による生活支援の担い手の養成、

発掘に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、買い物支援の取り組みについ

てお答えいたします。本市における買い物支援に

つきましては、介護保険法における地域支援事業

の一つである介護予防・日常生活支援総合事業の

中の地域介護予防活動支援事業の一環として、昨

年６月に要綱を制定し、住民主体の通いの場に付

随する形で事業を開始したところです。現在通い

の場での買い物支援に取り組んでいただいている

団体は１団体であり、市広報への掲載や問い合わ

せのあった団体や個人の方へ説明に伺うなど周知

に努めてまいりましたが、事業の拡大が見られて

いないのが現状です。介護保険法にのっとった事

業であり、補助金の支給要件として事業実施の回

数等に制限があることなど取り組みがしづらいこ

とが要因の一つであろうと分析しているところで

あります。今後につきましては、住民主体の通い

の場とそれに伴う買い物支援について、各町内会

やボランティアサークル、個人などに周知を進め

ていくとともに、現在事業を行っている団体の意

見等も取り入れながら、より使いやすい制度にす

るよう努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目２

の小項目３、高齢者の運転免許自主返納の促進に

ついて申し上げます。

初めに、免許返納の環境整備について、名寄市

の運転免許証返納の状況につきましては、名寄警

察署調べによりますと平成２７年には３９名、平

成２８年には４１名と４０名前後でありました。

道路交通法改正に伴いまして、平成２９年には６

４名と約 ５倍となってございます。当市におけ

る免許証返納者に対する支援につきましては、平

成２１年から独自の取り組みといたしまして運転

免許証にかわる身分証明書として住民基本台帳カ

ードを無料で交付をしておりましたが、平成２８

年からマイナンバーカードを当面の間無料で交付

を受けることができることから、この制度につい

ては廃止をしてまいりました。これにかわる支援

といたしまして、平成２９年８月からの名寄市交

通安全運動推進委員会事業で、交通安全教育の推

進を図る目的で、運転に自信がないなどの理由に

加え、平成２９年３月に高齢者講習制度が改正を

されたことにより、高齢者の運転免許証自主返納

者や免許取り消しとなる運転者がこれまでよりも

ふえることが予想されたことから、名寄警察署と

連携をして、運転免許返納者に対し歩行時の交通

安全を推進するために夜光反射材やライトなど交

通安全グッズの配付に取り組んできております。

今後におきましてもさまざまな啓発グッズや広報

等を活用しながら、運転免許証返納者を含めた全

市民を対象に交通安全啓発を関係団体と連携して

推進していきたいと考えております。

続きまして、自動運転など技術の進歩を取り入

れた事故抑止策についてですが、加齢に伴う高齢

者の身体的特性として、加齢による動体視力の低

下、複数の情報を同時に処理することが苦痛にな

る、瞬時に判断する力が低下するなど身体機能の

変化により、ハンドルやブレーキ操作がおくれた

り、アクセルペダルの見間違いなども見られます。

また、加齢に伴う認知機能の低下も懸念をされて

おり、高齢運転者による交通死亡事故が相次いで

発生をしていることから、国は平成２８年１１月

に高齢運転者による交通事故防止対策に関する関

係閣僚会議を開催をし、高齢運転者の交通事故防

止対策に取り組んでおります。その取り組みの一

つとして、国土交通省、経済産業省、金融庁及び

警察庁は高齢運転者の安全運転を支援する自動ブ

レーキなどの先進安全技術を搭載をした自動車の

普及啓発を図ることとし、平成２９年１月に「安

全運転サポート車」の普及啓発に関する関係省庁
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副大臣等会議を設置をし、同年３月に今後の取り

組みについて中間取りまとめを行っております。

その中間取りまとめでは、安全運転サポート車の

コンセプトを自動ブレーキ及びペダル踏み間違い

時加速抑制装置の搭載された自動車と定義をし、

愛称をセーフティ・サポートカーと定めました。

また、自動ブレーキ等の先進安全技術は高齢者全

般に限らず、全ての運転者、交通事故防止、被害

軽減に資することから、今後自動ブレーキの新車

乗用車搭載率を２０２０年までに９割以上とする

との普及目標を設定をし、官民でさまざまな取り

組みを進めているところであります。

安全運転サポート車の購入助成につきまして質

問いただきましたが、これらの安全装置が目標年

度までに標準装備となるのか、自動運転などの新

たな安全装備の開発が進むのかなど、その動向を

注視をするとともに、交通安全啓発において実用

化されている先進技術について交通安全関係機関

と連携をし、情報提供等に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきました。余り時間ないようですので、今三島

部長からお答えいただいた自動車運転免許返納者

に対する市の助成制度についての御質問をしたい

と。ここからしたいと思います。

それで、先ほどお答えいただいたのですが、市

としては現状これは前回私が質問したときと全く

変わらないマイナンバーカードの無料ということ

で、実は私ども議会報告会でいろいろ質問いただ

きまして、やっぱり名寄市は高齢者の運転免許返

納に対する支援策を何も取り組んでいないのかと

いうことで聞かれたわけです。それで、残念なが

ら前回お答えいただいたマイナンバー制度関係の

啓発も含めて、こういうカードが無料になります

と言ったのですが、少しがっかりされておりまし

た。それで、近隣の各自治体の例ちょっと拾った

のですけれども、既に前回私が質問して以降、北

海道内で運転免許の返納に対する支援というのが

これだけで３０自治体あるのです。そして、道内

の各自治体が全市民的ないわゆるサービスを取り

入れているから、特に運転免許返納したからとい

ってこれを広める必要がないという自治体がまだ

そのほかにたくさんあるわけです。私は、前回言

われた免許持っている人と持っていない人との間

に不均衡が生じる、そういうお答えに対していろ

いろ考えたのですが、今全道的にこれだけの機運

が盛り上がって、そして運転免許返納者に対する

さまざまな動機づけをしているわけです。動機づ

けです。そのときに、車ですからこの名寄の方で

リスクを持っている方がほかの市に行って事故起

こす可能性もこれまたあるわけです。そうすると、

全道的にいろいろ努力をしているところ、ここに

対して私はやっぱり一緒にこれはその啓発に力を

入れるべきではないかというふうに思うのです。

そして、確かに免許持っている人と持っていない

人の不均衡もあると思いますが、今ここまできた

らこれは地域間の不均衡、これが発生するのでは

ないかというふうに思うのです。例えば倶知安町、

これは６５歳以上で運転の経歴証明書 ０００円

を町が負担をし、７０歳以上で自動車のない世帯、

介護段階に応じてですが、１万 ０００円から１

万 ５００円と。これのハイヤーチケットの助成

をしていると。それから、東川町では６５歳以上、

自動車のない世帯、免許を持っていない返納した

世帯１世帯当たり１万 ０００円から２人以上の

世帯は２万 ０００円、ハイヤー助成、バス利用

も振りかえも可能だということで、いろいろやっ

ています。一番すごいなと思うのは新篠津村です。

ここは、６５歳以上で公共交通利用券６万円分を

支給すると。この近くでいえば雨竜町、北竜町、

ここもそれぞれ商品券３万円だとか、あるいは北

竜町あたりはタクシー券５万円掛ける３年間とか、

いろいろやっているわけです。それで、私はぜひ

高齢者の方々の理解を得て運転免許の自主返納を

促すきっかけづくりということで、やっぱりタク



－77－

平成３０年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

シーチケットだとか、そういうものを一過性であ

っても考えるべきではないかと。それと、日常生

活を支える移動手段の確保として、この後もう少

し触れたいと思いますが、買い物支援だとか通院

支援、こういったものにもやっぱりこれ広げてい

く必要があるのではないかと。

それと、安全運転サポート車の話も先ほどあり

ましたけれども、これは自然に広がっていくのを

待つという感じですよね。積極的に何かしようと

いう感じではないですものね、お答えは。ですか

ら、やっぱりそういうことをちゃんと取り組んだ

ほうがいいのでないかと。

それと、ソフト面からの支援ということで聞き

たいのですが、北海道は実はシルバーアドバイザ

ーの店という道が登録する店を推奨しているわけ

です。ここのシルバーアドバイザーの店になりま

すと、交通安全に対する声かけだとか、登録店に

はステッカーを配付すると。そして、加入してく

れたところは北海道のホームページでお店の名前

を掲載するということで、全道で道内 ７９３店

が加入しているわけです。上川総合振興局の中を

見たら、南富良野だったかな、そこがちょっと取

り組んでいるぐらいで、これまで全く名寄はこれ

は聞いたこともない。調べてみてここに行き当た

ったのですが、やっぱり何らかの努力もするべき

ではないかというふうに思っています。

そしてあと、地方財政の関係でもここら辺に対

してさまざま支援なんかも、これは事業化した場

合にあるのではないかというふうに思っておりま

すが、今国土交通大臣なんかのコメントとして、

安全運転サポート車の拡充に努力して、踏み間違

い、事故をなくすということでやっていますので、

ここら辺についてまずお聞きをしたいなと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほど高齢者の運転

免許の自主返納者に対する支援制度につきまして

は、夜光反射材ですとかライト、交通安全グッズ

の配付に取り組んでございました。この取り組み

につきましては、交通事故により犠牲となられた

方のうち、６５歳以上の高齢者がその半分以上を

占めていると。さらには、歩行中の事故で犠牲と

なられた方がおおむねまたその半数を占めている

ことから、自動車運転者から認知をされることが

大切でありまして、夜光反射材あるいはライトな

ど交通安全グッズを身につけることで歩行中の事

故に遭わないための対策ということであります。

議員からは、改めて全市民的な、あるいは不均

衡の生じることのない制度のあり方について質問

をいただきました。議員からもありましたけれど

も、北海道環境生活部からの提供資料を参考にさ

せていただいた中では、今申し上げました交通安

全グッズの配付にあわせる形で運転経歴証明書の

交付手数料の助成制度、こちらのほうは名寄市交

通安全運動推進委員会の新たな事業として取り入

れてまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 前進的なお答えでは、

全然なかったような気もします。それで、これは

ちょっと時間ないので、私も余り、事業そのもの

を組み立てた場合に地方交付税としてどれだけ額

があるのか、これは少し制度を研究する必要があ

ると思うのです。そして、やっぱり全道でやられ

ている、他の自治体、この運転経歴のものだけで

もう３０自治体はありますから、ここは少しさら

に引き続き研究を重ねていただきたいというふう

に思います。

それで、公共施設等の整備に関してそれぞれお

答えいただきました。それで、特に橋梁の関係、

かけかえの関係でお答えもいただいたのですが、

なかなかお金がかかることだということで、これ

は通行規制が平成２３年から続いているわけです

が、今後の推移、めどが立たないというような形

でお答えいただいたのですけれども、私は実は平

成２７年の第２回の定例会で質問させていただい
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たときに南大橋と１８線橋の両方の橋梁が通行ど

めになることは避けたいと。南大橋の修繕を先に

工事着工して、しかる後、私は１８線橋の工事に

手をかけていくものだというふうに思ったのです。

それで、確かにお金もかかります。しかし、今の

長寿命化計画の中で、これは手をかけていかない

とずっとこのままの状態になってしまうのではな

いかなというふうに感じているところです。多額

の事業費を必要とするというのは私は十分承知な

のですけれども、特に土地と土地をつなぐのがこ

れ橋梁の役目でありまして、本来は風連との合併

後に有利な財源が担保されていた時期に早々にこ

れは手がけるべき事業だったのではないかと、こ

のように思うわけであります。それで、合併特例

債が一回５年間延長ということで、合併後に一度

延びたのですが、さらに合併特例債の５年間再延

長の動きも国のほうではある模様であります。ぜ

ひここら辺も少し検討していただきたい。

それとまた、定住自立圏の事業にのせられない

のかも含めて研究していただきたいというふうに

思っています。特に定住自立圏構想の中では、結

びつきやネットワークの強化で道路等の交通イン

フラの整備がうたわれているわけであります。そ

して、下川方面からの上川北部のモチ米専用の、

これは上川ライスターミナル名寄工場を結ぶ貴重

な動線だというふうに私は思っていますから、産

業振興の視点から、先ほどの答えと一緒になるの

かもしれませんが、もし今後の動き等々について

何かのタイミングをつかんでということであれば

もう一度天野部長のほうからお答えをいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 橋梁の関係で、

とりわけ１８線の橋のことに集中して御意見賜り

まして、基本的に１８線の重要性については議員

御指摘のとおり私どもも大変大事なところでござ

いますし、南大橋とのお話もございましたけれど

も、２８年度に南大橋をさせていただくというこ

とで、曙地区から共和地区、そして風連地域へと

いうそのラインというか、交通網確保、そして１

８線、仮に双方が交通を規制しなければならぬと

いうことになりますと相当遠回りをしなければな

らぬということで、とりわけ南大橋につきまして

は基礎部分というよりも橋の上部の部分での傷み

がひどかったということでの急ぎでございました

ので、こういった形でその交通網を安全に南大橋

を通過できる形での確保が２５年度当時の長寿命

化の中でも取り急ぎ大事な役割だったというふう

に思ってございます。決して１８線橋後回しでい

いということではなくて、今現在の長寿命化計画

の中では先ほど申し上げました点検の業務と、そ

してそれに追いかける形で先ほど申し上げました

ように毎年のように橋の修繕の南大橋と同じよう

に取り組んでいくという業務をしております。た

だし、かけかえになりますと、財源確保も含めて

極めて適当なと言うとちょっと誤解があるかもし

れませんけれども、なかなかめどが立たないとい

うのは、これは全国的にも同じような状況で通行

を規制する橋梁等々もあるというふうにお聞きを

しておりますけれども、具体的な即効性のある手

だてというか、現在見出せないという現状でござ

います。財源確保については、できるだけ国の動

向等々も含めて交付金を初めさまざまな起債やほ

かいろいろあるかもしれませんけれども、私ども

は財源議論もありますけれども、名寄地域におけ

る南、西と言ったらちょっと語弊あるかもしれま

せんけれども、その交通網、できるだけ安全性を

中心に交通等々に支障のない形を確保していくと

いうのが橋梁ではありますけれども、道路等々の

一体的なものでもあるというふうに考えてござい

ます。先ほど答弁でなかなかめどが立たないとい

うことで、大変心苦しい点ございますけれども、

現状等々については改めて御理解等々賜ればと思

ってございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。
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〇８番（佐久間 誠議員） 地域の人たちがやっ

ぱり困らない程度に、直せるものだったら直して、

ある程度の重量のものは通せるような方策ができ

れば一番いいと思っているのですが、ぜひこれは

また何かのタイミングをめぐってやっていただき

たいというふうに思います。

それで次に、公共施設の１３％の関係なのです

が、特に公共施設１３％削減に関する本年度の予

算づけはされているのかどうか、本年度に考えて

いる計画についてもしありましたらお答えいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 公共施設の管理計画

に基づくというよりも、これまで普通財産として

今後活用の見込みのない施設について解体の予算

ということで、例えば職員住宅の解体ですとか、

それと済みません。活用が見込めないと言いまし

たけれども、一部新北斗団地あるいは北斗団地の

解体をして改めて改修をする、あるいは新築をす

るといったことによって施設の面積が減るという

ようなこともございますし、風連のほうでは西町

団地の解体によりまして、あそこは現在のところ

使用ということでは考えてございませんので、そ

の面積については減ってくるというようなことで、

３０年度の予算についてはそのような計上を考え

てございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。暫時

解体もお金かかりますが、少しずつ進めて将来の

若い世代、次の世代が苦労しないような観点から、

計画は進めていかなければならないというふうに

思っています。

それと次に、買い物支援の取り組みについてな

のですが、大変すぐれた取り組みをしている町内

会の事例をやっぱり今後ぜひＤＶＤにおさめて知

ってもらうだとか、あるいは仕組みや概要の説明

をきちんとこういうふうにやっているだとか、そ

れから協力者をこれは町内会とともに探す手助け

を行政も行う必要があるのではないかと、こうい

うふうに思っていますので、こういったことで地

域福祉を前進させることができるのではないかと

いうふうに思っていますので、この辺について考

え方あったらお答えいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 議員

より貴重な御提言をいただきまして、まことにあ

りがとうございます。

通いの場に係る買い物支援につきましては、そ

れぞれ各町内会等への周知を行っておりますけれ

ども、今言われたように先進的に今年度実施しま

した団体の協力を得ながら、ＤＶＤだとか映像を

直接見てもらうことによってやってみたいけれど

も、どう進めていいかわからないという方もそれ

を見ることによって事業の実施方法だとか概要に

ついて細かくお伝えできるのではないのかという

ふうに考えておりますので、そういった資料の作

成に努めながらＰＲしていきたいと思っておりま

す。

また、新年度から生活支援コーディネーターを

配置を予定しておりまして、各町内会、それから

老人クラブ等、その他団体を回っていただきなが

ら、各地域のニーズを把握しながら事業の詳細を

伝え、それから支援を要する人、また支援する人

とのマッチングができるような体制づくりを開始

することとしております。地域での互助が広がる

ことで住みなれた地域での生活を続けることにつ

ながることから、今後とも事業の拡大を図ってま

いりたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

１５時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時４８分
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再開 午後 ３時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

まち・ひと・しごと創生総合戦略について外３

件を、佐々木寿議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ただいま議長より

御指名をいただきましたので、さきの通告順に従

いまして、質問してまいります。

まず、第１点目は、まち・ひと・しごと創生総

合戦略について伺います。人口減少を克服し、将

来にわたって成長力を確保するため、引き続き都

会一極集中を是正、若い世代の就労、結婚、子育

ての希望を実現、地域の特性に即して地域課題を

解決するという基本的視点から、人口、経済、地

域社会の課題に対して一体的に取り組むとして、

国はまち・ひと・しごと創生総合戦略について昨

年１２月に改定いたしました。本市としてもまち

・ひと・しごと創生総合戦略が策定されてから３

年目に入り、人口減少を抑制するために自然減対

策、社会減対策に取り組んでいるところであり、

地方創生の取り組みの効果が少しずつ出てきてい

ると思料しております。

そこで、次の４点について考え方を伺います。

初めに、仕事の創生について伺います。国は、地

域に根づいたサービス産業の活力、生産性の向上、

雇用のミスマッチに対する経済の状況や変動に応

じた円滑な対応など、雇用の質の確保、向上に注

力し、特に若い世代が地方で安心して働くことが

できるように、また将来に向けて安定的な雇用の

量の確保、拡大を実現するとしておりますが、本

市としてどのような状況で、将来どのように進め

ていかれるのか、特に若い世代が安心して働ける

仕事の創生における評価と今後の進め方について

伺います。

次に、新しい人の流れの創生における現状と今

後について伺います。国は、地方への新しい人の

流れをつくるため、仕事の創生を図りつつ、若者

を初めとして暮らしの環境を心配することなく地

方での仕事にチャレンジでき、安心して子供を産

み育てられるよう、結婚から妊娠、出産、子育て

まで切れ目のない支援を実現するとしています。

本市として新しい人の流れの創生における、特に

市内外の優良な人材を積極的に確保、育成につい

て強化と今後の進め方について伺います。

次に、観光業を強化するＤＭＯの設立の考え方

について伺います。本市には、誇れる自然、施設、

食、芸術、芸能、風習、風俗など観光資源がある

と思っております。これをいかに活用して人を呼

び込むかが課題となります。これまでも観光事業

は行政と観光協会あるいは観光業界が中心となっ

て行ってきておりますが、さらに踏み込んだＤＭ

Ｏの設立についての考え方について見解を伺いま

す。

次に、公共交通の再構築について伺います。こ

れは、さきの山崎議員と重複しますけれども、改

めて質問させていただきます。本市としても高齢

化社会、免許返納、観光、生活援助、通院、通学

等に将来便利で安全な市民の足であるべき公共交

通機関が重宝されるように、公共交通網再構築を

初めとする周辺等の交通ネットワーク形成の推進、

広域的な機能連携についてしっかり議論を深め、

形成すべきと考えますが、見解を伺います。

２点目は、自殺対策の推進について伺います。

国内では、いまだに自殺が死亡原因の多くを占め

ており、最新の自殺対策白書によれば自殺者数は

減少傾向にあるものの、１５から３９歳では最多

の死因となっております。そこで、平成２９年７

月２５日、「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い

込まれることのない社会の実現を目指して～」が

閣議決定されました。見直し後の大綱では、地域

レベルの実践的な取り組みのさらなる推進、若者

の自殺対策、勤務問題による自殺対策のさらなる

推進、自殺死亡率が先進諸国の現在の水準まで減

少することを目指し、平成３８年度までに平成２

７年度比３０％以上減少させることを目標とする

ことを掲げております。本市の対応について伺い
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ます。

３点目は、子供の困難解決について伺います。

子供の家庭を支援するソーシャルワーカーの実情

と今後の考え方について伺います。福祉の専門家

として教育現場を回り、学校や日常生活で困難を

抱える子供や家庭を支援するソーシャルワーカー

の導入が道内において進んでおり、状況に応じて

児童相談所や警察などと連携して子供の問題行動

や不登校、家庭内の虐待、貧困などの解決に当た

り、一定の効果を上げているとの記事がありまし

た。本市の実情と今後の考え方について伺います。

次に、北海道いじめ防止基本方針の改定に伴う

本市の対応について伺います。改定の趣旨として

は、平成２９年３月、文科省の国のいじめの防止

等のための基本的な方針が改定されたのに伴い、

道教委も改定いたしました。本市の対応について

伺います。

４点目は、介護職員の援助について伺います。

介護助手、介護補助の実態と今後の考えについて

伺います。介護の現場が人手不足なのは周知の事

実であります。団塊の世代が全て７５歳以上にな

る２０２５年には、約３８万人の介護人材が不足

すると見込まれております。このため厚生労働省

も地域と二人三脚で介護人員確保に尽力していく

としております。また、介護離職ゼロの実現を考

えても２０２０年当初に向けて約２５万人の介護

人材確保をする必要があると言われております。

厚生労働省は、介護助手職の導入を積極的に進め

ております。国家資格を持つ介護福祉士などには、

より専門的な介護業務に専念してもらい、部屋の

整備などは介護助手、介護補助が担い、これによ

って介護現場で働く人の総数を確保し、介護サー

ビスのレベルも上げようという考え方です。そこ

で、本市の介護助手、介護補助の実態と今後の考

え方について伺います。

以上で壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 佐々木議員から

は、大項目４点にわたり御質問をいただきました。

大項目１、小項目１と３につきましては私から、

小項目２につきましては企画担当参事監から、小

項目４につきましては総務部長から、大項目２は

健康福祉部長から、大項目３は教育部長から、大

項目４はこども・高齢者支援室長からそれぞれ答

弁させていただきますので、よろしくお願いいた

します。

まず初めに、大項目１、まち・ひと・しごと創

生総合戦略について、小項目１、仕事の創生につ

いて申し上げます。名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略において、地域の農産物や加工品のブ

ランド化を図り、それらの販路拡大、それらを原

料とした製造業の誘致、起業支援を行い、雇用の

創出につなげていくことを目指しております。そ

れらを進める中で、雇用の質、また量がバランス

よく整っていくことが理想であると考えておりま

す。本市では、起業、創業に対する助成や商工団

体、金融機関と連携する中で事業承継支援、また

新規学卒者の就職希望者向けの地元企業見学会や

説明会の実施、市内に就職する市立大学の卒業生

に対する各種支援など若年層の地元定着への取り

組みを行ってきております。若年者が地方で安心

して暮らしていくためには、雇用の質を高めてい

くこと、また職種の選択肢が潤沢であることが重

要となります。農業、商業、観光など各分野での

新たな取り組みは個別に起きておりますが、現在

はそれぞれが点で、今後それらの熟度が高まり、

点が線になることで新たな産業、雇用の場が生ま

れてくると考えております。仕事だけではなく、

若い世代が安心して本市に住み続けていけるよう、

生活環境の整備につきましても総合戦略でも定め

ております具体的施策の着実な推進を図ってまい

ります。

続いて、小項目３、観光業を強化するＤＭＯ設

立の考え方について申し上げます。人口減少、少

子高齢化に直面する日本にとって最重要課題であ

る地方創生において、観光は旺盛なインバウンド
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需要の取り込みによって交流人口を拡大させ、地

域を活性化させる原動力となります。こうした取

り組みを進めるため、地域の稼ぐ力を引き出すと

ともに、地域への誇りと愛着を醸成する観光地経

営の視点に立った観光地域づくりのかじ取り役と

して役割を果たす日本版ＤＭＯの設立を観光庁が

進めております。現在日本版ＤＭＯとして全国で

は４１法人、道内では４法人の登録がされており、

道北では旭川市、東川町、上川町などによる大雪

カムイミンタラＤＭＯがスキー場を活用した外国

人の長期滞在観光に向けた事業を進めております。

観光庁が進めるＤＭＯの支援事業の一つとして、

広域観光周遊ルート形成促進事業があります。新

千歳空港から道北への誘客ルートとして、札幌市、

千歳市、旭川市、稚内市や本市を含む日本のてっ

ぺん。きた北海道ルート。が平成２８年に認定さ

れ、平成３２年度までの５カ年にわたり外国人観

光客を対象とした事業を進めております。本年度

は、日本のてっぺん。きた北海道ルート。におい

て台湾をターゲットとした名寄、美深道北小型観

光周遊ルート事業として地域観光関係者を対象と

したワークショップ、台湾の専門家によるルート

検証、旅行商品の造成、販売を実施しております。

旅行プランでは、本市の地域資源である雪を生か

したスキー、スノーボード、スノーシュー、雪遊

び等が組み込まれております。そのほかにも開発

局による自転車観光ルートとして、本市を含む和

寒町から宗谷岬までのサイクリング、きた北海道

ルートが認定され、標識なども整備するなど広域

で連携し、外国人を誘客する取り組みを進めてお

ります。

ＤＭＯの設立につきましては、法人化を行い、

行政、文化、スポーツ、農業、交通など幅広い分

野の関係団体が参画し、各種データに基づき、明

確なコンセプトに基づいたブランディングの策定、

ＫＰＩの設定、プロモーションなどが必要となり

ます。設立へ向け解決しなければならない課題も

多く、観光事業にかかわっている行政、観光協会、

観光関係事業者などと今後の観光振興を検討する

上で設立の目的、必要性、効果などを協議してま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 私からは、大項目の１、

まち・ひと・しごと創生総合戦略について、小項

目の２番、新しい人の流れの創生における現状と

今後について答弁をいたします。

本市における市内外からの新しい人の流れの創

生の観点からは、名寄市まち・ひと・しごと創生

総合戦略に基づく施策を推進する中で、冬季スポ

ーツ拠点化の取り組みに伴いまして名寄産業高校

への進学者があったこと、同じく産業高校につき

ましては道外からの進学者確保のため、市長、校

長による東京でのトップセールス、名寄市立大学

におきましては地元定着の取り組み、また農業支

援員としての地域おこし協力隊制度の活用や退職

自衛官等の地元再雇用の促進など、少しずつその

成果があらわれてきているものと考えております。

引き続きこれらの施策等推進する中で、人の流れ

の好循環を生み出すことができるよう取り組んで

いくとともに、現在国において検討されている地

方生活の魅力発信やＵＩＪターンの拡大、関係人

口の創出等の施策の動向も注視しながら、必要に

応じた総合戦略の見直し、改定も含め取り組んで

まいりたいと考えております。

私の答弁は以上となります。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目１

の小項目４、公共交通網の再構築について申し上

げます。

地域の生活基盤を守っていくための要素として、

公共交通網の確立は重要な課題であると認識して

います。公共交通に求められる役割は、高齢化へ

の対応も含め、通院、通学、買い物など市民生活

を維持するための身近な移動手段であることはも

ちろんですが、地域医療や観光、物流など広域的
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な観点において地域の生活や経済活動を支える上

でも重要なものとなってきています。この役割を

果たしていく上では、南北を縦断する宗谷本線、

市内の移動及び周辺自治体間を結ぶ路線バス、さ

らには都市間を結ぶ高速バス等、既存の交通機関

を効率的かつ利用しやすい公共交通として連携さ

せていくことが必要であるとともに、地域事情や

利用者ニーズ、既存バス路線等の利用状況などに

応じた多様な交通手段の活用なども視野に効率性、

利便性の高い公共交通網を形成することが必要で

あると認識しているところです。名寄市地域公共

交通活性化協議会と連携し、今後策定予定である

地域公共交通網形成計画の検討過程において、地

域にとって望ましい公共交通のあり方を明らかに

するとともに、各公共交通機関との連携も含め、

市内全体を面的に捉えた交通ネットワークの形成、

さらには路線の重複や利用者が減少している路線

を見直すなど効率性向上の観点も含めた協議を進

めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２の自殺対策の推進について、小項目１の自殺

防止対策についてお答えします。

自殺防止対策につきましては、これまでは北海

道が自殺対策行動計画を定め、名寄保健所管内和

寒以北中川の保健、医療、福祉、警察、消防、自

治体などの関係機関で構成する上川北部地域自殺

対策連絡会議とその作業部会が両輪となり、効果

的な自殺予防対策の検討や事業推進を図ってきて

おり、各関係機関との情報交換、自殺予防週間に

合わせ地元新聞に自殺予防コラムを掲載、なよろ

健康まつり会場における啓発、自殺予防啓発、自

殺予防相談窓口の情報提供を行うなど、自殺防止

対策の推進を図ってきております。名寄市におけ

る自殺対策につきましては、現在健康増進計画第

２次の健康なよろ２１において、心の健康の課題

に対応する取り組みといたしまして、自殺等の原

因となる内容に応じて法的な問題は消費者協会や

法テラス、ひきこもり、不登校、いじめの問題は

教育委員会、生活困窮の課題を抱える方は生活相

談支援センター、精神疾患のある方は基幹相談支

援センター事業ぽっけ、女性、妊婦等の健康上の

相談は保健師が、高齢者の相談は地域包括支援セ

ンターなどとの情報を共有して、密接に連携を図

ってきておりますが、引き続き関係機関との有機

的な連携を強化して、生きることの包括的な支援

を進めてまいりたいと考えております。

平成２８年４月に自殺対策基本法が改正され、

市町村に平成３０年度までの自殺対策計画の策定

が義務づけられ、平成２９年７月には国の新たな

自殺総合対策大綱が閣議決定されました。この大

綱では、誰もが自殺に追い込まれることのない社

会の実現を目指すことを自殺総合対策の基本理念

とし、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめ

や孤立などの生きることの阻害要因を減らし、自

己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力な

どの生きることの促進要因をふやすことを通じて、

社会全体の自殺リスクを低下させることを掲げて

おります。大綱では、年間自殺者数は減少傾向に

あるが、非常事態はいまだ続いているとし、高齢

者の自殺死亡率については低下が顕著であるが、

若年層では２０歳未満は自殺死亡率が横ばいであ

るのに加え、２０代や３０代における死因の第１

位が自殺であり、自殺死亡率も他の年代に比べピ

ーク時からの減少率が低いことと分析しておりま

す。

地域自殺実態プロファイル２０１７による名寄

市の平成２４年から平成２８年の５年間の自殺実

態は、人口規模が小さいことや自殺者数が少ない

こと、年度によるばらつきがあるため一概には分

析できませんが、全体では男性が７ ４％、女性

が２ ６％となっており、特に男性の自殺割合が

高いことが特徴となっています。年齢別では、６

０歳以上の方が５ ５％、次いで４０代、５０代

の働き盛りの方が２ ７％となっております。な
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お、２０歳未満から３０代については１ ８％と

低い割合となっています。

市町村が策定する自殺対策計画は、国から示さ

れた自殺総合対策大綱、自殺実態プロファイル、

政策パッケージ、北海道の自殺対策行動計画など

を参酌し、地域の実情を勘案して計画を策定して

いく必要があります。自殺対策は、さまざまな関

係機関に広くかかわるため、計画策定には町内外

での自殺対策に関係する部局や関係団体、民間団

体と連携しながら、平成３０年度中の計画策定作

業を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、

子供の困難解決についてお答えいたします。

初めに、小項目１、子供や家庭を支援するスク

ールソーシャルワーカーの実情と今後の考え方に

ついてですが、近年全国各地でいじめや不登校、

暴力行為、児童虐待など学校だけでは解決が困難

な事案が発生しているところであります。このよ

うな喫緊の問題に対応するため、心理カウンセリ

ングや精神医学的な助言をするスクールカウンセ

ラーのほかに当該児童生徒や保護者の置かれた生

活状況や経済状況、社会保障、友人関係等の環境

の問題への働きかけや福祉等の関係機関と連携調

整して支援を行うスクールソーシャルワーカーの

役割が一層重要になっております。しかしながら、

スクールソーシャルワーカーは社会福祉士や精神

保健福祉士等の福祉に関する専門的な資格を持っ

ている者、福祉や教育の両面に関して専門的な知

識、技能や活動経験等がある者を任用することと

しており、人材確保が難しい状況にあります。道

教委は、平成２０年度から文部科学省の委託を受

け、スクールソーシャルワーカー活用事業を実施

し、平成２８年度には道内の２８市町村に延べ４

３名のスクールソーシャルワーカーを配置すると

ともに、道教委も５名を任用しました。さらに、

７名のエリアスーパーバイザーを全道に配置し、

市町村教育委員会やスクールソーシャルワーカー、

道立学校からの相談を受け、必要に応じて支援を

行う体制が構築されています。

本市においては、スクールソーシャルワーカー

を配置しておりませんが、いじめ、不登校の問題

に対応するため、学校への定期的訪問、ケース検

討会議のコーディネート、関係機関との情報の共

有や連携等の業務を担う教育推進アドバイザーや

当該児童生徒やその保護者の相談等に対応する教

育専門相談員を名寄市教育相談センターに配置し

ています。これまで教育推進アドバイザーには、

地域や学校の実情に精通し、豊富な経験と知識を

有する退職校長が職務につき、スクールソーシャ

ルワーカーと同様の業務を推進しております。今

後教育委員会といたしましては、教育推進アドバ

イザーや教育専門相談員を中心に関係機関との連

携も深め、情報の共有により児童生徒が抱える問

題の解決に向けた取り組みの充実を図ってまいり

ます。さらに、道教委と連携し、必要に応じてス

クールソーシャルワーカーの活用を推進していき

たいと考えております。

次に、小項目２、北海道いじめ防止基本方針の

改定に伴う本市の対応についてですが、いじめの

問題は心豊かで安心、安全な社会をいかにしてつ

くるかという学校を含めた社会全体に関する国民

的な課題であり、社会総がかりでいじめの問題に

対峙するため、平成２５年６月にいじめ防止対策

推進法が成立いたしました。この法律の中には、

国の基本方針、地方いじめ防止基本方針、学校い

じめ防止基本方針を策定することが規定されてい

ます。これを受けて北海道においては、平成２６

年４月に北海道いじめの防止等に関する条例が制

定され、いじめの防止に向けた取り組みを推進し

ており、いじめ防止等のための対策を総合的かつ

効果的に推進するために平成２６年８月には北海

道いじめ防止基本方針が策定されております。施

行後３年目をめどとする条例の見直し、規定に基

づく北海道いじめ問題審議会における審議を経て、
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この北海道いじめ防止基本方針は平成３０年２月

に改定され、名寄市教育委員会にも通知されてお

ります。

その改定の主な内容は、まずいじめ防止等の基

本的な考え方として、けんかなど交友関係から生

じたトラブルを解決することなどを通して、子供

に自立し、粘り強く、たくましく生きていくこと

ができる力を育むといったいじめ防止の基本理念

やいじめの小さなサインを見逃さないためにいじ

めの定義を明確化すること、いじめの解消の判断

基準を明確化することであります。次に、学校と

保護者の責務及び地域の役割として、学校の教職

員がいじめを抱え込まない組織的対応について、

また保護者自身が意識を一層高めていくことやい

じめを受けている児童生徒へ適切な対応をとるこ

とであります。さらに、学校が実施すべき施策と

して、学校における取り組み目標の設定と学校評

価への位置づけにより、取り組みの改善を図るこ

とや児童生徒の意見も取り入れ、学校いじめ防止

基本方針をわかりやすく策定、見直しすること、

保護者、関係機関等への説明により共通理解を図

ることとなっております。

これら北海道いじめ防止基本方針改定の方針を

受け、教育委員会としても平成２６年４月に定め

た名寄市いじめ防止基本方針の点検、見直し作業

を進めたところであります。今後教育委員会とい

たしましては、改定した名寄市いじめ防止基本方

針の内容をまとめたリーフレットを作成し、新年

度の初めに市内の小中学校の保護者へ配布し、周

知を図ります。また、市内の全小中学校で年度内

に改定名寄市いじめ防止基本方針に基づいて学校

いじめ防止基本方針の点検、見直し作業を行い、

全ての教職員がその内容を理解し、自校の方針に

基づいた具体的な取り組みを行うことができるよ

う校内体制を整備することや新年度の初めに方針

を児童生徒や保護者、関係機関に説明するなど適

切な対応をお願いし、名寄市におけるいじめの防

止等の取り組みの一層の充実を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目４、介護職員の援助について、小項

目１、介護助手、介護補助の実態と今後の考え方

についてお答え申し上げます。

消費税増収分を財源とした地域医療介護総合確

保基金を活用し、いわゆるシニア世代を介護助手

として養成するという事業につきましては、平成

２７年度に三重県の老人保健施設協会において実

施されており、その後北海道においても平成２９

年度から北海道老人保健施設協議会が地域人材を

活用した介護労働改善促進事業として帯広市や北

見市で実施しているとお聞きしております。三重

県での取り組みから、元気な高齢者を介護助手と

して導入することで介護職が専門職として機能す

ること、新たな高齢者の就労先ができること、働

きながら介護の現場を知ることで介護につながる

といった３つの狙いが報告されております。また、

介護助手となる地域の元気高齢者に社会参加、地

域貢献の機会を提供できるという役割も期待され

ているところです。北海道による地域医療介護総

合確保基金を活用した当該事業につきましても一

定の成果が報告されてきていることから、次年度

以降も事業継続の方向で検討しているとのことで

ありますが、現行の事業実施主体が介護事業所団

体となっておりますので、今後も国、道の動向を

注視し、介護保険事業所等への情報提供等を進め

てまいります。

一方、若い世代への対応といたしましては、平

成２８年度から行っております介護人材確保緊急

対策事業におきまして無資格で介護助手等として

介護保険事業所で勤務されている方などに対し、

介護職員初任者研修受講費用の助成を行っており

ます。この事業を活用し、介護職員初任者研修を

受講され、介護職員として勤務されている方は平

成２８年度は７名、平成２９年度につきましては
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３月５日から３１日まで介護職員初任者研修が開

催されますが、３月５日現在受講費用助成の申請

に来られた方が９名となっており、介護職員確保

の一助となっているものと考えております。

本市におきましても現在提案中の第７期高齢者

保健医療福祉計画・介護保険事業計画策定に係る

資料の一つとして、平成２９年１０月に市内介護

保険事業所に対し人員状況に関するアンケート調

査を行ってきておりますが、介護職員が不足して

いると回答した事業所が半数以上あったことから、

今後も介護人材確保に向けた施策を継続してまい

ります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） それぞれ御答弁を

いただきましたので、何点か時間のある限り質問

させていただきます。

まず、１点目のまち・ひと・しごと創生総合戦

略について伺いたいと思いますが、その中でいろ

いろと御説明がありまして、やっぱりこれからど

んどん新しい施策を踏まえて進めていくというよ

うなことだったと思います。いずれにいたしまし

ても、地方創生というのは人が中心だと思ってお

りまして、長期的にはやっぱり地方で人をつくっ

て、その人が仕事をつくる。今度はまちをつくる。

こういうような根本的なシステムになっていると

思いますので、まず基本的には人をつくるところ

から始まるということになると思いますので、今

後ともしっかりと進めていただきたいなというふ

うに思います。特に経済の動向というのは、名寄

は本当にほかの地域よりも人口減少が少ないわけ

でありますけれども、今までいろんなことを国で

もやってきているのですけれども、やっぱり大分

回復してきている部分というのはかなりあります。

例えば失業者が減少したとか、あるいは有効求人

倍率が上がったとか、あるいは一時時間単位での

割合の賃金が上がったとか、雇用と所得環境が変

わってきているなという中で、これは高齢化と人

口減少が進んでいるために経済の環境が厳しい状

況にあるということはこの名寄でも決して同じで

ありまして、したがいまして今後ともやっぱり仕

事が人を呼ぶ、そして人が仕事を呼ぶというよう

な環境になると思いますので、どうぞよろしくお

願いしたいと思います。

次に、再質問ですけれども、ＤＭＯについてち

ょっと伺いたいと思いますけれども、先ほどの御

答弁によりますといろいろと北海道のルートの関

係や、あるいはそれぞれの北海道の観光の基礎が

ある程度でき上がってきているなというふうに思

っております。そして、今後とも各業界といろい

ろと今までの課題を対策をしっかりとやって、協

議していきたいということでありました。そこで、

名寄市でも名寄市の観光振興計画をつくっている

わけなのですけれども、これを正確に進めるため

には先ほどのＤＭＯはちょっと厳しいのかなとい

うふうな言葉があったのですけれども、この観光

振興計画を進めるためにもやっぱりＤＭＯを設定

すべきではないかなというふうに思います。いず

れにしても、ＤＭＯは全体的な各国と国とか各県

とかというレベルもありますけれども、市町村と

市町村、あるいはその市内だけの、市だけのＤＭ

Ｏというのもあるのではないかと思うのですけれ

ども、これやっぱりそれに似たような感じで名寄

市もつくったらいいのではないのかなというふう

に思います。やっぱりそれなりの核をつくってお

かないと、本当に今までせっかくいい、そういう

観光協会であれ、そういうちょうど、ある程度で

き上がってきているような感じもしますので、そ

れについて再度お伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今ＤＭＯに関し

て御質問がありました。観光振興計画を策定させ

ていただいておりますけれども、具体的にはＤＭ

Ｏという記述については今のところ入れてはおり

ません。ただ、先ほども御答弁させていただきま

したように、今観光庁でもＤＭＯを推進しろとい
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うことで各地域でもＤＭＯが設立されている動き

があります。当然のことながら、今まで観光とい

う部分についてはその地域によっては産業として

成り立っているところもあります。また、そうい

ったところでなく、観光というところで市民向け

のイベントとか、市外から人を呼び込むためのそ

ういった取り組みとか、いろんな取り組みをして

いるところがあるのですけれども、観光振興計画

の中でも定めておりますけれども、具体的な目標

の数値というものを達成するためには、やはり地

域の稼ぐ力というものを市内外のさまざまな人材

と連携しながら取り組んでいくということをしな

いと、なかなかそういった具体的な目標達成とい

うのは難しいのかなということで考えております。

先ほども答弁させていただきましたけれども、

昨年旭川市のほうで旭川市を中心として、旭川市

の場合についてはスキー場というキーワードの中

で広域のＤＭＯというものを設立しました。名寄

の部分につきましては、観光協会等も含めてこの

周辺については道北観光連盟という広域的な観光

組織もあるのですけれども、先ほど佐々木議員が

おっしゃったようにＤＭＯは広域的な取り組みの

ＤＭＯか、市町村単位のＤＭＯとか、いろんな形

式がありますので、今観光団体のほうもそういっ

たＤＭＯの設立に向けてどういったハードルを越

えていけばいいのかということを具体的に検討す

る動きもありますので、行政といたしましてもそ

れらと連携してどういったものをハードルを乗り

越えていけばＤＭＯというものができるかという

部分を含めて連携して取り組んでいきたいという

ことで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 前向きに検討して

いただきたいと思います。名寄市にせっかくいい

資源がありますので、やっぱり核となる人あるい

は団体をしっかりと取り上げてやっていただきた

いというふうに思います。

そこで、今観光振興計画のことについてあった

のですけれども、２６年度は開花期、そして次に

収穫期を経て、２９年度から３３年度まで完成期

となっているのですけれども、これはどのように

評価して、この到達目標の現状をちょっと伺いた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今の観光振興計

画の計画の目標値ということで御質問ありました。

観光振興計画につきましては、平成２３年に新た

に観光振興計画を策定させていただいて、具体的

な目標ということで観光入り込み客数ということ

を目標に設定させていただいたところであります。

当時の観光振興計画を策定したときは、風連町と

名寄市が合併してさまざまな観光的要素の施設、

道の駅とか、天文台のきたすばるとか、そういっ

たものとか、あとソフト的な要素として映画「星

守る犬」の映画ロケとか、毎年毎年いろんな要素

がありまして、当時観光の入り込み客数の毎年度

の対前年比が約１０％ずつふえていっているとい

う状況の中で、観光振興計画を策定させていただ

いたときには当時の平成２２年度の入り込み客数

をベースに毎年５％ということで目標を設定させ

ていただきました。ただ、実際はその映画の公開

効果とかがそれほど長く続かなかったこととか、

ひまわりの天候不順などにより現実的な入り込み

客数の部分については目標が達成できなかったと

いうことが現状であります。昨年５年たったとい

うことで観光振興計画の見直しを図らせていただ

いて、そのときには観光振興計画の策定当時は外

国人のインバウンドということが現実的な名寄の

ところでは考えることがなかったのですけれども、

現状としては先ほども申し上げましたようにきた

北海道周遊ルートの認定等を受けて、この北北海

道にもインバウンドが来る可能性が高くなってき

たということで、観光振興計画の見直しのときに

外国人の宿泊延べ数の部分についても目標として

設定させていただいていくということで、また改

めて目標を再設定させていただいて、今後も取り
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組んでいきたいということで考えておりますけれ

ども、先ほど言いましたＤＭＯも含めて、その目

標を達成するためにはどうしたらいいのかも含め

て検討していきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） こういう名寄だか

らこそあるものがかなりあるので、観光について

はやっぱりしっかりと進めていってもらいたいな

というふうに思います。それで、新たな到達目標

も考えられると思います。ぜひそれに向かって進

めていただきたいというふうに思います。

次に、公共交通の再構築について伺いたいと思

いますけれども、先ほど山崎議員のほうからも質

問があったようですけれども、この地区ではやっ

ぱりバス離れが多いと。これは何でかというと、

通院とか通学とかに時間帯が合わないとか、ある

いは買い物の、生活の条件にちゃんとなっていな

いとか、やっぱりマイカーがふえてきたとか、あ

るいは乗務員が少なくなったとかと。会社の都合

もあるのですけれども、いろんな条件が重なって

離れているとは思うのですが、先ほど部長からの

説明だと名寄市の地域公共交通活性化協議会、こ

れで補助金をやって検討するというのが予算の説

明書にも出ておりましたけれども、さらには地域

交通網形成計画を策定するというふうなこともあ

りました。そこで、私が考えるのは、やっぱり名

寄市地域の公共交通の活性化協議会、これは大体

どういうことを考えて、あるいはどういうメンバ

ーで取り組まれるのか、今の段階での構想をお知

らせいただきたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 地域公共交通の活性

化協議会については既に組織しておりまして、こ

れは市民代表の方ですとか、あるいは交通事業者、

バスの事業者の方ですとか、国あるいは北海道、

そして公安委員会などの関係の皆さんと組織を構

成をしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 設置されている割

には、何でおくれているのかちょっとわからない

のですけれども、やっぱり話し合いの場とか、地

域のモチベーションというのがしっかり反映され

ていないのではないのかなというふうに思ってい

るのです。だから、今後これからのあれでしょう

けれども、やっぱりその辺をしっかり議論してい

ただいてやっていただきたいなというふうに思い

ます。ある程度名寄あたりだと広範囲なので、人

口密度が少ないところとか、あるいは過疎地帯と

か、そういうような部分というのは結構どういう

ふうに回っていくのか、それらやっぱり先ほど言

ったデマンドとかで活用して、いろんな交通機関

を活用してやるようなしっかりとした構築をしな

いとだめだと思うのですけれども、それについて

は見解があれば伺いたいと思います。

それと、計画についてですけれども、これはい

ろいろと予算見積書によると結構工程が書いてあ

るのですけれども、いつごろまでに大体この計画

をつくり上げるという計画でございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 前段のほうのデマン

ドも含めた、十分まだまだ協議会も含めて公共交

通についての議論が市民の皆さんも含めて目に見

えてこないというような御意見かというふうに思

いますが、それぞれ市民の皆さんから御意見をい

ただく場合ですとか、課題も掲げながら取り組み

をしているということで、今回は公共交通網の形

成計画ということで、この活性化協議会のほうに

今年度補助金として委託をするという形で、計画

につきましては３１年につくるという計画になっ

ているところでございます。活性化協議会の中で

は、それぞれ専門部会なども立ち上げながらやっ

ておりまして、市民の皆さんに活動状況を含めて

お知らせをする機会が少し足りなかったのかなと

いうふうに反省もしているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。
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〇１６番（佐々木 寿議員） いずれにしまして

も、この公共交通網は非常に重要だと思っており

ます。したがって、やっぱり路線バスであれ、デ

マンドであれ、コミュニティバスであれ、あるい

はタクシー、あるいはＪＲも含めて、本当にここ

に、ＪＲに来たらすぐ乗り合いバスに乗れるとい

うような、こういうふうなシステムがしっかりと

つながっていないと本当の交通の体系にならない

のではないのかなというふうに思いますので、ぜ

ひその辺を検討されて進めていただきたいと思い

ます。公共交通というのは、やっぱり市民の皆さ

んがまちに出かけるという、そういう機会のため

の投資だと思っていますので、ぜひしっかりと進

めていただきたいというふうに思います。それが

ひいては地域づくりにもなるというふうに思って

いますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと

思います。

次に、時間がなくなりましたので、自殺につい

ては質問は特にないのですけれども、神奈川県の

座間市でやって、ＳＮＳでなったのですけれども、

今国はそれを考えて、先月の２７日に厚労省がＳ

ＮＳなどを使った相談事業の窓口を発表しており

ます。それで、市民にこれをしっかりと広報して

いただきたいなというふうに思います。その辺に

ついて何か見解があれば短くお願いしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 若者の方は、自

発的に相談だとか支援になかなかつながりにくい

傾向があるということで、インターネット、ＳＮ

Ｓ上で例えば自殺をほのめかしたり、また自殺の

手段を検索したりというような傾向もあると言わ

れております。そのようなため、支援を必要とし

ている人が簡単に適切な支援策の情報を得ること

ができるようにするためにインターネットを活用

した検索の仕組みづくりを国が、厚労省が３月の

自殺予防強化月間に始めたということでございま

す。この相談事業の一環として、無料通信アプリ、

ラインを利用して相談を受けているということで、

若者の皆さんにとってはかなり使い勝手がいい、

なれた情報の収集の方策だと思います。名寄市と

いたしましてもこれまでの自殺予防対策とあわせ

て、このような取り組みについても積極的に情報

提供を行って、若い方たちが相談しやすい体制を

構築してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） よろしくお願いし

ます。

次に、子供の困難の解決について伺いたいと思

いますけれども、先ほどの御答弁だとソーシャル

ワーカーは配置をされていないけれども、それに

相当するようなアドバイザーがあるということで、

国としても文科省はやっぱり１９年度で全国の約

１万の公立中学校区にソーシャルワーカーを配置

をするという計画を積んでおりまして、それで１

８年度は ５００人分を計上しているということ

でございます。名寄にもそういうような部分が来

るのではないのかなというふうに思っております

が、今後とも非常に大事だと思うので、ソーシャ

ルワーカーというのはスクールカウンセラーとは

ちょっと違う部分があって、スクールカウンセラ

ーはやっぱり心のケアだと思っているのです。ソ

ーシャルワーカーは、学校以外での部分で団体と

いろいろと相談したり、やっぱりそれで子供の困

り事を一緒に解決するというような部分もあるの

だと思いますので、ぜひその辺を前向きに考えて

いただきまして、よろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、いじめ方針についても質問したかっ

たのですけれども、一番学校と家庭、保護者の責

務及び地域の役割という部分があるのですけれど

も、これは特に先生方とか教職員とか学校側とい

うのは大体学校で処理すればいいのですけれども、

保護者はやっぱり保護者自身の意識を一層高める

ことが必要なこと。必要に応じてみずから範を示

すなどをして、基本的な生活習慣、社会生活上の
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ルールやマナーを児童生徒に認識させる、こうい

うふうに言っているのですけれども、なかなか保

護者に対する対策、これは結構厳しいのかなとい

うふうに思っているのですが、リーフレット等で

新年度から保護者等に配布するということなので

すけれども、この辺の考え方について１点だけお

伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、いじめに限ったわけではありませんけれ

ども、家庭、保護者と学校との連携は大変重要な

位置づけであります。これまでも家庭で取り組む

７つのポイント、教育改善プロジェクトでつくり

上げましたけれども、これ子供たちの生活習慣や

いじめの部分も入っております。家庭でしっかり

子供に教えてもらうと。そういったことも常日ご

ろから学校から発信をしながら、保護者にお願い

をし、保護者とともに子供たちを育てようという、

そういった視点で取り組みを継続して進めている

ところであります。今回改めまして改定したいじ

め基本方針につきましては、保護者に説明をさせ

ていただきたいというふうに考えておりますし、

子供たちをいじめから守るといいますか、早期発

見、早期解消についてはやっぱり何にしても保護

者との連携が大事ですので、今後とも保護者から

の情報提供なり保護者の理解、意識を高めていく、

そういった取り組みを十分充実しながら対応して

まいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ちょっと一言だけ。

これやっぱりいじめ……いいですか。からかいか、

いじめかちょっとわからない部分というのは、判

断が非常に難しいと思うのですけれども、やっぱ

りその辺をしっかりとやっていただきたいなとい

うふうに、その対応の仕方についてもよろしくお

願いしたいと思います。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 野 田 三樹也

署名議員 高 橋 伸 典
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平成３０年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成３０年３月１４日（水曜日）午前１０時００分
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員、６番、奥村英俊議員から欠席の届け

出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

豊かな自然を生かしたまちづくりについて外３

件を、高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） おはようございます。

議長から指名を受けましたので、通告順に従いま

して、順次質問をいたします。

ことしも長い冬が終わりに近づき、ようやく春

の兆しが感じられる季節になりました。澄み切っ

た青い空、春を待つばかりの山々、豊かな大自然

の中に私たちの生活があります。

大項目１、豊かな自然を生かしたまちづくりに

ついて質問いたします。道北地域や名寄市には、

広大で豊かな森林が広がり、美しい景観を見せて

おりますとともに、重要な産業として植林を施し

た時期もあり、そのころ植林をした森林が伐採適

齢期を迎える時期となりました。市有林整備の今

後の考え方についてお聞きいたします。

また、近年森のようちえんや森の学校など、木

育に向けた取り組みが進んでいるところでござい

ます。特に健康の森ではたくさんの市民の方や親

子連れでにぎわい、市街からはもちろん道内外か

らも訪れる方が多く、名寄の観光地として有名に

なっている状況でございます。健康の森にあるも

りの学び舎などを活用とした健康の森における木

育教育についてお聞きいたします。

一方、全国的に林業の担い手不足により林業大

学校が開設されているところでございます。北海

道も２０２０年をめどに林業の担い手育成を目指

しているところでございます。それを受け、上川

北部に設置を働きかける北海道立林業大学校上川

北部地域誘致期成会が設立されました。道立林業

大学校誘致に向けた取り組みについてお聞きいた

します。

大項目２、高齢者が活動しやすい文化活動につ

いて質問いたします。高齢者が元気に生活する環

境づくりとともに、高齢者の社会参加により地域

の活性化が図られているなど高齢化時代を迎え、

高齢者の健康や活動範囲を広げ、人間関係や交友

関係の拡大など大学への期待は高まっているのは

御家族の方を初め皆様御承知のところでございま

す。そこで、多くの方の参加により高齢者大学が

さらに活性化するよう効果的な学生募集や活動を

進めていただきたいと考えます。学生の募集や活

動についてどのように進めていく考えをお持ちで

あるのかお聞かせください。

名寄地域にはピヤシリ大学、風連地域には風連

瑞生大学、智恵文地域には友朋学級と３地域に高

齢者大学が設置されております。また、東小学校

コミュニティースクールには、コミュニティカレ

ッジが設置されているところでございます。それ

ぞれの高齢者大学が独自性を発揮し、すばらしい

取り組みをしていますが、学級間の交流を行うこ

とでより高齢者の学ぶ意欲が向上し、さらに交友

関係の広がり、生きる喜びなどが期待できるもの

と考えますが、高齢者学級間の連携や交流をどの

ように進めていくのかお考えをお聞かせください。

名寄市文化センターＥＮ―ＲＡＹでは、市が実

施する事業だけではなく、市民企画による事業な

ど多くの催し物が開催され、市民の文化への関心
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が高まっているところでございます。一方、市街

地から離れた地域に居住する市民からは、ホール

に行きたくてもなかなか行くことができないとの

声や市街地に居住する市民からも夜の催し物に行

く際にはコミュニティバスを利用できるが、帰り

はバスの運行時間が終わっていることから利用で

きないとの声が寄せられているところでございま

す。市が主催する事業について、来場者が利用で

きる交通手段を用意することで市民がよりホール

を利用しやすく、また市民文化の向上が図られも

のと考えるところでございますが、市としてのお

考えをお聞かせください。

大項目３、労働者が働きやすい環境づくりにつ

いて質問いたします。国では、働き方改革の議論

が盛んですが、当市において職員の働き方、また

働かせ方についてはどのように考えて進められて

おられるのかお聞きいたします。

また、北海道では今年度女性の就業への参加を

支援する事業に取り組みます。これは、全国平均

に比べて低い道内の女性就業率を引き上げ、深刻

な人手不足の緩和を目指すことが目的でございま

す。総務省の労働力調査によると、２０１７年度

の道内の女性就業率は７ ４％と全国平均より低

く、女性が仕事と家庭を両立できる環境が整って

いないと指摘されているところでございますが、

当市での女性が働きやすい環境づくりについてど

のように取り組まれているのかお聞きいたします。

今年度もたくさんの臨時職員、嘱託職員、非常

勤職員、いわゆる非正規労働者が採用されました。

職員全体に占める非正規労働者の割合と仕事内容

についてお聞きいたします。

また、御承知のとおり２０１７年５月１１日、

地方公務員法及び地方自治法の一部改正が成立し、

新たな一般職非常勤職員である会計年度任用職員

は非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務

給の原則に基づき常勤職員との均等待遇を求めて

いるところでございます。２０２０年４月の法改

正に向けて任用実態の調査、把握、関係条例、規

則の制定、新たな予算の確保などを行う必要がご

ざいますが、当市のお考えと状況についてお聞き

いたします。

大項目４、地方自治体における健全な財政運営

について質問いたします。財政については、先輩

議員から毎回質問があり、また市民の関心が深い

ところでもございます。国では、地方財政対策関

係の記者会見の場で概算要求で地方交付税は ４

兆円の減で、大変厳しい状況からのスタートにな

ったこと、地方団体の基金の増加についても財政

制度等審議会や経済財政諮問会議等においてさま

ざまな議論もあったことにも触れています。今後

どうなるのか心配されるところでございます。市

として健全な財政運営について取り組まれている

ことについてお聞きいたします。

また、今後に向けた考え方についてもお聞きい

たします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま高野議員からは、大項目で４点にわたり

御質問をいただきました。大項目の１につきまし

ては私のほうから、大項目の２につきましては教

育部長から、大項目の３及び４につきましては総

務部長からそれぞれ答弁となりますので、よろし

くお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、緑豊かな自然を生かし

たまちづくりについて、初めに小項目の１、市有

林整備の今後の考え方について申し上げます。本

市の総森林面積は３万 ４５５ヘクタールで、名

寄市の総面積５万 ５２０ヘクタールに占める割

合は６ ５％となっております。御質問のありま

した市有林の面積ですが、 ４８２ヘクタールで、

森林面積全体の ４％となっており、このうち市

では主に人工林であります約 ５００ヘクタール

を対象として整備を行う予定としてございます。

森林整備の進め方につきましては、市有林及び

私有林など森林整備方針となります名寄市森林整
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備計画を定めており、この計画に基づいて森林所

有者などが森林経営計画を作成することにより、

皆伐以外の施業が補助事業の対象となりますので、

この補助制度を有効に活用しながら森林施業に取

り組んでおります。主な施業内容といたしまして

は、補助対象となる施業では補助対象事業費の範

囲内を基本としながら、年平均で植林が約５ヘク

タール、間伐で約６０ヘクタール、下刈り、枝打

ちなどで約３０ヘクタール、合わせまして１４０

ヘクタール程度の施業を実施してございます。ま

た、皆伐につきましては補助対象となりませんの

で、市の単費により年間約５ヘクタール程度を実

施しているところでございます。戦後の復興事業

拡大を目的として植林された人工林につきまして

は、皆伐適齢期を迎える森林が平成２９年度時点

で９５ヘクタール程度ございまして、第２次総合

計画が終了します平成３８年度までの推移といた

しましては年間で１０から４０ヘクタール程度増

加しますので、３１５ヘクタールとなり、皆伐を

現状どおり年間約５ヘクタールといたしますと平

成３８年度には２６５ヘクタールの伐採適齢期森

林が残ることとなります。このため、平成３０年

度より現在の年間約５ヘクタールの皆伐を１０ヘ

クタールから２０ヘクタールまでふやし、平成３

８年度の伐採適齢期森林面積を約１５０ヘクター

ルとして管理してまいりたいと考えているところ

でございます。

なお、皆伐した森林につきましては２年以内の

植林が義務づけられておりますので、植林面積に

つきましても皆伐面積の増加に合わせて年間１０

から２０ヘクタール程度を予定しているところで

ございます。

次に、小項目の２、健康の森における木育の推

進について申し上げます。木育につきましては、

平成１６年から北海道で木育という言葉が使われ

始め、あわせて木育推進プロジェクトがスタート

をしてございます。国におきましても平成１８年

度に閣議決定をされた森林・林業基本計画の中で

市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への

理解を深めるため、多様な関係者が連携、協力し

ながら、材料としての木材のよさやその利用意義

を学ぶ木育というべき木材利用に関する教育活動

を推進すると明記がされたところです。

本市におきましては、平成１０年になよろ健康

の森が開園をされ、現在は北海道から移管を受け

たもりの学び舎を核とするトムテ文化の森も市の

施設として公園内に広がっております。なよろ健

康の森は、散策路や森林内を自由に御利用いただ

くことで自然に触れ、森林浴を楽しみながら木の

ぬくもりなどを感じていただく施設だと考えてお

りますし、もりの学び舎には昆虫やクルミ、カラ

マツの実など森の標本が展示されておりまして、

無料の休憩所としても御利用いただけることから、

小さなお子様連れなどにも御利用いただいている

ところでございます。健康の森におけるこのよう

な活動、体験などが市内外の御利用される皆さん

の木育につながりますことから、今後とも散策路

や遊具など含めて健康の森を安全、安心して御利

用いただける環境整備に努め、木育を推進してま

いりたいと考えております。

次に、小項目の３、道立林業大学校誘致に向け

た取り組みについて申し上げます。道内では、人

工林が利用期を迎え、伐採や植林などの林業生産

活動が活性する中、林業労働者の約３割が６０歳

以上と高齢者の割合が高く、次世代を担う人材確

保が急務でありますことから、平成２９年１１月

２７日に北海道の森づくりを担う人材育成機関の

あり方に関する基本的な考え方が北海道から公表

され、林業大学校など人材育成機関の設立などに

関する基本的な考え方が示されました。北海道が

開設を予定している林業大学校につきましては、

卒業後に道内の林業関係企業などに就職を希望す

る高卒または同等以上の学力を持つ４０歳以上を

要件に募集を行い、１学年の定員は４０人程度、

修学期間は２年となってございます。１年目は林

業の基礎知識や技能の講義、実習や資格の取得、
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２年目は１年目に習得した基礎的な知識や技能を

もとに全道各地での地域実習が行われ、林業事業

体の即戦力となる人材、さらには北海道における

森林づくりの中核を担う人材を育成することとし

ております。

この林業大学校の設立に当たっては、道内各地

で期成会が設立されるなど、誘致に向けた活動が

行われてございます。当上川北部地域におきまし

ては、昨年１１月に下川町から当市を初め美深町、

音威子府村、中川町の４市町村へ誘致に向けた広

域での取り組みについて意向が示され、当圏域に

おきましても林業の担い手不足は大きな課題であ

り、林業大学校が上川北部地域に設立されること

は担い手の確保や人口の増加につながるため、誘

致は圏域にとって有効との統一した認識のもと、

１２月２５日の準備会において上川北部５市町村

による期成会設立を確認し、本年２月５日には上

川北部５市町村及び森林組合、林産協同組合を構

成員とする北海道立林業大学校上川北部地域誘致

期成会を設立し、２月７日に北海道へ北海道林業

大学校誘致に関する要望書を提出したところでご

ざいます。要望書には、上川北部地域が国有林、

道有林、市長村有林などの豊かな森林資源を活用

した林業、林産業を中心に先駆的なバイオマスエ

ネルギー利用や森林環境教育などを実施している

ことから、北海道の森づくりを担う人材の拠点並

びに学習のフィールドとして適応していることな

どを盛り込み、この地域への設置を強く要請した

ところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

高齢者が活動しやすい文化活動についてお答えい

たします。

初めに、小項目１、高齢者大学の活動と連携に

ついてですが、市では高齢者大学として名寄地区

に名寄ピヤシリ大学、風連地区に風連瑞生大学、

智恵文地区に友朋学級を開設し、それぞれ独立し

たカリキュラムにより授業や行事、クラブ活動を

通して高齢者が自己の能力を開発し、長期的に幅

広く学習する中で生きがいのある人生観の確立と

地域ボランティアの育成を図っているところであ

ります。高齢者大学の募集については、各学級に

おいてポスター掲示やチラシの配布、町内会への

回覧に加え、インターネットや公共施設に設置さ

れている掲示モニターなどの活用により周知の工

夫を図っているところです。現在のところ各高齢

者大学ともに新入生の申し込みは多くない状況に

あります。今後も高齢者が充実した大学生活を送

れるよう魅力ある大学づくりに努めるとともに、

各会合での宣伝など効果的なＰＲを進めてまいり

ます。

高齢者大学同士の連携としましては、毎年開催

される上川管内高齢者学びのつどいにおいて名寄

ピヤシリ大学と風連瑞生大学が合同で芸能発表を

行うとともに、本番に向けた合同練習を通じた交

流を行っているところであります。今後において

もそれぞれの学級で開催している公開講座や大学

祭などの事業において相互ＰＲを強化するととも

に、人数や年齢層などの違いなど学級ごとの実情

も踏まえつつ、交流事業について検討を進めてま

いります。

次に、小項目２、文化施設への交通手段につい

てですが、名寄市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホ

ールはオープンしてから３年を迎え、これまでに

市が主催、共催する事業を含め、鑑賞型から市民

参加型まで幅広い事業が開催されるとともに、日

本最北のオーケストラ、名寄市少年少女オーケス

トラが誕生し、先月には第１回記念となる定期演

奏会が開催されるなど、市民文化の向上に大きな

役割を果たしているところであります。

文化センターへのアクセスについては、コミュ

ニティバスが施設敷地内への乗り入れも行いなが

ら運行しているところですが、最終便が午後６時

台の運行となっており、夜間に利用することはで

きないのが現状です。市主催事業への来訪者に対
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するアンケート調査結果では、ホールへの来訪時

にバスを利用している方は１講演平均 ６人、う

ち夜の講演では平均 ２人となっており、バスを

利用される方の昼と夜の講演への来訪に大きな影

響はないと考えております。

また、夜間の利用に対応するためには便数をふ

やすなどの見直しを行うことが必要となりますが、

夜間の講演時などを想定した公共交通を常設する

ことは講演の状況や費用負担の面からも難しい課

題であると考えているところであります。一方、

ホールにおいて事業を開催する際に専用バス等を

用意することは、費用の面やタクシーなど既存の

交通機関の活用などの面からも困難であると考え

ておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

４について申し上げます。

初めに、大項目の３、労働者が働きやすい環境

づくりについての小項目１の働き方改革を受けて

の市としての考え方について申し上げます。国は、

一億総活躍社会の実現に向け多様な働き方を選択

できる社会を実現し、働く方一人一人がよりよい

将来の展望を持てるようにすることを目指してい

ます。主な項目としては、正規、非正規労働者の

格差の是正、賃金引き上げと労働生産性の向上、

長時間労働の是正、子育てや介護をしながらも働

くことのできる環境の整備、女性や若者が活躍し

やすい環境の整備などが挙げられており、多くの

企業や団体などで取り組みが進められております。

当市職員の働き方については、平成２８年度に策

定をいたしました特定事業主行動計画の中で取り

組んでいるところでございます。具体的には、仕

事と子育ての両立、ワークライフバランス、女性

の職業生活における活躍を推進するため各職場に

業務改善を促しながら時間外勤務の縮減や休暇の

取得促進などの取り組みのほか、仕事と子育て、

または介護との両立を支援する各種制度を周知し、

弾力的な勤務がしやすい環境整備にも努めている

ところです。このため、所属長等の役割として制

度を十分に理解し、職員が制度を利用しやすい職

場の雰囲気づくりを初め、休暇等を取得する職員

とその周辺の職員両方への配慮が必要であること

などについて周知しております。また、これらは

管理者マネジメントの一つであり、管理監督者に

は研修やその他の機会を通じてさらに認識を深め

てもらうとともに、部下への教育指導においても

指摘だけで終わらすのではなく、正しく導くこと

や職場内においてお互いに教え合い、知識や情報

を共有化していくことが個々の能力を高め、同時

に組織の活性化につながっていくものと考えてお

り、改めて全体の周知を図っていこうと考えてお

ります。

続いて、小項目２の女性が働きやすい職場づく

りについて申し上げます。総務省の労働力調査に

よる道内の女性就業率が全国平均より低いという

結果は認識しているところですが、女性が仕事と

家庭を両立できる環境が整っていないと指摘され

る状況については官民において差があるものと考

えております。公務員職場においては、子供の出

産や育児を初め、親の介護などに対応した各種休

暇や弾力的な勤務ができる制度を設けており、当

市においても女性が働きやすく、男性が育児に参

加しやすい職場環境の整備に努めております。ま

た、女性が仕事を続け、能力を発揮するためには、

育児を含む家庭での男性の役割が大きいことから、

職場だけでなく、家庭における男女共同参画意識

の向上に向け今後も第２次名寄市男女共同参画推

進計画及び名寄市特定事業主行動計画の意義につ

いて研修やその他の機会を通じて周知を図ってい

こうと考えております。

続いて、小項目の３、非正規労働者の今後の考

え方について申し上げます。初めに、現在の職員

全体に占める非正規職員の割合と仕事内容につい

てでございますが、大学と消防職場を除いた数値

で報告をさせていただきます。今年度の一般行政
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職場における全職員数６４９名のうち非正規職員

数は３１９名と率にして４ ２％を非正規職員が

占めています。同じく市立総合病院職場において

は、全職員数７３１名のうち非正規職員数は２７

０名と３ ９％を非正規職員が占めている状況で

す。一般行政職場と病院職場を合計した数値では、

全職員数 ３８０名のうち非正規職員５８９名と

率にして４ ７％を非正規職員が占めている状況

でございます。

なお、勤務内容につきましては、職場により異

なるため一概には言えませんが、正規職員がフル

タイム勤務なのに対して臨時、非常勤職員につい

ては短時間勤務の職員も多いことから、常にこの

割合で勤務されているものではございません。

次に、２０２０年４月に施行されます会計年度

任用職員制度について申し上げます。法律の施行

に伴い本市においても平成３２年４月から施行さ

れることになりますが、総務省から導入に向けた

事務処理マニュアルの改定版の提供や必要な技術

的な情報提供があるとのことで、制度設計などに

ついては今後これらをもとに順次準備を進めてい

きたいと考えています。国から示されているスケ

ジュールとしましては、今年度から平成３０年度

にかけて臨時、非常勤職員の実態把握、その後任

用勤務条件等の検討を行い、職員団体等との協議

を経た上で関係条例を提出し、平成３２年度の任

用に間に合うよう募集手続をすることとされてい

ます。本市としましては、平成３１年第２回定例

会には関係条例の提案が必要と考えており、平成

３２年４月からの制度開始に向けて諸準備を進め

ていきたいと考えております。

なお、制度導入により現在の非常勤職員につい

ては会計年度任用職員として、また臨時職員につ

いては会計年度任用職員として採用される方と現

在と同じ臨時的任用職員として採用される方に分

類されることとなります。待遇面の詳細は今後検

討していくこととなりますが、会計年度任用職員

については期末手当の支給対象となるほか、休暇

等の勤務条件などの概要について総務省から示さ

れております。

次に、大項目の４、地方自治体における健全な

財政運営について、小項目１、健全な財政運営に

向けて取り組んでいることは、小項目２、今後に

向けた考え方について、一括して申し上げます。

本市の財政状況は、財政健全化の判断指標である

実質公債費比率、将来負担比率の数値では直近の

平成２８年度決算でそれぞれ早期健全化基準を下

回り、他自治体と比較して比較的良好な数値とな

っております。また、基金についてもこれまでの

良好な決算状況により財政調整基金を初め減債基

金や各特定目的基金に今後の財政運営を見据えて

一定程度の積み立ても実施してきたところでござ

います。

しかしながら、本市の歳入においては市税を中

心とする自主財源の割合が低く、地方交付税など

の依存財源への割合が高い状況にあります。御存

じのとおり、地方交付税、とりわけ普通交付税に

ついては合併算定がえの縮減が進行していること

から、普通交付税については今まで同様の交付額

の確保は難しいものと想定しているところです。

また、老朽化が進んでいる公共施設への対応、少

子高齢化を背景とし、社会保障施策に対する経費

の増加など本市には多くの財政課題が山積みして

おり、決して楽観視できる状況ではございません。

こうした状況から、本市が将来にわたって持続的

な財政運営ができるよう平成２８年１１月に３点

の財政規律を設定させていただきました。規律の

１点目は実質公債費比率、将来負担比率の目標値

の設定、２点目は市債残高を抑制し、後年度の公

債費負担の軽減に向けた市債発行額の設定、３点

目は財政調整基金と減債基金の残高の確保でござ

います。こうした財政規律をしっかりと遵守する

とともに、限られた財源の中、適切な事業の選択、

基金や公債費の適正な管理のもと、後年度に大き

な負担を残すことのないよう持続可能な健全な財

政運営に今後も努めてまいります。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 答弁いただきました

ので、順次再質問させていただきます。

一生懸命森林保護に努めているという回答でご

ざいますけれども、地域で地域材を使っていく、

そういう取り組みも全国各地で行われているとこ

ろでございまして、直近では当麻町が庁舎に町の

木材を使っているとか、今年度から中学校入学時

に自分の机をみずから組み立てて、３年間その机

で勉強するなど町の木材を積極的に活用し、また

木育にも取り組んでいるところでございますけれ

ども、このような取り組みについて名寄市として

どのようにお考えなのかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今地域材の利用につ

いてということで再質問いただきました。それに

先立って、先ほどの答弁の中で林業大学校の学生

の募集要件のところで、高卒または同等以上の学

力を持つ４０歳以上を要件と申しましたけれども、

４０歳以下の誤りでございましたので、おわびを

申し上げ、訂正をさせていただきたいというふう

に思います。

地域材の関係についてです。ここについては、

各自治体でさまざまな取り組みやユニークな取り

組みが行われているということで私どもも認識を

しているところでありますけれども、市内を見渡

しますと名寄市におきましては林産関係ではチッ

プを製造する施設であったり、あるいはこん包材、

簡易な板材を製造する施設はございますけれども、

残念ながら建築用の製材または加工する業者が今

ないような状況にございまして、市有林から搬出

された木材については工場の関係等もあって主に

チップやこん包材などと利用されている状況であ

りまして、このため名寄産の材を製材として建築

材として使うというのには少し難しい状況にある

のかなというふうに考えてございます。しかしな

がら、これは広く考えると道産材の活用というと

ころがあるわけでありますので、ここは名寄市に

おきましても地域材利用方針というのを定めてお

りまして、公共施設等の整備に当たって道産材の

活用について可能な範囲で進めるというような方

針も定めておりますので、この中で努めていると

ころであります。特徴的な施設としますと、南児

童クラブなどでは木をふんだんに使わせていただ

きまして、利用いただいている方にも好評いただ

いている、そんな状況にあるということで御理解

をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今現在ハードルが高

いということなのだということは理解いたしまし

たけれども、こういう状況になっておりますので、

やはり名寄の木を名寄の庁舎で、名寄の施設で、

またこれから公共施設の建てかえもあると思いま

すので、十分に使っていただくことを希望いたし

ます。

それで、今森林大学校ということで出てきたの

ですけれども、非常に十勝地方とか根室管内では

早くから誘致協議会、期成会ができて、取り組ん

でいるところなのですが、名寄地域といいますか、

この地域は何か遅いように思うのですけれども、

その点についてお聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 林業大学校の誘致に

ついては、昨年の２月でしたか、知事が林業大学

の設置に向けて前向きな答弁をしたという経過が

ありまして、ここから活動が急になったというふ

うに私ども認識しているところであります。しか

しながら、学校整備については３０年度からスタ

ートをさせるということでありまして、そのスケ

ジュールには私どもの要請についても十分間に合

っているものだというふうに認識をしているとこ

ろでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 私がお聞きしたとこ

ろによりますと、下川町とか美深町のほうで市長
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に働きかけというか、情報提供があったというふ

うにお聞きしているのですけれども、いかがでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） この林業大学校の誘

致の経過ということになるかと思います。先ほど

の答弁の中でも申し上げましたけれども、ここは

森林のまちづくりを進めている下川町さんのほう

から広域でぜひこの誘致を取り進めたいのだとい

う意向が示されたのが発端でございます。そこの

意向を示されたのは、先ほど申し上げた名寄市を

初め美深、中川、音威子府ということであります。

この中で協議をさせていただき、やはりこの圏域

の中に誘致ができるとするといろんな面で効果が

あるだろうという、そういった統一した見解のも

とにこの間期成会を設置し、さらには誘致の活動

をさせていただいたということであります。

さらに、今現在取り組み中でありますけれども、

この期成会の市町村あるいは森林組合、林産企業

だけではなくて、これ以外の上川の市町村ですと

か、あるいは森林組合にも賛同いただいて、後押

しをしてもらおうということで今活動を展開して

いるところでありますので、そういった部分も含

めてぜひ御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市長は、これでよろ

しいでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ぜひ森林については

貴重な名寄の財産でございますので、しっかり森

林大学校の誘致に向けても取り組んでいきたいと

いうふうに思っておりますけれども、今後誘致活

動についてはどのようになっていくのかお聞きい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の誘致活動とい

うことであります。北海道では、２月に仮称であ

りますけれども、北海道立林業大学校基本構想案

というのを策定してございまして、現在パブリッ

クコメント中ということであります。これらによ

りますと、今後講義や実習などの学校運営に係る

カリキュラム作成、講師の選定、施設整備などを

進め、３２年度の開校予定というふうになってお

りますので、私どもも期成会として前向きに検討

させていきながら、必要な要請活動を今後も行っ

ていきたいと、そのように考えているところであ

ります。

この誘致の方法については、学校そのものの誘

致というのもありますし、道の構想では道内を６

地域に分けて、２年目の研修のフィールドとして

の構想もありますので、校舎の誘致とあわせて研

修フィールドとして上川北部の地域を活用してい

ただけるところもあわせて要望してまいりたいと

思っておりますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 頑張っていただきた

いというふうに、誘致に向けてしっかりと取り組

んでいっていただきたいというふうに考えており

ます。

また、名寄市に北海道大学北方生物圏フィール

ド科学センター森林圏ステーション北管理部、ま

た北海道水産林務部林務局との連携ということも

これから木育の点とか考えていかなければならな

いと思いますし、大学校の件についても連携が大

切だというふうに思いますけれども、その点につ

いてどのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 北海道もこの林業大

学校の設置に当たっては、林業大学校単独という

よりはそこの地域に存在するさまざまな教育資源

であるとか実習資源、これを有効に連携しながら

活用したいという考え方でありますので、当圏域

に設置がかなったとするならば、市内あるいは圏

域にあるさまざまな研究機関あるいは実習フィー
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ルドを活用しながら、即戦力になる人材の育成確

保に努めていきたい、そのような考え方をしてご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 私市民の方からお手

紙いただきましたので、ちょっと読ませていただ

きます。

私の望みです。多くの小学生、児童たちが健康

の森を活用してほしいのです。市内の学校や保育

園は、もっと子供たちにその機会を与えてほしい

のです。そして、子供たちに自然学習をさせてほ

しいのです。生き物たちやいろいろな自然に出会

ったとき、発見したとき、子供たちは心からの叫

びを上げ、仲間と抱き合い、体全身で大きな感動

として表現します。心の成長が育まれていること

を感じ、長い間多くの子供たちと自然観察を体験

するたびに心が洗われるような感動を受け、その

ときから子供たちにその機会をとの思いが強くな

りました。ここで、少し森の様子を、姿を、四季

を自分で感じて、短い命を生きる昆虫やリスやウ

サギ、野鳥たち、そして芽出しの春、花や緑の夏、

実りの秋、冬の準備、植物、樹木も、短い命を子

孫を残し生きる、これらの生き物たち、その不思

議な営みのすばらしさに、その姿を知ったときに

子供たちの心に尊厳な心が、優しい心が生まれる

のだと私は感じました。小学生、児童たちに森に

入り、自然を見て、触れて、その営み、姿を知る

機会があればと思います。この市民の方のお手紙

をどのように捉えるか、お考えをお聞きいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 貴重な御意見を承りまし

た。名寄市は、本当に自然が豊かで、自然に恵ま

れた中で我々はその恵みを受けて生活をしている

と。このことが地に足ついた学びをしていくとい

うことで、地域愛にもつながっていくというふう

に思います。こうした自然を体験していく環境を

整え、またその機会を多様に提供していくという

ことは我々大人の責務なのかなというふうに思い

ます。小中学校あるいは幼稚園と今多様なプログ

ラムも提供していますけれども、一方で学校教育

もかなりカリキュラムがタイトになってきている

ということもありますので、学校教育だけでなく

て北国博物館やさまざまないろんなところでメニ

ューが提供されているというふうに思いますけれ

ども、今後ともさらにそうしたメニューを強化、

あるいはこういうことをやっているのだよという

ことをしっかりと発信を強くさせていただいて、

こういったことに皆さんが触れていただける機会

をよりたくさん提供できるように努力をしてまい

りたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市民の方は期待をし

ておりますので、よろしくお願いいたします。

次に、第２項目、高齢者が活動しやすい文化活

動についてですけれども、先ほどアンケートの結

果ということでおっしゃいましたけれども、アン

ケートの結果ということにつきましては、そこに

来ている方はバスや公共交通で来られない方たち

が書いているアンケートではないかというふうに

思いますが、その点についてどのようにお考えで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） アンケートにつきま

しては、公共交通で来ていない方というよりも何

かの講演等へ来ている人に対するアンケートとい

うことです。議員おっしゃいますとおり、あそこ

で行っていますイベント、事業に実際に来ている

方のアンケートということで、何かで来れなかっ

たり、興味がなかったり、いろんな、来ていない

方に対してどうなのかということも含めての御質

問なのかなというふうに思っているところですけ

れども、これまでさまざまな場面で広く市民の方

から御意見をいただいていますけれども、例えば

地域的な部分で遠方だから行けないとか、そうい

ったことはちょっと耳に入っていないところはあ
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ります。個々の状況によって行けない、来られな

いという部分もあるのかもしれませんけれども、

行政として主催事業について、そういった大くく

りの地域的な部分での対応という部分であれば考

える必要があるのかもしれませんけれども、そう

いった個々の個別の対応についてはなかなか厳し

い状況があるのかなというふうに思っているとこ

ろであります。

ただ、これは美深とか、そういったところにつ

きましては地域連携の中で名寄からバスを出して、

市でバスを用意していくという、そういった手法

等もとりながら、多くの市民の方が文化活動、事

業を鑑賞できる、そういった機会もとれるように

対応してきていますし、今後においても広く多く

の市民の方がＥＮ―ＲＡＹホールなり、風連でい

けば地域交流センターのほう、風っ子ホールのほ

うの事業に参加できる、そういった仕組みという

のはどういうふうにできるかというのは今後の検

討課題だというふうに思っているところでありま

す。それが地域での連携なり、親しい人同士での

乗り合わせだったり、いろんな方で参加する体制

というのはとれるのかなというふうに思っていま

すので、広い意見をいただきながら、多くの方が

利用できる、参加できる、そういった仕組みにつ

いては今後もいろいろ御意見を賜りながら進めて

まいりたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今多くの方が参加で

きるというふうにおっしゃいました。文化は市民

に平等に届くように配慮してほしいと私は願って

いるところですが、その点についてどう思いまし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 当然全ての事業にお

きましては、市民全体に提供されたり、市民の皆

様ができる環境でなければならないというふうに

思っています。ただ、それぞれスポーツが好きだ

ったり、文化ですとか、いろんな人がいるかとい

うふうに思っていますので、そういったニーズに

応えながら対応を考えていきたいというふうに思

っていますし、進めるに当たって全ての市民の方

に対応できるかというとこれは難しい状況があり

ますので、そういった面でどういったやり方が効

果的なのか、効率的に市民の方にサービスが提供

できるのかを含めて、今後御意見をいただきなが

らいろいろ検証をしていきたいというふうに考え

ているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） せっかくＥＮ―ＲＡ

Ｙホールができた。合併して、名寄のＥＮ―ＲＡ

Ｙホールに行ってみたい。遠い。つつましく暮ら

している年金の方、野菜をつくりながら本当につ

つましい生活をしている方にとって、タクシー代

を払うということがどれだけ大きなものであるか、

やはりそこに思いをはせていただきたいというふ

うに思います。それでもＥＮ―ＲＡＹに行ってみ

たい、そんな思いを共有できるような、そんなこ

とを思って質問したのですけれども、そういう思

いは届かないということでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ＥＮ―ＲＡＹに特化

されて言われましたけれども、いろんな公共的な

部分での利用だったり、そういった部分について、

遠方で自家用車がなかったり、免許がなかったり、

行くのに交通機関がなかったり、行けないという

方が多くいられることは認識をしています。ただ、

それを全てにおいて対応できるかというと難しさ

があるというのも御理解をいただきたいところで

ありますし、公共交通もいろんな形で利用者のニ

ーズにおいてこれまで対応して利便性を図るよう

な取り組みをしてきている状況もありますので、

またタクシーのお金がないとかということであれ

ば福祉的な部分も絡んでくるかもしれません。市

全体としてどういった提供ができるかというのは

やっぱり考えていかなければならないし、そうい



－102－

平成３０年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

った思いがあるということは受けとめさせていた

だきながら、今後よりよい方法があれば考えてい

きたいと思いますし、そういった具体的な意見も

聞かせてもらえれば、別の機会にいただければ対

応の方法も検討できる余地もあるかもしれません

ので、今後ともよろしくお願いしたいというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） では、別な機会によ

ろしくお願いいたします。

第３項目、男女平等社会が進んでいますが、名

寄市も男女共同参画推進条例、特定事業主行動計

画など条例、計画はつくられておりますが、まだ

まだ育児、介護、家事は女性が担うところが多く、

子供が熱を出すたびに預け先から電話があり、職

場の状況を考えると迎えに行くことも言い出しづ

らい。ましてや年休をとることも言い出しづらい。

子供看護休暇が整備されていても休暇をとりづら

い。こんなにもつらい思いをするなら、仕事をや

めてしまいたいという相談を現職のときにはたく

さん受けていました。当市においてはどのような

状況かお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員がおっしゃっ

たのは現職のときというようなことでございまし

たけれども、当市におきましては細かく各職場に

ついて状況の調査をしているということではござ

いませんけれども、先ほども言いましたけれども、

私たちの市役所の職場につきましては一定程度休

暇制度等は制度化されているという状況がござい

ます。今具体的に子供が熱を出したというような

事例も含めてお話がございましたけれども、制度

が整ってございますし、職場の皆さんに事情をお

話しすれば十分理解をいただけるのではないかと

いうふうに考えておりまして、休暇がとりづらい

ということについてはいろいろな職場の状況もあ

ろうかと思いますが、この点につきましてはぜひ

職場の管理者に対しての特定事業主の計画ですと

か、そういったものをしっかりと周知をさせてい

ただきたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 一般職の本庁舎と、

また大学とか病院とかとは違うと思うのですけれ

ども、病院の看護師さんはどうなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 看護師

のそうした子看休暇ですとか、そういう育児休暇

ということでございますが、基本的に制度活用で

いきますと産前産後休暇、育児休暇、これにつき

ましての利用率は看護職場のほうが多いと。長期

間休暇を取得されているケースが多いというふう

には理解しております。その復帰後の短時間勤務

の状態における突然の子供の発熱等による休暇と

いう部分については、これは一般職よりは明らか

に取得はしづらいというふうには考えております。

やはり看護現場で患者さんを対応していたりです

とか、手術をしていたりですとか、そういうよう

なケースの中で離脱するというところについては

非常に厳しいものがあるかというふうに思ってお

りますが、必要に応じて皆さんそれぞれ御家族の

援助を得たりしながら休暇を取得されているケー

スもあるかというふうには認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 女性がやはり子供を

育てているということは命をかけて育てているわ

けでございますから、そこの期間、小学校４年生

ぐらいになればまあまあ何とかなるので、そこの

間はぜひやめないように努力していただきたいと

いうふうに思いますし、職場の方も配慮していた

だきたいというふうに考えております。今なかな

か地域に親御さんがいらっしゃらない、そういう

方も多く働いているところでございますので、貴

重な人材でございます。本当に職員は名寄の宝だ

というふうに私は思っておりますので、皆様の御

配慮、女性職員に対しても温かい目で、子供が熱
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を出したと、仕方ないね、帰っていいよという、

そういう雰囲気にしていただきたいというふうな

ことを要望しておきます。このことについては、

非常勤職員につきましても次回にまたしっかり議

論いたしたいと思っております。

大項目４の地方自治体における健全な財政運営

について再質問させていただきます。やはり基金

の先行きが心配ということなのです。せっかく涙

ぐましい努力で積み上げた基金が交付金削減の対

象になるのではないかと心配しているところでご

ざいますけれども、その点についてお考えをお聞

かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今基金にかかわって

御質問いただきましたけれども、平成３０年度の

地方財政対策に向けた議論の中で基金の取り扱い

についていろいろと議論があったというふうに記

憶をしてございまして、今回の３０年度に向けた

地方財政の対策における基金の増加の理由として、

交付税、基金が増加をしたのでということで地方

交付税を減額をするということは行われませんで

したけれども、今後また同じように引き続き継続

的な基金の議論がされるのではないかというふう

に思ってございまして、しっかりと国の動向を注

視をしてまいりたいというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 野田総務大臣は、基

金残高を理由とした地方財政余裕論の反論として、

地方での見せ方やプロモーションを考える必要が

あるとの認識を示しております。このことについ

て市の考え方をお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 基金につきましては、

これまでも基金の残高ですとか今後のあり方、動

向について広報ですとか、あるいは議会において

も御質問をいただいたり、お話をさせていただい

ております。今後も地方交付税の歳入の減少によ

りましてこれまで以上に基金に依存をするような

行政運営になるものと考えてございまして、基金

の活用ですとか今後の積み立ての目標など、目的

などしっかりと丁寧な説明を議会含めて市民の皆

さんにもしていかなければならないというふうに

認識をしているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今後ともしっかりと

財政運営に取り組んでいただきたい。そしてまた、

このことは継続して質問させていただくこと、今

回は時間がなくなりましたので、これで終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

名寄市の定住対策にかかわって外２件を、佐藤

靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をしてま

いります。

１点目は、名寄市の定住対策にかかわってであ

ります。私は、昨年１２月の平成２９年第４回定

例会一般質問において合併以降１１年間で６０歳

以上の転出者が総転出者数の ８９％に当たる

４７３人に達し、特に平成２５年度以降は年間１

５０人前後の転出となっている実態を指摘し、安

心して住み続けられるまちを目指した定住対策の

必要性を強調させていただきました。今回は、合

併後の名寄市統計資料から事業所数、商店数など

について調査したところ、統計調査時期の差異は

ありますが、事業所数は平成１８年１０月時点の

６２４事業所から２６年７月１日時点では ２

５４事業所、商店数は１９年６月１日時点で３９

５店から２６年７月１日時点では３６３店、商品

販売額は１９年６月１日時点の６０７億 ８００

万円が２６年７月１日時点では４７６億 ７００

万円、名寄市の基幹産業である農業を支える農家

数は１７年２月１日時点で専業３０９戸、兼業５
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３１戸の計８４０戸が１０年後の２７年２月１日

時点は専業４２１戸、兼業１７２戸の５９３戸と

なっています。

そこで、橋本副市長にお伺いします。名寄市は、

合併以降過疎債や合併特例債など、いわゆる有利

な起債を活用しながら大型社会資本整備に取り組

んできましたが、結果的には人口流出に歯どめが

かからない状況であるとともに、市内経済の活性

化にも至っていません。それが直接的ではないに

しろ、数字上は市民の定住になっていないと受け

とめられますが、統計上に見られる各種動向の受

けとめについてお伺いします。

過疎化防止、人口定着対策として、高度経済成

長時代以降常に地方自治体では企業誘致をその特

効薬として掲げてきました。名寄市にあっても精

密機械メーカーや縫製工場などの誘致に取り組ん

できましたが、結果的には多くが名寄から撤退し、

近年は時代の趨勢もあってか、議会の場でも企業

誘致の声が聞かれることも少なくなりました。行

政報告にもあったように、ハローワークなよろ管

内の１２月現在の月間有効求人倍率は ３２倍で、

２４カ月連続で前年同期を上回る高い水準を維持

しています。特に新規高卒者の状況は管内卒業予

定者６１３人中就職希望者は１５６人、うち管内

就職希望者は８１人である一方、求人数は管内２

８４人、道内１２５人の計４０９人で、不均衡が

大きくなっている実態が明らかになりました。

そこで、臼田経済部長にお伺いします。名寄市

は、合併以降店舗支援事業、創業支援事業、新規

開業資金支援、さらに経済産業省創業支援事業補

助金などによる新規創業企業の状況と雇用状況、

加えて名寄市における働く場の現状と課題につい

てお伺いします。

生活の場である居住地を変えること、一定の場

所に住居を構え、そこに住みつくこと、文献によ

れば前者が移住、後者が定住の定義となっており

ます。ところが、移住も３つに分類される。それ

は、今まで住んでいた地域を去って新しい居住地

を求め永久的な家庭をつくること、一時的に住居

を変えることでセカンドハウスをつくり、避暑に

出かけ、そこで一定期間生活すること、住居の変

化が不定期ないし気まぐれに行われ、定住地を持

たず転々と生活の場を変えることだそうです。

そこで、臼田経済部長に今回の行政報告もそう

ですが、名寄市が各種計画などに活用する移住及

び定住の定義と認識についてお伺いします。

次に、市は平成３０年度予算案に都市計画マス

タープランの見直し及び立地適正化計画策定業務

予算を盛り込みました。国土交通省のホームペー

ジによると「コンパクトシティ・プラス・ネット

ワークの推進」とサブタイトルのついた同計画は、

都市全体を見渡したマスタープラン、都市計画と

公共交通の一本化、都市計画と民間施設誘導の融

合、市町村の主体性と都道府県の広域調整、市街

地空洞化防止のための選択肢、時間軸を持ったア

クションプラン、まちづくりへの公的不動産の活

用の７つの要素が含まれていると定義されていま

す。

そこで、橋本副市長にお伺いします。名寄市で

は、徳田地区に大型店の出店計画が浮上し、市内

を二分する議論が行われた際、行政はコンパクト

なまちづくりを掲げ、出店措置にかじを切り、結

果的に出店に至りましたが、その後コンパクトな

まちづくりが具現化に至っていない今、立地適正

化計画やコンパクトシティーの目的、意義につい

ての認識をお伺いします。

また、中村総務部長には、立地適正化計画の策

定スケジュール、名寄市総合計画第２次、住宅マ

スタープラン、都市計画マスタープラン、公共施

設管理計画など、この間名寄市が将来のまちづく

りに向けて策定した各種計画との整合性について

お伺いします。

最後に、加藤市長が名寄市の財産と位置づける

名寄市立総合病院及び名寄市立大学の将来像にか

かわってお伺いします。行政報告によりますと、

今年度の病院事業については昨年４月から１２月
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までで患者取り扱い数は入院が前年比１９７人、

３％減の７万 ５６８人、外来も同 １４７人、

３％減の１６万 １２６人と述べられましたが、

収支については入院、外来とも収益のみの報告で、

同１億 ５６１万円、 ８％増の６０億 ３５５

万円とするだけで、支出については一言も触れて

おりません。また、平成２０年度の診療報酬改定

について厚生労働省は１月１８日に方針を示しま

した。

そこで、岡村病院事務部長にお伺いします。公

営企業法の全部適用、病院事業管理者移行前の重

要な年度収支見込み及び病院経営状況について、

さらに診療報酬改定の影響についてお伺いします。

自治体病院を初めとする公共的な立場に位置す

る地方病院にとって、地方の人口減少は病院経営

にもさまざまな影響を与え、このままでは共倒れ

を懸念する声もあります。改めて岡村事務部長に、

現在上川北部区域地域医療構想調整会議も継続的

に開催されていますが、上川北部地域における将

来の地域医療像についてお伺いします。

私たちは、北北海道で唯一の公立大学を持つま

ちとして、幼児教育から大学教育までの連携のも

と学校、家庭、地域が手をつなぎ合い、豊かな心

と知性を育み、生涯にわたって生き生きと学ぶた

め、ここに教育都市を宣言します。名寄市は、御

案内のとおり４つの都市宣言を行っています。新

規学卒者が減少時代を迎える今こそ、改めて教育

都市宣言の意義を実践する時期と考えます。

そこで、小野教育長、松島大学事務局長にお伺

いします。名寄市立大学において高大連携は実践

されていますが、国立大学法人秋田大学では小中

高大連携を掲げて実践しています。学部、学科構

成に差異はありますが、小学生対象の英語体験学

習事業、中学生対象の不登校、ひきこもり等の経

験者との懇談、化学教室、高校生対象の英語や介

護福祉事業などに取り組んでいますが、名寄市立

大学における小中高大連携の可能性についてお伺

いし、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 佐藤議員から大項目で

３点にわたって御質問をいただきました。大項目

１の小項目１及び大項目２の小項目１については

私のほうから、大項目１の小項目２及び小項目３

については経済部長から、大項目２の小項目２に

ついては総務部長から、大項目３の小項目１から

３については病院事務部長から、大項目３の小項

目４については教育長及び大学事務局長から答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、大項目１、名寄市の定住対策にかか

わって、小項目１、各種動向の受けとめについて

お答えいたします。旧名寄市と旧風連町が合併し、

現在の名寄市が誕生した平成１８年以降、再開発

事業、公共施設の廃止や統合に伴う建てかえ、老

朽化した学校校舎など各種建設事業を実施してま

いりました。これら事業の多くは、御質問にあり

ましたとおり国や道の補助金と特例債などの起債

を財源にそれぞれの自治体の長年の課題であった

事業に市民生活における利便性の向上、将来の投

資など優先順位をつけながら計画的に事業を実施

してきております。

御質問の前段にありました商業分野での事業所

数、売上金額、また農家戸数など各種統計的には

大変厳しい現状と捉えておりますが、一方で商工

業においては新規創業者が２２件あるほか、農業

においても新規就農やトウキ栽培などのこれまで

にない取り組みなど新たな兆しもあらわれており

ます。しかしながら、総合戦略にもあるとおり人

口減少対策は喫緊の課題と認識しており、少子高

齢化による自然減や転入よりも転出のほうが多い、

いわゆる転出超過による社会減が相まっているこ

とが大きな要因となっております。社会減につい

ては、２０１７年中において上川管内でも転出超

過が旭川市に次いで２番目に多くなっており、本

市の産業構造にも要因はありますが、福祉、医療、

教育施策の充実を初め市内と都市部との雇用環境

の差を改善していかなければ根本的な解決にはな
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らないと考えております。これまでも経済はもと

より子育て支援施策を初め各担当部署においてハ

ード、ソフト両面からさまざまな施策を推進して

きましたが、人口流出に対し十分に効果が発揮さ

れていない現状があることから、今後におきまし

ても生涯安心して住み続けられるまちを目指し、

総合戦略の点検や見直しを含めて定住施策の取り

組みを進めてまいります。

次に、大項目２、立地適正化にかかわって、小

項目１、目的及び策定スケジュールについて申し

上げます。国は、平成２６年８月にコンパクトシ

ティー化や都市機能を初めとした都市再生特別措

置法の改正を行い、従来の都市計画マスタープラ

ンの高度化版として居住機能や都市機能の誘導に

よりコンパクトシティープラスネットワークの形

成に向けた取り組みをより推進するために立地適

正化計画制度を創設しました。本制度では、おお

むね２０年後のあるべき都市の姿を展望して、ま

ちづくりの理念や目標、目指すべき都市像を設定

し、一定の人口密度の維持や生活サービスの計画

的配置及び公共交通の充実を図ることとしており

ます。既に名寄市のまちづくりの方向性を示す都

市計画マスタープランの基本理念でも市街地の拡

大抑制、都市機能の集積、中心市街地の活性化な

どコンパクトなまちづくりを掲げており、風連本

町地区での市街地再開発事業や駅前交流プラザよ

ろーな、市民文化センター西館の整備による都市

機能の集約化やコミュニティバス運行による公共

交通の機能の充実を図ってまいりました。しかし、

近年急激に進む少子高齢化、人口減少、老朽化し

た都市施設の維持、修繕コストの増加などの危機

的状況に対して、１０年後、２０年後の将来を見

据えた持続的な都市経営を維持するためには、今

後もよりコンパクトシティー化への推進が必要で

あり、一定の人口密度を保ちながら都市経営のコ

ストを抑え、望ましい都市機能を維持するために

平成３０年度、３１年度の２カ年間で立地適正化

計画の策定に取り組むことが最善の策と考えてい

るところです。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

１のうち小項目の２、働く場の現状と課題につい

て申し上げます。

平成１８年の合併以降における本市の支援施策

による創業の実績につきましては、店舗支援事業

が１３件、昨年度新たに創設した創業支援事業は

１件で、現在も１件の交付決定を行い、開業に向

けた準備が進められております。また、本市の特

別融資制度のうち新規開業資金につきましては３

件の御利用となっております。さらに、平成２７

年度には本市並びに旭川市を含む道北６市が連携

をして、国から道北地域創業支援事業計画の認定

を受けたことに伴いまして、創業時における国の

支援施策の活用に向けて新たに創業相談窓口を設

けたところでございます。その結果、創業に係る

相談件数は延べで２７件、そのうち実際に創業さ

れた件数が９件で、創業予定者が２名と増加して

ございます。

雇用の状況につきましては、ハローワークなよ

ろ管内における平成１９年度の平均有効求人倍率

は ５３と非常に低い水準での推移でございまし

たが、平成２５年度より上昇傾向となりました。

平成２８年度平均で １４倍、平成２９年度も４

月から１月の平均で ２５倍と非常に高い水準で

推移をしており、仕事不足から人手不足へと逆転

した状況となっております。また、新規高卒者の

求人、求職者状況におきましても平成２４年卒業

生で管内求職者が７３名に対し求人数が１１９名

で、求人倍率 ６３倍、４６名の労働者不足に対

し平成２９年卒業生では求人倍率 ３１倍、１６

２人の労働者不足、平成３０年卒業生見込みでは

求人倍率 ５８倍、２０６名と若年労働者につい

ても人手不足が大きな課題となってございます。

職業別では、建築、土木、測量技術者及び作業員、

ホームヘルパー、ケースワーカーなど福祉関係、
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看護師、保健師などが特に不足している状況にご

ざいます。

また、一方で若年労働者の離職者数が増加して

おり、新規高卒就業者が３年以内に離職する割合

が全国で４ ９％、北海道では４ ７％となって

おり、事業所が小さいほど離職率が高い傾向にご

ざいます。本市におきましても平成２８年度に実

施をしました名寄市労働実態調査により、個人の

都合で離職をされた２０代、３０代の離職者数が

７４名と全離職者１７１名の約４５％を占めてい

る状況となっておりますことから、労働者不足に

係る対策の一つとして、新規学卒者などの職場定

着化を促す施策も重要となっており、来年度から

関係団体と連携し、これらの課題に取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、小項目の３、移住、定住の認識について

申し上げます。本市の移住、定住施策につきまし

ては、第２次総合計画、市民と行政との協働によ

るまちづくりを基本目標とし、交流活動の基本事

業として移住の促進を掲載し、重点プロジェクト

として位置づけてございます。また、名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略におきましても人の

流れを呼び込み、ここに行きたい、ここで暮らし

たいと思われるまちを基本目標に移住、定住を推

進しており、これら総合計画、総合戦略に基づき、

移住に係る事業を実施してございます。

御質問のありました移住及び定住の定義につい

てでございますが、一般的な定義に加えて移住に

つきましては完全移住、シーズンステイ、２地域

居住などの区分がございますが、私どもはその区

分を問わず包括的に名寄市へ移り住んでいただく

ことと捉えており、定住につきましては名寄市に

住まいを定めて住み続けていただくことと認識し、

取り組んでいるところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２

の小項目２、各種計画との整合性について申し上

げます。

立地適正化計画策定に当たっては、本市の最上

位計画である第２次総合計画に即しながら策定す

ることはもちろん、居住機能や都市機能の立地、

公共交通の充実、公共施設の再編、医療、福祉、

空き家対策などさまざまな関係施策と連携を図る

ことが必要であることから、各部局において策定

されている各計画との関連性を総合的に検証する

ことが必要と認識しております。今後の計画策定

に当たって平成３０年度では、現状の課題整理、

分析、住民意向の把握、まちづくりビジョンや都

市構造の検討を図るとともに、市民議論を深める

ため策定委員会や庁内作業部会を設置し、課題へ

の分析調査を実施してまいります。また、平成３

１年度では、都市機能や居住誘導区域の方針決定

や分野別の方針実現に向け協議を進める中で各種

計画との整合性を図りながら計画策定を進めてま

いりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、名寄市立総合病院及び名寄市立大

学の将来像にかかわってのうち小項目１から３ま

でについてお答えいたします。

初めに、小項目１、市立総合病院の平成２９年

度の収支見通しについてでありますが、本年度１

２月末の医業収支実績からの決算推計では平成２

８年度の決算額と比較しますと医業収益では入院、

外来ともに患者数は減少しておりますが、診療単

価の伸びなどにより前年比約２億 ０００万円の

収入増となっております。一方で、医業費用では

給与改定や定期昇給などから給与費で ０００万

円、循環器領域の検査や手術件数の大幅な伸びな

どから診療材料費で約１億 ０００万円の増加を

見ており、前年比約２億 ０００万円の支出増と

なっております。その他の項目を合わせた収益的

収支としては、全体で前年度と同程度の１億 ０

００万円程度の赤字決算を見込んでいるところで
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あります。

なお、今年度の収益には特別利益で約１億 ０

００万円の退職給付引当金の戻し入れを見ている

ことから、実質単年度収支では約３億 ０００万

円の赤字と推計しており、昨年度決算からは約１

億 ０００万円程度収支が悪化している状況であ

ります。その主な要因につきましては、さきに述

べた給与費や診療材料費等のほか、燃料費の単価

増などが影響していると見ております。当院とし

ましては、これまでもさまざまな増収対策に取り

組んでいるところでありますが、次年度以降も診

療報酬改定や消費税増税が控えており、厳しい経

営状況が数年間継続することになると予測してお

ります。

次に、小項目２、平成３０年度の診療報酬改定

についてお答えいたします。改定内容は、診療報

酬本体でプラス ５５％、薬価でマイナス ３６

％、材料価格でマイナス ０９％となっており、

改定率では ９％のマイナス改定と捉えることが

できます。また、薬価制度の抜本改革で薬価がマ

イナス ２９％、大型、門前薬局に対する評価の

適正化で調剤報酬がマイナス ０６％となるのを

合わせると全体で ２５％のマイナス改定となっ

ております。今回の改定では、地域包括ケアシス

テムの構築に向けて医療機能の分化、強化、連携

と医療と介護の役割分担や医療従事者の負担軽減、

働き方改革、医療の効率化の推進が求められ、全

体を見ても質の高い在宅、訪問看護、医療連携に

向けられている印象があります。

当院にかかわるポイントとしては、一般病棟入

院基本料が７対１と１０対１に分けられていたも

のが急性期一般入院基本料となり、入院料１から

７までに細分化されました。現在は７対１入院基

本料を届け出ていますが、改定後は急性期入院料

１を届け出る見込みで、現状と同額の入院料とな

り、伸びは見込めません。実績部分としては、重

症度、医療、看護必要度が判定の見直しも含めて

２５％から３０％に引き上げられましたが、過去

１年間のデータを用いたシミュレーションの結果

では平均３ ６％と基準値をクリアしております

ことから、この点は問題ないものと考えておりま

す。

次に、関連するＤＰＣ制度につきましては、２

月の当院への通知で機能評価係数Ⅰはまだ未定で

すが、機能評価係数Ⅱは １３６９となっており、

本年と比較して ０５３上昇しており、本年度と

同様のＤＰＣの総得点数から試算しますと ６０

０万円程度の増収が見込めます。また、平成２９

年度での機能評価係数Ⅱが高い病院のランキング

では、ＤＰＣ病院Ⅲ群の中で全国２９番目に位置

しております。この係数が高いほうが高度な医療

機能を有する病院とみなされており、道内では市

立函館病院、苫小牧市立病院に次いで３番目とな

っております。今回の診療報酬改定に係る全体の

施設基準の取得やそれによる影響額については、

関連する部署を中心に現在調査、分析を行ってい

るところでございます。

次に、小項目３、地方センター病院としての名

寄市立総合病院が目指す名寄地方の地域医療像に

ついてお答えいたします。まず、地域医療構想に

ついて概要を説明させていただきます。医療法で

は、各都道府県が厚生労働大臣の定める基本方針

に則して、かつ地域の実情に応じて医療提供体制

の確保を図るために医療計画を定めることとされ、

その量と質の評価を行い、地域完結型医療の推進

が図られております。地域医療構想は、医療計画

の一部とする位置づけで、平成２６年６月に公布

された医療介護総合確保推進法に基づき示された

地域医療構想策定のためのガイドラインにより北

海道では２１の２次医療圏ごとに作成されており

ます。構想の推進に当たって地域の実情を考慮し

ながら医療提供体制を確保していくために、自治

体の首長や医療系団体、主たる病院の代表者など

で構成される地域医療構想調整会議が設置され、

議論を進められているところであります。この会

議での結果を受けて、必要な施策には北海道にお
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ける基金からサポートがなされる構造となってお

ります。さきの調整会議においては、細部の方向

性を定める推進シートが示され、協議されたとこ

ろでありますが、市立総合病院が担う主な役割は

救命救急センターを中心とした急性期医療の機能

を維持していくこととしております。

次に、将来の地域医療像についてはとのことで

ありますが、市立総合病院として圏域の医療行政

全般に係る方向性を示すということはできません

が、調整会議で示された役割を担いつつ、中心的

な施設としての役割はより強化していく必要があ

ると考えております。さらに、圏域全体の人口が

減少していく将来においては、地域医療構想の枠

を超える当院の実質的医療圏内で医療機関や介護

施設等との連携による広域的な包括ケアシステム

を構築していくことが求められてくるものと感じ

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目３、

小項目４の名寄市立大学を核とする小中高大連携

の可能性について、特別支援教育の観点からお答

えいたします。

本市におきましては、北北海道で唯一の公立大

学であります名寄市立大学を核といたしまして、

特別支援教育において幼保小中高大、地域が連携

した取り組みを推進しております。例えば名寄市

特別支援連携協議会及び専門委員会におきまして

は、幼稚園、保育所、認定こども園、小中学校、

高等学校、関係機関、団体等で組織しております

が、名寄市立大学の先生方におきましても委員と

して活動の中核を担っていただいているところで

ございます。名寄市特別支援連携協議会が主催し、

年２回行っております幼保小中高の先生方対象の

名寄市特別支援教育研修会におきましては、大学

の先生を講師として子供たち一人一人の困り感に

応じた支援のあり方や学校の体制づくりについて

多くの御示唆をいただいているところでございま

す。専門委員会では、幼保、認定こども部会、そ

れと小中部会、それと高校、就労部会の３つの部

会において発達段階に応じた支援のあり方や各部

会相互の連携のあり方について具体的なアドバイ

スをいただいております。

また、本市の特別支援教育専門家チームにおき

ましては、本年度小中学校、幼稚園、保育所、１

０の校園に７１回の巡回相談を実施していただき

ました。６名の大学の先生方には、相談内容に応

じてそれぞれの専門性を生かした指導、助言をい

ただいているところでございます。

さらに、名寄市におきましては現在文部科学省

の指定事業でありますインクルーシブ教育システ

ム事業を受けております。特別な支援を必要とす

る子供への就学前から学齢期、社会参加までの切

れ目のない支援体制を構築するために、名寄市特

別支援連携協議会の体制の整備、名寄版個別の支

援計画「すくらむ」を効果的に活用するための取

り組みなどを推進しているところでございます。

その際、大学の先生方に事業推進についての指導、

助言をいただくことはもとより、名寄市立大学コ

ミュニティケア教育研究センターの課題研究、上

川北部地域の子供の発達の支援の充実に関する研

究との連携を図りながら推進しているところでご

ざいます。

以上のように、本市におきましては幼保小中高

と名寄市立大学との連携により特別支援教育の組

織体制の整備、学習指導の充実等が図られ、多く

の成果を上げているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目３の小項目の４、名寄市立大学を核とする

小中高大連携の可能性について、主に大学からの

取り組みについて申し上げます。

大学と高校との連携については、名寄高校生徒

の進路選択支援を目的とした大学授業体験を１年

生を対象に実施しておりますが、授業内容につい



－110－

平成３０年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

ては毎年度高校の担当教員と大学側で調整を図り

ながら進めておりまして、今後も内容充実に向け

て高校側と協議を進めながら継続して実施してま

いりたいと考えております。

次に、小中学校との連携に関しては、教育委員

会との連携により特別な教育的ニーズのある児童

生徒にきめ細やかな支援を行うため、学生支援員

を派遣しております。今年度は、５月から１２月

の間に市内７小学校、１中学校に延べ２０３人の

学生を派遣しており、この取り組みが学生にとっ

て教育の実践の場となり、資質の向上に寄与して

いるものと考えております。また、あわせて子供

の学習支援事業を市の依頼を受けて学生が主体と

なって実施をしております。今後も各学校からの

大学に対する要望に応える事業と地域社会をフィ

ールドとした学生教育の一環とする取り組みを進

めてまいりますので、御理解をお願いしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ基本的なお

考えあるいは現状について御答弁をいただきまし

た。大学と市立病院の将来像については、予算委

員会で佐古学長や、あるいは和泉院長が出席され

るということでありますので、そのときに再び議

論をさせていただきたいと思いますけれども、１

点だけ小野教育長に、特別支援教育の観点からと

いうことの御発言がありましたけれども、小中学

校を管轄するのは教育委員会でありますので、松

島局長のほうからも御説明ありましたけれども、

やはりうちに名寄大学があるということを小中学

校ともっと緊密に連携をする必要性があるのでは

ないかということは思いますので、改めてその点

だけについてちょっとお伺いをしておきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今御指摘にありました

小中学校との連携のあり方についてでございます。

先ほど答弁申し上げましたように、名寄市におき

ましては特別支援の観点から連携を深めていると

いう、このことにつきましては上川北部地区の全

ての学校からも非常に注目を浴びている取り組み

でありまして、今後上川北部地区の特別支援教育

の拠点として名寄市の存在感を高めていくことが

できるのではないかと考えているところでござい

ます。

小中高との連携につきましては、進路指導の観

点から若干お話をさせていただきたいなと思いま

す。小中学校の義務教育の段階におきましては、

児童生徒がみずからの生き方を考えて主体的に進

路を選択できるような、学校教育活動全体を通じ

て計画的、組織的な進路指導を行うということが

求められているところでございます。とりわけ名

寄市立大学や名寄高校あるいは名寄産業高校を持

つ名寄市といたしましては、将来小中学校の児童

生徒にさまざまな生き方や進路の選択があること

を理解させたり、みずからの意思と責任で自己の

生き方、進路を選択できるようにするためにも進

路指導を通じて児童生徒に地域の高等学校や大学

の学科の内容や授業の様子などについて理解を深

めさせることは極めて重要なことかと、そんなふ

うに考えているところでございます。したがいま

して、例えばでございますけれども、小学校や中

学校の進路指導の時間に大学生を招聘して、大学

で行っている教育活動やサークル活動、これらを

紹介していただいたり、逆にもし大学が可能であ

れば小学生や中学生が大学での授業やサークル活

動などを参観したりするなどの啓発的な体験活動

を行うことは大変有効なことではないかと、そん

なふうに思っているところでございます。このよ

うに児童生徒が大学生とのつながりを深めること

によって大学生の姿に憧れを抱いたり、名寄市立

大学に親しみを持って将来進学への思いを高める

ことができれば、名寄市立大学の果たす役割はこ

れまで以上に大きなものになるのではないかなと

考えているところでございます。教育委員会とい

たしましては、ぜひ進路指導の観点から小中学校
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と大学との連携のあり方について、今後大学とと

もに考えていきたいなと考えているところでござ

います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 今教育長からお話を

いただきましたけれども、私もまた全く同じ思い

でありますので、ぜひその同じ思いを佐古学長の

ほうに予算委員会でお伝えしたいというふうに思

いますので、松島局長、よろしくお願いします。

それでは、定住対策のほうに移らさせていただ

きますけれども、橋本副市長からそれぞれ御答弁

をいただきましたけれども、社会減という言葉だ

けでは片づけられないような状況に至っているの

ではないかと。私も久しぶりに民間の会社のほう

に行きましたけれども、何ともいかんともしがた

いぐらいの状況、人がいなくなるということはや

っぱり相当会社の経営あるいは運営についても厳

しい状況が生まれてきますので、そこでそれぞれ

お伺いをしたいと思います。３月５日の部・次長

会議で市長は３月定例会予算委員会については政

策に対する明確な根拠及び数字的裏づけをもって

議論し、政策を前へ進められるような議会となる

ような準備をお願いしたいということで、各部次

長の皆さんにお伝えしたと思いますので、まず定

住にかかわって、市民の経済動向を把握できる税

務課長、市民の動向を見守る市民部長、あるいは

市内の建設業界や住民生活環境向上に努める建設

水道部長を務めて現在はもう財政、総合計画を初

め名寄市の将来構想を把握する立場にある中村総

務部長は、定住対策にどういう認識を持ち、３０

年度予算案に反映されたのかをまずお答えをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 定住対策に向けて総

務部としての考え方ということなのかもしれませ

ん。私ども総務におきましては、全体的な総合計

画を一歩でも推進をするという立場で３０年度予

算につきましても予算計上させていただいている

ということでございます。具体的にそれぞれの担

当におきまして予算化はされている部分がござい

まして、私どもでいえば農業の支援員の皆さんの

関係ですとか、そういった部分での予算化をさせ

ていただいているということで、なかなか定住対

策というのは、議員お話しのとおり人口が減って

いく中で何とか名寄市に定住をしていただきたい

という中の一つの施策として農業支援員さんをぜ

ひ名寄にということでの、そしてまたその農業支

援員さんが地域の中で、これは郊外もあるいは含

めた全体の地域の中で活躍をいただくというよう

なことでの移住対策の一つであるというふうに私

は考えてございまして、総務部の中では少し具体

的な施策としてはそういったことになるのかなと

いうふうに理解をしておりまして、今後もこの対

策につきましては推進をする考えでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それでは、市民の動

向や空き家状況の把握に造詣が深い三島市民部長

はどういうふうに定住対策というのを押さえてい

らっしゃいますか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 定住対策ということ

で、改めて質問をいただきました。市民部として、

さらには税金を担当している立場で考えはあるの

かという質問だと思いますけれども、いずれにし

ましても自然の動向、こちらのほうは人口が減少

している中でも人口の減少率以上に減っていない

と。思ったよりは数字が落ちていないという傾向

にございます。総合的な定住対策含めて職場の関

係、これがなければ税収に結びつかないという実

情はあると思いますので、税の対策という観点で

いえば収納率をしっかり上げながら対応していか

なければならないという考えでおりますので、よ

ろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 次に、市内の高齢化



－112－

平成３０年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

率が急速に高まっている中、福祉面、子育て面な

どを把握している田邊健康福祉部長は、この３月

で御退任ということになると思いますけれども、

定住対策についてどういうふうに押さえていらっ

しゃいますか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 少子高齢化、そ

して生産年齢人口が毎年減っていて、そのスピー

ドを含めてとまらない状況でございます。その意

味において市外から確実に名寄市に定着していた

だけるような取り組みが必要だと考えております

が、まずもってそのためには市内において確実に

働ける場所が必要ではないかというふうに考えて

おります。名寄市には各種人材が不足している福

祉分野ほかさまざまな業態ございますけれども、

そういったところで必要な人材を確保するという

意味においても、そういった方の誘致と申します

か、そういったことが必要になってくるのではな

いかというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 次に、除排雪を初め

として市民生活の環境維持に努められている天野

建設水道部長はどういうふうに認識をお持ちです

か。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今定住というテ

ーマで御質問いただきまして、私ども建設水道、

基本的にはインフラの整備ということで、それに

私どもスタッフ含めて全力を傾注しているという

のが現状でございまして、私が考えますに道路で

あれ、橋梁であれ、さまざまな上下水道の施設も

含めて、もちろん名寄に長くお住まいの方々もそ

の提供できるものにはできる限り長期で、そして

変わらぬ形でしっかりと提供できるというのが基

本だというふうに思っています。また、さまざま

な条件で名寄のほうへ、例えば転勤でいらした方、

そういった転入された方々も、こう言うとなんで

すが、ほかの住まわれていた自治体と比較される

ことが多いかもしれませんけれども、決して遜色

のないと言ったら語弊があるかもしれませんけれ

ども、私どもでしっかり提供できるインフラ整備、

生活を守るための基盤となるものだというふうに

思ってございますので、そこに十分力を注いでい

くというのが安心してお住まいいただける、名寄

で暮らしをしていただける、お仕事に励んでいた

だける基本を支えるものになるのだろうというふ

うに思ってございます。人口減は、こういったイ

ンフラの施設を守っていく上で大変厳しい条件が

重なってきているのが現実でございますけれども、

その中でできる限りの努力をしていくというのが

基本だというふうに思ってございますので、御理

解賜ればと思ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ部長に御答

弁いただきました。また、基本的な考えをお伺い

しましたので、予算委員会でさらに議論していき

たいと思いますけれども、松岡参事監はこの２年

間名寄にいらして、名寄市の総合計画、２次計画

の策定を含めて御尽力をいただきました。ある意

味で名寄市の現状をつぶさに見詰めていただいた

というふうに思いますけれども、この名寄市の定

住問題、あるいはこれからの姿、どうあるべきか

ということについて何か見識を持たれていると思

いますので、御発言あればお願いしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 名寄市の定住に関する

今後ということでありますけれども、もうすぐ２

年間になりますけれども、させていただいて、私

は大体この名寄市に来るまでで、暮らした市区町

村の数でいうと９か１０程度あります。それで、

いわゆる転勤族なわけでして、いろんな自治体で

暮らしながら、また今回こうして市役所の業務と

いうことで携わらせていただいているわけですけ

れども、名寄市、人口３万人弱という中にあって
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はいろいろと商業施設ですとか、あるいは文化的

な環境を含め資源がたくさんありまして、非常に

魅力的なまちであるという一方で、ただ人口減少

はずっと深刻に続いているという現状がこの間議

論があったとおりでありまして、名寄市に限った

話ではありませんけれども、地方創生という取り

組みにおいては従来の地方、先ほど企業立地の話

もありました。あるいは公共事業なんかの話もこ

の間ありますけれども、従来の手法だけではなか

なかこの事態を改善することはできないというこ

とで、まず地域において自分たちの地域の持つ資

源のよさですとか、強み、弱み、そういったもの

をしっかりと分析しながら、総合戦略というもの

を立てて、その強みを生かし、また弱みをどう補

っていくかというところを戦略的に取り組むとい

うことが大事なのだと思います。その中で、例え

ば除雪の話もありましたけれども、冬の寒さ、雪

というのは基本的にはマイナスにとられることが

多いと。私もここまで雪深い地域に暮らしたのは

初めてですので、驚いておりますけれども、一方

でただこの３月においてもまだこれからスキーの

ジュニアオリンピックなどありますけれども、こ

ういったものが開けるというのは名寄にしかない

強みであるというところを生かして、ではどうい

うことができるのかというようなところで戦略に

取り組んでいくだとか、そういったところが徐々

に徐々に評価されつつあるという現状であると思

います。引き続きこういう、結構名寄でいろいろ

話を聞くと、名寄市というのは観光の資源もない

まちであるとか、何か余り特徴がないまちとか言

う方も市内の方でおられるのですけれども、いろ

いろ見てきた中で、あるいは私この間北海道のい

ろんなところも見ておりますけれども、その中で

も特に暮らしの面あるいは魅力の面でそういうも

のがないまちとはとても思えませんので、そうい

った強みを引き続き生かしつつ、定住対策という

ことも魅力の発信というところも含めて、まず市

役所初め、行政あるいは議会で取り組むこともそ

うですけれども、市民の皆様方もこの名寄のよさ

というところを見詰め直していただくというのが

一番大切なのかなというように感じているところ

であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 御答弁いただきまし

た。時間の関係もありますので、また経済部営業

戦略室の予算の委員会の中でお伺いしたいのです

が、市長に１点だけ確認をさせていただきたいの

ですけれども、ことしの商工会議所の新年交礼会

の市長の挨拶、久保副市長も臼田経済部長も議員

も多く出ていましたけれども、その挨拶の中で、

これちょっと聞き間違いもあるかもしれない、メ

モをとっていたわけでもありませんので。定住、

転出防止よりも名寄をＰＲすることが大切だとい

うようなお話をされていましたけれども、その真

意をまずお伺いをしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 定住に対して名寄のＰＲ

が大事だというお話をされていたということで、

そのとおりだと思います。今松岡参事監からも名

寄のいろんな特色を言っていただいて、例えば雇

用は不足しているけれども、そこに人材がいない

と。ここは、地域の魅力だとかというのをもっと

体系的に、あるいは効果的に発信をしていくこと

で人を集めていく必要があるということも含めて、

名寄市そのもののブランディングというか、そう

いうものを高めていく必要があるのでないかとい

う意味でお話をしたのかなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ニュアンス的には定

住あるいは転出防止よりもという、そのよりもが

ちょっとひっかかったものですから、確かに市長

がおっしゃるように名寄をＰＲして、さらに名寄

をアピールして名寄の魅力を発信したいという思

いだったのだと思うのです。そのとおりの答弁だ

ったと思うのです。そのときのニュアンスはちょ

っと違ったものですから、聞き間違いかもしれま
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せんけれども、そういうふうに受け取ったので、

今確認をさせていただきました。

定住対策については、いずれにしても私どもの

任期はあと１年ということでありますので、何と

かどれが特効薬かわかりませんけれども、この１

年間私自身の自分のテーマにしてやっていきたい

と思いますし、また機会があれば御議論をさせて

いただきたいと思います。

立地適正化計画についてもこれから建設部の予

算審査もありますけれども、ちょっと確認をさせ

ていただきたいのですけれども、答弁の中にもあ

りましたけれども、この立地適正化計画にかかわ

っては公共施設総合管理計画についても出るので

すが、昨日中村総務部長は佐久間議員の答弁で必

要に応じ目標値を見直すという答弁をされていま

すけれども、これは１３％というのはどういう状

況の必要に応じた場合に目標値を見直すというこ

とになるのかお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） この計画につきまし

ては、平成２８年から２０年間ということで、４

７年までの長きにわたる計画なものですから、こ

の２０年間にわたって全くその計画自体を見直し

もしないということではないというふうに思って

いまして、今具体的にこういう基準で見直すとい

うようなところまでは考えてございませんけれど

も、基本的にはこれからの進捗状況、１３％の縮

減に対する進捗状況ですとか、そういったものを

勘案をしながら、適宜計画については見直しの必

要性があるということのお話をさせていただいた

ところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 必要に応じ目標値を

見直すというと、例えば人口が減ったら１３％が

公共施設が多いということで１５になるのか、２

０になるのか、そういう意味の必要に応じという

意味ではないということで、進捗状況を見据えて

この数字が変わるという見解なのですか。どうも

そこが理解ができないのですが、改めて橋本副市

長からお伺いをして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） １３％削減については、

人口のほうから必要な床面積ということで出てお

りまして、それが１つであります。当然今後人口

の減少、それからもう一つあるのは建てかえに要

するライフサイクルコストの関係ありますね。そ

れは、複合化するなりなんなりするによってまた

変わってきますので、一定のパッケージができた

段階で改めてまた御議論させていただく、そうい

うような意味だと捉えていただいて結構だと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

小中学校での心肺蘇生教育の普及と危機管理体

制の整備について外３件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、質問をさ

せていただきます。

大きい項目第１、小中学校の心肺蘇生教育の普

及推進と危機管理体制の整備について質問いたし

ます。突然の心停止から救われる、命を救うには

心肺蘇生、ＡＥＤの知識と技能を体系的に普及す

る必要があり、学校での心肺蘇生教育はその柱と

なるものであります。我が国では、平成１６年に

市民によるＡＥＤの使用が認められて以降急速に

設置が進み、ＡＥＤの使用によって救命される事

例が数多く報告されております。しかしながら、

いまだなお毎年７万人に及ぶ方が心臓突然死で亡

くなっているとともに、学校でも毎年１００名近
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くの児童生徒の心停止が発生をしております。そ

の中には、平成２３年９月にさいたま市での小学

校６年生の女子児童の事故によってＡＥＤがある

のに活用されず、救命できなかった事例の報告も

されております。

そのような状況の中、既に学校において心肺蘇

生教育の重要性について認識は広がりつつありま

す。平成２９年３月に公示されました中学校新学

習指導要領保健体育科の保健分野では、応急手当

てを適切に行うことによって傷害の悪化を防止す

ることができること、また心肺蘇生法などを行う

ことと表示されているとともに、同解説では胸骨

圧迫、ＡＥＤ使用などの心肺蘇生法、包帯法や止

血法としての直接圧迫法などを取り上げ、実習を

通して応急手当てができるようにすると明記され

ております。しかしながら、全国における教育現

場での現状を見ると、全児童生徒を対象にＡＥＤ

の使用を含む心肺蘇生教育を行っている学校は平

成２２年度の時点では小学校で １％、中学校で

２ ０％、高校では現在昨日新聞に出ておりまし

た７ ７％と非常に低い状況にあります。小中学

校におけるＡＥＤの設置状況についてお伺いいた

します。

また、教職員へのＡＥＤの講習の実施状況など、

具体的な取り組みの状況についてお伺いをいたし

ます。

また、児童生徒と教職員に対する心肺蘇生法、

ＡＥＤに関する教育への普及推進の状況について

をお伺いいたします。

また、小中学校における児童生徒への心肺蘇生

教育の現状と今後の方向性についてをお伺いし、

理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目２番目、青少年のインターネット依

存の対策についてをお伺いをいたします。厚生労

働省は、中高生によるインターネット依存に関す

る調査を全国の中高生を対象に実施しております。

２０１２年１０月から２０１３年３月まで、中学

生３万 ０００人、高校生約６万 ０００人から

回答を得、８月に回答結果が発表されました。調

査では、問題や不安から逃げるためネットを使う

かなど８問中５問以上に当てはまると依存の疑い

が強いという調査であります。それを分類される

そうです。その割合は、中学生６％、高校生９％、

中高生全体で８％となり、全国の中高生全体の計

算にすると約５２万人と推計されると言われてお

ります。男女別では女性が１０％、男性が６％で、

女子の高い理由はチャットやメールを多く使うた

めと言われております。

また、先日朝日新聞の内閣府調査では２０１７

年度青少年インターネット利用実態調査で青少年

のインターネット利用時間、増加傾向にあると記

され、平日約５時間以上ネットを利用する高校生

２ １％、また小中高生の児童生徒全体で１日当

たり平均利用時間、２０１７年は１５ ３分で、

前年より５分増加、小学生は９ ３分、中学生は

１４ ７分、高校生は２１ ８分で、利用目的は

小学生がゲーム７８％、中学生は動画視聴８０、

高校生がＳＮＳなどコミュニケーションに９０％

と最も多かったそうです。日常生活や健康への影

響は、睡眠の質が悪い５９％、依存がない人の２

倍近く、午前中に勉強だとか何かの調子が悪い２

４％、依存のない人の３倍近く、ネット依存の問

題は昼夜逆転などによって不登校、欠勤、成績低

下、ひきこもりなどばかりではなく、睡眠障がい

や鬱病等々、また精神面でトラブルを引き起こす

ほか、視力の低下、長時間動かないことによる筋

力の低下、また骨粗鬆症といった身体症状の悪化

のおそれもあると言われております。ネット依存

の本市の実態についてをお伺いをいたします。

また、保護者や教職員へのネット依存の啓発に

ついてお伺いをいたします。

また、ネット依存への児童向け安全対策につい

て理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目３点目、生活困窮者への支援につい

てをお伺いいたします。平成２７年４月からさま

ざまな困難の中で生活に困窮している人を包括的
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に支援していくための生活困窮者支援制度が始ま

り、働きたくても仕事がない、家族の介護のため

に仕事ができない、再就職に失敗して雇用保険が

切れた、あるいは社会に出るのが怖くなった方々、

自立相談支援事業の住宅確保給付等々があり、一

人一人に合わせた、状況に合わせた支援プランを

作成し、解決に向けて行っていると思われており

ます。これまで福祉制度は、高齢者、障がい者ま

たはひとり親で子供がいる、働けない状況の特定

の対象に分野ごとに展開をされてきましたけれど

も、近年は暮らしに困っている人々の抱える課題、

または経済的な課題、またはいじめ等で孤立して

働けない等々、社会的孤立など複雑に絡み合って

いる状況にあります。名寄市での生活困窮者自立

支援制度の現状について理事者の御見解をお願い

をいたします。

現在生活保護を受給していないが、生活保護に

至るおそれのある人で、高齢で体の弱った親がい

るため２人暮らしを続けるうち地域から孤立をし

てしまった、また家族の介護のために時間はある

が、時間のとれる仕事につけなく収入がない、ま

たは離職後求職が望めない、また子供が幼いため

就職が難しい、いじめなどの中退があり、引きこ

もって社会に出ることが怖い等々の方が家計管理

がうまくいかないだとか、借金の連鎖がとまらな

い方々、このような方々を自立が見込まれるまで

救済していくこの生活困窮者自立支援制度の今の

名寄市の課題、または今後の対策について理事者

の御見解をお願いをいたします。

最後に、大きい項目４点目、災害支援協定につ

いてをお伺いをいたします。平成７年、阪神・淡

路大震災、平成２３年の東日本大震災、関東、東

北、北海道豪雨など我が国ではこれまで地震、津

波、台風による風水害、さらには爆弾低気圧に伴

う暴風雪等によって風水害、暴風雪など多くの災

害を発生してきております。このような経験から、

国を初め各自治体では防災、減災に対する意識が

高まり、各地でもその対策、防災訓練などを講じ

られてきております。

このような中、被災時にはその初期段階及び避

難所において飲料水を確保することが最も重要で

あると言われております。近年飲料自動販売機の

中には、災害時に被災者に対して無料で飲料を提

供する災害支援型自動販売機があり、各地の自治

体において災害時に被災者に飲料水を提供するこ

とを目的に飲料メーカーとの災害支援協定が進め

られている自治体が多くあります。本市の災害支

援協定の現状について理事者の御見解をお願いい

たします。

中でも東日本大震災の経験から生まれた災害型

紙コップ式自動販売機は、災害時においてお湯、

水等々、特にお湯が無料で提供できるため、赤ち

ゃんの粉ミルク調乳、アルファ米の調理などにお

いて大きなメリットがあると言われております。

主な実績として、常総市での鬼怒川決壊におきま

して避難所では約１カ月間、 ０００杯のお湯が

提供されたそうです。熊本地震では、１日最大５

００杯の提供をされているそうです。現在では、

各地で派遣されているＤＭＡＴ隊にはこのお湯の

提供は大変助かるというふうに現地で言われてい

たそうです。本市においてもこのような災害時に、

まだ災害は少ないですけれども、避難所や病院に

おいてお湯、飲料水の提供のできる災害型自動販

売機の設置及び災害協定の締結の検討を進めるべ

きと思いますが、理事者の御見解をお願い申し上

げ、この場での質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま高橋議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１及び大項目２は私から、大項目３

は健康福祉部長から、大項目４は総務部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、小中学校での心肺蘇生教育の普及と

危機管理体制の整備についてお答えいたします。

初めに、小項目１、小中学校におけるＡＥＤの設

置状況についてですが、文部科学省が行っている
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学校安全の推進に関する計画に係る取り組み状況

調査によると、平成２７年度実績で全国の９ ９

％の学校がＡＥＤを設置しております。本市にお

きましても１２校全ての小中学校に設置しており

ます。その設置場所は、職員室や体育館前廊下、

玄関など多くの人が不測の事態に接した場合に利

用しやすいところになっております。

次に、小項目２、教職員へのＡＥＤ講習等の具

体的な取り組み状況についてですが、文部科学省

は学校安全推進事業として教職員等を対象とした

ＡＥＤの取り扱いを含む心肺蘇生法実技講習会の

実施を支援しています。加えて教職員の研修用の

ＤＶＤの活用により、ＡＥＤの使用を含む心肺蘇

生法に関する正しい理解を深めるとともに、技能

の向上に努める取り組みを推進しております。こ

れらの取り組みにより、平成２８年度に教職員を

対象としたＡＥＤの使用を含む応急手当て講習を

行っている学校は全国で９ ４％に上り、本市に

おいても全ての小中学校で消防署等との連携によ

る研修が実施され、多くの教職員が講習を受けて

おります。また、今年度上川北部消防事務組合に

よる応急手当普及員養成講習を受講し、学校で教

職員を対象とした普通救命講習の指導や小学校高

学年以上に応急手当ての導入講習としての救命入

門コースを指導できる応急手当普及員の認定を受

けている養護教員も在籍しております。

次に、小項目３、ＡＥＤに関する教育の普及推

進についてですが、日本学校保健会の平成２９年

度保健学習推進委員会報告書においては、ＡＥＤ

は誰でも使うことができることを問うアンケート

調査の結果、正答の割合が小学校５年生で約３０

％、中学校１年生で約５０％、高校１年生で８０

％と学年が進むに従って高くなっております。こ

れは、現行学習指導要領では中学校保健体育の保

健分野において応急手当ての中で心肺停止に陥っ

た人に遭遇したときの応急手当てとしては、気道

確保、人工呼吸、胸部圧迫などの心肺蘇生法を取

り上げ、実習を通して理解できるようにする、必

要に応じてＡＥＤに触れるようにするとしている

ことから、中学校で取り組みが行われた成果のあ

らわれと考えております。実際児童生徒を対象と

したＡＥＤの使用を含む応急手当ての実習につい

ては、平成２７年度に全国の４ ５％、特に中学

校では７ ２％で行われています。本市において

は、既に全ての中学校で主に２年生において救命

講習が行われ、心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法など

の学習を行っております。また、名寄小学校や名

寄東小学校でも高学年でＡＥＤの使用法や人工呼

吸蘇生法の実習を消防署と連携して行っておりま

す。

次に、小項目４、小中学校における心肺蘇生教

育の現状と今後の方向性についてですが、本市の

小中学校におきましては現行の学習指導要領の内

容に基づき積極的に心肺蘇生にかかわる学習が行

われ、理解が進んでおります。平成３２年度から

完全実施される中学校学習指導要領の保健体育解

説では、胸部圧迫、ＡＥＤ使用などの心肺蘇生法、

包帯法や止血法としての直接圧迫法などを取り上

げ、実習を通して応急手当てができるようにする

ことが２年生に位置づけられており、手当てがで

きることが求められております。また、小学校学

習指導要領の体育の解説では、心肺蘇生法につい

ては直接触れてはいけませんが、保健のけがの防

止の中でけがの手当てとしてけがの種類や程度な

どの状況を速やかに把握し、処置すること、近く

の大人に知らせることが大切であることを理解さ

せると示されております。このように学校におけ

る救命講習を実施することや学習を通して児童生

徒が応急手当ての正しい知識、技能を持つことは

これら社会に出て応急手当てをみずから行う場合

に居合わせる可能性が高くなる児童生徒の迅速な

対応につながるものと考えております。教育委員

会といたしましては、適切なＡＥＤの使用や心肺

蘇生法の活用で命を守ることができるよう消防署

など関係機関と連携を図りながら、各学校に対し

て教職員と児童生徒に対して積極的な救命講習の
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実施をお願いしてまいります。また、学校がＡＥ

Ｄ機器の設置場所や動作確認などの点検、見直し

を行い、不測の事態が生じたときに子供たち等の

大切な命を守ることができるよう努めてまいりま

す。

次に、大項目２、青少年のインターネット依存

対策についてお答えいたします。初めに、小項目

１のネット依存の本市の実態についてですが、近

年スマートフォン等の急速な普及に伴い、多くの

児童生徒がＳＮＳ、ソーシャルネットワーキング

サービスや通信可能なゲーム等を手軽に利用でき

る環境となり、インターネットは子供たちの生活

に欠かせないものになっております。一方、ネッ

トの長時間利用による生活習慣の乱れから、実生

活に悪影響が出る、いわゆるネット依存やスマホ

中毒と呼ばれる問題が指摘され、携帯、スマホが

手元にないと不安な気持ちになり、片時も手放す

ことができないといった状態や日常生活や健康へ

の悪影響など青少年への被害が懸念されていると

ころであります。

本市におきましては、名寄市小中学校生徒指導

連絡協議会が平成２８年６月に小学５、６年生と

中学生を対象に行った携帯、ネットに関するアン

ケート調査結果から、自分専用の携帯電話やスマ

ートフォンなどの端末機器を所有している割合が

小学生で２８％、中学生で５４％という現状にあ

ります。インターネット利用に関する家庭のルー

ルがあるかの回答では、小学校５、６年生が５

５％、中学生が３ １％と年齢が上がるにつれて

家庭のルールや約束事が低下する傾向が見られま

した。また、平成２９年度に実施した全国学力・

学習状況調査の児童生徒質問紙の１日当たりどの

ぐらいの時間携帯電話やスマートフォンで通話や

メール、インターネットをしますかの問いの回答

状況では、２時間以内と回答した小学校６年生が

６ ７％、中学校３年生が８ ８％と全国に比べ

て少ない状況です。平成２６年度の調査結果と比

較しますと、メールやインターネットに触れる時

間が２時間以内の中学生は１０％程度ふえ、改善

の傾向にありますが、小学校児童は逆に１０％減

少するなど情報モラルを身につけることや望まし

い生活習慣を確立することが強く求められており

ます。

一方で、道教委においては道内の中高生のイン

ターネット利用に関する実態や依存傾向について

把握するため、平成２６年に中学生、高校生のイ

ンターネット利用実態調査を実施しました。その

結果、ネット依存傾向については中学生の１ ６

％、高校生の２ ７％の生徒が自分はネット依存

だと思うと回答しています。

なお、インターネットを利用するするために睡

眠時間や勉強の時間を犠牲にしている生徒が中学

生で３０％、高校生で４０％程度いることから、

健康面、学習面への影響が心配されています。さ

らに、インターネットの利用が原因で友達や家族

と関係が悪化したり、健康を損ねて病院に行った

りするなど日常生活への影響がある生徒がいるこ

とも明らかになっております。

次に、小項目２、保護者や教職員へのネット依

存の啓発についてですが、青少年のネット依存を

防ぐためには保護者や周囲の大人がモラルやマナ

ー、危険を回避するための情報や知識を持ち、安

全に安心してインターネットが利用できる環境を

つくる必要があります。各学校においては、道教

委が保護者、教職員向けの啓発資料として毎月発

行しているリーフレットを活用してネットトラブ

ル等の危険性や情報モラルについての授業におけ

る指導はもとより、家庭、地域と連携した指導の

充実に努めています。また、青少年センターにお

いては、子供たちのインターネット利用が家庭生

活の中にあることから、ネットトラブルに巻き込

まれないためのポイントなどを掲載した注意啓発

用チラシを全戸配布し、親子で守るべきルールや

大人の見守りの重要性を広く周知しております。

今後は、青少年を有害情報やアクセストラブルか

ら守るためのフィルタリング制度についてパンフ
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レットを作成し、保護者や地域で開催される安心

会議、各種協議会に情報提供してまいります。

次に、小項目３、ネット依存に対する児童向け

安全対策についてですが、ネット依存を防ぐため

にはインターネットやゲーム等の使用時間を制限

するなど家庭における親と子のルールづくりや友

達同士のルールづくりが重要となっています。ま

た、日常において生活習慣の乱れにつながらない

ように、大人がスマホやネット利用の様子をしっ

かりと把握し、子供たちの安全対策に努めなけれ

ばなりません。このため、学校においては情報機

器の正しい使い方や情報モラル教育の充実が求め

られており、市内全ての小中学校で授業の指導や

保護者、関係機関と連携し、携帯電話やスマート

フォンについての研修会等を実施しております。

具体的に小学校では、総合的な学習の時間におい

てインターネットや携帯電話の使い方を指導した

り、学級活動の時間においてネットトラブル等の

危険について指導しております。中学校では、こ

れらに加えて技術・家庭科の技術分野において著

作権や発信した情報に対する責任を知り、情報モ

ラルについて考えさせる指導をしております。ま

た、名寄警察署や名寄市消費生活センター、携帯

電話キャリア会社等との連携を図り、児童生徒や

保護者を対象としたネットトラブルの怖さやイン

ターネット上のルールなどを学ぶ研修会等を実施

しております。教育委員会といたしましては、今

後も青少年が情報機器についての正しい利活用と

的確な判断力を習得できるよう学校や地域、家庭

と連携を図りながらネット利用を含めた望ましい

生活習慣の定着に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の生活困窮者への支援について、初めに小項

目１の生活困窮者自立支援制度の現状について申

し上げます。

生活困窮者自立支援制度は、平成２７年４月よ

り必須事業の自立相談支援事業と住居確保給付金

事業を実施、平成２８年４月からは任意事業の家

計相談支援事業、平成２９年４月からは同じく任

意事業の子供の学習支援事業を実施しております。

自立相談支援事業の新規相談件数は、平成２７年

度は７７件、平成２８年度では５９件、平成２９

年度についても平成２８年度とほぼ同数の相談件

数があるものと見込んでおります。相談内容は、

各年度にかかわらず、収入、債務などの金銭に関

する相談が多く、相談件数の約半数を占めており、

具体的には生活資金の貸し付けや債務の整理など

でありますが、相談を受ける中で生活が窮迫して

いるため生活保護が必要な場合には確実に生活保

護につないでおります。自立相談支援事業は、相

談を受け、課題を分析し、ニーズを把握して、ニ

ーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われる

よう自立支援計画を策定しますが、支援計画に基

づく支援については平成２７年度は３件、平成２

８年度は１０件、現在は１２件となっております。

また、相談者本人が自立支援制度に消極的である

場合などでも見守りが必要と判断された場合は、

支援計画策定前であっても支援を行っており、そ

れぞれ平成２７年度は４件、平成２８年度は７件、

現時点では９件となっております。このうち平成

２９年度で支援が終了する件数については、就労

による自立が２件、生活保護受給が１件、そのほ

か３件となっております。

計画相談支援事業は、自立相談支援事業と重複

するものも含み、平成２８年度では８件、平成３

０年２月末現在で１１件、このうち支援によって

収支のバランスを把握することができるようにな

り、平成３０年度に自立が見込まれている方が１

名おります。

子供の学習支援事業は、名寄市立大学と連携し、

学生ボランティアの確保や支援内容を協議しなが

ら進めております。対象者を生活保護世帯、就学

援助や児童扶養手当などの受給世帯の困り感を抱

える児童生徒とし、平成２９年７月に教育委員会
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の協力を得て市内の小中学校生がいる全世帯を対

象に学習支援事業の参加意志の有無を含むアンケ

ートを実施しました。また、その後もプライバシ

ーに配慮しながら、就学援助や児童扶養手当の通

知の際に学習支援事業の案内を同封し、対象世帯

への広報に努めているところですが、８月から２

月にかけて計１４回実施しましたが、４人、延べ

１５人の子供たちの参加となりました。今後は、

実施時期や時間、実施場所に考慮しながら、より

参加しやすい環境を提供していきたいと考えてお

ります。

次に、小項目２の生活困窮者への課題と対策に

ついて申し上げます。相談があっても本人に困り

感が少なく、支援を必要と感じていないことも多

く、特に相談が本人からではない場合は相談支援

事業の利用や自立支援計画の策定の同意を得るの

が困難なことがあります。将来的に生活が窮迫す

ることが見込まれると判断できる場合は、支援計

画策定前においてもつながりはとても重要である

ため、定期的な見守りが必要であると考えており

ます。また、生活相談支援センター以外の関係機

関から相談へつながった件数は平成２７年度から

現在まで５９件あり、３分の１が関係機関の連携

により支援につながっている状況がありますので、

今後とも支援が必要な潜在的対象者の方全てに制

度の情報を届けるためにも、定期的な広報活動の

ほかに市役所の各窓口や相談部署、民生委員児童

委員を初めとする関係機関との連携の強化が必要

と考えております。今後につきましても多くの市

民の皆様にこの制度を理解していただき、支援を

必要とする方を早期に支援できる体制を構築して

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目４、

災害支援協定について申し上げます。

初めに、小項目１、災害協定の現状についてお

答え申し上げます。御質問の災害支援協定の現状

についてでございますが、当市において北海道及

び各市町村と災害時における北海道及び市町村相

互の応援に関する協定のほか、各機関、事業者等

と２４本の協定を締結しており、全体で計４９の

組織及び団体と協定を締結している状況となって

おります。協定の内容としましては、災害等の発

生時に必要な応急対応や復旧活動から被災者や避

難者に対する物資の調達や供給、燃料供給、救援

輸送、非常事態等における緊急放送、自治体相互

の援助協定などさまざまな内容の協定を締結して

おります。また、名寄市災害時における相互支援

に関する条例に基づく支援では、東京都杉並区ほ

か９自治体で構成する自治体スクラム支援会議が

あり、杉並区、南相馬との協定のほか、同会議を

構成する基礎自治体が被災した場合を想定して、

被災自治体の受援及び基礎自治体の支援が相互に

円滑に行われるよう連絡体制の訓練なども行って

きているところです。災害時における対応につき

ましては、応急対応や復旧対応、被災者や避難者

への対応などさまざまな観点で迅速な判断と対応

が求められますので、平常時から協定している団

体との連携を確認し、防災、減災に向けて取り組

みを進めてまいりたいと考えております。また、

今後も新たな団体との災害協定のお話などがあれ

ば、地域におけるリスクを考慮した連携に取り組

んでまいります。

続きまして、小項目２、避難所、医療機関との

災害支援協定についてお答え申し上げます。避難

所と医療機関での自動販売機による飲料の供給に

ついてでございますが、議員も御承知のとおり飲

料水の提供等に係る協定につきましては、通常の

物資供給のほかに民間事業者による災害対応型自

動販売機の設置協定を締結しており、この自動販

売機については平常時には自動販売機の電光掲示

板を活用したＰＲを行えるほか、災害時には自動

販売機の中の飲料を無料で提供いただくことが可

能となっております。現在名寄庁舎、風連庁舎の

ほか市内３カ所に設置され、設置場所につきまし
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ては協定当時に市と相手先で協議して決めている

ものであります。

御質問の各避難所への設置につきましては、協

定先での設置となり、事業者の負担なども生じる

こととなりますので、新設することは難しいと考

えていますが、現在設置している自動販売機の災

害対応型への入れかえにつきましては協議によっ

ては可能性があると考えております。いずれにし

ましても、事業者での負担を伴うものでございま

すので、難しいかもしれませんが、議員のおっし

ゃるとおり各避難所など多くの場所に設置ができ

れば万が一被災した場合にも飲料の供給体制が強

化されますので、今後災害型対応への入れかえに

ついて協議を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大変ありがとうござ

います。再質問をさせていただきます。

まず、小学校の心肺蘇生またはＡＥＤの普及と

いうことで、名寄としては全小中学校に設置をさ

れているというふうに答弁をいただきまして、大

分安心しております。先生のほうもある程度講習

を受けて、ＡＥＤ等々心肺蘇生はできるような状

況になっているということでよろしいのでしょう

か。その中で、小学校５年生が３０％、そして中

１で５０、高１で８０％ぐらい。全国ですか、こ

れは。進められているという部分みたいですけれ

ども、名寄は２７年で４ ５％、小学校ですか。

中学校で７ ５％だった……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１５番（高橋伸典議員） 全国で。名寄自体は

……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１５番（高橋伸典議員） 小中学校で行われて

いるのですね。それで、行われているのはいいと

思うのですけれども、私も救急救命の講習、何回

も受けて心肺蘇生、そしてＡＥＤ操作はある程度

もうできます、２年に１度やっていますので。し

かし、ＤＶＤで見たり、ただやっている人のを見

たってきっと緊急時にはできないと思います。先

ほど小学校には大人を呼べというふうに言ってい

ましたけれども、私は本当に２６年に小学校の女

の子が亡くなったときを考えると、先生もＡＥＤ

できなかった。そして、心肺蘇生もできなかった

という中においたら、やはりそれではちょっと厳

しいのではないかなと思うのです。先生だけでき

ればいいのだよというのなら、それで先生呼んで

くるのに１０分かかったらその人はアウトなので

す、脳にまで酸素が行かなくて。そこまでの状態

になってしまう中で、もうちょっと具体的に、先

生はできます。小学校５年生からこれ進められて

いるのですよね。５年生も今やられているという

形、名寄小学校で言われたのですけれども、これ

全校、小学校、ほかの市町村では亡くなられたこ

とによって教育委員会、そして各学校も含めて連

携して、小学校５年生になって、中学校２年生に

なったときに、その学校で必ずＡＥＤの訓練と、

そして心肺蘇生ができる講習を受けているそうな

のです。それは、学校だけではなく、もし自分が

家に帰って母親が、お父さんがそうなったときに

すぐお父さん、お母さんも助けられるようにとい

うふうに進められているみたいなのです、その市

では。私はそこまでやることはないと思うのだけ

れども、小学校の５年生なって、中学校１年生に

なったら、この心肺蘇生、ＡＥＤ、先ほど言った

ように学習指導要領では来年ぐらいから入れなけ

ればなと書いてあるのですけれども、しっかりと

それを推進していくというのが大事かなと思うの

ですけれども、その点いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、ＡＥＤ講習を受けていても不測の事態に

なった場合、いかに受けていてもなかなか大人で

も対応するのは難しいというのは現実のことだと

思います。ただ、講習を継続してやっていくこと

が大事だと思っていますので、今後も引き続き対
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応していきたいと思っております。

先ほどちょっと述べました３２年からの実施さ

れる学習指導要領の体育の解説の中では、小学生、

心肺蘇生法については直接触れてはいけませんが

ということになっていて、ただけがの状態なんか

を見きわめて、すぐ近くの、学校でいえば先生、

大人に知らせて処置をしてもらうような、そうい

った迅速な対応をしなさいという指導をしている

わけです。小学校５、６年、高学年の方がＡＥＤ

を実際に使ってやるのかどうかという、すごく危

険性もありますし、もしそのことによって倒れた

方に何かあった場合に子供に精神的な影響もいろ

いろ想定されることから、やっぱり速やかに大人

の方を呼んで対応するのが一番望ましいのかなと

いうふうに思っています。先ほど申し上げました

とおり、学校においては職員室であったり、体育

館の廊下とか、すぐ持ち運び、出せるような場所

に置いてあるという状況がありますので、そうい

った指導を徹底していきたいというふうに今考え

ているので、御理解をお願いしたいというふうに

思っています。

中学校においては、そういった学校でのそうい

う中でも触れることになっていますので、きちん

と認識、それは当然大人に向かって、社会にあっ

てもそういった教育を受けることによって対応で

きるようになっていくようになりますので、しっ

かりした学習をしていきながら、将来にわたって

そういった対応をできる、応急処置、手当ても含

めてできるような大人に育っていくように今後と

も教育を進めていきたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） お願いいたします。

本当に学校の中で２時間の講習を入れるというの

は大変厳しいというのはわかります。非常にわか

るのですけれども、突発的な部分が出たときにど

う対応できるかというのは、私はその子たちが大

人になったときに、そういう人たちを見たときに

どう対応しているかという人間教育にもかかわっ

てくるのかなというふうに思いますし、もしそう

いう部分がとれるのであればぜひ進めていただき

たいというふうに思います。

小学校では、安全教育副読本という中で「命を

守る心肺蘇生・ＡＥＤ」というのが出ているとい

うふうな部分で見たのですけれども、名寄のほう

にはこういうもの、副読本というのは来ているの

でしょうか、小学校。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 大変申しわけありま

せん。ちょっと今把握できておりませんので、ま

た調べてみたいというふうに思います。申しわけ

ありません。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いいた

します。

次、小学校５年生または中学校１年生になりま

したら、この心肺蘇生法をしっかり子供たちがで

きる体制つくり上げていただくことをお願いいた

します。

次に、青少年のインターネット依存についてを

お聞きしたいというふうに思います。先ほど名寄

は全国よりも低く、約２８％、小学校で。中学校

で５４％で、全国よりも若干低いという状況です

けれども、低くてもこの部分というのは大変厳し

いかなという部分があると思います。私はもうガ

ラケーの携帯しか持っていませんので、やれない

のですけれども、うちの孫の話しして悪いのです

けれども、５歳の孫が母親のスマートフォンをと

って、こうやって開いてゲームする姿を見ると、

どこの子供もそうなのです。お母さんの携帯をと

って、こうやってもうやってしまうのです。すご

いなと。すごくはないのですけれども、高校生、

小学生、中学生も皆さんやっぱりどこに座ってい

てもスマートフォンをこうやってずっと見ている

状況があるのです。そして、先ほど言ったように

５時間以上やられている方が２６％、全国でです
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よ、最新の内閣府の調査のもので。４分の１がも

う５時間以上、きっと８時から４時ぐらいまで学

校に行って、クラブ１時間か２時間やって、家に

帰って５時間といったら１２時ぐらいまでもうス

マートフォンをやっているのかなという状況の中

で暮らしていて、やはり一番重要なのが先ほどル

ールをつくったり、親がある程度見てあげるとい

うのも大事なのですけれども、もうちょっと学校

のＰＴＡ総会だとか、クラスの参観日だとか、そ

んな中で具体的な方策というのはできないのでし

ょうか。今ある程度やられているというのは、紙

を配布しているというのはお聞きしましたけれど

も、具体的にもう少し踏み込んだ部分というのは、

それとあと今小学校のほうで教室である程度の指

導をしていると言ったのですけれども、具体的に

どのような指導をされているのか、ちょっとお聞

かせをいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど答弁もいたし

ましたけれども、使用時間が２時間以内、少ない

ほうがいいということで、２時間以内でいきます

と中学生は減少傾向にあるけれども、小学生が逆

に増加しているという状況はちょっと報告させて

いただきました。やっぱり一定の家庭のルールを

つくって、保護者がきちんと子供との話し合いの

中で時間をきちんと設定して使うというのが大事

だと思っていますので、今議員からおっしゃられ

たとおり、保護者にどう理解してもらうかという

のが重要な課題だというふうに思っております。

この間もこれに限ったわけではありませんけれど

も、やっぱり家庭での生活習慣をしっかり身につ

ける。それは御飯の部分も含めて、いろんな面で

そういったことはリーフを使いながらお話をして

いますけれども、また携帯電話ではこれまではネ

ットトラブルの関係については随分お知らせをし

てきて、ある面依存の関係についてはちょっと弱

かった部分がありますので、今後新年度から保護

者会とかいろいろありますので、その中でしっか

りルールづくりで、やっぱり適正な時間での使用

をして、そのことが体にどういう影響を与えて、

どんな影響が出るということをきちんと認識して

もらいながらしていきたいというふうに思ってお

ります。

子供の指導につきましてもやっぱりそういった

体に対する影響であったり、使い方を間違うと危

険なことに遭うとか、そういったことをいろんな

時間をとれる範囲の中で指導しているという状況

にあります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

名寄の小学校だとか中学校の生徒は、いじめに

遭ったりだとか世間の嫌なことがあってインター

ネットに走ったのではなくて、きっとゲームだと

か友達とのコミュニケーション含めた部分ですか

ら、ある程度いいと思うのですけれども、５時間

やられている人だとかという部分を見ると、大変

な治療をしなければいけないという部分があると。

インターネット依存症は、ことし２０１８年に国

際疾病分類のＩＣＤに入るのです。がんだとか、

いろんな部分の病気の種類に入ってしまう部分に

なるそうなのです。それで、やはりその対策とい

うのは一応必要かなと思いますし、先ほど言った

生活習慣病または学習の環境の悪影響があったり

するというのを懸念する中であり、親、そして教

師で、それを生徒も含めての指導をしっかりお願

い申し上げ、このインターネットの部分はほかの

野田議員、川村議員にお任せをしたいというふう

に思います。

次に、生活困窮への支援についてなのですけれ

ども、先ほどいろんな御支援答弁をいただきまし

た。２７年に７７件、そして２８年が５９、こと

しも５９でないかというふうに言われております。

減ってはいますけれども、そんなに数は減ってい

ないかなというふうに、まだまだ生活困窮されて

困っている方がおられると思うのです。私なぜこ
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れきょうこの質問を出させていただいたのかとい

うと、何週間前かにあることを女の方に言われま

した。相手は私のこと知っているのですけれども、

私は全然全く知らない人でした。１月に、私介護

の仕事をしておりますと。そして、インフルエン

ザにかかってしまいましたと。私が治ったら、次

子供がインフルエンザになってしまって、１カ月

働けませんでしたと。私介護職なのですけれども、

月給でなくて日勤で、１月給料ゼロでしたという

お話をされました。そして、ゼロで２月、もうき

つきつやっているのですと。そして、本当こんな

生活をしなければいけないのかという思いで私に

言うのです。何とかそういう方でも名寄市はこう

いう政策があってこういう生活できるのだよとい

うのをつくってくださいと。そして、ずっと悩ん

だのです。市役所も頑張って、広報や何かに年２

回ぐらい出ていますし、こういうチラシも配布し

ていただいていますし、社協でもカラフルなもの

が出ています。ただ、宣伝はやっているのですけ

れども、なかなかやっぱり市民の皆さんがわかっ

ていないなということで、私きょうこれをやらせ

ていただいて、市民の方がわかってもう行ける状

況にしてあげたいということで質問させていただ

いています。そして、本当にもう電話がわかって

名前がわかればすぐ生活支援金ですか、名寄市で

出せる３万円。そして、北海道では１０万円ぐら

い、その世帯によっては変わって出せるのですけ

れども、それがありますよと教えてあげたのに、

本当私ってばかだな、頭悪いなと思って今いるの

です。私たちもそうですし、市もそうですし、や

はりこういう自立支援があって、いつでも市民の

方が困っていて行ける体制があれば一番いいなと

いうことで、きょうは質問させていただいていま

す。

そして、先ほど田邊部長、５９名の方が自立支

援の相談に来られたのです。ここの中で生活保護

まで行かれた方というのは何名。１２名と言いま

したか。２名なのですか。１２名なのですか。そ

して、生活保護に行かれた方はどういう内容の部

分でそちらまでに行ったのか、ちょっと教えてい

ただきたいというふうに、金銭面が多いというふ

うな判断なのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 自立相談支援事

業から生活保護へつながった件数でございますけ

れども、平成２７年度はこれが事業始まった当初

でございますが、７名、それから２８年度が４名、

それから平成２９年度はことしの２月までで２名

ということで、いずれも相談を受けた中で生活が

窮迫しているということで、生活保護のほうにつ

なげさせていただきました。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

この生活保護、生活困窮者支援制度があって、

私も今なかなか、その今回相談された方も私は親

に生活保護なんて絶対受けるなよと言われて自分

は生活しています、だから行けなかった、そうい

う思いで生きていますという人なのです。だから、

私は生活保護でなくこっちの社協のほうの生活困

窮者自立支援で相談してみてくださいと言いまし

た。でも、市民の方々はなかなかそういう思いさ

れている方がいるので、生活保護のほうに来たら

あの人生活保護のところで何か相談していたよな

んて言われたら、何かあったのかなという心配も、

心配というか、変に見られたら嫌だという人もい

ますし、私はそこら辺の部分ではないかなという

ふうにその方のことを思ったのです。だから、や

はりいつでも、この生活困窮者支援ので見たらど

んなときでも来てくださいと書いてあるのです。

来れない場合は私が行きますと、そして自立に向

けた相談をさせていただきますよというのがこの

生活困窮者支援制度だと思いますので、もうちょ

っと、努力はすごくしていただいていると思いま

す。もう一歩先に足を進めていただいて、市民の

方々全員にこういう部分があるのだよというのを

ＰＲをぜひお願い申し上げます。以上です。
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最後に、災害支援協定の部分であります。本当

そのところ、ところがやはり負担しなければいけ

ない部分の自動販売機の設置でありますから、な

かなか難しい部分はありますけれども、ぜひ中村

総務部長の力でこの災害が起きたときに市民の皆

さんが安心できる避難施設をつくっていただきた

いなと思います。総務省消防庁から第２２回防災

まちづくり大賞、これすごいことです。これ市長

が受けたのでなくて中村総務部長が受けたと同じ

なのです、総務省ですから。そこをやっぱり考え

ていただいて、避難所にしっかりと中村総務部長

の思いを設置をしていただきたいことをお願いし

て、何か意見があればお答えを聞いて、終わりた

いというふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

除排雪のあり方について外２件を、野田三樹也

議員。

〇３番（野田三樹也議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問させて

いただきます。

初めに、大項目１の除排雪のあり方について２

点質問いたします。１点目に、今シーズンにおけ

る除排雪の実施状況についてです。今シーズンの

降雪量は去年よりも多いものの、平年比ではほぼ

平年並みと見ておりましたが、１２月と１月が多

くなっていたのに伴い除雪出動回数は昨年度より

も多くなっており、特に交差点排雪の箇所がふえ

ている状況になっておりますが、ことしの除排雪

の実施状況についてお知らせください。

２点目にレンタル＆ゴー事業についてです。こ

の事業は、各町内会が行う除排雪に対して名寄市

が重機を無償で貸し出す新事業で、ことしの２月

に１つの町内会が作業を実施されましたが、実施

成果についてお知らせください。

次に、大項目２の教育行政について２点質問い

たします。１点目に、２０２０年度の英語教育導

入についてです。２０年度から本格的に導入され

る新学習指導要領では、英語が小学校高学年の正

式教科になり、一方では外国語活動は３、４年生

に導入されることになっておりますが、小学校の

現職教員の多くは教職課程で英語の指導方法を学

んでいないなど、教員の多くは不安を抱えており、

道教委では２０１４年度から道内全ての小学校で

英語指導を中心的に担う教員の育成を５カ年計画

で進めておりますが、それと同時に導入に当たっ

て保護者に対しても理解をしてもらうことが必要

だと考えておりますが、本市としての考えをお聞

かせください。

２点目に、児童生徒に対する情報モラル教育に

ついてです。現在においては、インターネットが

普及しており、多くの児童生徒が携帯電話を持ち、

利用している状況になっておりますが、近年では

インターネットトラブルが多発し、犯罪に巻き込

まれるなどの事案が発生しており、特にインター

ネット上でのいじめも多発しておりますが、児童

生徒をインターネット上でのトラブルから守るた

めにも本市としての取り組みについてお知らせく

ださい。

次に、大項目３の名寄市における定住促進につ

いて３点質問します。１点目に、人口流出の現状

と今後の取り組みについてです。現在においても

就職や転勤、そのほかにも高齢になりひとり暮ら

しも大変なので、地方に住んでいる子供のところ

に行くなどの理由により人口流出が続いておりま

すが、本市における人口流出の現状と流出を防ぐ

ための取り組みについてお知らせください。

２点目に、若者に対する定住についてです。現

在においても地元で自分のやりたい職種がない、

都会に行き自分の夢をかなえたいなどを理由に地

元を離れる傾向が続いておりますが、少しでも多

くの若者に定住をしてもらうためにも若者に対し

ての就職支援や魅力のあるまちづくりは必要不可

欠だと考えておりますが、本市としての考え方に

ついてお知らせください。
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３点目に、名寄市立大学との連携についてです。

本市には大学があり、人口流出を防ぐためにも学

生の卒業後の地元就職の支援や地元住民とのかか

わりを持ち、本市の魅力を感じてもらい定住につ

なげていくことも必要不可欠だと考えております

が、大学との連携についての本市の考えをお聞か

せください。

以上をもちましてこの場での質問とさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 野田議員からは、

大きな項目で３点御質問いただきました。大項目

１については私から、大項目２については教育部

長から、大項目の３、小項目１については企画担

当参事監から、小項目２については営業戦略室長

から、小項目３については大学事務局長からそれ

ぞれ答弁を申し上げますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、大項目１、除排雪のあり方について、

小項目１、今シーズンにおける除排雪の実施状況

について及び小項目２、レンタル＆ゴー事業につ

いてを関連がございますので、一括で申し上げさ

せていただきます。本年度の除排雪事業につきま

しては、いかなる状況にも即座に対応できるよう

約２週間契約を早め、１０月１７日から事業を開

始したところです。前年度は、１１月に降雪量が

２００センチを超えましたが、３月までの累積降

雪量では６５４センチと近年の中では大変雪の少

ない年でありました。本年度は、１０月から１１

月にかけては降雪はあったものの、穏やかな天候

に恵まれた期間となりましたが、１２月から２月

にかけては急速に発達した低気圧や強い寒気の影

響を受け、２月末の累積降雪量は前年度同月の５

９４センチを大きく上回り、既に７０９センチと

なっており、比較では２割ふえている状況でござ

います。最大積雪深では１４０センチ、前年度同

月比９７センチでございまして、４割増しの積雪

に、平年値の８６センチと比較いたしましても６

割増の深さとなってございます。生活道路排雪に

おきましては、名寄地区では昨年より２日早め、

１月４日からスタートをし、２月１０日に終了し

ています。また、風連地区では６日早め、１月１

２日からスタートし、１月２９日に終了したとこ

ろであり、前年度同様の日程で無事終了していま

す。幹線道路排雪では、委託業者により３回程度

排雪を行うなど雪の多い年ではございますが、計

画的に排雪作業を行ってきたところです。しかし、

前年度と比較しますと名寄、風連両地区での除雪

出動回数は約１０日ほどと多くなっており、市民

にとっては毎朝の雪はねが続き、不安が募る年で

あったと感じているところです。

今シーズンについては、通常の除排雪委託業務

のほかに道路センター職員による直営班の作業に

より、本年度導入しました排雪ダンプや除雪グレ

ーダー、北海道から購入しました小型ロータリー

車などにより機動力と機械力が上昇したことに伴

い、前年度２１０カ所だった交差点のカット排雪

箇所が本年度では委託業者で３３１カ所、直営班

では１４４カ所と降雪、積雪が多かった割には数

多く実施できたところです。また、委託による排

雪の作業完了後も直営班により生活道路の積み込

み排雪を進めてまいりましたし、狭い場所につい

ては小型ロータリー車で道路幅員の拡幅作業を行

い、市民の安全、安心な道路空間の確保や生活空

間の快適度向上に努めてまいりました。引き続き

残る期間しっかりと除排雪事業の推進を図ってま

いります。

また、本年度新規施策であるレンタル＆ゴー事

業につきましては、複数の町内会から興味、関心

を寄せられたところですが、本年度は旭栄区町内

会での実施となり、報道等にもありましたとおり

２月に１回目を終了したところです。成果といた

しましては、町内会のタイミングで実施できるこ

とや間口や道路拡幅など町内会の希望に沿うこと

ができるといったメリットはあるものの、運転手

の確保や作業運転にふなれで運用に支障が出るな
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ど課題も見えてきております。３年間のモデル事

業として本年度は初年度となるため、今後におき

ましては実施町内会から総括的な御意見を賜り、

しっかりと検証した上で次年度の事業へ生かし、

利用しやすい事業としてまいりたいと考えている

ところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

教育行政についてお答えいたします。

初めに、小項目１、２０２０年度の英語教育の

導入についてですが、平成２０年に改正された現

行の学習指導要領では小学校において外国語活動

を新設したり、中学校の外国語の授業時数や指導

する語数をふやすなどして外国語を通じて言語や

文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケー

ションをとろうとする態度の育成に努めてきまし

た。しかし、学習指導要領改訂に向けた中央教育

審議会教育課程企画特別部会などにおいて小学校

５、６年生外国語活動については外国語を使った

音声中心の活動が中学校進学後の外国語の学習に

生かされていない状況があること、また中学校に

おいては国語と英語の音声の違いや英語の発音と

つづりの関係を理解することが不十分であること

などの課題が指摘されました。このようなことか

ら、平成３２年度から実施されます新学習指導要

領におきましては、小学校３、４年生から聞く、

話すを中心とした外国語になれ親しむ外国語活動

を年３５時間、５、６年生は聞く、話す、書く、

読むの４技能を総合的、系統的に扱う教科、外国

語を年７０時間行うこと、中学校においてはより

具体的で身近な話題についての表現や簡単な情報

交換ができるコミュニケーション能力を養うため

の学習活動を重視することなどの改善が図られま

した。その後文部科学省においては、平成２９年

７月通知「小学校及び中学校の学習指導要領等に

関する移行措置並びに移行期間中における学習指

導等について」において、移行期間であります平

成３０年度、３１年度について最低限小学校３、

４年生の外国語活動を１５時間、５、６年生の外

国語を５０時間確保することが示されました。

本市においては、文部科学省が示した移行期間

における時数を踏まえつつ、校長会や名寄市教育

改善プロジェクト委員会の教育研究の充実に関す

る研究グループが中心となって、移行期間におけ

る授業時数や時間割りの編成などについて検討し

てきました。その結果、本市の小学校においては

中学校や高学年との接続に十分配慮することが重

要と考え、日課を見直したり、朝や放課後の時間

を有効に活用するなどして平成３０年度から３５

時間の３、４年生の外国語活動、７０時間の５、

６年生の外国語の授業時数を確保し、先行実施す

ることにいたしました。

このような学習指導要領の改訂に伴う外国語活

動、外国語の改善については、保護者、地域の方

にも理解を深めていただくことが重要なことから、

名寄市教育改善プロジェクト委員会の教育研究の

充実に関する研究グループが中心となって保護者

向けのリーフレット「次期学習指導要領の改訂に

伴う外国語活動及び外国語科（英語）について」

を作成し、配布しました。リーフレットには、学

習内容やテストの有無、通知表の評価の仕方など

についてＱアンドＡ形式で記載されています。新

年度においても参観日の懇談や家庭訪問で説明す

るなどして保護者の理解が得られるよう活用して

まいります。今後教育委員会といたしましては、

各学校における英語教育の充実を図るため外国語

活動や外国語に関する児童用冊子や教師用指導書、

デジタル教材などが効果的に活用されるよう名寄

市教育改善プロジェクト委員会の教育研究の充実

に関する研究グループが中心となって、年間指導

計画や時間割り編成の改善、アクティビティーの

研究等を推進してまいります。

次に、小項目２、児童生徒に対する情報モラル

教育についてですが、近年のスマートフォン等の

急速な普及は高い利便性をもたらす一方、児童生
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徒がネット詐欺や不正請求、出会い系サイト等に

起因した犯罪被害に遭うことなどインターネット

上のさまざまなサービスに係る問題を生み出して

おります。本市におきましては、名寄市小中学校

生徒指導連絡協議会が平成２８年６月に小学５、

６年生以上の児童生徒を対象に行った携帯、ネッ

トに関するアンケート調査結果から、自分専用の

携帯電話やスマートフォンなどの端末を所有して

いる割合が小学生で２８％、中学生で５４％とい

う現状にあります。また、携帯電話などでトラブ

ルや困ったこと、心配なことがあるとの回答が小

学生で９％、中学生で２％報告されました。その

内容は、ワンクリック詐欺に遭いそうになった、

無言電話、悪口を書かれたなどでした。

このような現状を踏まえると、児童生徒一人一

人に発達段階に応じた情報モラルを身につけさせ

るとともに、子供たちがネットトラブルに巻き込

まれないように保護者や周囲の大人が正しい情報

を持ち、守るべきルールについて親子で話し合う

ことも必要であります。このため学校においては、

授業における指導はもとより、関係機関や家庭、

地域と連携し、発達段階に応じた情報モラルを取

り扱った指導を行っております。小学校では、総

合的な学習の時間においてインターネットや携帯

電話の使い方を指導したり、学級活動の時間にお

いてネットトラブル等の危険について指導してお

ります。中学校では、これらに加えて技術・家庭

科の技術分野において著作権や発信した情報に対

する責任を知り、情報モラルについて考えさせる

指導をしております。また、名寄警察署や名寄市

消費生活センター、携帯電話キャリア会社等と連

携を図り、児童生徒や保護者を対象としたネット

トラブルの怖さやインターネット使用上のルール

などを学ぶ講演会を実施しております。

一方、青少年センターでは、地域で開催される

安心会議や各種協議会において市内におけるフィ

ルタリングサービスの現状等の情報を提供し、課

題意識の共有化を図っております。さらに、家庭

での話し合いを促すために、児童生徒がネットト

ラブルに巻き込まれないためのポイントなどを掲

載した啓発用のリーフレットを全市全戸に配布し

ております。教育委員会といたしましては、今後

とも学校や地域、家庭と連携を図りながら児童生

徒が情報機器の正しい利活用と情報に対する的確

な判断力を身につけ、安心、安全な環境のもと成

長できるよう努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 私からは、大項目の３

番、名寄市における定住促進について、小項目の

１、人口流出の現状と今後の取り組みについて答

弁いたします。

本市における人口流出の現状としましては、平

成１９年度から２８年度までの１０年間の転出数

の平均としまして１年当たり約 ７００人程度の

転出となっており、転入者数との差し引きであり

ます社会減の平均としましては毎年２００人強の

転出超過となっております。転出の理由といたし

ましては、若年層においては進学や就職、現役世

代の転職、転勤、また高齢者においては施設の入

所や親族を頼っての転出などさまざまな原因とな

っております。こういった状況に対応するため、

平成２７年１０月に名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略を策定し、産業振興や雇用の場の創出、

観光施策やスポーツ合宿、大会の誘致を通じた交

流人口の拡大、子育て家庭への支援、高齢者が活

躍できる環境づくり、自治体間の連携、大学を生

かしたまちづくりと大学生の地元定着に向けた取

り組みなど施策を推進することで、将来にわたっ

て自律的で持続的な地域社会を創生していくこと

としております。

以上、私からの答弁となります。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、小項目２の若者に対する定住について申し

上げます。
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先日市内の高等学校におきましても卒業式が行

われましたが、ハローワークなよろ管内のことし

の春の新規学校卒業者は６１３人で、そのうち就

職を希望していた者は１月末現在でありますが、

１５７人となっており、就職希望者以外の多くは

進学等でこの地域を離れていきます。また、就職

希望の１５７人においても管内での就職希望者は

８０人で、半数近くはこの地域を離れることを希

望している状況があります。同じく１月末現在の

名寄市を就業地とした内定状況につきましては２

８人となっており、本市での求人数が１００人あ

る中では希望職種や労働環境のミスマッチが生ま

れている状況がうかがえるところであります。

本市では、就職支援として就職への心構えと地

元の企業を知ってもらうための高等学校卒業者向

けの企業説明会や企業見学会を士別市、ハローワ

ーク、上川教育局、上川総合振興局等と連携し、

実施しております。今年度も企業説明会は参加企

業４５社のもと学生が１０２名の参加、企業見学

会は地域企業３社を２６名の学生がそれぞれ７月

と８月に実施してきております。今後もこのよう

な支援を実施するとともに、都市部との労働環境

の差を縮めていけるよう事業所に対しましても協

力をお願いしていきながら、若年層の定着に向け

た取り組みを進めてまいります。

また、進学等で地域を離れた方にも就職活動の

選択肢として地元企業の紹介ができるよう市内商

工団体と連携しながらシステムづくりを行ってま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目３、名寄市における定住促進についてのう

ちの小項目の３、名寄市立大学との連携について

申し上げます。

大学としての取り組みは、名寄公共職業安定所、

経済部営業戦略室と大学キャリア支援センターの

３者で名寄市立大学人材定着推進会議を設置し、

名寄市立大学の学生に対し市内への就業及び定着

に向けた取り組みを進めております。あわせて卒

業生が本市に定着することを推進するため、名寄

市立大学地元定着化推進事業を平成２８年度から

実施をしており、平成２８年度の卒業生は地元就

業支度金助成事業、奨学金返還支援事業に延べ２

９人が該当し、２４人が本市に就業しております。

なお、今年度の卒業生は現在のところ８名が市

内の事業所等に就職する見込みです。

人材定着推進会議では、市内事業所の企業説明

会を大学内で開催し、学生の進路選択肢として市

内事業所に目を向けさせる機会を提供しており、

今後も事業所の協力を得ながら継続をしていくこ

ととしておりますので、御理解をお願いしたいと

思います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） それぞれ御答弁いた

だきまして、ありがとうございました。それでは、

再質問に入らさせていただきたいと思います。

まず初めに、今シーズンにおける除排雪の実施

状況についてですけれども、今シーズンの排雪は

昨年より雪が多く、特に交差点の雪山が高くなり、

市民からは交差点排雪の基準はどのように判断を

して行っているのかなどの声を聞かせていただき

ました。先ほどの答弁の中にも今回委託による交

差点排雪、直営班による交差点排雪がかなり今シ

ーズンはふえているということで、その分だけ市

民も非常に不安なところもあるのかなと思って聞

かさせていただいたところなのですけれども、そ

の判断基準というのはどのような形になっている

のか、どのように実施しているのか、改めてちょ

っとお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） ただいま交差点

のカット排雪の関係で再質問いただきました。こ

こで、大変申しわけないのですが、先ほどの私答

弁させていただいた中で１カ所数値の間違いがご
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ざいましたので、ちょっとこの場で訂正お願い申

し上げたいと思います。

先ほど野田議員より交差点カット排雪の箇所数

の御質問をいただきました。私直営班での排雪箇

所１４４カ所と申し上げましたけれども、１１４

カ所ということでございますので、御訂正よろし

くお願いをします。多く申し上げてしまいました。

大変申しわけございません。

それでは、再質問いただきました件で、交差点

における排雪の基準のお尋ねを頂戴いたしました。

除排雪の中で、御承知のように早朝まで約１０セ

ンチ程度の降雪があった場合、除雪作業かかると

いうのはこれもう既に皆様御承知のとおりの体制

をとって、市内一斉に作業にかかれるという体制

をとってございます。そういった同じような基準

といいますか、数値化したものということになる

かというふうに思いますけれども、なかなか交差

点におきましてはそれぞれの交差点の状況、幅員、

またその交差点、道路等の交通量、また学校が近

ければ通学路とその年の降雪によりまして、また

幹線道路の排雪時期などによりまして状況につい

ては本当にまちまちの事態がございまして、全体

的な機械も含めて一斉に交差点対策というのはで

きないというのが現状でございまして、私どもパ

トロール体制の中や地域の皆様からあそこの交差

点ちょっと危なくなりそうだなといった情報など

も頂戴した中から、当然現地等の確認を重ねなが

ら適宜判断をさせていただきながら対応をさせて

いただいているところでございます。繰り返しに

なるのですけれども、数多い交差点の対応でござ

いますので、できるだけ効率よく、順序よくとい

いますか、いった中での努力をしながらさせてい

ただきたいというふうに考えてございますので、

とりわけ委託をしながら業者の方々の委託業務、

そしてお話ございました直営班の作業で相当努力

をさせていただいているつもりでございますけれ

ども、決していかなるシーズンであっても十分な

ものというのはなかなか難しいかと思いますけれ

ども、常にそのことは肝に銘じながら作業に当た

りたいなというふうに思ってございますので、そ

の旨御理解いただければと思ってございます。よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。数値的に何センチとか、そういった基準は

ないということで、車の通り、歩行者の通りが多

い場所だとか、通学路だとか、あと市民から情報

を得たり、パトロールを経たりして、排雪する関

係なども通じてそういった判断で行っているとい

うことなので、その点については私も理解をした

いと思います。今後もそういった判断基準が非常

に大切になってくると思うのですけれども、何せ

かんせ自然相手の作業となると思いますので、市

民が安心して冬期間を過ごせるように今後も取り

組んでいただくことをお願いしたいと思います。

そのほかにもことしという言い方は変なのです

けれども、以前からもやられていたと思うのです

けれども、直営班ですか、特に今シーズンにおき

ましては砂まきの散布車導入に伴い４トンダンプ

トラックがあいたのと、あと小型ロータリー車を

導入したということで機動力が非常に上がったと

思うのですけれども、私もその機動力を目の当た

りにしてすごく成果が出ているのではないのかな

と感じ取ったところなのですけれども、今シーズ

ンは特に。直営班による除排雪の成果について、

ちょっと改めてお知らせいただきたいなと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 改めて道路セン

ターの直営班、直営班という名称正式なものでは

ないのですが、私ども業務の中で通常そのような

言い方をさせていただいてございます。職員体制

５名で現在作業に係ってございまして、夏冬問わ

ずということなのですが、夏であれば道路の維持

管理や補修作業などに当たってございまして、と

りわけ即時にといいますか、緊急性の高い作業等
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について常に対応する作業をさせていただいてい

るところでございます。とりわけ今シーズンの冬

の作業につきましては、今野田議員からお話ござ

いましたとおり大変小型ロータリー車を中心とい

たしまして機械力アップして、複数班の体制を組

むことができました。そういった中で、これ私ど

もも改めて認識したのですが、小型ロータリーと

いうとどうしても歩道の除雪ということがいつも

もう頭にあったのですが、それぞれ職場の中で知

恵を出していただいて、時には道路の幅員の確保

のためのカット排雪に走るだとか、そういった臨

機応変な対応というか、活用方法、そして天候に

応じて通常の委託業務でなかなか手の回らないと

いうか、作業の後のフォローといいますか、そう

いったところも含めて、何とかこれまでも私ども

も努力をしてきたつもりだったのですが、今シー

ズンさらに手をかけることができたというところ

で、今回今年度取り組んだ中でしっかりと今シー

ズンの成果もあるでしょうし、課題もあるかとい

うふうに思ってございますので、通常の委託業務

との間での臨機応変な作業の内容、そしてさらに

どういったところに重点を置くべきか、さらにそ

ういったどういったところに改良を加えるべきか

ということは今後しっかりと考えていきたいとい

うふうに思っていますし、市民の皆様からも時に

はもう緊急で頼むといったような事態もあったと

きも少なからず対応できた部分もあったかなとい

うふうに思ってございますので、さらに努めてま

いりたいなと思ってございますので、御理解いた

だきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。本当に私自身も直営班の機動力というのは

非常に重要だなと実感しましたので、これからも

直営班による緊急対応が最大限に発揮できるよう

に取り組んでいただくことをお願いしたいと思い

ます。

そして、次に移らせていただきたいと思うので

すけれども、レンタル＆ゴー事業についてなので

すけれども、ことしから３年間のモデル事業とし

て取り組んでいかれると思うのですけれども、こ

としが初年度ということもあり、今回１回目実施

されたわけなのですけれども、実施された中で町

内会の意見を参考にして、町内会で利用しやすい

事業として進めていく事業だとは考えているので

すけれども、改めて今後の進め方についてお知ら

せください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今野田議員から

御指摘ございましたとおり、今シーズンモデル事

業としての初年度ということで、１町内会が２月

に取り組みをしていただいて、できればこの３月

にももう一回というようなお話がございまして、

しっかりとした総括的なものというのはこの後に

なるのかなというふうには思ってございますけれ

ども、後日今回取り組んでいただいた町内会から

の御意見、御指摘などもしっかりいただいて、次

年度につなげていけるよう、よりよいものにして

いきたいなというふうに考えてございます。

今時点で町内会の方々の声としては、手なれた

運転手の確保、この部分がやっぱり課題だなとい

うふうに言われておりますので、しっかり検証し

てまいりたいと思いますし、私ども担当が町内会

の方々からいろいろお伺いしている中では、まさ

に運転はなれていないのだけれども、協力します

よといった方が１０名ほど名乗りを上げていただ

いただとか、その町内会の近くに民間の除排雪を

お仕事にされている業者からうちの堆積場に雪入

れていいよといったお話があったりだとか、町内

会の役員の方が独居老人の方々に排雪作業をどう

だいといった声かけだったりだとか、そしてまた

来年取り組んでみたいという町内会の代表の方が

そういった作業を視察というか、ごらんいただい

たりだとか、そういった面なども成果の一つにな

っていくのではないかなという期待をしています
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ので、今後私どものほうしっかりと町内会の御意

見を踏まえてまいりたいと思っていますので、御

理解いただければと思います。よろしくお願いし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。私自身もこのレンタル＆ゴー事業というの

は今後非常に重要なものになってくるのではない

のかなと思っておりますので、これは各町内会が

本当に注目して今後を見ていくのではないのかな

と思いますので、各町内会が利用しやすいように

取り組んでいただくことをぜひお願いしたいと思

います。

そして次に、２０２０年度の英語教育導入につ

いてなのですけれども、２０年度導入に伴い現在

において時数を確保することも問題視されている

とお話をお聞きしているところなのですけれども、

今後どのように確保していくのか、ちょっと改め

てお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

とおり、時数確保というのは大変課題であります。

時数を確保するために、時間割りの編成の工夫等

についてでありますけれども、文部科学省では５、

６年生の外国語の教科に伴い小学校高学年におい

て年間３５時間増加となる時数を確保するために

弾力的な授業時間の設定や時間割り編成をする必

要があるとの考え方を示しております。具体的に

は、各学校において地域や各学校の実情に応じて、

例えば夏季、冬季の長期休業中や土曜日に授業を

行うなどして外国語の指導時数を確保することが

求められているところであります。

本市の各小学校におきましては、外国語の授業

時数を確保するために校長会や教育改善プロジェ

クト委員会の教育研究の充実に関する研究グルー

プが中心となって検討し、夏季、冬季の長期休業

期間や土曜日に授業を行うのではなく、朝学習の

時間を活用したり、清掃の時間を短縮して週に７

時間授業とするなどして年７０時間の外国語の指

導時数を確保することとしているところでありま

す。今後教育委員会といたしましては、各小学校

に児童の生活や学習のリズムを維持しつつ、学校

の規模や実態に応じて指導時数を確実に確保する

よう指導、助言するとともに、名寄市教育改善プ

ロジェクト委員会の教育研究の充実に関する研究

グループが中心となって教員の外国語に関する指

導力や英語力が高まるよう取り組んでまいります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。今後将来的には、本当に英語というのは必

要不可欠なものになってくると私自身確信してい

るところであります。そこで、児童が将来に向け

てせっかく習った教育、英語力が発揮できるよう

に今後も取り組んでいただくことをぜひお願いし

たいと思います。

次に、児童生徒に対する情報モラル教育につい

てなのですけれども、皆さんも御存じだと思うの

ですけれども、ことしの２月から１８歳未満の子

供たちを守るために、改正青少年インターネット

環境整備法が施行されました。このことについて

本市としてどのように認識をされているのかお知

らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま質問ありま

した青少年インターネット環境整備法の施行につ

いての本市の認識ということであります。平成２

１年に青少年が安全に安心してインターネットを

利用できる環境をつくるため青少年インターネッ

ト環境整備法が施行されました。その後制定時に

主に流通していた従来型の携帯電話を想定した措

置では対応困難なスマートフォン、携帯電話回線

を利用するタブレット等の機器やアプリケーショ

ン、公衆無線ＬＡＮ経由のインターネットの利用

が急速に拡大し、青少年をめぐるインターネット

環境が大きく変化したことから、本年２月に一部
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改正がされたところであります。

主な改正といたしましては、１８歳未満の子供

がスマートフォンなどを購入する際、有害サイト

などのアクセストラブルから子供たちを守るため、

フィルタリング機能を設定し、販売することが携

帯電話会社や契約代理店に義務づけられたところ

であります。青少年センターでは、毎年北海道青

少年健全育成条例に基づきながら北海道より立入

調査員の委嘱を受け、名寄市内の携帯電話やスマ

ートフォンの販売店に立入調査を実施して、契約

時における年齢確認やフィルタリングの利用状況

と周知の徹底について確認を行っているところで

あります。今後におきましてもフィルタリング機

能の設定について引き続き調査を実施してまいり

たいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

す。

今回改正された法律は、あくまでも設定の義務

化であり、保護者が拒否しない限り店側がフィル

タリングを設定した上での販売を義務づけている

という形になっております。私も子供を育てる家

庭の一人としてなのですけれども、先月２月に実

際に経験したのですけれども、仕事が終わって家

に帰って、当然私も子供が携帯を持つことに関し

ては親がしっかり管理責任があると思っています

ので、条件つきで携帯を持たせているところなの

ですけれども、うちの奥さんと私が２人で携帯を

子供の目の前でちゃんとチェックをしているわけ

なのですけれども、ある日、先月、２月に私がチ

ェックしたときに設定したはずのフィルタリング

が解除されていたのです。なぜ、どうしたのだい

と聞いたのです。そうしたら、うちの奥さんが子

供にせがまれて、気をつけるからということでお

店屋さんに持っていって設定を解除してしまった

と。そうしたら、案の定やっぱり有害サイトのメ

ールだとか、そういったものが大量に来ていたの

で、下の子も中学校に上がるので、やはり携帯を

持ちたいというので、改めて家で家族で話し合い

をして、上の子供に対してはまた改めてフィルタ

リングをかけに行ったという経験もさせていただ

きました。その中において私感じたことは、やっ

ぱり保護者が手の届く状況で管理してあげなけれ

ばいけないと思いますので、これは保護者に対し

てもフィルタリングについての重要性を知っても

らうことが重要だなと思ったところなのですけれ

ども、何か保護者に向けての取り組みは行ってい

るのか、ちょっと改めてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、保護者の対応、先ほどの高橋議員からも

ありましたとおりそこは大変重要というふうに考

えているところであります。そこで、保護者に向

けての取り組みについてでありますけれども、児

童生徒がネットトラブルに巻き込まれないために

は、保護者や周囲の大人がモラルやマナー、危険

を回避するための情報や知識を持って、フィルタ

リング機能の重要性をしっかりと認識して、児童

生徒の安全を守っていかなければならないという

ふうに考えているところであります。そのため青

少年センターでは、関係機関と連携しながら、１

月にネットトラブル注意啓発用チラシを全戸配布

し、広く周知しているところであります。また、

青少年インターネット環境整備法改正についての

パンフレットも作成し、保護者や地域で開催され

る安心会議、各種協議会において情報提供をする

予定となっているところであります。今後におき

ましても児童生徒がインターネットを介して犯罪

などのトラブルに巻き込まれたりしないよう、学

校、教育委員会、地域、保護者が一体となって連

携を図りながら、子供たちが犯罪に遭わない、起

こさないよう安全確保に努めてまいります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま
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した。フィルタリングについては、やはり子供の

感覚というのは全てにおいて使えなくなるという

認識が多いところなのですけれども、設定によっ

てはラインだけを使えるようにしたりだとか、そ

ういった細かい設定ができるということなので、

やはり保護者もそういった重要性をしっかり知っ

ていただくことが重要なのかなと思います。やは

り子供たちを守り育てていくのには、保護者と学

校で、そして行政との連携が重要だと考えており

ますので、これからも情報モラル教育について取

り組んでいただくことをぜひお願いしたいと思い

ます。

そして次に、最後になりますが、名寄市におけ

る定住促進についてなのですけれども、今後の定

住促進を進めていくためにも若者や高齢者に対し

ての住みやすく魅力のあるまちづくりは私自身も

重要な課題だと考えております。そこで、以前に

私在学中の大学生から直接お話聞くことができた

のですけれども、今回市内に就職される方は数名

いるということなのですけれども、そういった就

職を目的として頑張っている生徒たくさんいると

思うのですけれども、逆に私自身というか、学生

自身の生まれ故郷がすぐ名寄市のそばにあると。

だから、車だろうが、ＪＲを使おうが、もうすぐ

行き来ができるので、名寄に定住してもいいと。

この名寄市というまちが非常に大好きだと、定住

したいとお話聞きました。でも、在学中に取った

資格を生かした就職先がないというのです。やは

り定住するためには当然仕事をしなければいけな

い、生活していくのに。そのことに関して就職先

が非常に困っているというお話を聞かせていただ

きました。これも人口流出を防ぐためにも在学中

の生徒が卒業後は定住するきっかけとなるように、

このような悩みを抱えている学生に対しても何ら

かの支援が必要なのではないのかなと考えている

ところなのですけれども、改めてこの点について

の本市のお考えをお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 卒業生が

一人でも多く名寄に残っていただくことを念頭に、

人材定着化推進会議、あるいは地元定着化の促進

事業をつくったところであります。一連の取り組

みの中で市内の企業ですとか事業所を紹介する名

寄の仕事というようなものを実施しておりまして、

そこに多くの学生が参加をして市内の就業につな

がるように制度の普及に努めているところです。

この制度はまだ２年目ですので、これからより発

展させるといいますか、積極的にＰＲをして進め

ていきたいなと思っております。

また、学生への支援、主にサポート支援ですけ

れども、学内にキャリア支援センターというのを

つくっておりまして、そこに学科からの教員、あ

るいは専門の相談員２名を配置をしておりまして、

主にそこと連携を図りながら学生と相談、指導な

んかをしておりまして、いずれにしましても定住

していただくにはやっぱり雇用の場と魅力あるま

ちづくりというのですか、そういうもの一体が必

要になってきますので、それらの市の総合施策と

連携をしながら大学としての取り組みを進めてま

いりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。

実際にそのように就職目的ではなくて、逆に名

寄のまちが非常に大好きだと。これはすごくうれ

しいことであって、今の現在の人口流出に歯どめ

をかけるきっかけにもなってくるので、非常にう

れしいことだと私自身強く思っているところなの

ですけれども、実際にこのような逆に定住を目的

とした悩みを抱えている学生がいるということは、

実際にいるのですけれども、そういった状況を大

学側として把握しているのか、ちょっと改めてお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今回の通

告を受けまして、先ほど申しました支援センター
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に所属している専任の相談員、あるいは社会福祉

なり栄養の先生に相談をして聞いてみましたとこ

ろ、全部の学生とコンタクトがとれているわけで

はないのですけれども、現在のところ議員がおっ

しゃられたそのような話というのは聞いていない

ということでしたので、もしそういう例があるな

らば後ほどお教えいただいて、支援センターと連

携をとりながらサポートしていきたいと考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。また時間がありましたら、ぜひゆっくりと

お話を、そして情報交換したいなと思います。

今後もそういった悩みを抱えている学生がいる

というのは事実でありますので、定住促進につな

がっていくように、非常に全学生からいろいろと

聞き取りなど、そういったこと、状況は難しいと

思うのですけれども、できるだけの努力をして、

いろいろな角度から見て、状況を把握して取り組

んでいただくことをこれはもう強くぜひお願いを

いたしまして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時５８分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

小中学生のスポーツ振興とスポーツ意識の醸成

について外２件を、塩田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問をして

まいります。

大項目の１、小中学生のスポーツ振興とスポー

ツ意識の醸成について、小項目の１、２０２０東

京五輪、パラリンピックマスコット投票の参加状

況及び小学生のスポーツ意識の変化についてお伺

いをいたします。先月冬季オリンピック平昌大会

が開催され、日本選手団は長野オリンピックを上

回る１３個のメダル獲得、競技選手の互いをたた

え合うエピソードなど感動を与えてくれました。

改めて世界を一つにする世界最大のスポーツの祭

典であるオリンピック、パラリンピックのすばら

しさ、理念に敬意を表するものであります。

２０２０年オリンピック、パラリンピック東京

大会の開催が決定され、日本全国が歓喜いたしま

した。そして、大会を盛り上げるマスコットの決

定を全国の小学生に委ねる史上初の試みとして小

学生の投票が実施されましたが、本市の参加状況

と参加した小学生の受けとめなどお知らせくださ

い。

小項目の２、中学生の運動部活動のあり方など

部活動指導制度の取り組みについて。平成２９年

４月から部活動指導員の制度が始まりました。制

度化した背景には、教員の働き方改革、運動部活

動担当教員のうち競技経験がない教員の割合が日

体協の調査で全国で４９％に上るなど、指導によ

る教員の心理的負担の軽減、部活動の質的向上が

挙げられています。

ここで、お伺いいたします。市内小中学校での

部活動指導制度の取り組み状況など実態はどのよ

うになっているのかお知らせください。

次に、大項目の２、農業行政の取り組みについ

て、小項目の１、農業支援制度に係る地域おこし

協力隊など農業後継者対策の現状についてお聞き

をいたします。名寄市は、地域おこし協力隊制度

の導入から５年が経過、これまで平成２５年、２

６年には計画どおりそれぞれ２名を採用、３年の

研修を終え、新規就農につながるなど一定の評価

が得られています。しかし、２７年度以降募集業

務に苦慮する状況が続いており、都市部での説明

会や相談会において募集につながる対策などどの

ように講じているのか、現状と今後の対応や見通

しについてお知らせください。

小項目の２、道北農業担い手対策に係る農業担
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い手海外派遣事業についてお聞きをいたします。

本事業は、地域農業の担い手として国際感覚を持

ち、広い視野で農業を捉えていく力を養うなど農

業後継者の育成を目的に産業高校酪農科学科の生

徒を海外研修として台湾に派遣し、虎尾高級農工

職業高校の生徒と交流を初め、さまざまな研修を

通して農作物の栽培技術、食文化の違いなど進め

てまいりました。また、農産物輸出に向けた海外

ニーズの把握につなげるため、これらの経験が農

業者としての視野を広げ、将来的に名寄市を初め

道北地域の農業振興に貢献するものとし、事業期

間３年をめどに道北農業担い手育成対策協議会が

実施主体となり、台湾派遣研修を行い、今年で当

初計画の３年が経過いたしました。本事業の成果

や課題など、どのような検証が行われたのか、ま

た今後の対応などについてお知らせをください。

小項目の３、酪農振興について。現在家畜飼育

農家の労働負担軽減と優良育成牛の確保を図るこ

とを目的に公共牧場が開放されていますが、牧場

２施設の管理運営及び受け入れの状況についてお

知らせください。

次に、大項目の３、地域経済の活性化と中小企

業の振興についてお聞かせください。小項目の１、

ものづくり補助金の運用に係る中小企業の設備投

資支援についてお聞きをいたします。国は、今国

会において生産性向上特別措置法案を提出し、中

小企業が老朽化した設備を更新し、生産性を高め、

経営の後押しをする対策を講ずるとしております。

中小企業支援強化策で設備投資を支援するものづ

くり補助金の予算規模を拡大するものであり、今

国会の予算特別委員会では世耕経済産業大臣が制

度の必要性と重要性について述べております。特

例措置法では、市町村が固定資産税を３年間免除

する措置を講ずることとしています。国の想定す

るスケジュールでは、５月に法案の成立、公布が

行われ、６月の施行に伴う事前公募、７月に採択、

そして交付決定という流れになっております。し

たがって、ものづくり補助金の優先採択に向けて

名寄市として幾つかクリアをしなければならない

事項がありますが、補助金の採択を受けることは

名寄市の中小企業にとって今後の経営における重

要な意味をなし、かつ地域経済の活性に大きな役

割を果たすことと思いますが、名寄市の対応につ

いてお考えをお聞きをいたします。

小項目の２、中小企業振興対策の推進に向けた

基本条例の制定についての考えについてお尋ねを

いたします。名寄市は、地域経済の発展、推進の

ため中小企業振興条例を制定し、中小企業等の企

業経営のための必要な助成と振興を図ってきてお

りますが、中小企業振興に向けての基本理念や事

業計画の策定など、基本的施策、基本方針を規定

するに至っておらず、精神論を規定する名寄市中

小企業振興基本条例を制定するお考えはあるのか

どうかお聞きをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま塩田議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は経済部長か

ら、大項目３は営業戦略室長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

大項目１、小中学生のスポーツ振興とスポーツ

意識の醸成についてお答えいたします。初めに、

小項目１、２０２０年東京五輪、パラリンピック

マスコット投票の参加状況及び参加したことによ

る意識の変化についてですが、オリンピックは世

界中のアスリートが競い合う姿を目にすることか

ら、自己ベストを目指して努力することのとうと

さ、スポーツを通じて世界の人々との友情を深め

たり、互いに尊重し合う心を高めるきっかけとな

ります。また、さまざまな障がいのあるアスリー

トが創意工夫を凝らして限界に挑むパラリンピッ

クは、多様性を認め、誰もが個性や能力を発揮し、

活躍できる共生社会の重要性を学ぶきっかけとな

ります。東京オリンピック・パラリンピック競技
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大会組織委員会においては、２０２０年東京オリ

ンピック、パラリンピック大会の成功を通じて未

来を担う子供たちに自信と勇気、多様性の理解、

主体的、積極的な社会参加を育むため、東京２０

２０教育プログラム「ようい、ドン！」による取

り組みを推進しております。東京２０２０教育プ

ログラムの一つでありますマスコット投票は、ク

ラスで１つのマスコットを選ぶ活動を通じて、２

０２０年東京オリンピック、パラリンピック競技

大会への参加意識を啓発し、関心を高めるための

取り組みであります。

本市の小学校においては、マスコット投票時の

教師用指導案やマスコット候補の動画などを活用

し、それぞれのマスコット案について４つの視点、

オリンピック、パラリンピックの理念や価値が反

映されているか、２つ目、東京や日本らしさを感

じるか、３つ目、個性的でデザインがすぐれてい

るか、４つ目、多くの人に好まれるかに沿って話

し合い、１つのマスコットを選ぶ活動を行いまし

た。その結果、オリンピック、パラリンピックの

スポーツを通して心と体を鍛え、世界中の人と交

流して世界の平和に貢献するという理念や大会マ

スコットの役割について理解を深めることができ

ました。

次に、小項目２、中学生の運動部活動のあり方

など部活動指導員制度の取り組みについてですが、

まず本市の中学校における部活動の現状と課題に

ついてお答えいたします。中学校における部活動

は、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習

意欲の向上や責任感、連帯感の涵養、好ましい人

間関係の形成等に資するものであり、学校教育活

動の一環として教育課程との関連を図ることが求

められております。そのため本市の各中学校にお

いては、校内組織に部活動委員会を位置づけ、指

導方針や活動の決まり等について共通理解を図っ

たり、定期的に顧問会議を開催して各部の活動状

況等を確認するなど、学校全体で組織的に活動の

充実に努めております。部活動を実施するに当た

っては、家庭、地域との連携、協力が不可欠であ

ることから、地域や学校の実態に応じ地域の人々

の協力を得たり、各種団体等と連携しながら進め

ております。また、保護者会等を設置し、指導方

針や活動状況等について理解と協力を求めるなど

学校と家庭が一体となって部活動の充実に努めて

おります。

本年度本市の中学校においては、学校の規模に

もよりますが、野球、バレーボール、バドミント

ンなどの運動部活動が１から１３部設置され、市

内全生徒の６ ２％が加入しております。運動部

活動の課題といたしましては、教員が放課後の部

活動指導に時間を過度に費やすこと、授業準備や

教育相談、生徒指導などの校務に支障を来すこと、

土日に開催される大会等への引率は教員が行って

いることから、指導に当たる教員の負担が大きい

ことなどが挙げられております。このため各中学

校では、定期的に部活動休養日を設定したり、で

きる限り複数の教員が指導する体制を整えたりし

ております。

また、教員とともに部活動の指導に当たる外部

指導者につきましては、現在３校、５つの部活動

で１０名の方に活躍していただいております。具

体的には、柔道、剣道、野球、スケートなどの部

活動においてその種目の専門性を有する地域の方

々に協力をいただいております。外部指導者を活

用していない１校は、地域にその部活動指導に当

たる人材がいないことから外部指導者の活用には

至っておりません。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続いて、大項目の２、

農業行政の取り組みについて、初めに小項目１の

農業支援員制度に係る地域おこし協力隊など農業

後継者対策の現状について申し上げます。

当市における地域おこし協力隊、農業支援員の

募集につきましては、平成２５年度よりその取り

組みを開始してございます。募集活動については、
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北海道農業担い手育成センター主催の北海道新規

就農フェアや北海道とＮＰＯふるさと回帰支援セ

ンター共催で実施をされた北海道地域おこし協力

隊合同募集フェアなどへの参加のほか、市のホー

ムページを初め友好交流都市であります杉並区で

のポスター掲示やパンフレットの配布、農業系の

高校、大学などでのＰＲ活動などを行ってまいり

ました。また、本年度は新規事業であります農業

体験実習事業を活用して、まずは実際に当市にお

越しをいただき名寄の農業や環境、魅力などを体

験いただくよう御案内をさせていただきました。

農業支援員の委嘱についてでございますが、毎

年２名ずつ、３年の任期でございますので、年間

最大６名の農業支援員確保を目標として取り組ん

でおりまして、平成２５年度、２６年度に各２名、

平成２９年度に１名の委嘱をさせていただいたと

ころでございます。農業支援員のうち既に４名の

方につきましては３年間の任期を終えており、う

ち２名につきましては今年度より当市において新

規就農に至ってございます。

地域おこし協力隊制度につきましては、平成２

８年度の実績で全国８８６カ所の自治体で取り組

むなどその活用がふえており、それに伴いまして

応募者の選択肢も広がり、支援員の確保は厳しく

なってございますが、当市におきましてはＪＯＩ

Ｎ派遣職員や移住事業と連携をし、情報共有を図

るとともに、各種フェアなどにおける相談相手に

対するメールや書簡などでのお礼や連絡に加えま

して、農業支援員のパンフレットや農業体験実習

事業の案内など事後の資料送付を含めましてきめ

細かな情報提供と丁寧な対応に努めているところ

でございます。今後は、名寄市での研修、就農の

姿が一層イメージしやすいガイドブックの作成な

ど、よりわかりやすく、かつ具体的な情報提供と

丁寧な対応に努め、農業支援員の確保を目指して

まいります。

次に、小項目の２、道北農業担い手対策に係る

農業担い手海外派遣事業について申し上げます。

農業担い手海外研修派遣事業につきましては、国

際感覚を養い、幅広い視野を有する農業後継者の

育成を目的としまして、名寄産業高校酪農科学科

の生徒を対象に台湾への研修派遣に取り組む道北

農業担い手育成対策協議会に対しまして平成２７

年度から２９年度までの３カ年の支援事業として

実施をしてまいりました。この３カ年の実績につ

いてでありますが、派遣人数につきましては平成

２７年度が４名、２８年度が８名、２９年度が１

２名、合わせまして２４名となっておりまして、

主な内容といたしましては虎尾高級農工職業学校

生徒との交流や農家での作業実習、現地での日本

産農産物の販売状況の視察、台湾の歴史や文化な

どを学ぶ貴重な機会として取り組まれてまいりま

した。参加した生徒からは、現地の生産現場から

栽培管理における工夫や日本との違いを学んだこ

と、生徒間の交流では言葉の壁を越えて同年代同

士の親交を深め友情が芽生えたなど国際交流の必

要性を実感するよい機会となったなど、感想が報

告されるとともに、学校といたしましては帰国後

における生徒の国際交流に対する積極性や意識の

変化等成長が見られるなど事業として一定の効果、

役割を果たしたものと考えているところでござい

ます。加えて、現在名寄産業高校におきましては、

旭川農業高校との合同で台湾と人、物を通じた交

流の検討が始まるなど新たな展開も生まれている

ところでございまして、当該事業は予定どおり３

年間で一つの区切りと考えているところでござい

ますが、この３カ年の成果と実績が産業高校の今

後の活動に生かされるとともに、一つの契機とし

て新たな取り組みにつながることを期待するとこ

ろでございます。

次に、小項目の３、酪農振興について申し上げ

ます。市営牧場につきましては、酪農家の労働負

担の軽減、後継牛の育成確保を目的として市営牧

野は旧名寄市が昭和３９年に、母子里牧場につき

ましては旧風連町が昭和５８年にそれぞれ開設を

し、現在は繁殖、育成部門を専門に担う公共育成
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牧場として市が設置を行い、ＪＡが指定管理者と

して運営を担ってございます。市営牧場における

入牧状況についてでありますが、入牧頭数は直近

の３カ年平均で４０９頭、延べ頭数では５万 ２

９３頭となってございますが、飼養環境の違いか

ら市営牧野に偏った状況となっており、両牧場の

平準化が課題となってございます。合併以降この

間２つの牧場のあり方が検討課題でございました

が、今後の推移見込みでは飼養戸数の減少は見込

まれるものの、飼養頭数については経営体の規模

拡大により維持される見込みであることと、また

その規模拡大に伴いまして公共牧場の役割が一層

求められること、さらには両牧場に対する生産者

の理解と信頼も深まり、大きくは受精までの期間

は市営牧場で、その前後の期間は母子里牧場でと

両牧場の機能についてもすみ分けが進んでいます

ことから、これまでの老朽化等への対応に加えま

して両牧場の機能が十分発揮できるよう計画的な

施設の整備や草地更新などに努めてまいりたいと

考えてございます。

以上、私から答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、地域経済の活性化と中小企業の振興につい

て、小項目１、ものづくり補助金等の運用にかか

わる中小企業の設備投資支援について申し上げま

す。

生産性向上特別措置法案は、中小企業の生産性

向上のための設備投資を促すことを目的とするも

ので、企業が収益向上につながる設備投資などの

先端設備等導入計画を市町村に提出、市町村は新

たに策定する導入促進基本計画に照らし導入計画

を認定することで企業は国の支援を受けられる流

れとなっており、地域の自主性のもとに生産性向

上に必要な設備投資を加速させる仕組みとして、

現在開会中の第１９６回通常国会において審議さ

れる予定となっております。支援の具体的な内容

といたしましては、生産性を向上させる機械器具

等の設備投資に係る固定資産税額を３カ年市町村

の判断によりゼロから２分の１で減免を行い、市

町村減収分の７５％を国が補填するといったもの

となっております。また、固定資産税額をゼロに

選択した市町村における中小企業につきましては、

設備投資等を支援するものづくり・商業・サービ

ス経営力向上支援補助金などの補助金が優先採択

となり、さらには補助率も２分の１から３分の２

に引き上げされるなど、設備投資を目指す中小企

業にとって大きなインセンティブとなります。

ものづくり補助金は、本市においても平成２６

年度から１０社が採択となっており、補助限度額

が ０００万円となっていることから、合計で約

０００万円の補助金を受けており、設備投資を

実施する上で大変有利な補助金であります。この

補助金のインセンティブを当初から受けるために

は、本法律が施行される６月に合わせ市町村税で

ある固定資産税を減免するための条例整備及び市

町村による導入促進基本計画の策定が要件とされ

ております。さきに開催された経済産業省の説明

会において、市町村条例の取り扱いについては総

務省と協議中であり、基本計画の考え方等は制度

設計中ということで、詳細は不明な点も多い状況

ではありますが、名寄商工会議所及び風連商工会

からも実施に向けた要望を受けており、また既に

補助金の活用を検討している市内企業からも相談

を受けております。これらの制度は、市内中小企

業にとって大きな支援施策になると考えておりま

すので、国からの詳細な情報が得られ次第議会に

も十分御相談させていただきながら、関係機関と

も連携し、実施に向けて検討を進めてまいりたい

と考えておりますので、御理解いただきますよう

お願いいたします。

続いて、小項目２、中小企業振興施策の推進に

向けた基本条例の制定について申し上げます。本

市の地域経済を維持、継続していくためには、新

たに事業を起こす者、新たに事業を引き継ぐ者、

そして事業を継続していく者としての事業主、さ
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らには各事業所で働く者としての労働力などの人

材確保が喫緊の課題の一つとして考えており、こ

れらを初めとした本市の課題解決に向けた取り組

むべき施策を構築するためにも、中長期的な方向

性を定めていく必要があると考えております。今

後第２次総合計画中期計画の基本目標の一つであ

る地域の特性を生かしたにぎわいと活力あるまち

づくりの商業の振興、工業の振興、雇用の安定に

おける具体的な計画事業にかかわる議論を行って

いくため、関係機関、団体及び事業者などとの検

討を行う機会がふえることから、本市における商

工業振興に係るそれぞれの役割や理念等を含めた

内容についても十分議論していきたいと考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきましてありがとうございました。時間の限

り再質問をさせていただきます。

まず先に、２０２０年の東京オリンピック、パ

ラリンピックの投票の関係、すごく気にしていた

ところなのですけれども、報道によるとそれこそ

全国で１万 ０００校を超える学校、そして２０

万を超える学級でこのマスコット投票が行われた

というふうに報道がありました。既に３つの選択

肢のうちのアに決まったというふうなことで、こ

れからそのネーミング等が決められるというとこ

ろでありますけれども、先ほどの御答弁で名寄市

の小学校もしっかりこの取り組みを行ったという

ふうなことでもありますし、安心をしているとこ

ろであります。答弁の中で、子供たちのオリンピ

ック、パラリンピック、スポーツに対する意識の

高まりというようなことでお話があったかなとい

うふうに思います。この高まりといいましょうか、

その辺具体的にどんなことがあったのか。私も幾

つかの小学校には訪問をさせていただいて、子供

や、それから学校関係者と若干話をさせていただ

いておりますけれども、その中でも本当に自分た

ちで決められるのだという喜びといいましょうか、

そんなことも感じてきました。済みません。学校

での高まりという部分でよろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問にありました

今回のマスコット投票におきましても、子供たち

の意見とか、そういったことを含めてちょっと答

弁をさせていただきたいというふうに思っており

ます。

参加した効果ということでありますけれども、

児童生徒からはオリンピックが開催される東京は

名寄から遠く離れたところにあるが、日本で行わ

れている実感を持ち身近になった、オリンピック、

パラリンピックに自分たちも参加しているという

気持ちになった、自分たちの意見も取り入れられ

るということがとてもうれしいなどという感想を

持つなど、マスコット投票を通じて東京オリンピ

ック、パラリンピックに自分たちもかかわったと

いう、そういった実感を持つ子供たちが多く出た

ということであります。また、指導した教員から

は、紹介動画がとてもよかった、子供たちに改め

て日本の文化について考えさせることができたと

いう感想も出されているところであります。今後

は、教育委員会といたしましても各学校に東京オ

リンピック、パラリンピック競技大会に関する取

り組みを通じて、スポーツを通しての世界の人々

との友情を深めたり、互いに尊重し合う心を高め

るとともに、多様性の尊重や他者への思いやりの

心を培っていく契機とするようお願いしたいとい

うふうに思いますし、議員からありましたように

この気持ちをずっと継続していくような取り組み

もあわせて進めていきたいというふうに考えてお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。

名寄市は、取り組みとして冬季スポーツではあ
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りますけれども、冬季スポーツの拠点化というも

のも進めておりますし、また２０２０東京オリン

ピック、パラリンピックのホストタウンというふ

うなことでたしか認定を受けていて、北海道には

５市が認定を受けているうちの一つとして登録を

されていて、やはり名寄市はスポーツに熱いなと

いうようなことがしっかり発信できるようにして

いくべきだというふうに私も思っていまして、今

御答弁をいただきましたけれども、スポーツを育

てる力というのでしょうか、どういうふうにして

これからまたつなげていくのかというようなこと

も含めて、格好よく言えば情操教育にどうつなげ

ていくかというようなことをお聞きをしたいなと

いうふうに思っているのですけれども、よろしい

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今回マスコット投票

ありましたけれども、議員からありましたとおり

平昌オリンピックがあって日本選手が大変活躍し

たということで、時間帯も子供たちが見られる時

間帯でのライブ中継だったと思うので、多くの子

供たちが見ながら本当に感動して、やっぱり選手

の試合後の感想等も聞きながら、いろんなことを

感じたのかなというふうに思っております。そう

いった面では、選手自分一人でなくて、やっぱり

家族だったりの支えであったり、コーチの人だっ

たり、いろんな人の協力があってメダルなり自分

の実力を発揮できたという、そういったことやし

っかり目標を持ってそれに向かっていく、強い心

を持って取り組んでいく、そういった姿が子供た

ちにもしっかり植えつけられたのかなというふう

に思っています。今パラリンピックが開催されて、

残念ながら放映の時間も短くて、私はちょっとし

か見ていないのですけれども、あれもやっぱり先

ほど言いましたように障がいのあるアスリートが

いろんな器具等も工夫しながら、自分の持てる力

をしっかり発揮する。当然それにも支える方も多

くいるわけですけれども、そういったことを通じ

て人への思いやりだったり、支えという心、いろ

んなものを子供たちに植えつけるいい機会だとい

うふうに思っていますし、本当にそういった大き

な世界的なイベントというのはやっぱり子供の心

にも大きく刻み込んでいくというふうに思ってい

ます。そういった先ほど言いましたけれども、子

供たちに忘れさせないように、冬季スポーツの拠

点化事業というふうに言っていますけれども、ス

ポーツを限定したわけではなくて、夏も含めてや

っぱり多くの子供たちがスポーツに取り組みなが

ら、それもしっかり目標を持ってやっていくよう

に進めていきたいと思いますし、これはスポーツ

に限らず文化もそうですけれども、何でもいいで

すけれども、目標を持ってやるということが大事

だと思っていますので、そういったことも含めて

今後も取り組みを進めてまいりたいというふうに

考えておりますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） どうかよろしくお願

いします。

次に、中学生の部活動の関係で、御答弁の中で

は現在市内の中学生、部活動に励んでいるという

部分でいうとたしか６ ２％の子供たちが加入を

して、そして部活動を頑張っているよというよう

なお話をいただきました。そして、その中で現在

外部コーチというか、外部指導、これでいうと３

校で幾つかの種目に分かれて、１０名の外部の方

にお手伝いいただいて進めているというような御

答弁があったかなというふうに思いますが、実際

に実態といいましょうか、中学校の教員の部活に

かかわっている実態というか、実態把握というの

が、というのは先ほども話しましたけれども、日

体協で４ ９％の先生が実際に自分で部活動とい

いましょうか、それに携わっていない。その人の

精神的な負担があるとかというふうなこともあっ

て、名寄の実態がどうなのか。全国的な部分です

から名寄は違うのかもわかりませんが、名寄の実

質、実態を把握をして、その実態把握から名寄市
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がこれから取り組んでいこうとする思いというか、

そういうどのような体制で臨むのか、委員会とし

て、学校として。そういうふうなことに考えがつ

ながっていくのかなというふうに思うのですけれ

ども、そういう意味でいうとやはり実際に携わっ

ている先生方の実態把握というのは必要ではない

かなというふうに思っているのですけれども、そ

の辺がどうなっているのか。そして、そのことも

含めて実際に実態把握をしたのか、していないの

か、これからするのか、その中で委員会として、

そして学校としてどういう考え方、この名寄の今

後のあり方というか、ちょっと面倒くさい言い方

かもしれませんが、その辺お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 部活動の指導につき

ましては、今議員からありましたようにその競技

を経験していない先生が顧問となっている競技が

多くあるかと思います。その数値については、正

直申しわけありません。正確な数字はちょっと持

ち合わせていないので、今までの学校の状況だけ

の上での話となってしまいますけれども、申しわ

けありません。専門性がないと指導ができないと

いう状況があって、先ほど言いました外部指導と

いう制度といいますか、そういった対応の中で進

めています。ただ、中体連の引率は顧問の先生が

行かなければならないとか、いろんな制約があっ

たり、やっぱり今の中でいけば平日、土日も含め

て練習であったり、大会に行ったり、大変顧問の

先生の負担も大きい。特に経験のない先生がつく

となると精神的な負担もこれは大きいという状況

というのは把握をしていることでありますので、

そこはやっぱり改善していく必要があるかという

ふうには教育委員会としても考えているところで

あります。そういった面では、文部科学省でも言

っていますけれども、部活動の休養日をつくると

か、先ほど議員からも出ました平成２９年４月か

らですか、指導員制度も制度化されている状況が

ありますので、教育委員会でも再度部活動の実態

というのをきちんと把握しながら、指導員制度の

活用が有効的かどうかもきちんと学校とも協議を

しながら、今後の部活動の体制についてはちょっ

とまた別に整理をしていきたいなというふうに思

っています。ただ、そのことによって教員の先生

がやっぱり本来の業務であったり、生徒指導であ

ったり、いろんな部分での対応がさらに充実する

ことができるのであれば、積極的に導入も考えて

いきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 私も指導員制度とい

うそのものを見ていると、中見るとものすごく面

倒くさいというか、実態に照らし合わせていくと

なかなか難しいのかなというのは実感としてあり

ます。しかしながら、名寄市の実態というのはし

っかり把握をしておいて、今後どうすべきなのか

なということの検討の一つの要因になるというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。

次に、農業行政の取り組みについてお聞きをい

たします。地域おこし協力隊の関係については、

これは協力隊の事業になる前は札幌の農業担い手

センターですか、今も継続してそこが行っている

フェアとかというところに参加をしながら、相談、

説明業務を行っているというふうなことだという

ふうに御答弁をいただきました。実際今ＪＯＩＮ

に職員が派遣されていて、ＪＯＩＮの連携をした

りとか、それから移住事業との連携とかいうふう

なことで、いろいろ諸行事等々の情報共有を含め

た中での取り組みはされているというふうにお話

をいただいたかなというふうに思うのですけれど

も、やはりこの相談に来た人たち、思いがあって

来ていると思います。名寄の関係者と説明会の中

で説明をするということは、名寄市にある意味関

心もあるというふうなことになっているのかなと

いうふうに思いますから、やはりその後のアプロ

ーチも含めてしっかりやっていっていただきたい

なと思いますし、新たにガイドブックなりを今考
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えているのだというふうなお話ですから、そのよ

うにして進めていっていただきたいなというふう

に思います。

道新だったですか、北海道に地域おこし協力隊

という形の中で、結構やはり北海道は人気がある

そうなのです。やはり北海道でこの事業を利用し

て研修を受けるというふうな部分ではあるけれど

も、その中身としてはあるところの例としてはエ

ゾシカに、なぜ北海道が人気あるかというと食文

化と観光だというふうに新聞では書いてありまし

た。その中の事業として、エゾシカに関する部分

で興味があって、そして協力隊として入って、も

う一人の方はワインづくりということで入ってき

たらしいのです。別々に入ってきていますし、し

かしながら協力隊で研修をしていく中で２人の考

え方というのがある意味共通する部分があって、

コラボして一つの事業展開に進んでいるというよ

うな話もありましたし、やはり北海道に行きたい、

行きたいという人多いけれども、自治体も受けた

い、受けたいという自治体が多くて、なかなかそ

の辺のミスマッチがあってうまくいかないのだと

いう新聞報道もありました。したがって、協力隊

の募集に関しては苦戦しているというふうな部分

ではないかなというふうに思うのですけれども、

自分としては名寄に新規就農で入ってきている方

がもう既に私の知っている限りで５人くらいいま

して、実際にミニトマトでジュースをつくって、

２人の人は合同会社つくって販売にまでいってい

るとか、それから今みたいにワインをつくろうと

いうふうな形で努力しているという方もいますか

ら、そういう人たちの経験というか、そういうも

のというのは非常に大事なのかなと思っていて、

説明会なり、それから相談会のときにそういう方

たちが一緒についていってお話をするということ

は、説得力のある話につながるのかなというふう

な気がしています。それができるかできないかわ

からないのですけれども、そんなことも一つの自

分の考え方の中にあるのですけれども、今後の地

域おこし協力隊の募集にかけての考え方というと

ころでお話をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま塩田議員か

らは、貴重な提言をいただいたというふうに思っ

ております。地域おこし協力隊、言われるように

北海道に大変多くの方が来ていただいているもの

であります。北海道の可能性に希望を抱いて多く

の方が来られているのだろうなというふうに思っ

ています。その例が先ほど言われたエゾシカの関

係だったり、ワインであり、観光も含めた農業を

展望される方もおられるということだというふう

に思います。私どもも先ほど言ったように２５年

から取り組みをして、この２９年に成果が１つ出

たということでありますので、この制度は今後も

継続してきたいという考え方を持っております。

ただ、実際に地域おこし協力隊、なかなか来てい

ただくのに苦労しているという実態はあるわけで

ありまして、そこの一つの獲得するためのチャン

ネルとするとやはりそういうフェアなんかに参加

して、具体的なものを示していく必要があるだろ

うというふうに思っておりますので、１つは先ほ

どの説明にもあったように、答弁にもあったよう

にパンフレットの中で、これはただ制度を並べる

のではなくて具体的にどういうシミュレーション、

どういう流れで就農までいけるかという工程なん

かも少しあらわしたものと思っていますし、先ほ

ど言われた新規就農を実際にされた方もいますの

で、そういった事例も含めてガイドブックにまと

めたいというふうに思っておりますし、今塩田議

員が言われたようにその説明を必ずしも職員がす

るというのではなくて、実際に就農された方の生

の声で説明するというのは非常に説得力のある方

法だと思いますので、御本人たちの農作業の関係

もあると思いますけれども、そこの都合を合わせ

ながらぜひ前向きに取り組みについて検討させて

いただければと思いますので、御理解いただけれ

ばと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 次に、担い手海外研

修の関係について質問させていただきます。

お答えいただいた中で一定の効果があったとい

うふうなお話をいただきました。ただ、私の中で

は担い手育成というのはそんな短期間で完了する

ようなものではないというふうなこともあって、

当初目的を持って３年間ということで、一定程度

の当初３年間と区切ったわけですから、そういう

ことになるのかなというふうに思いますけれども、

果たして本当にそれでいいのかなという素朴な疑

問があります。それと、そういう海外研修があっ

たことによって、今旭川農業さんと名寄産業高校

との合同研修というのですか、そういうものをで

きるかどうかわからないけれども、そういう話に

も至っているというふうなことでありますから、

これも海外研修をした一定の成果なのかなという

ふうに思っています。ただ、この道北農業担い手

育成対策協議会ですか、というものをつくって、

そこが実際実質運営しているということです。実

施したということでありますけれども、その協議

会の中で３年間の成果、そして当初の目的という

ふうなことも含めた中でしっかり検証がなされた

のかどうなのかというのが先ほどの御答弁の中で

はまだちょっと私も納得していない部分がありま

すので、追加で御説明をいただきたいと思います

が、名寄産業高校の酪農科学科というのはこの研

修が始まったとき、３年前は１０名の入学でした。

入学者が１０名。２９年には２１名になって、そ

してことしの新入生、今のところたしか２６名に

なっていると思うのです。だんだん成果が出てき

ているというふうなことでもありまして、この要

因としては酪農科学というのは全国区だというふ

うなこともあるし、それから行政がいろんな部分

で対策を講じていることも功をなしているという

ふうには思いますけれども、やはりこの研修とい

うのも一つの一定程度の要因になっているという

ふうに私思うので、この辺の担い手協議会との部

分、今後の対応についてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 再質問いただきまし

た。事業の効果ということでは先ほど申し上げま

したし、また改めて今塩田議員のほうから効果が

あったということでお話をいただきましたので、

そこは私どもも事業をやってよかったなというふ

うに改めて強く感じたところであります。

この間当初から３年間の事業として取り組みを

させていただいたということでありますし、この

３年間についてはそれぞれ取り組みがあったこと

については協議会の中で生徒から報告なども行わ

れてきたということでありますので、協議会とし

ても、あるいは学校としても一定程度の検証が行

われてきたのだろうなというふうに私どもは考え

ているところでありますし、私どもの中でも効果

があったということで考えておりますけれども、

当初から３年間ということで、学校のほうでもこ

の３年の終了に合わせての対応もいただいたとい

うふうに伺っておりますので、ここは３年として

一つの区切りをつけさせていただきたいというふ

うに思っております。担い手対策については、こ

れ以外にも取り組んでいる分がありますし、事業

とすると新しい対策をするためにはやはり１つ区

切りをつけなければいけないものがあるというふ

うに思っておりますので、ここは１つ区切りとし

てさせていただきたいというふうに思っておりま

す。しかしながら、改めて学校側、あるいは今回

事業に取り組んでいただきました道北農業担い手

育成対策協議会、こちらの総意として何らかの要

請等があれば、ここについては私どもも聞く耳を

持たないということではありませんので、関係す

る自治体、あるいはＪＡなどもございますので、

そことも連携をしながら、その対応については改

めて協議をさせていただければというふうに思っ

ております。

なお、定員の関係がふえているということで、

塩田議員から改めていただきましたけれども、私
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どももそういうふうに認識しているところであり

ます。この定員確保の関係については、今回の事

業とは別に、これは教育委員会の所管となります

けれども、名寄産業高等学校酪農科学科受験者交

通費助成事業というのを別に設けて、学生の確保

については対策も打っているということでありま

すので、あわせて報告をさせていただければと思

います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。成果についての部分については、言ってくる

のを待つだけでなくて、実際に実施したのは名寄

市ですから、どうだったいというふうに逆に持ち

かけていくことも１つ考えていただきたいなとい

うふうに思います。よろしくお願いします。

それから、酪農振興について、これ要望だけで

すけれども、時間がないので。これは、両施設と

も非常に老朽化している。昔に建てたものですか

ら、古いものであります。しかしながら、必要は

高まっているというふうに思いますから、この修

繕なりなんなり施設の改修等を含めて時期を見な

がらしっかり対応していただきたいなというふう

なことを要望して、農業の関係については終わり

ます。

次、経済の活性と中小企業の振興の関係ですけ

れども、このものづくり補助金の関係については

生産性向上特別措置法案、今審議中。それと、予

算も今実際審議中。何かいろんなことがあって中

断している部分もありますけれども、恐らく時期

とともにこれは通るものだというふうに思います。

そんな中、先ほどの答弁の中で実際に企業からも

もう相談があるということと、それから商工会議

所なり商工会のほうからも要請もいただいている

のだというふうな御答弁がたしかあったなという

ふうに思います。やはりこれは必要としているも

のということでありますから、これも先ほどの優

先採択に関して言えば、ゼロ対策にしなかったら

優先的な、恐らく国の補助事業ですから点数制に

なっていると思うので、ポイントアップになると

思うのです。ですから、そういうふうなことが必

要だというふうなことで、これはぜひ行政として

も固定資産税の減免、確かにこれは整備といいま

しょうか、今ここですぐ決まる話ではなくて、も

うちょっと時間のかかる話かなと思いますが、時

間かけていたのでは遅いのです。タイムスケジュ

ールではたしか７月の交付決定というふうなこと

でありますから、その前に意思表示をしなければ

ならないというふうなことになりますから、よろ

しくお願いしたいと思いますし、それから導入の

基本計画、これも早々に策定をしなければならな

いし、実際に補助金を受ける側からすれば先端設

備等の導入計画、これらも短時間の中で計画をし

なければならないというふうなことになりますの

で、これの行政としての指導力も問われる部分で

はないかなというふうに思います。したがって、

商工会議所、商工会を中心とした中で、企業のほ

うにしっかりとした周知を図ることというふうな

ことで、この３つをクリアしないといい、要する

に優先採択を受けられないということであります

から、しっかりとした取り組みをしていただきた

いと思いますが、それに対しての御答弁をお伺い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今塩田議員のほ

うから御質問ありました関係につきましては、私

どものほうとしては今現状の部分としては国から

具体的なスケジュールと支援策等は示されており

ます。ただ、今現状としては先ほど塩田議員のほ

うからも御質問からもありましたように、固定資

産税の条例の改正とか、市町村が定めないといけ

ない導入促進基本計画のひな形とか、まだそうい

ったもろもろの部分が国から示されていないとい

うのが現状でありまして、私どももちょっと困惑

しているのですけれども、私どものほうといたし

ましては今現在北海道経済産業局のほうに職員も
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派遣させていただいておりますので、常に情報交

換を密にさせていただいて、その都度情報収集に

努めているところであります。また、この部分に

つきましては、各企業の計画策定の部分につきま

しても当然のことながらスピーディーな対応が必

要になるということで、この企業がつくらないと

いけない計画については実を言うと国から認定を

受けた認定支援機関というところがサポートしな

いといけないということになっています。名寄市

におきましては、金融機関とか風連の商工会等多

くの機関が認定支援機関ということで認定を受け

ておりまして、市としては認定支援機関ではない

のですけれども、認定支援機関と連携してその企

業が作成する計画書の作成については全面的にサ

ポートをさせていただきたいということで考えて

おりますし、こういったことで一番重要なのがそ

れぞれの中小事業者に周知するということが重要

となってくると思いますので、市も当然のことな

がら情報発信に努めていく予定しておりますけれ

ども、関係機関も含めて、また名寄市としては産

官金サポートネットワークということで金融機関

と連携してそういった情報交換と周知の方法もさ

せていただいておりますので、幅広く周知も行っ

ていきたいということで考えておりますし、周知

も大切なのですけれども、こういったことは取り

組むことになった場合については事業者さんがま

ずはどこの認定機関でもいいですから相談に行く

という、そういったことが必要だということで、

そういったことも含めての周知の方法等も含めて

対応していきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 実態のある広報周知

に努めていただきたいと思います。

最後に、基本条例の策定の関係でありますけれ

ども、この部分についてはこれまでも話はあった

のかなというふうに思いますが、できていなかっ

たというふうなことで、いろいろ難しさもあるの

かなというふうに思いますけれども、地域経済の

振興なり推進をしていくというふうな部分におい

て、今ある中小企業振興条例、これを包括をして

いくための精神条例的なもの、そしてやはり基本

方針、基本施策というものをしっかりつくってい

く。それと、やはり名寄市全体の経済の活性化と

いうふうなことを考えると、市民の協力といいま

しょうか、理解が必要だというふうに思いますか

ら、いろんな広範囲な形の中で進めていかなけれ

ばならないなと。先ほど中長期的な方向性を示し

ていくというようなことで、そのつもりはあるの

だというようなお話でした。この精神条例といい

ましょうか、条例制定に向けてハードルは高い部

分はあるとは思うのですけれども、改めてお考え

をいただいて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 先ほども答弁さ

せていただきましたように、来年度本市のほうと

しては総合計画の中期計画の具体的な実施計画の

検討をするということで、今まで以上にそれぞれ

事業者さん、関係団体等と検討する機会がふえる

ということで、商工会議所からも御提案いただい

ておりますけれども、名寄市にとってどういう形

が一番いいのかということの視点の中で検討して

いきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時１６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。
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議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 山 田 典 幸
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日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２９号 平成２９年度名寄市一

般会計補正予算（第７号）

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２９号 平成２９年度名寄市一

般会計補正予算（第７号）

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 佐久間 誠 議員

１２番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市の除排雪について外１件を、奥村英俊議

員。

〇６番（奥村英俊議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、順次質問

したいというふうに思います。

最初に、名寄市の除排雪についてですが、既に

同じ項目での質問があり、繰り返しになりますが、

今シーズンの特徴的な取り組みと昨シーズンから

の変化についてお伺いをいたします。

次に、名寄市総合計画第２次の推進にかかわっ

て、市民生活に依拠した施策の推進について、と

りわけ福祉施策について何点かお聞きいたします。

最初に、３５年以上継続して実施してきた名寄市

機能訓練、リハビリ教室について、やめる方向だ

とお聞きしました。その経過と継続の方針につい

てどのように考えているかお伺いします。

次に、高齢者が他市町村へ転出することを防ぎ、

名寄市に住み続けていただくこと、また自宅にお

けるひきこもりを防止するために、そしてこの間

の議会でも取り上げられている高齢者の運転免許

の返上の動機づけ、またその後の対策として高齢

者へ公共交通、バスや鉄道、それからタクシーの

無料パスを交付する事業を導入する考えはないか

お伺いいたします。

また、平成３０年度新規事業で国の補助金を利

用し、保育士等の宿舎借り上げ支援事業を実施す

る予定とのことですが、保育士に限らず介護士や

看護師などについても人材確保が厳しいとされて

いることから、人材確保、定着に向け従事者個人

への借り上げ家賃の補助に拡大する考えはないか

お伺いいたします。

最後になりますけれども、第２次の名寄市総合

計画の推進においては、地域経済の好循環を図り、

まちに元気を生み出すために新たな産業の創出や

地域ブランドの確立を促進し、雇用の場、人材の

確保などに努めるとともに、交流人口の拡大に向

け移住、交流の推進に取り組む経済元気化プロジ

ェクト、安心して子供を産み育てることができる

環境を充実させるために子育てと仕事の両立支援

や子育て家庭への支援などを行い、少子化対策、

人口減少対策の強化に取り組む安心子育てプロジ

ェクト、本市の自然環境、施設環境の強みを生か

し、冬季スポーツの拠点化を目指すために冬季ス

ポーツ合宿、大会誘致とあわせてジュニア世代の

育成強化を推進するとともに、冬季スポーツを推

進してふるさとへの誇りと愛着を持っている人材

の育成に取り組む冬季スポーツ拠点化プロジェク

トの３つの重点プロジェクトを掲げ、取り組みを

推進していますが、具体化した、また実施した取

り組みの状況についてお伺いをして、壇上からの

質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） おはようござい

ます。奥村議員からは、大きな項目で２点御質問

いただきました。大項目１につきましては私から、

大項目２の小項目１につきましては健康福祉部長、

小項目２については企画担当参事監から答弁申し

上げますので、よろしくお願い申し上げます。

さて、除排雪事業における本年度の特徴的な取
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り組みといたしましては、先日の山崎議員、野田

議員への答弁とも重複する部分がございますので、

簡潔に答弁させていただきます。町内会との協働

施策としてのレンタル＆ゴーモデル事業の創設を

初め、除雪業務の委託時期の２週間前倒しの発注

や北海道からの払い下げ中古購入ではありますが、

小型ロータリー車及び凍結防止剤散布車の増車、

新規で購入しましたダンプ車や除雪グレーダーの

導入などにより機械力の増強を図ることができた

ため、昨年度よりも大幅に業務を拡張できたとこ

ろです。とりわけ道路センター職員による交差点

のカット排雪や拡幅作業などについては、小型ロ

ータリー車が１台から２台、大型車ではございま

せんが、ダンプカーも１台から２台となったこと

から、積雪深が平年比よりも４割増しとなってい

る今シーズンにおいても昨年と同様のペースで排

雪業務を実施することができたことについて、ま

だシーズン途中の段階ではございますが、一定程

度の成果を残せたものではないかと考えていると

ころでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２の第２次名寄市総合計画の推進について、小

項目１の市民生活に依拠した政策の推進について

申し上げます。

初めに、機能訓練事業について申し上げます。

名寄市における機能訓練事業のリハビリ教室につ

きましては、昭和５７年の老人保健法の施行によ

り、主に脳卒中後遺症への再発防止や機能維持、

回復を図ることを目的として開始し、平成９年度

からは旧風連町から中川町まで６市町村が共同で

名寄市立総合病院の理学療法士を配置するなど他

市町村には例のない充実した事業として実施して

まいりました。しかし、国が平成１２年度より多

くの疾病を対象とする介護保険制度による対象事

業への移行に重点を置き、介護保険のサービスが

充実してきたことにより、他の市町村は保健セン

ターが実施する無料のリハビリ教室を終了し、介

護保険のサービス等へ移行をしてきたところです。

さらに、平成２９年からは健康増進法における機

能訓練事業が廃止されたことにより、市町村には

ほかの類似サービスに移行することが求められて

きたところです。

このような状況の中で実施をしてきたリハビリ

教室ですが、介護保険制度の浸透、さらには予防、

医療の進歩により脳卒中を発症される方も減少し、

新規登録者が年々減少しており、平成６年のピー

ク時には９２名の利用者がおりましたが、合併時

の平成１８年には７１名となり、平成３０年２月

末には２７名に減少しています。事業開始当初は、

リハビリ教室が独占的に理学療法士の配置を受け

て事業を実施しておりましたが、現在は地域包括

支援センター、こども発達支援センター、障がい

者の方、要介護状態の方の在宅サービスや施設等

への派遣、ニーズが拡大してきており、リハビリ

教室への派遣回数は平成２９年度の９３回から平

成３０年度は３０回に削減となりました。また、

リハビリ教室の指導員としてノウハウを持ち、通

所者との信頼関係を築いて長年勤務している当セ

ンターの指導員の定年退職時期を控えており、新

たな人材の確保が困難となっている状況です。こ

の間本事業の継続に向けて検討を重ねてきました

が、平成３０年度以降は理学療法士の十分な派遣

体制を確保できなくなること、指導員の確保と育

成が困難であること、登録者も減少していること、

介護保険サービスの種類も充実しており、より専

門的で効果的なサービスの提供を受けることが可

能となってきていることなどから、新規登録者の

受け入れを中止し、平成３２年度を目途にリハビ

リ教室を終了させていただきたいと考えておりま

す。

なお、通所者及び御家族にはリハビリ教室の今

後の方向性についてしっかりと説明して御理解を

いただき、この３年の間にほかの介護サービス等

にスムーズに移行していただけるよう引き続き丁



－152－

寧に説明するとともに、相談体制を整えてまいり

ます。

次に、高齢者の公共交通、タクシー無料パス交

付事業の導入に対する考え方についてお答えしま

す。名寄市における地域包括ケアシステムを推進

していくため、必要な地域の課題を把握し、高齢

者自身を支援する関係者から地域における意向に

ついて聞き取りをするため、生活支援等サービス

ネットワーク会議や地域ケア会議、福祉懇談会を

開催してきたところですが、冬期間交通手段がな

くなるため買い物に行くのが困難になる、自動車

運転免許証を返納した後買い物や病院への通院時

の交通の確保といった意見が出され、高齢者の交

通手段の確保は大きな課題となっております。こ

ういった中、サービスネットワーク会議の中での

検討結果を受け、平成２９年度から買い物支援を

附帯した通いの場事業を開始してきたところであ

ります。高齢者の公共交通、タクシー無料パス交

付事業につきましては、名寄市におきましても平

成１７年度まで高齢者交通費助成事業を実施し、

バス乗車券等の交付事業を行っておりましたが、

バス停の距離の関係から利用しづらいことなど、

交付を希望される方の減少もあり、広く高齢者の

皆さんに御利用いただけるように、感染症予防、

肺炎球菌ワクチン接種事業に転換し、この間接種

料金の値上げに際しましても自己負担は抑え、市

負担を拡大し、現在も助成を行ってきているとこ

ろです。こういったことから、無料パス交付事業

は実施する上で新たな財源確保が必要となります

ので、今年度から開始をいたしました通いの場事

業による買い物支援の拡大と内容の充実を図りな

がら、道内他市の状況を参考に研究をしてまいり

たいと思いますので、御理解をお願いします。

冬の暮らし、冬の交通手段、住まい、切れ目の

ない医療と介護がそろうことにより、高齢者が安

心して暮らし続けることができると考えておりま

すので、今定例会で提案させていただいておりま

す第７期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業

計画に基づき、地域包括ケアシステムを推進し、

保健、医療、福祉サービスを提供する体制の構築

と各種施策の充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、福祉事業の従事者の人材確保、定着に向

けた従事者個人への借り上げ家賃の補助拡大に対

する考え方についてお答えします。平成３０年度

予算案に計上させていただきました保育士等宿舎

借り上げ支援補助金につきましては、喫緊の課題

である待機児童解消のため、保育士の人材確保策

として保育施設等が実施する保育士等の宿舎借り

上げに要する経費に対して補助金を交付するもの

で、国の補助制度を活用することができましたこ

とやその対象者が保育所等に採用された日から５

年以内までの保育士等のため、時限的な事業であ

り、緊急対策として実施するものであります。議

員御指摘のとおり、福祉職場はもとより他産業に

おいても人材不足の状況にあることから、今後も

市内における人材確保に向けどういった対策が有

効なのか継続して検討してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 私からは、大項目の２、

名寄市総合計画の推進について、小項目の２番、

重点プロジェクトの推進について答弁いたします。

平成２９年度より実施している３つの重点プロ

ジェクトにつきまして、初めに経済元気化プロジ

ェクトにおける新たな産業の創出や地域ブランド

の確立の状況についてですが、モチ米を初めとし

た本市の特産物の振興や観光振興、冬季スポーツ

振興によるローカルブランディング等に取り組む

ことで地域ブランドの確立に向けて取り組んでい

るところであります。また、創業、起業化に向け

た支援といたしましては、平成２９年度中におい

ては現在までに３件の助成を行っているところで

あります。

次に、安心子育てプロジェクトにおける子育て

と仕事の両立支援や子育て家庭への支援の状況に
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ついてですが、この間待機児童解消のための緊急

対策として保育士確保に努めることとしているほ

か、乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業や幼児教育、

保育施設への運営支援、子育て団体支援補助など

幅広く施策を展開してきております。

また、冬季スポーツ拠点化プロジェクトにおけ

る新規冬季スポーツ大会と合宿受け入れの状況に

ついてですが、平成２９年度中におきましては新

規全国大会を３大会誘致をいたしました。また、

合宿受け入れ人数としましては現在のところ約

５００人程度を見込んでいるところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ答弁をいただ

きましたので、再質問をしていきたいというふう

に思います。

最初に、除排雪の関係でありますけれども、本

来経済建設常任委員会の委員長ということでいえ

ば、余り自分たちにかかわる所管の関係について

質問しないという慣例もあるようですけれども、

昨年当常任委員会として除排雪について研究課題

としてまとめをした、そういったこともあります

ので、あえて本日質問したというところでありま

す。

さて、既に山崎議員、野田議員への質問に答弁

もいただいている中で、重複している分があるの

で、簡潔に答弁いただきましたけれども、機械力

の増強が図られたと。そういう中で業務が拡張し

て一定程度の成果があったと、そういうふうに答

弁がありました。今でもたくさん雪が残っている

状況あります。平年の４割増しだということであ

りますから、そういう状況なのですけれども、例

年と変わらない除排雪の状況、実績だったという、

そのことについては説明いただきましたし、現実

そういうことでありまして、理解できるところで

あります。そういう意味では、現場でのこの間の

取り組みの成果だということで大いに評価すると

ころであります。しかし、そういった状況であり

ますけれども、やはりこの長い冬、ましてことし

先ほどもありましたように雪が多いという中では、

なかなか市民の皆さんが十分に満足できる状況で

はないというのは変わりないかというふうに思い

ます。そういう中で、担当のところとしての課題

として捉えている部分、そして市民の皆さんの満

足度についてはどういうふうにお考えになってい

るか、この点についてお答えをいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員から今シ

ーズンの除排雪業務に対する市民の皆様の評価は

いかがかということでお尋ねをいただいてござい

ます。今シーズンの状況については、議員からも

ございましたように現在も大変厳しいシーズンで

あるというふうに私も認識をしてございます。私

ども建設水道部として日々除排雪の業務に当たり

まして、直接的に市民の皆様に今シーズンの御評

価いかがですかといった問いをする機会というの

は正直なかなかございません。聞き取りとか、ア

ンケートとか、なかなかそういった時間等々も、

シーズンの中でございますので、とり切れないと

いうのが現状でございますが、市民の皆様からお

褒めの声というか、そういったことをいただく機

会も正直少ないなというのが現実でございます。

そんな中で、私ども建設水道部に対しまして市民

の皆様から除排雪業務に関して、例えばこの道路、

今大分厳しいのではないかだとか、雪山がかなり

高くて、どうだろうといったお声、いわば情報提

供とあわせまして苦情等もいただく機会がござい

ます。その情報提供と苦情件数等につきましては、

当然私どもしっかりと受けとめ、それを確認し、

それに必要な対処というのをさせていただいてご

ざいます。

今シーズンで申し上げますと、シーズン中では

ございますけれども、３月１日現在において１３

０件の情報提供、苦情等をいただいてございます。

この数字でございますけれども、前年度、昨シー
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ズンでございますけれども、昨シーズン全体で９

２件という数字がございまして、数字を単純に比

較しますと前年度に比べれば４割程度が多いのか

なというのが現実でございます。また、今シーズ

ンが大変雪が多いなということも振り返りますと、

近年でございますと平成２７年が降雪の厳しいシ

ーズンでございまして、平成２７年のシーズンに

は全体で２７０件の情報提供や苦情をいただいて

ございまして、対応をさせていただいてございま

す。また、近年、平成２４年から２７年までの平

均でならしますとシーズンに約２４０件をいただ

いていたということを振り返って鑑みますと、今

シーズンの１３０という数字につきましては大変

厳しいシーズンの中ではございますけれども、や

や少な目のほうなのかなというふうに感じて受け

とめているところでございます。手前みそになり

ますけれども、こういった状況、私どももできる

限りの交差点の排雪や除雪など少なからず努力を

させていただいたつもりでございますので、そう

いったものも影響しているのかというふうに推察

をさせていただいているところでございますので、

御理解賜ればと思うところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市民の方の評価という

のは、なかなかどうですかと聞いて歩いていない

ということですからわからない部分があるという

ことで、その点を苦情の件数に置きかえたという

ことの答弁だったというふうに思います。そうい

った方法もあるかと思いますけれども、何らかの

形で満足度というか、聞いてもいいのではないか

と思います。例えば町内会に出向いて意見交換を

するとか、そういうことがあってもいいのではな

いかと。シーズン中が無理であれば年間の中でそ

ういった時間をとってということもできるのかな

というふうに思います。そういったことをする中

で、市民の皆さんとのつながりというか、例えば

現場で困っていることとか努力していることなん

かが市民の皆さんに伝われば、少しの我慢という

か、そういうのも可能なのかもしれませんし、そ

ういった信頼関係ってすごく大事かなというふう

に思いますので、ぜひそういったこともすべきか

なというふうに思っているところであります。

もう一点聞いたのは、課題についてどうですか

と聞いたつもりであります。これについては、先

ほど言いましたけれども、経済建設常任委員会の

中で研究課題とした中でまとめをしたところであ

ります。何点か挙げてあります。基本的に現行の

除排雪サービスをベースにサービスの向上を図る

ということを基本に考えたときに、必要な方法、

それから策ということでまとめ上げたつもりでい

ます。１つには生活道路の排雪の方法の改善と回

数をふやすこと、それから２つ目には通学道路の

雪山の解消、壁もありますから、それの解消です。

そして、交差点の見通しの確保、そして３点目に

新たな施策も検討した上での高齢者や障がい者の

方のところの門口除雪の充実、実施、そして排雪

ダンプ助成の対象を小型ダンプトラックまで拡大

をする、そういったことを具体的に強化すべきと

いうふうに挙げたところであります。また、実施

に当たって必要な対策としては、冬期間の除排雪

対策本部、これも役所内部にそういったことを設

置をする中で、具体的に直営の作業班をしっかり

確保して現場への迅速な対応を図る。そしてさら

に、パトロールを強化する中で、それも作業基準

をきちっとつくって、そういった個別の作業に当

たることが必要だろうと。それから、もう一点は、

先ほど部長の答弁にもありましたけれども、機械

力の増強が当然必要だと。これは、直営班なり民

間の貸与も含めてかなというふうに思いますけれ

ども、それをすることによって多くの取り組みが

できると。そういったことでありますので、そう

いったまとめをさせていただいています。

とりわけ生活道路の排雪の回数の増加、そして

門口除雪、これ山崎議員や野田議員からも出てい

たかというふうに思いますけれども、市民の皆さ
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んにとっては大きな課題、今すぐ解決してほしい

課題だというふうに思いますけれども、この点に

ついての取り組みの考えについてお聞かせいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のほうか

ら昨年６月の議会におきまして報告の除排雪に対

する研究調査の結果報告などのお話から、課題や、

そして具体的なお話として御質問いただいてござ

います。私どもの建設水道部の昨年６月での委員

会の報告については、私ども十分しっかりそこの

中に学んでいきたいなというふうに思ってござい

ます。私もいつも今議員が言われた委員会報告常

に持ち歩きながら、これ私どもスタッフもそうだ

と思うのですけれども、機会あるときに目を通す

ような形にしているのだろうというふうに私ども

はさせていただいているつもりでございます。お

考えに沿って全てすぐに対応できれば、私どもと

しても十分なやりがいがあることなのかもしれま

せんけれども、この間長い間積み上げてきました

ものも含めて、徐々と言うと語弊があるかもしれ

ませんけれども、しっかりできるもの、そして時

間のかかるものなども含めて十分参酌させていた

だきながら取り組んできているつもりでございま

す。

具体的な改善策を報告の中でいただいてござい

ます。機械力の増強だとか、とりわけ通学路の雪

山の解消などについていただいてございますけれ

ども、先ほど私もちょっと答弁させていただきま

したけれども、機械の幸いにしての購入を実現す

ることも一部できましたので、通学路にも係るで

あろう交差点の排雪対策等々、今シーズンは全て

とは言い切れませんけれども、できる限りの努力

はさせていただいてきたところでございまして、

一部ではございますけれども、対応ができたもの

もあるかというふうに思ってございます。

また、直接御報告の中にあったかどうかという

ことではないのですが、とりわけ議論の中で雪堆

積場のお話なども委員会の中での御指摘などもご

ざいました。できれば市街地近郊、近くだとか、

数多くにだとかというようなことも御議論をいた

だいてございました。既に御承知のとおり、昨年

９月の議会で承諾いただいていますとおり名寄市

内の住宅街に極めて近い地域に ０００平米弱に

わたる土地を新たに購入することができてござい

ます。今シーズン既に御承知のとおり、大変積雪

が多いため、現在市民の皆様が雪を持ち込むこと

のできますのは大橋にございます天塩川の河川敷

のここの堆積場がもういっぱいになってしまうよ

うな状況になってございまして、実は御承知のと

おり急遽旧豊西小学校のグラウンドにも堆積場を

開設するといった事態になってございます。今シ

ーズン間に合いません現状については、当然新た

に購入した堆積場の、さらなるそこの地盤をやっ

ぱり固めて砂利を入れていって一定程度の整備を

新年度行いまして、来シーズンには大橋地区にあ

ります天塩川の河川敷場とあわせて２カ所の市民

の皆様がいつでもお使いできるような堆積場にし

ていきたいなということも考えているところでご

ざいます。門口除雪なども含めて、大変市民の皆

様の要望等々多いのは承知してございますが、福

祉施策の中で取り組まれている部分なども含めて、

先日の議会の答弁の中でもございましたとおり、

現状の制度を十分さらにお使いいただくなど、そ

ういった方策もあるのかなというふうに思ってい

るところでございます。先ほど何度も繰り返しに

なりますけれども、なかなか一足飛びに今まで積

み上げていた方策を急遽切りかえるというのには、

時間とその作業、そして費用等も含めて膨大なも

のになるものもあるかと思いますけれども、私ど

も一歩一歩でございますけれども、常によりよい

除排雪業務となるよう改善には努めてまいりたい

というふうに申し上げさせていただきたいという

ふうに思ってございますので、よろしく御理解い

ただければと思っております。

私からは以上でございます。

平成３０年３月１５日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 交差点の関係や堆積場

の関係、機械力の増強、少しずつ実現というか、

取り組みをしているということについては毎回委

員会の中でも話聞かせていただいていますし、委

員のほうからも質疑があって確認をさせていただ

いています。そういう意味では、今までに増して

即応というか、現状何ができるか、何をすべきか

ということの対応をされているというふうに、そ

ういう意味で評価するところであります。ただ、

先ほど来言っているように、市民の皆さんが求め

ているところはもう少し上というか、現実的に生

活に密着したことでありますので、求めていると

ころがあるのだというふうに思います。

それで、機械力の増強をしていくことによって、

現在委託で生活道路の排雪をしているというふう

になるのだというふうに思いますけれども、基本

１回ということで決めてしまっているのですけれ

ども、これについてはやはり複数回というか、要

望がずっとあるというふうに思います。この間の

どんな話の中でも、機械力や人のあれが限られて

いるので、例えば何セット出ますと。何日間かか

りますと。そういう中ではシーズン中に１回がせ

いぜいで、総体的にはお金の関係もあるとは思い

ますけれども、それ以上やるともう春になってし

まうと。２回目やってしまうと春になるのだよと

いうふうな話もあったかと思います。それという

のは、例えばもう一班体制なり動く体制をつくれ

ば新たな活動ができる。一回終わったところも続

けてまた、先ほど来あるように１月に始まって２

月の中までかかるわけですから、１回目が終わっ

た後に次にまた降り積もったところにそれを投入

する。それには、先ほどからあるような直営班を

しっかりした体制にして、その部分を新たな排雪

体制に組み込む。そういったことをすることによ

って、１回ではなくて２回にすることができるの

でないかと、そういうふうに思うところでありま

す。そういう意味で昨年のまとめの中で機械力の

状況、これは金額も教えてもらいましたから、例

えばワンセット、除雪ロータリー、グレーダー、

それからドーザー、ダンプ、全部取りそろえると

３億 ０００万円ぐらいかかるというふうに聞き

ました。ただ、これ全部一遍にってやっぱり無理

なのです。今回も中古の小型のロータリーであっ

たり、小型のダンプであったりということで、部

分的な購入ができたりしているのだと思います。

そういう意味では、計画的に何年か計画でそうい

った機材をきちっと確保することによって新たな

体制ができるということになるのだと思います。

こうした考えがないといつまでたっても現状から

変わらないことにしかならないので、こういった

ことが必要だというふうに思っての昨年の提案で

すし、その点について具体的な取り組みがされて

いるのかどうか、それについてのお答えをお願い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員から生活

道路の排雪の回数を複数回にできないかというお

尋ねでございます。御承知のとおり、議員からも

お話ございましたとおり当市生活道路の排雪につ

きましてはシーズン１回という形でこの間実施を

してございます。今シーズンの状況、先日の答弁

の中でもさせていただきましたけれども、年明け

すぐから取り組みまして、大体２月１０日前後と

いう形で近年、雪の多い、状況によってはずれ込

む機会などもございまして、３月の上旬までかか

ったシーズン等々もございました。御指摘のとお

り、２セット排雪チーム、当然通常の除雪、そし

てプラス排雪といった状況も含めて、業務として

は大変厳しい中ではございますけれども、おおむ

ね４０日から５０日の間で作業をさせていただい

てございます。お話しのとおり、仮に２月１０日

で終わればもう一回少しでも入れるのではないか

という御議論というか、常任委員会の中でも私ど

もも拝聴させていただいて、繰り返しになるかも

しれませんけれども、どうしても生活道路の排雪
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に入るときには私どもの作業による雪堆積場との

関係もございまして、なかなか排雪する順番、地

域順番というのはある程度固定的にならざるを得

ない現実がございまして、例えば全体的に地域が

一回終わって２回目にかかると。仮に入れたとし

ても十分限られた期間の中で、現状の体制の中で

は厳しいというのは御理解いただけるかというふ

うに思ってございますけれども、仮に少しでも取

り組みますと１回のところと２回入れたところと

いった形で地域によってはちょっと格差ができる

部分も生まれる可能性もありまして、私ども除排

雪の業務に当たる人間として、できる限り公平性

だとか、投資的に取り組むだとかという観点から

いくと、なかなか現状の力量の中では複数回に手

をかけるというのは正直難しいのが現実ではござ

います。

機械の増強等々のお話もございました。御承知

のように、今シーズングレーダーを導入させてい

ただきました。これ平成元年から使用しているグ

レーダーを今シーズンやっとといいますか、製造

等々の都合等もございまして、購入ができまして、

できれば新年度に向けて今またこれも努力をして

いきたいというところでございますけれども、な

かなか一長一短、機械の増力もありますけれども、

とりわけ業界の皆様、私どもの委託先の御意見な

ども含めて、これはもう全道的な課題でございま

すけれども、オペレーターの苛酷な労働条件の中

から人の手配なども含めて大変課題が山積してい

るというのは現実でございます。なかなか御要望

のとおりに複数回という形にはなりませんけれど

も、私どもとしては先ほど申し上げました直営班

等々の作業の中からかなり今までと違う形で充実

する形ができました。先ほど申し上げましたそう

いった中では、委員会の議会の報告の中でもなか

なか交差するのは厳しいだとか、雪山が大変せり

出して厳しいところには、今シーズンもそうだっ

たのですけれども、直営班の作業等々を導入しな

がら、ある面緊急的な作業等々になったという面

はありますけれども、その地域の交通の道路の安

全確保には努めてまいりたいというふうに考えて

いますので、現状、そして決して私どもも一足飛

びに生活道路複数回というのは、なかなか厳しい

現実があるということも踏まえながら、少しでも

臨時、緊急的な形での対応も入れることは可能に

なったといった部分があるということも御理解い

ただければと思ってございます。

私からは以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 現状のままであれば難

しいというのはよくわかります。だから、機械力

を増強したりすることが必要ではないかというふ

うに言っているのです。今回も一部小型ロータリ

ーであったり、小型ダンプを導入することによっ

て、最後のほうでありましたけれども、緊急的な

対応ができるようになったと言っているのです。

そうだとすると、そこをきちっと充実することに

よって、１回目の排雪をやっている最中でも直営

班として確立されていれば次の手を打てるという

ことになるのではないですか、これ。だから、そ

ういうことってきょう言ってあしたからできるわ

けではなくて、機械も何千万円、何億円とするの

であれば何年かかけて入れるしかないですよねと、

そういうふうに言っているのです。だから、それ

についての、部長が判断できるというふうではな

いのかもしれませんけれども、原課として市民サ

ービスを今以上に何とかするとすれば、そういう

ことって考えなければならないではないですか。

これは、私たちの委員会が勝手に考えたことでは

なくて、先進の都市にも一緒に視察にも行ってい

ただいたと思います。原課の部長、課長一緒に行

っていただきましたし、市民の皆さんとも少し議

論させていただいた中でまとめ上げたものなので

す。だから、これってやっぱり何とか一日でも早

く実現をすべき課題だというふうに思うのです。

あえて昨年は提言というふうにしませんでした。

だけれども、本来はこれを一番市民の人が望んで
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いるのです。だから、所管の委員会でわざわざ調

査研究課題にしましょうということで、みんなで

議論をしてつくり上げてきたのです。少し手がつ

いているのです、先ほどからあるように。部長の

答弁で何回もある。それは、交差点の排雪がよく

なったと。実はことし結構雪が多くて、自分もな

かなか気がついていなかったのですけれども、タ

クシーの運転手の人たちはやっぱり交差点の排雪

よくなったよねと言ってくれていたようなのです。

そういうふうに現実的によくなってきているわけ

ですから、ここはもう一頑張りするというか、原

課がしっかり声を上げてくれないと、予算だって

なかなか全体の予算のやりくりですからつかない。

これは、やっぱり部長の覚悟というか、やる気も

含めて、先頭に立って実現する、そういった意気

込み見せてもらわないと、いつまでたっても毎年

同じこと話していなければならないのです。雪が

多かったり、少なかったりの話ではなくて、やっ

ぱり少しでも市民の皆さんが名寄市の除排雪体制

いいから、さっきの議員の方の質問にもあったよ

うに、そうだとしたら名寄を出ていかなくてもい

いかもしれないということにもつながっていくの

ではないですか。そういうことって大事なことだ

というふうに思いますので、もう一度部長の考え

というか、決意も含めてちょっとお聞かせいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員のほうから

意気込みを含めて考えということでございます。

私ども建設水道部の私を初め各職員、何とか市民

の生活、除排雪を含めて向上していきたいという

のは常にこれはもう頭の中にあることでございま

す。当然私ども除排雪の業界の皆様との意見交換

がございまして、これは機械プラス人がついてい

かなければならない問題でございまして、そうい

ったところでオペレーターの育成や、これはまた

育成に対する対策というのも今後必要になってく

るのだろうというふうには思っていますけれども、

業界も含めてなかなか特効薬というか、これを生

み出し切れていないというのが現実であります。

仮に機械を用意しても乗る人がいなければ除排雪

の採用にはならないというのはこれ御理解いただ

けるところでございまして、私どもとしてもやっ

ぱりそことのバランスや、そして臨機応変な対応

なども含めて、先ほど議員からもおっしゃってい

ただきましたように緊急的な対応もかなりレベル

アップさせていただきました。ことし幹線道路の

除排雪につきましては、私の記憶ですけれども、

１２月１２日からだったと思うのですけれども、

昨シーズンぐらいからかなり早目に、幹線道路を

３回ほどシーズンに入れようということで早くし

まして、実はそのときに私どもの都市整備課とい

たしまして、除排雪を先ほど言った通常の形でい

いますと東８号道路から入り出しますので、一番

最後になる地域というのがやっぱりございまして、

そこにできるだけ直営班を早い段階で、その道路

の幅員を少しでも確保できる作業を企画、準備を

していたのです。作業を始めた翌日には大変な四

十数センチの大雪になりまして、そういった作業

等も実は急遽切りかえての作業にならざるを得な

いだとか、本来でいえば今シーズン、やり切れな

かったことを申し上げるのはちょっと恐縮なので

すけれども、私どもの担当レベルとしてはもっと

あの手、この手ということでやろうとしていたプ

ランというか、努力というのはありまして、これ

はまた来シーズンに必ずつながるものなのだとい

うふうに私は思っておりまして、そういった努力

はしっかり積み上げていって、もちろん費用も含

めて十分な裏づけも含めて、人の裏づけも含めて

ということであればそういった手だても、という

のは大型の機械の導入や何かも結びつくのかもし

れませんけれども、今現実にある除排雪の日々の

作業の中で持ち得る力にプラスアルファしたもの

で、効率よく、作業よく、今まで以上のものを少

しでもなし遂げていくといったことも私は大事な

努力だというふうに思っております。大変大きな
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時間のかかる課題として、そういう大型の機械導

入等々、人材の確保等々あるかと思いますけれど

も、私はそれにあわせて、並行する形となるかも

しれませんけれども、まだまだ努力できるところ

というのは見出していきたいなというふうに思っ

てございますので、それを意気込みとして御理解

いただければと思ってございます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 半分ぐらい意気込みは

伝わってきました。できることなら複数回の生活

道路の排雪を早急にというふうな答弁もぜひいた

だきたかったと思います。ただ、現状すぐは無理

だということについても理解ができます。一方で、

でき切れなかったけれども、計画もしていたとい

うことも今話がありました。そういう意味で原課

の皆さんの何とかサービスの向上をしていこうと

いうことについての努力、それは伝わってきてい

るところであります。その点についての評価はし

ますし、これは多くの市民の皆さんにもそういっ

たことをわかってもらうようにしたほうがいいの

ではないかと思います。先ほども最初も言いまし

たけれども、少し足を使って、市民の皆さんのほ

うに宣伝ではないですけれども、こういう取り組

みをしている、あるいは今回も最初に８号をやっ

て、反対の最後になるほうに少し手だてをしよう

としたところに少し説明をしておけば、実はそう

いうことだったのかということも伝わりますし、

来年は絶対にということにきっとなるのだと思う

し、そのことに現場としても応えていくのだと、

そういうことになっていくのではないかと思うの

です。それがなかなか満足でき切れない部分はあ

りますけれども、少しずつ市民の皆さんの理解が

得られるし、最終的に計画的にやっていくことに

よって複数回数の排雪も可能になっていくのだと

いうふうに思うのです。そういう意味で引き続き

部長を先頭にしながら、原課の皆さんでこの長い

冬、除排雪のことについてぜひ取り組みをしてい

ただきたいと思います。

実は何でこんなにしつこく言うかというと、議

会報告会がありまして、その中でも相変わらず除

排雪の関係の要望というか、話が出て、市長への

市民要望を伝える、そういった取り組みを毎回さ

せていただいている中でも、あえてこれについて

もう何回も同じことを言っているからちゃんと対

応してくれということで取り上げていたところな

のです。その答えが実は、除排雪事業のあり方に

ついては研究し、市民の満足度や快適度の向上の

ために施策の検討や推進を図るとともに、さらな

る情報発信に努めてまいりますとしながらも、排

雪回数をこれ以上ふやすこととなると将来にわた

って持続的な運用が図られない。門口除雪の実施

についても時間的なロス、本市の機械力、オペレ

ーターなどの人員不足から今以上の除排雪事業は

難しいと全くゼロ回答だったのです。こういうこ

とがあったからあえて今質問しましたし、そうい

う中では少しずつというか、しっかり努力、取り

組んでいますということでありましたから、全く

これではないというふうに思いますけれども、こ

の時点でのそういった状況がもしあるとすれば、

これはやっぱり変えてもらわなければならないと

いうことで、あえてそのことについてはもう一度

申し上げておきたいと思います。

これは、やっぱり最終的に原課で今ありました

ように、市民サービスを少しでも何とかして取り

組みますというふうな話がありました。そこで、

やはりこれは最終的には市長が一定程度の判断を

しないと、お金も当然かかってきますから、全体

のやりくりどうするかも含めて必要なことなので、

この点について市長もやる気があるかどうか、そ

れについてお聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員から貴重な御提言、

また御質問等もいただきました。ありがとうござ

います。

昨年度の経済建設常任委員会の御提言を受けて、
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機械力の大幅な増強等、交差点排雪も含めた、あ

るいは通学路の関係での問題とか、今シーズンは

昨シーズンと比べると大きく改善できたところは

あったのかなというふうに思います。改めてこれ

は、委員会の皆さんの御議論のたまものというふ

うに思っておりまして、感謝を申し上げたいと思

います。

我々は、まずは市民の安全、安心を確保するた

めに道路をしっかりと境界を確保していくという

ことが何よりもこれ大事なことでありまして、こ

こをさらに強化していくということに関しては昨

年よりも大きく向上ができたのかなというふうに

思いますし、また今現状の中ででき得る即応でき

る対応に関しては、今シーズンちょっと市民の皆

さんからここが滑るだとか、ここがあいていない

だとかということに関しては適時かなり迅速に対

応をしていたというふうに私は思っていまして、

これ現場の皆さんの努力も含めて本当に頭が下が

る思いであります。

２回排雪をすべきだという話がございましたけ

れども、ここはある意味ではこれ今以上に安全、

安心からさらに踏み込んで生活の質を向上させて

いくということになると思うのですけれども、こ

こをかなりのお金を使ってワンセット用意をして

やるのかということに関しては、今の段階でそれ

をできるということにはならないなというふうに

私は思っています。今できる現状の中で、マンパ

ワーを最大限に発揮させることで何とか満足度を

高めていきたいと。そんなことで今シーズンレン

タル＆ゴー事業というのもさせていただきました。

これは、地域の皆さんの力も少しおかりして、や

れることはやっていただけないかということでや

った事業でございまして、今回は１町内会だけで

したけれども、こうした事業が全市的にまた広が

っていくことで地域とのつながりが深くなってい

くこともこれは高齢者の皆さんの満足度の向上に

もつながる、そんなことも含めて今年度はさまざ

まな施行をさせていただいたというふうに思って

います。来年度も当然この現状でいいというふう

には思っておりませんので、またさらにできるこ

とをしっかりと積み上げていきたいというふうに

思っていますので、引き続き御指導をよろしくお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市長から来年さらにで

きることということでありましたけれども、排雪、

生活道路の排雪１回だと、言っていた安心、安全

はやっぱり担保されていないのだというふうに思

うのです。だから、市民の皆さんから要望がいつ

までも上がる。何回も上がってくるのだと思いま

すので、そこはもう一度考え直して、どうしたら

安心、安全、複数回に、もしくはそれに匹敵する

ような対応ができるか、これはぜひ研究をしてい

ただく、あるいは実施をしていただくということ

にしてもらわなければならないかなというふうに

思っていますので、それを申し上げておきたいと

いうふうに思います。時間も余りなくなりました

ので、除雪についてはまた次の機会にも引き続き

話をしていきたいというふうに思います。

それで、ちょっと先に重点プロジェクトの中で、

答弁いただきましたけれども、そこにかかわって

のことで冬季スポーツの拠点化事業の関係につい

て何点かお聞きをしたいと思います。冬季スポー

ツ拠点化ということで、これはいい取り組みなの

だと、名寄の財産も活用してということでありま

すし、取り進めていく必要は十分理解はしますし、

現在も大会の誘致なり、そういったことがされて

いるということで理解をするところであります。

ただ、実際にスポーツをしなかったり、冬季スポ

ーツ、外寒いし、なかなかしない人も含めてこれ

って名寄市としての取り組みにしていくことが必

要なのだというふうに思うのです。そういう中で

いうと、従前旧名寄市の中では、前にも言いまし

たけれども、スキーを名寄の市技として掲げて取

り組みをした時期がありました。これについては、

実際しない人も含めて名寄、自分の住んでいると
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ころはスキー市技だから、例えば何々に協力する

とか、こういうふうに思えるということも含めて

あったのだというふうに思うのです。そういう意

味では、改めてスキーを市技に指定してこの取り

組みをすることが有効だというふうに考えるので

すけれども、その点についてと、それからさらに

言っていますジュニアの育成なり単年度の拠点化

に対する取り組みではなくて将来につながる取り

組みにするということについて言えば、具体的な

施策としてスキー場のリフトの無料化、あるいは

今一番旬なスポーツになってしまった、なってし

まったと言ったら変ですけれども、でありますカ

ーリング、名寄にはカーリング場ありますから、

それの通年利用ができるような施設に変える、そ

ういった取り組みについても考えていくべきだと

いうふうに思うのですけれども、これについてお

考えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） １つ目は、従前旧名

寄で市技スキーということで、今後冬季スポーツ

を進めるに当たってそういった指定も必要でない

かという御質問であります。私の記憶では、たし

かまごころ国体でしたか、名寄で開催して、そう

いった市民的な盛り上がりの中でスキー市技を指

定して、その後歩くスキー含めて、子供たちや大

人も含めて振興したのかなというふうに思ってい

ます。

（「考えがあるかないかだけでいいです」と呼ぶ

者あり）

〇教育部長（小川勇人君） そうですか。時間な

いので。やっぱり基本的には、前も奥村議員の質

問にさせていただきましたけれども、今の時点で

冬季スポーツの拠点化事業の中でスキー、アルペ

ン、ノルディック、カーリングとか、スノーボー

ドとか、いろんな競技を推進している中では、特

定の種目に限って進めていくというよりも、そう

いったトータル的な中で振興を進めながら今後市

民の意識の高まり、そういったものを見きわめな

がら対応していくべきだなというふうに考えてい

ますので、現時点では市技指定を指定しないで、

冬季スポーツの拠点化事業の中で推進を進めてい

きたいというふうに今考えているところでござい

ます。

もう一点、カーリングの関係でございますけれ

ども、カーリングホールの通年化ということです

けれども、基本的にはそうなれば、私も実現でき

れば大変すばらしいことだというふうに思ってい

ます。ただ、今のカーリング場の設備でいけば、

構造的に夏の期間使用できる構造になっていない

という状況でありますので、そうなると建てかえ

をする必要があるというふうに考えているのと、

また今のホールについては夏場の親子が遊ぶスペ

ースとして５月から９月ですか、約１万 ０００

人ほどの皆さんが来ているという、そういったス

ペースにもなっているという状況があって、多く

の課題があるかというふうに考えているところで

あります。ただ、言われるようにカーリングにつ

きましても今回の平昌オリンピックで大変人気も

高まって注目を浴びている競技でありますし、名

寄市内のジュニアもここ何年か世界大会での功績

残すなり、昨年においても全日本選手権の優勝を

して、ジュニアも全国大会に出場している状況も

ありますので、今後についてもそういった常呂町

の状況も含めて研究はしていきたいと考えている

ところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 申しわけありません。

時間がなくて十分な回答を得られず終わってしま

うこと、本当に残念で、申しわけありません。

カーリング場の関係は、部長から今ありました

ように名寄に本当に全日本レベルの選手が育って

いる。ジュニアも含めて、きょうは竹田夫妻が、

きのうちょっと負けたようですけれども、朝から

頑張っておられるということであります。そうい

った状況でありますから、これは市内外、国内外
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も含めて施設があることによって人が来るという

ことも含めて出てくるのだというふうに思います。

そういう意味では、お金もかかりますけれども、

ぜひ検討すべき課題だというふうに思いますので、

これについて引き続きまた質疑をしたいと思いま

す。

最後になりますけれども、福祉施策の関係でリ

ハビリ教室も時限で終わるということになってい

ます。これについては、実は利用している人にと

ってはやっぱり長年培ってきたものであります。

利用者家族にとっては生きがいだったり、これが

よりどころになっているという事業なのです。そ

ういう意味では、原課の状況、苦渋の判断をされ

たということについては私も理解できるのですけ

れども、やはりもう一度継続に向けて再考できな

いか、これについて１つ伺いたいと思います。

ちょっと時間になりましたけれども、やっぱり

名寄は少し福祉施策弱いのではないかと思います、

ほかのところとも比べても。それについてやっぱ

りもう一度、原課の皆さんはいろんなこと考えて

いるのだと思います。名寄を愛して住み続けても

らう。そして、たくましく希望を持って生きても

らう。そういったためには、福祉のまち名寄だと

言われるぐらいの手厚い施策も含めてしていくこ

とが必要ではないかというふうに思っています。

そういったことも含めて今後の取り組みがあれば

というふうに思いますので、これについてお伺い

をして、質問を終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今リハビリ教室、

そして福祉のまちづくりということで御質問をい

ただきました。保健センターが実施しております

リハビリ教室につきましては、集団指導を基本と

しているため、介助が必要な方については御家族

と一緒に来ていただくというような事業でもあり

ますし、また年々高齢化も進んでいるという状況

で、登録されている方も年々減少しているという

ような状況であります。そういった観点から、安

全で効果的なリハビリ教室を実施するためには、

先ほども申し上げましたけれども、理学療法士だ

とか個々の指導員の確保が重要であると考えてお

りますが、なかなかそこが難しいということにな

っております。議員おっしゃるとおり、名寄市と

しても大変歴史のある事業でありまして、長く御

利用いただいている方にとっては生活の一部にな

っているという事業でもあると認識は十分してお

りますので、継続についてもこの間検討してまい

りましたけれども、集団指導で行うリハビリ教室

を安全で効果的に行うことが今後ますます難しい

状況となっていることから、一定程度３年の間で

終了をさせていただきたいというふうに考えてい

るところでございます。この３年間の中でお一人

お一人の体の状態に合わせたより質の高いサービ

スの提供につなげていく努力を重ねていきたいと

いうふうに思っております。

また、ちょっと長くなるかもしれませんけれど

も、この間の名寄市の社会福祉のまちづくりとい

う点で、この間福祉行政を所管させていただいて

から市民要望や議会からの御提言、社会経済情勢、

名寄市の地域性、施策の緊急性や優先度などにつ

いて協議を重ねてまいりまして、名寄市の保健福

祉施策として市民にとって必要な事業として取り

組むべきことなど調査研究を行いながら、課題や

財源などについて協議を行いながら、健康づくり、

子育て支援、高齢者福祉、障がい者福祉、生活支

援、困窮者支援など施策を進めてまいりました。

この５年間で新たに始めた事業や既存の事業を拡

大させていただいた主な事業としては、福祉灯油

の支援事業を恒常化させていただいたり、電気料

金の再値上げに伴います影響の多い低所得世帯や

障がい者世帯に対する御支援、また子供の学習支

援などを含めた居場所づくりや成年後見センター

の設置、障がい者の基幹相談支援センター事業、

重度障がい者ハイヤー助成事業の対象者の拡大、

利便性の改善、それから屋根の雪おろし、介護人

材の確保、要介護高齢者の紙おむつ用ごみ袋支給、
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認知症グループホーム住居費助成事業、それから

乳幼児の紙おむつ用のごみ袋支給、そして子育て

支援センターひまわりらんどの開設、ファミサポ

の開設、待機児童の解消事業、乳幼児医療費給付

事業の対象の拡大、成人の風疹予防接種、健康マ

イレージ、女性のためのがん検診推進事業、そし

て特定不妊治療助成などこの間実施をさせていた

だきました。事業の効果が余り明確でないとか、

市全体の事業についての緊急性や優先度によりま

して協議した事業が全て実施できたわけではござ

いませんけれども、他の自治体に先駆けたものや

国の基準から範囲を拡大するなどして施策に取り

組んできたところでございます。健康福祉部とい

たしましては、今後とも低所得世帯や弱い立場の

人に寄り添った支援につながる施策を手厚く進め

てまいりたいと考えております。

昨年３月に策定しました第２次名寄市総合計画

第２期名寄市地域福祉計画、そして今年度策定を

いたしました第７期名寄市高齢者保健医療福祉計

画・介護保険事業計画、第３次の名寄市障がい者

福祉計画、この各個別事業に一貫して基本理念と

して掲げている市民みんなが安心して健やかに暮

らせるまちづくりを進めるためにも、社会制度の

変化に的確に対応しつつ、人材確保対策の強化や

市民の皆様の御意見も伺いながら、誰もが参加し

やすい共生の地域社会づくりを今後とも進めてま

いりたいと考えておりますので、御理解をいただ

けるようにお願いします。

以上です。

（「田邊部長、大変御苦労さまでした」と呼ぶ者

あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

子供のスマホ依存対策について外２件を、川村

幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点にわたって質問をさせていただきます。

１つ目、子供のスマホ依存対策について伺いま

す。ＷＨＯ、世界保健機関は、国際疾病分類にゲ

ーム障がいを盛り込む方向でおります。不登校や

遅刻、早退、体調不良などの症状、睡眠障がいに

よる発達不全、立体的に見えにくくなる両眼視異

常、言語性能力の低下や成績の急降下など脳の機

能低下などが挙げられています。このような子供

たちの健康問題を啓発する新たな団体が昨年１２

月発足しました。スマホやネットの低年齢期や長

時間の利用で起こる健康問題は余り知られていま

せん。健康被害の科学的根拠を示し、対策と予防

について講演ができるネットアドバイザーの養成

が急務であることから、医療関係者やネット問題

啓発者、団体、そして研究者の３者が連携してネ

ット健康問題啓発者養成全国連絡協議会が発足し

ました。そうした中、青森市ではこの１月、２日

間の日程でネットアドバイザーを養成する講習会

が開かれております。名寄市の対策についてお伺

いをしたいと思います。

小項目の２番目、遊び場の確保についてであり

ます。ネット、スマホ利用の早期化、長時間接触

により顕在化している健康被害は、国内外の調査

や研究で年々明らかになってきているといいます。

２０１２年度厚労省の研究班が中高生に行った調

査では、中高生の約８％、５２万人に依存の疑い

があると推定されています。ネット、スマホ依存

から子供たちを守るには、自己責任にせず、家庭

と学校、そして地域が連携して子供主体のルール

づくりをすることが重要と言われています。地域

でできることの一つに、体を十分に動かすための

遊び場の確保があると思います。特に冬場の遊び

場の確保について、名寄市としてどのようにお考

えかお聞かせをいただきたいと思います。

大項目２点目、ホスピタリティーの考え方につ

いて伺います。日本ホスピタリティ推進協会によ

ると、ホスピタリティーとは狭い定義、狭義の定

義ですと主人と客人の間でホスピタリティーが行

き交うが、それは一方通行のものではなく、両者

の間に相互満足があってこそ成立する。お互いに
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満足し、信頼関係を強め、ともに価値を高めてい

く共生、ともにつくることが重要なキーワードで

ある。さらに、広義の定義、広い意味での定義、

相互に満足感を得たり、助け合ったり、ともに何

かをつくり上げることができ、それによって社会

が豊かになっていくという大きな意味でも重要と

しています。

このことを踏まえた上で、小項目１つ、各種大

会などでの来名者への、名寄市へお越しいただい

た方々への歓待について伺いたいと思います。名

寄市観光振興計画の中では、観光ホスピタリティ

ー掲示事業として、国道沿いと駅前に設置してい

る掲示板の活用で歓迎表示やイベント開催の周知

を行い、観光客に対するホスピタリティーを進め

ますとあります。しかし、これだけでは十分とは

言えないのではないかと考えます。町中の宣伝で

は、商工会や商店街の皆さんの協力が必要ですが、

ポスターやフラッグを使っての歓迎、また庁舎な

どの活用では懸垂幕や窓枠を使って、またよろー

なの窓枠、さらにはＥＮ―ＲＡＹホールの催事開

催案内看板など必要かと考えます。会計予算案の

記者発表資料には、来年度も同レベルの大会が数

多く予定されているところであります。こうした

ことで、市の対応についてどのようにお考えかお

聞かせをいただきたいと思います。

小項目２つ目、見やすく、わかりやすい案内標

識についてであります。市外から来られた方々か

ら名寄駅への入り口がわからない、ピヤシリスキ

ー場やＥＮ―ＲＡＹホールの案内も見づらい、市

内の名所案内がわかりづらいとの声が多く寄せら

れています。見やすく、わかりやすい案内標識に

ついての対応についてお伺いをいたします。

最後に、大項目３つ目、市の臨時、非常勤職員

の働き方について伺います。今国会では、働き方

改革が議論されているところであります。裁量労

働制や残業代ゼロ制度、無期転換ルールなど働き

方に対する関心は市民の皆さんの中には高まって

いるところであります。名寄市の臨時、非常勤職

員の割合が高くなっています。

そこで、第１９３回通常国会、昨年１月に引か

れた通常国会で地方公務員法、地方自治法の改正

法が成立しました。この改正法の主な内容は、１

つに臨時的任用、特別職非常勤の任用の厳格化、

２つに会計年度任用職員制度の創設、３つに会計

年度任用職員に関する手当支給規定の創設などが

あります。２０２０年の施行といいます。施行さ

れることで市の臨時、非常勤職員の待遇改善は進

むのでしょうか、お伺いします。

さらに、この法が施行されることで正規職員の

増員や臨時、非常勤職員の正規化は進むのでしょ

うか、お伺いをします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま川村議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は営業戦略室

長から、大項目３は総務部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

大項目１、子供のスマホ依存対策についてお答

えいたします。初めに、小項目１、スマホ依存に

ついてですが、道教委においては道内の中高生の

インターネット利用に関する実態や依存傾向につ

いて把握するため、平成２６年に中学生、高校生

のインターネット利用実態調査を実施しておりま

す。その結果、ネット依存傾向については中学生

の１ ６％、高校生の２ ７％の生徒が自分はネ

ット依存だと思うと回答しております。また、イ

ンターネットを利用するために睡眠時間や勉強の

時間を犠牲にしている生徒が中学生で３０％程度、

高校生で４０％程度いることから、健康面、学習

面への影響が心配されております。さらに、イン

ターネットの利用が原因で友達や家族との関係が

悪化したり、健康を損ねて病院に行ったりするな

ど日常生活への影響がある生徒がいることも明ら

かになりました。
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本市におきましては、名寄市小中学校生徒指導

連絡協議会が平成２８年６月に小学校６年生以上

の児童生徒を対象に行った携帯、ネットに関する

アンケート調査結果から、自分専用の携帯電話や

スマートフォンなどの端末を所有している割合が

小学生で２８％、中学生で５４％という現状にあ

ります。また、平成２９年度の全国学力・学習状

況調査の児童生徒質問紙の１日当たりどのくらい

の時間携帯電話やスマートフォンで通話やメール、

インターネットをしますかの問いの回答状況では、

２時間以内と回答した小学６年生が６ ７％、中

学３年生が８ ８％と全国に比べると少ない状況

にあります。平成２９年度の調査結果と比較しま

すと、メールやインターネットに触れる時間が２

時間以内の中学校生徒は１０％程度ふえ、改善の

傾向にありますが、小学校児童は逆に１０％程度

減少するなど情報モラルを身につけることや望ま

しい生活習慣を確立することが強く求められてい

るところであります。このため各学校においては、

授業における指導はもとより関係機関や家庭、地

域と連携した発達段階に応じた情報モラルを取り

扱った指導を行っております。具体的に小学校で

は、総合的な学習の時間においてインターネット

や携帯電話の使い方を指導したり、学級活動の時

間においてネットトラブル等の危険について指導

しております。中学校は、これらに加えて技術・

家庭科の技術分野において著作権や発信した情報

に対する責任を知り、情報モラルについて考えさ

せる指導をしているところであります。また、名

寄警察署や名寄市消費生活センター、携帯電話キ

ャリア会社等と連携を図り、児童生徒や保護者を

対象としたネットトラブルの怖さやインターネッ

ト使用上のルールなどを学ぶ講演会を実施してい

るところであります。一方、青少年センターでは、

地域で開催される安心会議や各種協議会において

市内におけるフィルタリングサービスの現状等の

情報を提供し、課題意識の共有化を図っておりま

す。さらに、家庭での話し合いを促すために、児

童生徒がネットトラブルに巻き込まれないための

ポイントなどを掲載した啓発用のパンフレットを

市内全戸に配布しました。教育委員会といたしま

しては、今後とも学校や地域、家庭と連携を図り

ながらインターネットを使う時間や場所など、家

庭のルールや友達同士のルールを決めることや有

害なサイトから子供を守るためのフィルタリング

機能の利用を強くお願いするなどしてネット利用

を含めた望ましい生活習慣の定着に努めてまいり

ます。

次に、小項目２、遊び場の確保についてですが、

スポーツ庁による全国体力・運動能力、運動習慣

等調査の分析においては、１日にテレビやビデオ

を見たり、ゲームをする時間が長い生徒ほど体力

合計点が低いことや１週間の総運動時間が少ない

傾向があることが指摘されています。また、北海

道の子供たちの平成２８年度全国体力・運動能力、

運動習慣等調査における体力合計点は小学校男女、

中学校男女で全国との差が縮まっているものの、

全国平均を下回っていることから、道教委におい

ては子供の体力向上を図る取り組みの一つとして、

閉じこもりがちな冬期間に体を動かす機械を十分

に確保するため、スノーシューやキックゴルフな

どの冬の自然を活用したさまざまなアウトドアス

ポーツを紹介したり、道立青少年教育施設で行え

る冬の体験プログラムを多数準備しているところ

であります。

本市においては、本市ならではの自然や施設、

人材などの教育資源を生かした取り組みを推進し

ております。具体的には、冬期間に利用できる施

設については浅江島公園クロスカントリーコース、

市営スケートリンク、なよろ健康の森クロスカン

トリーコース、道立サンピラーパークカーリング

ホール、風連スキー場、ピヤシリスキー場があり

ます。これらの施設の中には、用具を無料で貸し

出しし、活動しやすい環境を整えているところも

あります。また、教育委員会主催、共催の体験会

やイベントについては、歩くスキー講習会、歩く
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スキーフェス、市民スキーの日リフト無料開放、

市民のスキーの日ボード無料講習会、サンピラー

スノーマラソンなどを開催しております。さらに、

各団体においては、振興公社主催のスキーこども

の日、スキー学校主催の冬休みスキー教室、カー

リング協会主催のカーリング体験会のほか、クロ

スカントリー少年団、アルペン少年団、カーリン

グ名寄ジュニアクラブなども活動しているところ

であります。このような体験会やイベントを通し

て、幅広い世代の市民が豊かなスポーツライフを

送ることができるよう環境整備と各種支援の充実

に努めているところであります。今後教育委員会

といたしましては、スキーやカーリング等の地域

の教育資源を生かした冬期間の活動や地域の体育

的な行事への児童生徒の積極的な参加を促す取り

組み等を一層充実してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２、ホスピタリティーの考え方について、小項

目１、各種大会などでの来名者への歓待について

申し上げます。

本市では、スポーツの全道、全国規模の大会や

東京都杉並区、山形県鶴岡市との国内交流、ロシ

ア連邦サハリン州ドーリンスク市、カナダ国カワ

ーサレイクス市リンゼイ、台湾との国際交流、Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールなどの施設を活用した各種文化

事業など年間を通じて多くの方々が訪れておりま

す。来名者に対しての歓迎にかかわる案内として

は、国道４０号１９線付近のヤマト運輸南側にあ

る電光掲示板、ＪＲ名寄駅前にある広告塔に各種

大会などの歓迎案内表示をしており、また名寄市、

名寄商工会議所、商店街連合会、なよろ観光まち

づくり協会が連携し、市内商店街の店頭に歓迎表

示も行っております。あすから開催されますＪＯ

Ｃジュニアオリンピックカップ２０１８では、先

ほど述べた歓迎表示のほかに国道４０号線沿いや

国道２３９号線と大通交差点、駅前交流プラザよ

ろーなの窓などにも掲示しております。大会ポス

ターについては、ホテルや旅館、各店舗や施設な

どに掲示するとともに、広報なよろでの紹介や地

元選手を紹介した開催チラシの配布、地元情報誌、

新聞への広告掲載など大会の歓迎ムードを高める

取り組みを進めております。今後も歓待の気持ち

とおもてなしの心を市民の皆様が持って来名者を

迎え入れることが大切であることから、電光掲示

板や駅前広告塔、市広報などを通じ広く市民への

周知に努めてまいりますが、市役所庁舎への懸垂

幕や横断幕の掲示など、今後さらに取り組んでい

かなければならないと考えております。

続いて、小項目２、見やすく、わかりやすい案

内標識について申し上げます。市内の公共施設へ

の案内看板の整備につきましては、近年では都市

再生整備計画事業により整備を行いました。駅前

交流プラザよろーな、名寄市民文化センターに併

設されたＥＮ―ＲＡＹホール等の新しい施設整備

にあわせて平成２７年には大型の施設案内標識６

基を新たに整備しております。また、同時期には

北海道開発局や北海道にも協力をお願いし、案内

看板の張りかえ、リニューアルなどの整備も行っ

てきています。これらの案内看板につきましては、

施設までの方向や距離などの案内看板としての表

示に加え、高齢者など誰もが見やすく、わかりや

すい表示内容とするための案内用図記号などを配

置し、情報提供としてわかりやすい案内看板の表

示に努めてきたところであります。また、コンパ

クトなまちづくりを目指した都市機能の集約にあ

わせて整備される各種公共施設への的確な交通誘

導を促す案内標識を整備し、利用者の利便性の向

上と円滑な都市交通の実現を図ることとしており

ます。引き続き文化、経済活動や観光要素の強い

公共施設の整備にあわせて市民や来訪者に混乱を

来すことのないような案内標識の整備に努めてま

いります。

また、施設周辺においてのエントランスサイン

などの表示につきましては、施設の利用者層など
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のその必要性について庁内での議論を行ってまい

りますので、御理解願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目の

３、市の臨時、非常勤職員の働き方についての小

項目１、臨時、非常勤職員の待遇改善について申

し上げます。

平成２９年５月に地方公務員の臨時、非常勤職

員のより適正な任用と労働条件を確保することを

目的とした地方公務員法及び地方自治法の一部を

改正する法律が成立し、平成３２年４月に施行す

ることとなりましたが、これに伴い本市において

も平成３２年４月から会計年度任用職員制度が施

行されることとなります。制度設計などについて

はこれからとなりますが、現在の非常勤職員は制

度導入により会計年度任用職員として、また臨時

職員については会計年度任用職員として採用され

る方と現在と同じ臨時的任用職員として採用され

る方に分類されることとなります。会計年度任用

職員については、期末手当の支給対象となるほか、

休暇等の労働条件などの概要が総務省から示され

ております。

国から示されているスケジュールとしましては、

平成２９年から平成３０年にかけて臨時、非常勤

職員の実態把握、その後勤務条件等の検討を行い、

職員団体等との協議を経た上で関係条例を提出を

し、平成３２年度の任用に間に合うよう募集手続

をすることとされています。本市としましては、

平成３１年第３回定例会には関係条例の提出が必

要と考えており、平成３２年４月からの制度開始

に向けて諸準備を進めていきたいと考えておりま

す。今後は、総務省から導入に向けた事務処理マ

ニュアルの改定版の提供や必要な技術的な情報提

供があるとされておりますので、それらをもとに

施行に向けて順次準備を進めていきたいと考えて

おります。

続いて、小項目２の臨時、非常勤職員の正規化

について申し上げます。公務員職場における正規

職員の任用については、採用試験による選考任用

を原則としており、名寄市においても毎年実施し

ている採用試験において一般枠、社会人枠の区分

で募集し、受験いただいているところです。正規

職員と非正規職員の業務の違いは、業務範囲だけ

ではなく、責任の負担が異なっております。また、

正規職員については将来にわたり長く勤務するこ

ととなりますので、採用においては試験結果など

で一定の基準を満たしているかを判断しておりま

す。このため、単純に非正規職員を正規職員に任

用がえすることは適当ではなく、正規職員を希望

するのであれば正規職員の採用試験を受験いただ

くこととなります。

次に、非正規職員の定数を正規職員の定数枠に

振りかえることについてですが、正規職員の定数

については条例において上限を定めており、その

範囲内で運用しているところです。なお、実際の

正規職員の配置については、毎年度開催する組織

機構及び人員配置に関する職場会議の意見をもと

に部内議論と行財政改革推進本部において議論を

重ね、中長期的な業務量なども考慮しながら行っ

てきております。非正規職員の定数を正規職員の

定数枠に振りかえることとなると、正規職員でな

ければならない理由なども吟味をした上での判断

とその職場ごとに行っておりますが、必要と認め

られた職場においてはこの間においても正規職員

の配置化や増員を実施しております。

なお、正規職員を配置することとなり、短時間

勤務の非正規職員の配置を廃止するということに

なる場合もあり、雇用の場を失うケースも考えら

れ、慎重な議論が求められるところです。

また、正規職員定数をふやしたとしても任用に

ついては一般受験者と同様に非正規職員にも受験

をいただくこととなります。これにつきましては、

先ほど申し上げましたが、この間実施してきてい

るところでございますので、今後も同様に実施し

ていく考え方であります。御理解をお願いしたい
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というふうに思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、再質問等をさせていただきたい

と思います。

まず、子供のスマホ依存対策ですけれども、今

部長のほうからも御答弁いただきました。やはり

スマホ依存という病気の分類に属さなければなら

ないような状態が出てきていて、名寄市内の子供

たちにも病院で診療している子もいるというよう

な御報告だったかなというふうに思うのですけれ

ども、こうしたことというのは本当にネットトラ

ブルについては随分この間議論もされてきて、受

けるタイミングも含めて、また学校などでの使い

方等もあって随分議論も進み、対策も進んだかな

というふうには思うのですけれども、この体調不

良に対する対策というのがまだまだおくれている

というふうに私は思っています。そういった中だ

からこそ、先ほどちょっと御紹介しましたネット

健康問題啓発者養成全国連絡協議会、長い名前で

すけれども、こういった組織がスタートをし、全

国的に皆さんにこのことを知ってもらうと。知っ

てもらいながら、やっぱり科学的な根拠を示しつ

つアドバイスしていくということなのだというふ

うに思うのですが、先ほどもちょっと御紹介しま

した青森市では、もういち早くこの１月にネット

アドバイザーを養成する講習会が開かれているの

ですけれども、名寄市としては先ほどもいろいろ

なところで研修会等もしていると。でも、私はネ

ットトラブルのほうが主になっているかなという

ふうに思いながらお聞きをしていたのですが、こ

の点についてどのようにお考えで、今後どのよう

に取り組んでいくのかお聞かせをいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、ネットトラブルの関係につきましては

いろいろさまざまな事例も含めながら保護者の啓

発も含めて地域に呼びかけたり、対応してきて、

一方でスマホ依存の関係についてはやっぱり取り

組みがちょっと弱いというのは正直言ってこの間

あったというふうに私も認識しているところであ

ります。今作成していますチラシ等につきまして

もスマホ依存のことも取り組みも今回は掲載して

いこうと思っていますし、道教委でも「要注意！

インターネットの使いすぎ」というような保護者

向けの啓発のチラシを発行していますので、こう

いったものを活用しながら、保護者の呼びかけを

しているところであります。ただ、チラシを渡し

てもなかなかその重要度というか、子供に影響が

出て、将来的に影響が出るものだというふうに私

も認識していますので、やっぱり保護者がしっか

り理解してもらわなければ、家庭内の使用が一番

多いというふうに思っていますので、その理解を

求めるためにも新年度また保護者懇談会だったり、

家庭訪問とかありますので、その中でスマホ依存

についてきちんと保護者にも理解を求めながら、

ほかの生活習慣も含めた中での対応を含めて、効

果的なものを取り入れて対応していきたいという

ふうにも考えていますので、御理解をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 家庭の中、使う時間も

長いですから、当然勉強中も御飯を食べながらも

一層見ているという話はよく聞く話なのですけれ

ども、それはそれで重要なことだというふうに思

うのですが、実は東北大学と仙台の市教育委員会

の中で学習意欲の科学的研究に関するプロジェク

トというのがつくられていて、今道のほうでも準

備されているというお話でしたけれども、平成２

８年度リーフレットをつくって、皆さんにお渡し

しています。ちょっと御紹介すると、みんなでや

めれば怖くない、努力を無駄にしたくないなら勉

強中はスマホオフなんて子供たちにちょっと受け

入れられやすい内容かなというふうに思っている
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のですけれども、生活習慣の話も今部長からお話

があったようにスマホだけではなくて朝御飯をし

っかり食べましょうというのも入っているのです。

それで、先ほどちょっと御紹介したように、科学

的な根拠をきちっと示すというところら辺ではス

マホ所持者の約７割が勉強中にスマホを使ってい

るといった表なんかも出しています。さらには、

勉強中のアプリの使用数が１個や２個ではなくて、

多い子ですと４つも５つもアプリを飛ばしながら、

どうやってするのかちょっと私にはできないので

すけれども、そういったこともグラフにして出し

ています。そして、長時間使っていることがとい

うことでいろいろ話題になるのですけれども、ス

マホを長時間使っても勉強していれば大丈夫って

本当という、こんなチラシもつくっています。ず

っと調査をしているのです。長時間、２時間、３

時間、４時間使っている子、勉強も２時間、３時

間している子、だけれどもスマホを長時間使って

いるとどれだけ勉強しても成績がどんどん下がっ

ているというのをこんなふうにしてグラフに示し

ています。１時間以内にやめましょうというふう

に提言しているのが先ほど御紹介したネット健康

問題啓発者養成全国連絡協議会の会員の一人でも

ある東北大学の川島先生なのですけれども、どん

なに長くても１時間以内にすること、こんなふう

につくっているのです。やっぱり具体的にこうい

うことを本当に目に見えた形で子供たちにもお知

らせし、そして保護者の皆さんにも知ってもらう

という、こういった手だてが非常に重要だなとい

うふうに思っているのですが、今それぞれの皆さ

んのところにこれから新学期も始まりますので、

取り組む中で、ぜひこれをこうしたことも参考に

しながら御活用をいただきたいなというふうに思

うのですが、お考えをお聞かせいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員から紹介いただ

いたものにつきましても、当然先進的に取り組ま

れている状況というのは私たちも把握させていた

だきながら、効果的なものについては取り入れな

がら進めていきたいというふうに思っていますし、

先ほども答弁でちょっと触れました全国学力・学

習状況調査の中での質問紙の中でも名寄市にもそ

の傾向も出ている分析もしていますので、そうい

った具体的な事例も保護者に説明をしてもらいな

がら、議員おっしゃるように実際の数字も含めて

話すとやっぱり理解なり深まるだろうし、受けと

めも強くなるというふうに思っていますので、い

ろんなものを活用しながら、有効的な手段を考え

ながら今後も取り組みを進めてまいりたいという

ふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 小中学生、高校生はこ

ういったものを見ながら、理解をしてもらいなが

ら自分自身できちっとセーブしてもらうことが必

要なのですけれども、しかし自分だけではなかな

かできませんので、やっぱり保護者なり、また学

校なり地域のみんなで見守っていきたいなという

ふうに思っています。

ちょっと１点だけ御紹介したいのですけれども、

乳幼児に最近小さいお子さん方を抱えながらのお

母さん方、仕事をするのにスマホを与えてしまっ

ている傾向が多いのですが、乳幼児にやむを得ず

与えるときは１５分を限度として一緒に見ながら

語りかけることが大事ですというふうにこちらの

ほうではおっしゃっているので、これもぜひお知

らせの中に加えていただければなというふうに思

っています。

そうした中で、どうして遊び場が必要かという

ことなのですけれども、やはりそこに集中しない

で体を十分に動かして遊べる場があれば、スマホ

に集中してゲームに没頭したり、そういったこと

がなくなるのではないかなというふうに思うので

す。私たちの市では名寄の冬を楽しく暮らす条例

があるわけですから、楽しく過ごすその場がたく

さんあればというふうに思っているのですが、今
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部長のほうからもいろいろ紹介もしていただきま

した。体験会、イベントもありますけれども、た

だせんだって中学生にちょっとお話を聞きました。

スケートボードやスノーボードが大好きなのだと

いうことで遊んでいる子供たちなのですけれども、

学校のクラブ活動もあるけれども、この間の先日

の一般質問の中で６ ２％の方が参加していると

いうふうに聞きましたけれども、残りやっぱり４

０％近い方々がクラブ活動に参加していないこと

もあります。それから、アスリートを目指すわけ

ではないけれども、スケートボードやスノーボー

ドを一生懸命楽しみたいと。思い切り体を動かし

たいのだと言うのです。健全な考え方だなという

ふうに思います。そして、指導する人はいないの

だけれども、自分たちで工夫しながら、本を見た

り、ネットを見ながらどうやったら上手になるか

しているというような話ししていました。そして、

同じように楽しんでいる大人からもたまに教えて

もらったりして、いい交流をしているなというふ

うに私はお話を聞いてきたのですけれども、こう

いった子たちが本当に自由に遊べる、体を動かせ

る場所が少ないというふうに言っていました。特

に冬場。その中でもっと楽しめる場所が欲しいの

だけれどもということなのですが、その点につい

てマスコミで掲載されていました市長と教育長と

ふるさと未来トーク、学校に訪問していらっしゃ

って、その中でもバスケットボールコートがほし

いという御意見もあったようでしたけれども、こ

ういった子供たちが望んでいる遊び場の確保につ

いてもう一つお考えをお聞かせいただければと思

いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 最後に言っていたバ

スケットとか、公園にバスケートゴールがあった

り、やれる場所があったりするところもあります

けれども、特に冬場のことということであります。

冬場でいきますと積雪があって、子供たちが遊ぶ

場をどう確保するか、大変難しい状況にあるかな

というふうに思っていまして、先ほど申し上げま

したところを活用しながら、冬場子供たちが体を

動かすところの場所として提供したいとも考えて

いますし、冬場でいけば土日は別にして平日帰宅

時間が早いという状況がありますので、多分学校

が終われば帰宅時間になってしまって、活動する

のだったら保護者と同伴という形になろうかと思

いますので、やっぱり保護者も子供と一緒に行か

なければ、なかなか子供だけでは出づらいという

部分もあると思いますので、そういった面ではＰ

ＴＡ連合会とも連携しながら、保護者との協力も

含めて対応していきたいというふうに考えている

ところであります。冬場の確保については、先ほ

ど申した以外の部分ではなかなか難しい状況はあ

りますけれども、今ある部分についてはしっかり

と確保して、冬場整備をしながら子供たちが体を

動かす環境をつくるように今後も努めてまいりた

いと考えていますので、御理解をお願いいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） あと１点、スノーボー

ドをするのにピヤシリスキー場に行くのですけれ

ども、私もちょっと気がつかなかったのですが、

バスの時刻です。時刻表、冬始発が１０時５分に

名士バスの車庫のところを発なのです。それで、

ピヤシリスキー場に１０時４５分に着きます。こ

れ冬の時間です。それで、夏は８時５分に名士バ

スの車庫を出て８時４５分にピヤシリスー場に着

くのです。冬の時間だと１０時４５分、大体１１

時近くなります、準備をして滑ろうと思ったら。

リフトは９時から始まっています。先ほど紹介あ

った市民スキーの日も９時からリフトが無料でし

た。このバスの時間について、日進ピヤシリ線無

料になって非常に喜ばれているのですけれども、

時間の変更についてお考えはないかどうかお聞か

せをいただければと思うのですが、いかがでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。
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〇総務部長（中村勝己君） 日進ピヤシリ線の路

線バスの関係で、１便目の時刻が今議員言われた

ように１０時５分で、ピヤシリスキー場が１０時

４５分ということで、スキー場のほうは９時から、

温泉のほうは１０時からということで実はオープ

ンをしているという状況になっております。バス

自体については、１０時５分から始発で、市内を

一回りしてその後日進に入ってサンピラーのピヤ

シリスキー場のほうに行くという経路になってご

ざいます。この案件につきましては、早めてほし

いということにつきましてはこれまでも何度が議

会の中でもお話をいただいたかなというふうに思

ってございまして、少しアンケートですとかやっ

た経過もございます。また、名寄市の地域公共交

通の活性化協議会の中でもことし、２９年度お話

をさせていただいた経緯も実はあるのですけれど

も、この１０時５分前の便数をふやすということ

もちょっと難しいというふうに思いまして、では

今全体で５便なのですけれども、１０時からのを

なくして少し早めようかというようなお話もさせ

ていただいたのですけれども、公共交通として活

性化協議会の中で議論をさせていただいたときに

は、やはり駅にこれバスが寄って、実際にスキー

を担いでスキー場行かれる方何人いるかはわかり

ませんけれども、公共交通としてＪＲにしっかり

と接続をしているバスということもございまして、

また市内の循環もしていまして、それぞれの停留

所でお客さんを乗せるという実態も少し把握をさ

せていただいていました。また、１０時５分のバ

スについては午前中これ１便しかないのです。先

ほど言いましたように増便すればいいのですけれ

ども、１便しかなくて、温泉に入る場合に実はこ

の１便逃したら午後からという状況になるという

ことで、こんな状況もありまして、活性化協議会

の中では公共交通としてはＪＲのつなぎなども大

事ではないかということで、少し方向性について

ははっきりとは出させていただいていないのです

けれども、改めて活性化協議会の中でも議論をさ

せていただきたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 時刻表のところに名寄

地区市街地から道立サンピラーパーク、なよろ健

康の森等を経由し、ピヤシリスキー場まで往復す

る路線バスです。スキーやスノーボード、カーリ

ングなどのウインタースポーツ、なよろ温泉サン

ピラーの日帰り入浴に御利用くださいと書いてあ

るのです。ですから、スキーやスノーボードやカ

ーリングする時間が第１便だと短くなってしまっ

て、少なくなってしまうということなので、ぜひ

ともここのところは御検討いただきたいなという

ふうに思います。

それから、これは次のホスピタリティーにもつ

ながってくるのかなというふうに私は思っていま

す。このホスピタリティーの考え方のところ、ジ

ュニアオリンピックあすから始まります。市役所

のところにも看板が出ていますけれども、ちょっ

と小さいかなと私は思っているのです。もっと大

きくばっとやってもいいのではないかなというふ

うに、お金のこともありますから難しいのかなと

いうふうには思うのですけれども、先ほど御紹介

したように定義の中でやはり来られる方も迎える

側もお互いにというところら辺が大事なのだなと

いうふうには思っていて、市民の皆さん方が見る

ことでジュニアオリンピックが始まるという機運

を高めていく、そこのところが何かちょっと乏し

いかなというふうに私は思っています。例えば美

深のことし１月の末に競技の方たちが合宿すると

きに歓迎ムードが広がるというふうな記事ですけ

れども、この広がるという感じ、この思いを市民

の皆さんで盛り上げて、やっぱり大会に来られた

方々をお迎えしたいなというふうに思っていると

ころであります。ですから、確かにここまでやり

ましたというのもありますけれども、それがなか

なか伝わらないのではちょっと残念ではないかな

というふうに思っているところであります。
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あと、実はちょっとこれ通告していなかったの

ですけれども、なよろうグッズなのですけれども、

名寄に来られた皆さん方に対してのお土産も含め

て、これは観光協会とか事業者の方々とも相談し

なければならないと思うのですけれども、今ジュ

ニアオリンピックの中で限定販売ということで、

なよろうと下川のしもりんが記載されたテーピン

グ用のテープがつくられて、限定発売というふう

になっていました。こうした発想というか、必要

かなというふうに思うのです。なよろうのキーホ

ルダーもだんだんなよろうの着ぐるみがいろんな

場所へ出てきて、子供たちの中にも人気が高まっ

ているかなと思います。私もこのキーホルダー毎

日持って歩いているのですけれども、それを見て

子供たちがなよろう、なよろうといって声をかけ

てくれるようになりました、最近は。ですから、

縫いぐるみだとか、いろんな形でつくっていくこ

とも必要かなというふうに思っているのですが、

その部分についてお考えをお聞かせいただければ

と思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今名寄の観光キ

ャラクターのなよろうの御質問いただきました。

まず、キーホルダーをいつもつけていただきまし

て、ありがとうございます。

私どものほうのなよろうにつきましては、議員

も御承知のように、まず着ぐるみについては一般

の市民に貸し出ししております。他の自治体の状

況を見ますと、一般の住民に貸し出す取り組みを

しているところが非常に少ないという状況なので

すけれども、私どものほうはいろんな場面で触れ

ていただきたいということで、市民に貸し出すと

いうことで現在２体貸し出しをさせていただいて、

おかげさまでいろんな場面で、そしてまた市民が

誰が着ても動けるような形のデザインというか、

機能性も備えさせていただいたおかげもありまし

て、いろんなところで御活躍というか、活用いた

だいております。なよろうのデザインの部分なの

ですけれども、そちらの部分につきましても一部

の他の自治体を見ますと商標、民間の商品として

使う部分については一定の規制をかけたりとかす

るところが他の自治体でも結構あるのですけれど

も、私どものほうは行政のほうでそういった商品

をつくるというのはなかなか予算的にも厳しいと

いうことで、一般の方々に使用していただきたい

ということで、ある程度の部分については無償と

いうか、自由に使っていただくということを原則

として民間の方々に御活用いただいておりますの

で、そういったことの積み重ねの中でいろいろな、

今回もジュニアオリンピックの関係について商品

ができたのかなと思いますし、また今後も市民の

方々がそういったことに愛着を持っていただけれ

ば、当然のことながら民間のところもグッズ等の

販売というか、そういったところも力入れていた

だけると思っていますので、それらも含めて今後

もなよろうを活用していただけるような取り組み

をしていきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 市外から来られた方々

からやっぱりお土産に買っていくときに名寄が入

っているものが欲しい、名寄がわかるものが欲し

い、こんな声をたくさんいただいているところで

すので、ぜひとも一つでも多くそういったものが

できて、そして名寄市民も一緒に楽しめるものが

いいのかなというふうに思っていますので、また

戦略室先頭に頑張っていただければというふうに

思っています。

あともう一点なのですけれども、施設の案内看

板って、会場の案内看板なのですけれども、実は

成人式の式場の入り口案内が小さくて目につきに

くいです。ということで、こういったこともあり

ます。ＥＮ―ＲＡＹホールでいろんなコンサート、

行事されているのですけれども、外からは非常に

わかりません。中に入ってみると、きょうこれだ

ったのかというのがわかります。でも、外から通

ったときにはわかりません。わかるようなことが
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必要ではないかというふうに思うのですけれども、

この部分でいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今ＥＮ―ＲＡＹホー

ルのイベントに関しての看板というか、外の看板

の話だというふうに思います。建てるときにいろ

いろ協議して、そういった看板を設置できるよう

にするかどうかという、したようであります。ち

ょっとデザイン的な、景観的な部分で小さな窓ガ

ラスに張るような、そういった部分で対応しよう

ということで、成人式については中に写真とかで

きるスペースをとりながら対応してきているとこ

ろであります。ただ、議員から言われましたよう

にほかのイベントの中でもそういった外に看板を

立てるということで、自分でつくって立てている、

そういったこともあるようでありますので、その

辺につきましてはちょっと今後どういった形でで

きるか含めて検討してまいりますので、御理解を

お願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ぜひとも検討していた

だきたいと思います。

それでは、３番の臨時、非常勤職員の方々の働

き方について再度質問させていただきたいと思い

ます。ちょうど１年前に地方公務員法、地方自治

法の改正法が成立したわけですけれども、今無期

転換ルールなども含めて、残業代ゼロ制度など含

めて、本当に市民の方々、働き方について関心も

高まっているところであります。それで、この法

が改正されたことによって、今働いている市の臨

時、非常勤職員の方々の待遇改善は進むのかどう

か。具体的なことはまだまだというふうな御答弁

でしたけれども、待遇改善がこれで進むのかどう

かを具体的にお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 大変申しわけござい

ませんけれども、具体的にという部分ではどこま

でお答えできるかちょっと自信がないのですけれ

ども、基本的には先ほどもお話ししましたけれど

も、手当の関係ですとか、これが期末手当を支給

するですとか、あるいは諸権利の関係でも少し改

善があるのかなというふうに思っております。た

だ、現在単年の１年で、例えば市役所でいいます

と６号で一般事務というような形で勤務をされて

いる方については基本的には臨時職員という形に

なるかと思いますので、そこの部分がどうかなと

いうふうにはちょっと考えていますけれども、ほ

かの非常勤の方含めれば、皆さんがそのまま移行

ということであれば改善にはなるのかなと。大変

申しわけないのですけれども、まだ十分部内でも

制度設計も含めて改めて検証しながら、具体的に

職種も含めてそれぞれ該当させながら制度改正に

向けて手続をしていきたいと思ってございますの

で、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 国のほうもなかなか今、

国会も進まないような状況でありますから、大変

なことになってくるかなというふうには思うので

すが、改正法に対して識者の方々からは次のよう

な指摘がされているところです。臨時、非常勤の

正規化や正規職員の定員拡大など根本的な改善が

示されていない。また、任用の条件が限定されな

い会計年度任用職員の創設で、臨時、非常勤の職

を人員の調整面として利用している現状が合法化

され、無期限任用の原則を取り崩すことになりか

ねないのではないかというふうに指摘されていま

す。私も地方公務員法、行政サービスの安定性と

質を確保するため、公務は任期の定めのない常勤

職員が中心となって担うという無期限任用の原則

を持っているということでありますので、地方公

務員の臨時、非常勤職員、また任期つき職員の任

用等のあり方に関する研究会で制度の改正を検討

してきたというふうに言われていますけれども、

やっぱりここの無期限任用の原則が崩されていく

のではないかというような危惧をしているところ

であります。先ほど期末手当等もというお話もあ
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りました。非常勤職員の方々への手当の支給、同

一労働同一賃金の観点からも当然行われるべきだ

というふうに私も考えております。しかし、国は

地方交付税の算定方法などを通じて引き続き人件

費の抑制を求めているのだと思うのです。財政的

な制約が大きい現状のままでは、地方自治体は臨

時、非常勤の待遇改善に踏み出すのは難しいとい

うふうには思うのですが、しかしやはり正規の職

員と臨時、非常勤の職員と差があってはならない

というふうに私は思っているのですが、この点に

ついてもう一度お考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 非常勤と正規職員の

差については、いろいろと御意見をいただくとこ

ろかなというふうに思いますけれども、現状今例

えば保育所で考えますと正規の職員がいまして、

そのほかに職員が休んだときに代替で入る方、あ

るいは産休で入る方、通年という形になりますけ

れども、そういったいろいろな働き方で子供たち

の保育を現場ではやらさせていただいているとい

うことで、例えば産休の職員で１年間入っていた

だく方について権利を、あるいは職員化をすると

いうようなことについては少し難しいかなと思っ

てございますし、私どもも市役所で働く労働組合

のほうとも十分協議をさせていただきながら、こ

れまでも処遇の改善等をやらさせていただいてい

るということでございますので、ぜひ御理解をい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 希望する、働く方々の

希望によっては短時間労働であったり、また正規

で働きたいと願っている人がいたり、そういった

方々に応えていくことが必要かなというふうに思

うのです。地方自治の行う行政サービスというの

は、住民の、名寄市民の皆さんのためのものであ

りますので、やはりこうしたサービスをきちんと

担える、そういった働き方が必要だというふうに

思っています。臨時、非常勤労働者の割合もせん

だって質問の中で５割、半分が非常勤労働者だと

いうふうに言われていました。女性の割合がその

うち非常に多くなっています。７割を超えるとこ

ろが、これは全国的な調査です。失礼しました。

というふうになっていますので、今後この点の改

善に向けてもまた議論を進めさせていただきたい

と思いますので、きょうはこれで質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０７分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄市の農業振興施策について外１件を、山田

典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告に従いまして、順次質問

してまいりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１点目、名寄市の農業振興施策

について伺います。この冬は、例年になく積雪が

多く、いまだ雪深い当地域でありますが、それぞ

れの農家においては今シーズンの本格的な営農活

動に向けての準備作業がもう既に始まっていると

ころであります。昨年の地域農業を改めて振り返

りますと、春の融雪は平年に比べ早く進み、春耕

作業、植えつけと順調にスタートをいたしました

が、その後の６月の低温、７月の日照不足、そし

て９月以降の収穫期における長雨と天候不順に悩

まされた年でありながらも、各作物おおむね平年

作を確保することができ、農家の皆さんの苦労が

報われた１年であったと認識をしております。こ

としも大きな自然災害などが起こることなく、天

候が安定し、よい出来秋となることを期待するば

かりです。改めて申し上げるまでもありませんが、

地域農業を取り巻く環境は依然として厳しく、多
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き続き当市の基幹産業である農業の安定的、持続

的発展に向けた実効性の高い施策の展開が求めら

れているというふうに思います。

そこで、１点目、改めまして行政として平成２

９年度の地域農業をどのように総括しているのか

御見解をお伺いいたします。

あわせて２点目、昨年度の総括と現状における

地域農業の課題等を踏まえた中での新年度の重点

農業施策についてお知らせを願います。

３点目、農福連携の可能性についてお伺いいた

します。近年農業分野と福祉分野が連携した農福

連携の取り組みが各地で盛んになってきており、

関心が高まっています。農業従事者の高齢化や労

働力の減少といった課題を抱える農業分野と障が

い者の働く場の少なさや賃金の低さなどの課題を

抱える福祉分野の双方にメリットのある取り組み

として注目されてきており、国においても農福連

携の取り組みを後押しする動きも見られます。当

市としてこの取り組みの意義を踏まえた中で、推

進の可能性についての考え方を伺います。

次に、大項目２点目、中学校における部活動に

ついてお伺いいたします。中学校における部活動

は、学校教育活動の一環としてスポーツや文化等

に関心を持つ同好の生徒によって自主的に組織さ

れ、学級や学年を離れた集団の中で共通の目標に

向かう上での連帯感や責任感、協調性などを育む

とともに、仲間や顧問等との密接な触れ合いの場

として大きな教育的意義を有するものであります。

当市の中学校においてもさまざまな部活動が行わ

れていると思いますが、１点目、中学校における

部活動の現状と課題についてどのように認識して

いるか見解を伺います。

次に、複数校合同部活動について伺います。近

年特にチームとして一定の人数が必要な競技の運

動部において、少子化による生徒数の減少等の理

由により単独の学校では部活動を継続することが

困難となる実態が多く見られるようであります。

部活動の数が少ない、または希望する部活動がな

いなどの理由により選択の幅が失われるという状

況は生徒たちにとって大きな問題であり、そのよ

うな状況を解消するため、複数校合同部活動を実

施する学校が全道的、全国的にも増加しています。

当市における複数校合同部活動に対する考え方を

お伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま山田議員か

らは、大項目で２点御質問いただきました。大項

目の１につきましては私のほうから、大項目の２

につきましては教育部長のほうから答弁となりま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

それでは、大項目の１、名寄市の農業振興施策

について、初めに小項目の１、平成２９年度の地

域農業を総括してについて申し上げます。平成２

９年度の農作業につきましては、先ほどの山田議

員の中にもございましたように、雪解けが平年よ

り早く、耕起、播種などの春作業は順調に進みま

した。気温につきましては、６月及び８月、９月

がやや低くなり、また収穫時期の降雨により作業

がおくれたことで作物の一部で減収や品質の低下

が見られたものの、全体といたしましては平年作

を確保できた１年と認識をしてございます。

主な作物では、モチ米につきましては平年をや

や上回る収穫量となり、畑作物では秋小麦が一昨

年の降雪の影響によりまして平年を下回ったもの

の、その他の作物ではほぼ平年並みとなりました。

青果物では、前年に比べアスパラガスが低温の影

響で収量は低下したものの、販売価格が高く推移

したためこれを補う形となり、スイートコーンに

つきましては増収となりました。また、畜産につ

きましては、乳量、乳価、固体販売とも安定して

おり、堅調な１年となったところでございます。

これらを受けまして、ＪＡ道北なよろにおきまし

ては販売目標を上回る状況と伺っておりまして、
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大きな災害や事故もなく、生産者の皆さんにとっ

てもまずまずの１年であったと受けとめていると

ころでございます。

次に、市の主要施策の取り組み状況についてで

ございますが、本年度は新たに策定をしました第

２次の農業・農村振興計画のスタートの年に当た

りまして、その５つの方針に沿って申し上げたい

と思います。まず、収益性の高い農業経営の確立

では、農業振興センター事業としてＩＣＴを活用

し、ハウス内環境の制御を自動化するスマートハ

ウスを導入し、省力化や収量、品質の向上に向け

て試験に取り組んだほか、カノコソウの安定生産

に向けまして名寄市薬用作物研究会や関係機関と

連携し、栽培管理に必要な農薬の使用登録拡大試

験やカノコソウに続く薬用作物の試験栽培に取り

組むとともに、これら農業振興センターにおける

試験や展示圃など多くの農業者に見ていただき、

普及啓発を図る機会といたしまして８月１日に圃

場の公開を行ったところでございます。畜産振興

におきましては、規模拡大による生産体制の効率

化と収益性の拡大に向け国の畜産クラスター事業

などの活用を進めているところでございますが、

このほかにも農業生産全般にわたりまして国や道

の制度を活用し、高性能機械の導入や共同施設の

整備など生産性の向上と経営体の強化に努めてま

いりました。

２点目の多様で持続可能な農業経営の促進では、

農作業繁忙期における労働力の確保に向けまして

昨年度の調査結果及び市立大学の提言などをもと

に関係機関、団体による検討を進めてまいりまし

た。特に名寄駐屯地曹友会のボランティアによる

カボチャの収穫作業などにおけるスポット的な労

働力につきましては、その効果が実証され、次年

度に向けて大いに参考になる取り組みとなりまし

た。また、法人化につきましては、先進事例や法

人制度や設立するまでの経緯などにつきまして複

数戸法人設立に向けた研修会を開催し、生産者、

関係機関、団体の参加をいただいたところでござ

います。さらに、今年度より人工衛星からの位置

情報を活用した農作業機械の導入が生産者におい

て本格的に進められておりまして、本市といたし

ましても支援、協力を行ってきたところであり、

今後の普及拡大とその有効活用に期待をしている

ところでございます。

３点目の農業の担い手の育成と確保に向けてで

は、新たな担い手育成支援策として新規就農者に

対しては初期投資の負担軽減を図る支援事業や農

業後継者向けには営農に必要な免許取得や経営改

善の取り組みに対してＪＡと共同で支援を行って

まいりました。また、新規就農では、地域おこし

協力隊２名が新規就農を果たしたほか、新規就農

者の早期経営安定に向け関係機関、団体と連携し

た支援チームを新たに組織をし、さきの２名を含

む就農後５年以内の４戸を対象に巡回による相談、

指導に取り組んでいるほか、新規参入者の確保を

目的とした農業体験実習事業を創設し、１名の方

に本市へお越しをいただき、現在名寄での就農に

ついて御検討いただいているところでございます。

４点目の人と自然に優しい農業の推進について

では、有害鳥獣対策、特に近年増加をしておりま

すアライグマ対策といたしまして箱わな設置に必

要な防除員の育成確保に向けて講習会を開催し、

関係機関などの職員も含めた登録者は１７０名に

及んでございます。一方、箱わなをふやすなど駆

除体制の強化を目指してまいりましたが、箱わな

を設置しても捕獲できない事例が報告されるなど、

適切なわなの設置による捕獲効率の向上が次年度

以降の課題と受けとめているところでございます。

５点目の豊かさと活力ある農村の構築では、食

育推進に向けて第３次の食育推進計画を策定いた

しました。計画では、実践から拡大へをテーマと

いたしまして７つの基本目標を定め、今後の方向

性と施策をまとめたところでございます。また、

大雨による被害を提言させます田んぼダムを推進

するために今年度初めて田んぼダム啓発会議を開

催し、各地域の取り組みや課題などを共有し、地
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域の自主的な取り組みを促してまいりました。

以上、平成２９年度の主な取り組みについて申

し上げましたが、関係機関、団体を初め生産者の

の皆さんの御協力のもと、農業・農村振興計画の

着実な推進が図られた１年であったと考えている

ところでございます。

次に、小項目の２、新年度の重点農業施策につ

いて、先ほどの総括同様に農業・農村振興計画の

方針に沿って申し上げたいというふうに思います。

まず、収益性の高い農業経営の確立では、生産基

盤の整備に引き続き取り組んでまいりたいと考え

ております。特に平成３０年度は、道営農地整備

事業の智恵文地区の調査設計が見込まれており、

期成会とも連携をしながら、円滑な事業推進に向

け支援、協力してまいります。農業振興センター

事業では、継続となりますＩＣＴを活用した新た

な栽培技術の導入試験、振興作物における新品種

の栽培試験や薬用作物の安定生産に向けた試験の

ほか、生産者の皆さんへの周知や普及についても

積極的に取り組んでまいります。畜産振興におき

ましては、ＴＰＰや日欧ＥＰＡに対応すべく国の

畜産クラスター事業などを活用し、規模拡大によ

る効率化と収益性の拡大を図るとともに、生産者

の負担軽減と飼養規模の拡大に対応するため、市

営牧場の施設整備に取り組みます。また、生産者

ニーズの高い哺育育成センターにつきましては、

農業者の意向を確認しながら、引き続きＪＡや関

係機関と連携し、検討を進めてまいります。さら

に、農業生産全般にわたり国や道の制度を注視し、

有効な制度について生産者の速やかな情報提供な

どに努めてまいります。

２点目の多様で持続可能な農業経営の促進では、

労働力確保対策として効果が確認をされましたス

ポット的な労働力につきまして試験的に市立大学

生を対象として農作業に従事をしてもらい、働く

側と受け入れ側、両者の条件整備やマッチング支

援など課題整理に取り組んでまいります。また、

雇用確保や地域農業への貢献が期待をされる法人

化につきましては、一般的な講習に加えましてよ

り具体的な研修の機会を設けたいと考えてござい

ます。

３点目の農業の担い手の育成と確保に向けてで

は、担い手育成支援策といたしまして新規就農者

の経営開始に伴う初期投資の負担軽減に向けた支

援事業、農業後継者の経営継承に向けた研修や経

営改善に向けた取り組みに対し、ＪＡと協調して

支援を行ってまいります。また、新規就農者の確

保に向けた地域おこし協力隊、農業支援員の募集、

支援を継続するほか、新規就農者の早期経営安定

に向け設置をしました支援チームにつきましては、

計画的な巡回の実施と関係機関、団体協力のもと

に総合的な営農支援体制を目指すほか、農村女性

の一層の活躍に向けて農業に関する知識や技術習

得に必要な研修会の参加、グループ活動の活性化

に向けて支援を行ってまいります。

４点目の人と自然に優しい農業の推進では、有

害鳥獣対策におけるアライグマ対策といたしまし

て、課題となっています箱わなによる捕獲効率の

向上を図るため、専門知識を有する業者に委託を

し、生態調査や農業者などへの捕獲技術の指導に

取り組んでまいります。また、捕獲の従事に必要

な講習会を開催し、防除員を拡大するとともに、

各地域において防除員を組織化するなど地域一体

となった捕獲体制の構築を目指してまいります。

５点目の豊かさと活力ある農村の構築では、食

育推進の取り組みといたしまして食に関する知識

と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践

するため新たに策定をいたしました第３次の食育

推進計画を基本に取り組みを進めてまいります。

また、地産地消やブランド化の推進といたしまし

ては、なよろ産業まつりが４０回目の節目を迎え

ることから、記念事業として内容を拡大、充実を

させ、市民の皆さんに楽しんでもらうことはもと

よりモチ米生産日本一のまちとしまして市内外へ

広く情報発信を行ってまいります。

以上、平成３０年度の主な施策について申し上
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げましたが、今後とも関係機関、団体はもとより

生産者の皆さんと積極的に情報を共有しながら、

農業、農村の持続的発展に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、小項目の３、農福連携の可能性について

申し上げます。農業分野では、高齢化などによる

労働力不足が課題となる一方で、福祉分野では農

業を通じて得られる心身のリハビリテーション効

果や共同作業による社会参加への促進効果などが

評価されており、農業分野と福祉分野が相互に連

携をし、障がい者などが農業生産活動に携わる農

福連携が推進されてございます。農福連携の主な

事例といたしましては、福祉事業所が障がい者な

どによる農作物の栽培、加工、販売をしている事

例や農業者が障がい者を従業員として雇用する事

例、福祉事業所と農業者が連携をし、農作業を受

託して請け負う事例などがあり、市内におきまし

ても既に５つの福祉事業所などで取り組みが行わ

れているほか、養護学校の実習としても取り組ま

れているところでございます。

また、本年２月２１日には北海道が主催をしま

す上川北部地域農福連携意見交換会が市内で開催

され、道内での取り組み状況や事例報告などが行

われました。事例報告では、障がいを持つ方が実

際に農作業に取り組んでいる姿が動画で紹介され

たほか、障がいの種類に応じて向き、不向きな作

業があることや複雑な一連の作業を幾つかの工程

に細分化し、簡素化することで対応が可能となる

こと、さらには受け入れを行う農業者においても

障がい者などへの知識と理解が重要であることが

報告され、参加した農業者からも強い関心が寄せ

られたところでございます。

今後の対応についてでございますが、まずは市

内の福祉事業所などでの現在の取り組み状況と今

後の農作業の受託などに関する意向や対応可能な

作業内容について調査、把握するとともに、農業

者に対しましては障がい者などの雇用について理

解を深めていただくとともに、その上で必要とす

る作業内容などについてニーズを把握する必要が

あると考えてございます。福祉関係者と農業関係

者がお互いに理解を深め、連携をしながら、双方

が抱える課題解決に向けまして国のマニュアルや

他市町村の事例などを参考としながら取り組みに

係る調査検討を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

中学校における部活動の現状と課題についてお答

えいたします。

初めに、小項目１、活動の現状と課題について

ですが、中学校における部活動はスポーツや文化

及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、

連帯感の涵養、好ましい人間関係の形成等に資す

るものであり、学校教育活動の一環として教育課

程との関連を図ることが求められています。その

ため本市の各中学校においては、校内組織に部活

動委員会を位置づけ、指導方針や活動の決まり等

について共通理解を図ったり、定期的に顧問会議

を開催して各部の活動状況を確認するなど、学校

全体で組織的に活動の充実に努めております。部

活動を実施するに当たっては、家庭、地域との連

携、協力が不可欠であることから、地域や学校の

実態に応じ地域の人々の協力を得たり、各種団体

等と連携しながら進めております。また、保護者

会等を設置し、指導方針や活動状況について理解

と協力を求めるなど学校と家庭が一体となって部

活動の充実に努めております。

本年度本市の中学校においては、学校の規模に

もよりますが、野球、バレーボール、バドミント

ン、吹奏楽等の部活動が設置され、全生徒の８

３％が加入しております。部活動の課題といたし

ましては、教員が放課後の部活動指導に時間を過

度に費やすと授業準備や教育相談、生徒指導など

の校務に支障を来すこと、土日に開催される大会

等への引率は教員が行っていることから、指導に

当たる教員の負担が大きいことなどが挙げられて
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おります。このため各中学校では、定期的に部活

動休養日を設定したり、できる限り複数の教員が

指導する体制を整えています。今後教育委員会と

いたしましては、各中学校において生徒や指導者

に過度の負担をかけることがないよう文部科学省

の運動部活動での指導のガイドラインを活用する

などして学校全体での組織的な部活動の指導体制

をつくるとともに、学校と家庭、地域が連携を深

めた効果的な部活動運営を推進するようお願いし

てまいります。

次に、小項目２、複数校合同部活動についてで

すが、近年生徒数の減少や運動以外の活動への興

味関心の高まりなどにより、運動部活動への参加

生徒数が減少し、学校単独では運動部の活動を組

織し、継続することが困難な事例が発生していま

す。このため少人数の運動部にも大会参加の機会

を与え、スポーツをやりたいという生徒の願いに

応える趣旨から、複数校合同運動部活動を実施す

る学校が増加しています。日本中学校体育連盟に

よる平成２９年度６月の調査においては、１チー

ムの選手数が多いサッカーや野球などの団体競技

を中心に全国で１２競技、 ０２２チームの合同

部活動が設置されました。北海道においては、１

２６チームが設置され、全国都道府県で最も多く

の合同部活動が設置されたことが明らかになりま

した。北海道中学校体育連盟においては、北海道

中学体育大会に関わる複数校合同チーム編成規定

を定めております。規定によりますと、複数校合

同チームは日常において学校の部活動として監督

が指導し、各学校の教員が引率して合同チームの

練習が計画的に実施されていること、対象種目ご

との大会出場最低人数を満たさないチームである

こと、さらに地区大会の区分範囲内にそれぞれの

学校があることが編成の条件となっております。

学校がこれらの編成の条件を満たし、教育上合同

チーム編成が必要であると学校間で合意した場合、

地区中体連の承認を得て複数校による合同部活動

を成立させることができます。本市においても過

去に風連中学校と下川中学校の野球部が合同チー

ムを編成し、日常の活動や大会に参加していた例

があります。今後教育委員会といたしましては、

各中学校に道教委の運動部活動指導の工夫・改善

実践事業実践集や複数校合同運動部活動の実践事

例集等を参考にしながら、可能な限り生徒の運動

部活動への多様なニーズに応えてもらうようお願

いしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、時間のある限り再質問をさせ

ていただきたいと思います。

それでは、農業振興施策のほうから行いたいと

いうふうに思います。それぞれ平成２９年度、ま

だ今年度でありますけれども、平成２９年の地域

農業の総括と、あわせまして新年度の重点農業施

策についてお答えをいただきました。今年度、年

が明けてということになりますけれども、まだ年

度はかわっていませんけれども、昨年の状況につ

いては若干私も触れさせていただいたとおり、ま

た部長の御答弁の中にもあったように、私自身も

農業者として苦労した１年ではありましたけれど

も、一定程度苦労が経営成果に結びついた年では

なかったかなというふうに思います。それぞれ作

物ごとに若干差はありましたけれども、全般的に

は収量がなかったものは高値で取引されてその分

カバーしたですとか、そういった状況もありまし

たので、まずまずの年でありました。本当にこと

しもまずは大きなことが、自然災害等がないこと

を祈りたいと思いますし、天候が一定程度安定し

てくれることを、いい年になることを願いたいな

というふうに思います。

今年度、平成２９年度から臼田部長が経済部長

ということで御就任をされまして、就任されて１

回目の、ですから６月の定例会の中で私も御質問

させていただきましたけれども、臼田部長は農家

の御出身ということで、経済部長になって基幹産
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業の農業に携われることをうれしく思うというこ

とでの御答弁があったというふうに思います。今

年度１年間経過した中で先ほど第２次の農業・農

村振興計画に基づいて施策の総括もしていただき

ましたけれども、全体的な２９年度１年間経過し

た中で、臼田部長はこの地域の農業に関して１年

間たってどのように感じられたか、まずはそのこ

とをお伺いしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ９年ぶりに経済部に

戻ってきたという話を６月にさせていただきまし

て、うれしいという話もそのときにさせていただ

きました。この１年を振り返ってということだと

思いますけれども、まず総体的に言いますと先ほ

ど言ったように新しい農業・農村振興計画ができ

ましたので、特に担い手を中心とした制度の拡充

なんかもした部分でありますので、そこが着実に

成果を残してきたものと私は思っておりますので、

そういった面では私自身も充実した１年でありま

したし、そういう担い手の方たちにとってもいい

１年だったのではないかなというふうに思ってい

るところです。特に担い手の関係でいくと、私も

９年ぶりですので、随分顔がかわっているなとい

うのが率直な印象であります。ただ、これは職場

で会うときもありますし、ちょっと暗いところで

会うときもありますけれども、若い人たちが元気

に活動している姿、特に管内でも例を見ないぐら

い若い方が就農しているという実態も把握してい

て本当に心強いなと思っていますし、個々の担い

手の皆さんがしっかりとした考えを持って計画的

に取り組んでいるということを私も肌で感じまし

たので、将来に明るいものを感じているというの

が実感であります。

また、生産の面においても私が前回担当してい

るときについては意外と決まった生産物と言った

ら変なのですけれども、ある程度国が保障してい

る作物が多かったというのが実態でありました。

しかし、やはり年月がたったところ、これは恐ら

く経営者の皆さんの努力によるものだと思います

けれども、新しい作物が導入をされていたり、あ

るいは作物が同じでも取り組みが例えば冬季の栽

培なんていうのが始まったり、あるいは機械化で

も単に大型化するのではなくてＩＣＴを活用する

といった新しい切り口で関係機関、関係団体、さ

らには生産する皆さんの努力の中で取り組まれて

いるということを肌で感じまして、ここも含めて

本当に名寄市の農業についてはまだまだ可能性が

あるなと、そんなことを感じた１年でございまし

た。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 地域の若い人たちの

そういった前向きな姿ですとか、そういった意欲

をまずは１年間感じていただいたのだというふう

に思います。私自身もそう思いますし、この管内

だけではなくて北海道の中でもこれだけの後継者、

若い担い手がまずいるということ、そして能力の

高い若い担い手が本当にたくさんいるという地域

はなかなかないなというふうに私自身も思ってい

ます。部長もそのように感じられたのだというふ

うに思います。本当にこの地域まだまだ可能性は

あるなというふうに思いますので、そういったま

ず若い担い手の意欲に応えられるような施策展開、

改めてお願いを申し上げたいというふうに思いま

す。

今年度より第２次の名寄市農業・農村振興計画

がスタートしたに当たりまして、私自身はどこか

でも触れさせていただきましたけれども、御指摘

も含めて最終的に完成しましたが、非常に中身と

してはよくできていると思っております。この計

画の内容が農業者へどの程度浸透しているか、ど

の程度理解していただいているかという部分がや

はり重要になるのだというふうに思いますが、こ

の１年間でどの程度農業者に対して計画の中身が

浸透したと部長、感じておられるかお答えをいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。
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〇経済部長（臼田 進君） 計画の浸透というと

ころで御質問いただきました。最初におわびを申

し上げなければいけないなというのがさきの定例

会の中でも農業・農村振興計画のダイジェスト版

についてできるだけ早くの配付をということで御

意見いただいたところでありますけれども、わか

りやすくというところに随分時間がかかっていま

して、ちょっといまだに配付ができていないとい

うところについてはおわびを申し上げたいと思い

ますが、担当のほうでもさまざまなイラストや何

か含めて今工夫しているところでありますので、

できるだけ早く配付をさせていただきたいという

ふうに思っていますので、ここについてはぜひ御

了承いただければと思います。

計画の内容の浸透ということでありますけれど

も、これは冊子の配付ということだけではなくて、

名寄市の農業施策あるいは農協も含めての施策の

提示というのが１つこの振興計画の周知というか、

実践に当たる部分だろうなと思っていますので、

さまざまな制度はありますけれども、農業・農村

振興計画の趣旨に沿った施策を展開していくこと

がこれの普及になることだというふうに思ってい

ます。ただ、総体としてやはり理解していただく

必要があると思いますので、これについてはガイ

ドブックを遅いのですけれども、早期に作成させ

ていただきまして、配付をさせていただきますし、

いろんな研修の機会なんかもありますので、全て

は御紹介できませんけれども、その場、その場に

適した内容については抜粋をしながらでもぜひ生

産者の皆さんに御理解いただくような形で周知を

してまいりたい、そのように考えているところで

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 実は、そのことをち

ょっと御指摘しようかというふうに思って質問さ

せていただきました。私は、ダイジェスト版をつ

くるということにこだわっていることではなくて、

まず農業者の方にこの計画の中身、何よりもこれ

からの農業の指針でありますので、やはり理解し

ていただくことがまず大事なことだというふうに、

繰り返しになりますが、思っているところであり

ます。道のほうでもホームページで公開していま

すけれども、今の第５期の北海道農業・農村振興

推進計画、こういう形にしろということではない

ですけれども、道のほうの計画もこういう形で概

要版として公開されています。その形、わかりや

すくという部分で今いろいろと協議しているので

しょうけれども、いち早い形でわかりやすく、農

家の方がそういった計画に基づいてというか、こ

ういう計画のもとに名寄市の農業が進んでいるの

だという指針になるものを早期にやはり農業者の

方に示していただきたいなというふうに思います。

また、できればそういったものをお配りするとい

うのもまず大事ですけれども、ホームページ上で

の公開ですとか、そういったことも今後検討いた

だければというふうに思いますので、そこはもう

少し時間待ちたいと思いますので、いいものとい

うか、わかりやすくなることを求めたいと思いま

すし、期待したいというふうに思いますので、そ

こはよろしくお願いしたいというふうに思います。

それぞれ具体的に昨年の第２次計画に沿った形

での総括、また新年度の重点農業施策について御

答弁をいただきましたので、私のほうもそれに沿

って少し再質問させていただきたいというふうに

思います。まず、収益性の高い農業経営の確立に

ついてということで、今年度基盤整備事業が当地

域でもいよいよ始まるという形になりましたので、

改めまして御決断いただいた市長を初め、またい

ろいろ準備等も所管の部署の皆さんに本当にお世

話になりまして、何とか新年度春から着工と相な

りましたので、今後もスムーズな形で事業が進む

よう、また引き続きよろしくお願いしたいという

ふうに思います。

この基盤整備事業が入ることによって、排水対

策、農地の畑地の排水対策等解消、今まで大雨災

害ですとか集中豪雨で大分ひどい状況になった年
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もありましたので、一定程度やはりそういったも

のを解消できてくるのかなというふうには考えて

いるところであります。大きな部分はそういう基

盤整備入るという形になって進むのですが、いま

だ細かい部分ですけれども、小河川、また排水の

関係、やはり細かい部分で地域からもまた御要望

いただいている部分があります。管轄がこれ市だ

けの部分ではなくて、道の管轄であったりという

部分もありますので、一概に市だけということに

はなりませんけれども、なかなか排水の流れが悪

かったり、例えば以前も御指摘させていただきま

したが、河川等の特にそこは北海道の管轄という

部分が多いのですけれども、樹木が伐採をしない

と流れが悪くなって大雨時には増水して畑の冠水

の原因になるというような状況もやはり幾つかま

だ解消されずに残っている部分もあります。道ま

たは国に対しての働きかけ等も引き続き行ってい

ただきたいというふうに思いますけれども、改め

て新年度そういった部分、ここは経済部長という

より建設水道部長になるのかなというふうに思い

ますけれども、たくさんの要望も私の地域から上

がっていますけれども、いずれにしましても市だ

けで解決する部分ではないのは承知していますの

で、ただ地域の人間にしてみると、それは例えば

ここは道だからとか、ここは市だから、特に今北

海道の関係でいろいろ要望もありまして、それは

うちの管轄ではないからもう全く知らないよです

とか、市に聞いてもなかなかわからない部分もあ

ったりですとか、ちょっと宙ぶらりんになってい

るような状況も幾つかありますので、そこら辺き

ちっと管轄整理していただいた中で、またそこは

道、市、そして地域、生産者も含めてそこら辺ど

こまでが、例えば地域の住民にしてみるとどこま

で地域でやればいいのか、そしてどこまでが行政、

道も含めてやるのか、そのあたりのしっかりとし

た話し合いという場面も今後必要になってくるの

かなというふうに思いますけれども、ちょっとそ

んな形で対応いただければというふうに思います

が、お答えをいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） ただいま山田議

員から大変貴重な御指摘いただいてございます。

昨年智恵文地区での地域の懇談会などでも大変御

苦労されているお話なども十分受けとめさせてい

ただいているつもりでございます。私ども市とし

てできる守備範囲といいますか、もちろん北海道、

美深出張所のほうでも大変地域の皆様の声をしっ

かりと受けとめていただき、私どもも努力をいた

だいていますし、何よりも地域の皆さんが本当に

しっかりと声を上げていただいているのも十分認

識をしているつもりでございます。そして、地域

の皆さんと私どもが連携、連絡とり合いながら、

その中で十分道の担当者、そして美深出張所など

も含めて御理解いただけるようにさらに努力して

いきたいと、しっかり申し上げさせていただきた

いと思っています。また、この雪解けから恐らく

課題がまたいろいろ起き上がってくるかと思いま

すので、十分私もそうですし、担当者も地元に足

を運ばせていただきながら、それぞれ地域の皆さ

んの声をしっかり聞かせていただきながら受けと

めさせていただきたいなと思ってございますので、

何分御理解いただければと思っています。よろし

くお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 特に市の担当者の方

には、本当に地域としてもよくしていただいてい

るのですけれども、そこら辺道も関係してきてい

たり、国も関係してきていたりという部分で、な

かなか対応が後手後手に回っているという部分も

ありますので、課題整理しつつ、その守備範囲ど

こまでなのか、地元でやる部分、農業者がやる部

分はどこまできちんとやればいいのかという話し

合いの場面等もつくっていただいて、対応を重ね

てお願いを申し上げておきたいというふうに思い

ます。

労働力の確保ということで、大学生の協力も得
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てということで今年度取り組みをするということ

であります。そういった部分、いろんな角度から

昨年は自衛隊の方の協力、ボランティア的な形で

ありましたけれども、ことしはそういった大学生

の力をうまく利用して労働力不足の解消につなげ

られないかということなのだというふうに思いま

す。そういった取り組み、いろいろな可能性を探

っていただいて、労働力不足の解消に向けて取り

組みを進めていただきたいというふうに思います。

そういった部分では、労働力不足の解消も含めて、

また今後農家戸数が少なくなる、そしてそれぞれ

の農家が持つ面積が大きくなる中では、なかなか

引き受け手のない農地というのも出てきて、当然

人と農地の地域での問題というのがこれからやは

り引き続き課題になってくるという部分があるの

だというふうに思います。そういう部分では、人

と農地の問題、また労働力の問題も含めた中では、

やはりそろそろというか、もう新たな地域農業の

形を検討する時期に来ているのではないかなとい

うふうに私は思います。お答えの中でもありまし

たけれども、法人化に向けての研修会等も今年度、

次年度も引き続きしていくということであります

けれども、そういった法人化、具体的になるよう

なことが大事だと思いますし、またその地域に合

った組織、それは作業受託であったりですとか、

生産組織もあるのでしょうけれども、その地域に

合った組織のあり方というのもやはり模索してい

かなければならない時期に来ているのだというふ

うに思います。そういった地域農業の新しい形を

どう見据えて、どう地域として取り組んでいくの

かという、まずは意見交換も含めて話し合いの場

面というのがやはり今年度は大事になってくるの

かな、そんな取り組みを今年度していただきたい

なというふうに思っていますけれども、お考えを

お伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の地域農業のあ

り方ということで、考え方ということだと思いま

すけれども、私どもどうしても施策になると個別、

個別の提案みたいな形になってしまいますけれど

も、農作業の地域農業のあり方とすると、１つは

個別の経営の中でも省力化できるところは省力化

していただくと。ここはＩＣＴなどを活用してい

ただきながら、できるだけ労力を軽減していただ

くというのが１つだと思いますし、とはいっても

収穫などの人の手のかかるところについては他の

雇用労働力を入れてということであります。なか

なかフルタイムでというのは難しい部分があると

すると、今回提案したような大学生のようなスポ

ット的な労働力を入れながら足りない労働力を補

うというのが１つになっています。ただ、これは

あくまでも個別経営体の中の努力の範囲というこ

とでありますので、今山田議員が言われるように

今後ますます経営規模の拡大だとか農家戸数の減

少が見られるというのは、これは推計でも明らか

となっていますので、個別経営を超えたところの

取り組みをどうしていくのかというのが今後の課

題だと思っています。労働力確保の中でも大学の

提案の中にもあります他の地域でも取り組みがあ

るのは、山田議員が言われたようなコントラ組織

みたいなところでやっていただくというのもあり

ますし、あるいは法人化によって、その中でスケ

ールメリットの中で労働力を補ったり、土地を耕

していくのだという方法もあると思いますので、

ここについては引き続き取り組んでいきたいと思

います。特に先ほどの報告の中でことしと違うと

ころについては、具体的な研修の機会を設けたい

ということで説明をさせていただきました。これ

までは、どうしても一般的な概念での法人化につ

いてということでの説明だったのですけれども、

法人化を進めるに当たってより具体的な事例の中

で進めていく必要があるだろうと思っていますの

で、場合によってはある程度対象を絞った中で、

具体的に法人化を展望しているような人たちに集

まっていただいてお話をすると、そんな機会も必

要だと思っています。
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全体的なビジョンについては、新年度はちょう

ど第２次総合計画の中期計画の検討の時期に当た

ります。この１年の中でそういった結論が出るか

どうかについてはちょっと別次元の問題だと思い

ますけれども、今後の地域農業のあり方について

も関係者の方に多くお集まりいただいて、議論を

重ねてまいりたいと考えておりますので、ぜひ御

理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひそういった機会、

できるだけ数多くというか、数多くの農業者の方

も含めて参加していただいて、取り組みが少しで

も、ではそういうことをやったからすぐにそうい

う形が具体的になってくるかというと、やはり時

間はかかってくるのだというふうに思います。た

だ、今の時点からも将来の状況を見据えた中で先

手、先手でどういう組織が望ましいのか、もうそ

のときになって検討してもやはり遅いわけですか

ら、そういった検討、これ若い農業者もひしひし

と今そういった部分感じているというふうに思い

ます。新たな形での地域農業のあり方、ある意味

組織のあり方、そういったものをまずきっかけに

なる１年にしていただきたいというふうにお願い

を申し上げておきたいと思います。

アライグマの対策を強化されるということであ

ります。どんどん、どんどんいまだに出没等もあ

るのです。個体数がどんどんふえている状況だと

いうふうに思います。対策を強化するということ

で、ここは本当に先ほどお答えの中にもありまし

たけれども、強化をしていただきたいというふう

に思います。大分個体数ふえていると思いますけ

れども、今の段階で何頭ぐらい捕獲、２９年度は

なっているかわかれば教えていただきたいと思い

ますし、新年度はどのぐらい捕まえる目標で今考

えておられるのか、具体的な目標数値あれば教え

ていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） アライグマの捕獲頭

数でありますけれども、これは議員が言われるよ

うに年々ふえてきているということであります。

昨年度は４３頭の捕獲ということでありましたけ

れども、本年度につきましては４８頭ということ

でありますので、着実にふえているという表現が

いいかどうかわかりませんけれども、ふえている

という状況であります。今年度は、先ほど申し上

げましたように専門的な知識、昨年度の総括を踏

まえた上でやはり正しい情報を持った上でわなを

かけるということが必要だと思っていますので、

専門業者の知恵などもおかりしながら、捕獲効率

の向上に向けて取り組んでいきたいと思いますし、

この後農政部長会議なんかも予定しておりますけ

れども、その中でもまた呼びかけをさせていただ

いて、地域と一体となった取り組みに向けて取り

組んでまいりたいと思いますので、ぜひ御理解い

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） たくさんのアライグ

マ捕獲していただくようにお願いしたいと思いま

すし、わなの講習も従事者がふえてはいっていま

すよね。そういった部分では、地域挙げて農業者、

そしてＪＡ、行政、しっかり連携した中で対策を

とっていっていただきたいというふうに思います。

よろしくお願いいたします。

産業まつりに関してお答えの中でありました。

今年度４０周年ということで、何か新たな形で産

業まつりを考えていることが今の段階であるのか

どうか、この辺ちょっとお伺いをしておきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） まだ具体的にという

ことはないのですけれども、さきには今年度の取

り組みの総括も含めて実行委員会を開催させてい

ただいております。その中でも次年度の取り組み

については４０回目の節目だということで、それ

にふさわしい取り組みをしようということで、関

係団体の御協力なども確認させていただいている
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ところであります。特にこの４０回、一つのテー

マとしては、この間も農作物のブランド化という

ことで進めてまいりましたけれども、この機会を

通じて外に向けてもぜひ情報発信していきたいと

思っています。実は、この産業まつりについては

もち米日本一フェスタというサブタイトルもあり

ますし、名寄市はモチ米日本一のまちでもありま

すので、そのことをぜひ市民の方はもとよりなの

ですけれども、広く市外の方にも知っていただけ

る、そんな機会にしてまいりたいと考えておりま

すので、ぜひ御協力をいただければと思います。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ４０周年の節目で、

大々的ですばらしいイベントになることを期待し

たいというふうに思います。

時間もなくなってきましたので、農福連携の関

係についてお答えをいただきました。まずは、私

も実際にそういった障がいを持っている方、事業

者さん通してスポット的に使っているという経験

も含めてですけれども、農業者の側の理解という

のも当然あると思いますし、福祉の側としてもな

かなか農業の分野ってどうしても平準化がされて

いないですとか、冬の作業がないというので、や

っぱりいい部分、またまだ足りない部分というの

がいろいろニーズがあったり、課題があったりと

いうのはそれぞれあるのだと思います。ただ、こ

ういった取り組み、農業にとっては労働者、労働

力の不足の解消の一つのきっかけにもなりますし、

福祉の側ではそういった農作業をするという、ま

た精神的な部分もそうですけれども、やっぱり賃

金の問題であったりですとか、そういった部分に

メリットがあると。双方がウィン・ウィンの関係

になっていけばいいのかなというふうに思います。

やっぱりまず農業者の側と福祉の側、理解できる

ような取り組みから、意見交換会も含めて、２月

２１日にそんな取り組みもあったということで、

私も御案内いただいていましたけれども、ちょっ

と行けなかったのですけれども、今後そういった

取り組みがたくさんの農業者の方に来ていただい

て理解が広がるともっとこの取り組みが広がって

いくのだというふうに思いますし、行く行くはこ

の地域に協議会なんかも設置した中で農業者のニ

ーズに応える形で障がいを持っている方を派遣し

てあげる窓口になるですとか、そういったことも

視野に入れた中で御検討を、取り組みを前に進め

ていただきたいと思いますが、お考えをお願いし

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） この農福連携の関係

については、庁内での連携も非常に重要だと思っ

ていまして、先ほどの答弁の中にも５つの事業者

の取り組みと報告させていただきましたけれども、

これは実は横の連携の中で調査をさせていただい

て、答弁の中に入れさせていただいたということ

で、内部でも連携が既に始まっているということ

であります。地域においても協議会を設けている

というお話をいただきました。実は、これ都道府

県単位では既に農福連携の協議会できているとい

うことでありますし、全国的にもそこを連結する

組織ができたということで、昨年あたりだったで

しょうか、たしか報告があったというふうに理解

をしています。これを進めるに当たっては、やは

り福祉サイドあるいは農業関係の連携が必要にな

りますので、協議会という形になるかどうかわか

りませんけれども、いずれにしても連携をして進

めていく必要があるだろうというふうな認識をし

ているところであります。私どもこのことは新た

に捉えていますけれども、実はもう既に始まって

いる部分がありますので、そこのデータをしっか

りと分析していくこととそこで足りないところを

どう私たちが支援していくのかということがポイ

ントだと思っておりますので、今後とも内部でも

しっかりと連携をしながら取り組みを進めさせて

いただきたいと思います。御理解いただければと

思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういった形でぜひ

よろしくお願いしたいというふうに思います。

時間がなくなりましたので、中学校の部活動の

関係でお答えをいただきました。北海道が１２６

チームということでのお答えで、全国的にも多い

ということであります。地区大会の区分の範囲で

ということでありましたけれども、確認ですけれ

ども、中体連の支部ですか、その区分というのは。

中体連の支部なのか、管内で、極端な話、支部な

のか管内なのかという部分の区分は余りに離れて

いたらそれは合同チーム組むというのは現実的に

は難しいのだと思いますけれども、支部の中での

合同チームは可能ということですか。管内ではな

いですよね。そこをちょっと確認したいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 北海道中学校体育連

盟の規定に基づいて進められているもので、地区

連盟となっていますので、名寄地区の範囲内。そ

れで、名寄地区で代表が上川管内大会に出てきま

すので。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） わかりました。

そういった複数校の合同の部活動は、まず当然

可能だと思います。名寄地区の中体連の範囲内で

合同チームを結成するのは可能ということで、取

り組みもそれぞれ実際に実例もあるということで

お答えいただきました。当然これは学校間の理解

がないとできないことだと思いますし、まず生徒

の意向、そして保護者の理解という部分も大事な

のだというふうに思います。ただ、実はこれそう

いうことができるというのを認識していない保護

者の方も結構多くて、実際の話、男子のバレーボ

ールをやっているお子さんがいる方で、小学校は

男の子のバレーボールやっているのですけれども、

今市内の中学校２校とも男子バレーボール部がな

いのです。ですから、本当はやりたいのだけれど

も、中学校に部活動がないからやりたくても小学

校のときで諦めてしまっているという子が何人も

いるそうなのです。どこに相談していいか親御さ

んもわからない。そういうことがまずできるのか

どうかも理解されていないという部分が実例とし

てありましたので、どこに相談に行っていいのか

わからない、これも当然学校に相談に行くことな

のでしょうけれども、なかなか認知されていない

という部分もありますので、そこら辺ぜひ生徒は

もとより保護者の方にも認知していただけるよう

な取り組みも教育委員会としても進めていただき

たいなというふうに思いますけれども、改めてお

答えをお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 詳細な組織体系も含

めていろいろ、私もはっきり承知していない部分

ありますけれども、答弁で申し上げましたとおり

各学校で運動部の委員会等ありますので、そこに

相談することになるのかなと思います。年度初め

につきましては、各部活動の募集とか、そういっ

たことがあろうかと思いますので、その中でちょ

っと募集の仕方の要項って私見たことないので、

あれですが、やりたい種目とか、そういったもの

もきちんと出してもらえればなというふうに考え

ているところであります。その辺がどういうふう

に集約されるかというのは確認をさせてもらいた

いと思いますけれども、子供たちが活動できる場

を、それは部活動できない部分については少年団

活動、いろんなところがあるかと思いますけれど

も、そういった連携も含めながら活動の範囲をで

きるだけ広げる取り組みについても今後進めてま

いりたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

２期目加藤市政を振り返って外２件を、熊谷吉

正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 指名がありましたの
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で、順次御質問申し上げたいと思います。

２期目加藤市政を振り返って、１つに部・次長

会議の位置づけと機能についてお尋ねします。市

長は、当会議を意思決定会議であり、各部署が連

携をしてそれぞれの抱えている懸案を共有、議論

し、解決していく場でありますと。さらに、部署

以外の案件についても他部署の視点でチェックす

ることでブラッシュアップすることができる。議

題として取り上げ、それに対し積極的に発言し、

参画をいただきたいということで、訓示というか、

御挨拶をしているようでありますけれども、加藤

市長のリーダーシップと自己評価についてお伺い

をいたします。

２つ目には、公平公正な市政運営について。市

長は、市民に対し公平公正な市政運営を約束をし

ておりますが、自己評価をお伺いをいたします。

３つ目には、市民ニーズと政策、事業のギャッ

プについて。今日超少子高齢化時代に突入し、全

てにわたり厳しい情勢を迎えていますが、政策や

事業の選択に当たり、先ほど来からの冬の生活や

除排雪の問題や子供医療費無料化、子育てや若者

の定住、人材育成確保など、中小零細企業支援等

のスピード感が伝わってこないという市民の声も

いただきます。反省や課題があればお答えをいた

だきたいと思います。

４つ目には、平和行政の取り組みについて、１

つには「女たちの戦争体験記・いのる」の感想と

これを生かす取り組みについて考えをお伺いいた

します。

２つ目には、米軍オスプレイの北海道演習の訓

練継続発表について市長の認識と対応をお答えを

いただきたいと思います。

３つ目には、名寄駐屯地６５周年武装行進の対

応についてお伺いをいたします。

大きな２つ目には、地域経済活性化に向けて、

市内経済の動向と中小企業等の振興について。名

寄商工会議所は、先月市内の景気動向調査の結果

を発表しておりますが、市長としてどうこれを認

識し、今後の中小企業等の振興、特に重要な人材

確保等を展望してきたかどうかをお伺いいたしま

す。

２つ目には、公契約条例制定に向けた今後の取

り組みについて。これまでも議会で問われている

わけでありますが、その後想定される条例制定に

ついての理解を深めるための市内経済界や労働団

体等の意見交換と新たな取り組みの経過について

お伺いをいたします。

最後になりますが、市民の声からということで、

１つは冬季の名寄駐屯地温水プールの市民利用に

ついて。高齢者の冬の健康維持に関し、利用希望

の声をお聞きしておりますが、駐屯地との対応に

ついてお答えをいただきたいと思います。

２つ目には、弥生公園の維持管理について。維

持管理の現状と今後の課題及び整備方針をお伺い

いたします。

以上、この場における質問は終わりますが、答

弁はできるだけ市長任期最後の定例会ということ

でございますから、加藤市長等を中心に答弁を求

めたいというふうに思いますので、よろしくお願

いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 熊谷議員から大項目で３

点にわたって質問をいただきました。大項目の１、

大項目２の小項目１、大項目３の小項目１につい

て私から、大項目２の小項目２は総務部長、大項

目３の小項目２については建設水道部長からの答

弁となります。よろしくお願いをいたします。

まず、大項目１、２期目の市政を振り返って、

小項目１、部・次長会議の位置づけと機能につい

てお答えをいたします。部・次長会議におきまし

ては、この間原則毎月第１月曜日に開催をしてま

いりました。この会議は、庁議において部・次長

会議に付議すべきものと決定をされた事項、各部

及び各機関の連絡、調整に関する事項、市政運営

上必要な事項について議題として取り上げて、部

局間連携を推進をするための重要な会議となって
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おります。市民の皆様、各種団体からいただいた

要望やさまざまな課題について担当部局で作成を

した検討内容を報告をし、いろいろな視点で意見

を出し合って処理てんまつまでを報告をするとい

う流れとなっております。このことを継続をする

ことでさまざまな対応についてブラッシュアップ

をされていくことにつながると考えておりまして、

現在もそうした課題が着々と蓄積をされていると

いうことでございます。また、私が収集できた情

報につきましても定期的に周知をする貴重な機会

ともなっておりまして、部局間連携の重要性が浸

透しているものと考えております。

小項目２、公平公正な市政運営についてお答え

をいたします。あと少しで２期目の任期満了を迎

えるということでございますが、就任をさせてい

ただいた当初から公平公正な市政運営はもちろん

のこと、市民と行政との協働によるまちづくりを

心がけてまいりました。この間至らぬ点もあった

かと思いますが、市民の皆様、市議会の皆様から

御意見、御指導もいただきながら今日を迎えるこ

とができていると考えております。

市政運営につきましては、市民の声に耳を傾け、

今名寄市に何が必要なのかをよく考え、研究検討

し、優先順位をつけながら事業を実施をし、また

国における施策も短期間で大きく変化をしていく

時代ですので、情報収集に努め、市民の皆様に喜

んでいただける事業、施策を展開をしてまいりま

した。自己評価ということですので、私自身精い

っぱい努力をしてまいりましたので、市民の皆様、

市議会の皆様の評価は真摯に受けとめさせていた

だきたいと考えております。

小項目３、市民ニーズと政策、事業のギャップ

についてお答えをいたします。この間の市政運営

につきましては、総合計画を根底に据えて毎年ロ

ーリングを重ねることで事業の進捗管理を行い、

議員の皆様からいただいた御意見や直面する課題、

ニーズに対応する施策を展開をしてまいりました。

また、人口減少や少子高齢化社会に対応していく

ために名寄市まち・ひと・しごと創生人口ビジョ

ンを作成をし、将来の人口を推計をした上で名寄

市まち・ひと・しごと創生総合戦略を平成２７年

１０月に策定をいたしました。総合戦略では、地

域の産業を元気づけ、新たな力を呼び込む活力あ

ふれるまち、人の流れを呼び込み、ここに行きた

い、ここで暮らしたいと思われるまち、ここで育

って、ここで育ててよかったと言えるまち、ここ

で住み続けたいと思うまち、他のまちと連携をし、

ともに安心して暮らせるまち、小さくてもきらり

と光るケアの未来をひらく大学のあるまち、この

５本の基本目標を掲げ、それぞれにＫＰＩを設定

をして取り組んできているところでございます。

各課題につきましては、私も職員も市民の皆様の

声に耳を傾け、可能な範囲で対応してきたと考え

ているところでありますが、御指摘いただいた件

につきまして真摯に受けとめさせていただいて、

市の考え方を市民の皆さんに御理解をいただける

よう今後も努力をしてまいります。

小項目４、平和行政の取り組みについてお答え

をいたします。まず、「女たちの戦争体験記・い

のる」を読んでの感想とそれを今後の市政にどう

生かしていくのかについてでございます。前々回

の定例会におきまして議員からお借りをいたしま

した、昭和６１年１１月に名寄市婦人団体連絡協

議会が発刊をいたしました「いのる」を読ませて

いただきました。戦争により最愛の家族を奪われ

るなどの体験をされた女性４５名の方々の手記、

それぞれの体験を通しての悲しみや怒りなどさま

ざまな思いが記されておりまして、改めて戦争の

悲惨さ、命のとうとさ、平和の大切さを再認識さ

せられたところであります。この悲惨な戦争を二

度と繰り返さないよう後世に語り継いでいかなけ

ればならないと体験記にも多く記されているとこ

ろでありまして、悲惨な戦争があった過去を風化

させないように、我々行政といたしましてもこれ

まで取り組んできました戦没者追悼式、平和音楽

大行進の実施、市民団体が主催をする原爆の絵名
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寄展にあわせて行っている原爆にかかわるパネル、

ポスターの展示など、引き続き平和行政の取り組

みを推進をしてまいります。

次に、米軍オスプレイの北海道演習の訓練継続

が発表されたことについての認識と対応について

お答えをいたします。米軍オスプレイを使用した

日米共同訓練が昨年に引き続きことしも北海道内

での実施に向けて調整をされていると報道された

ところであります。広大な訓練地のある北海道は、

訓練適地と位置づけられて、オスプレイが参加を

する訓練が今後も継続的に行われる可能性がある

との報道もされています。昨年の訓練に際しまし

ては、北海道防衛局は訓練終了後に参加機数や飛

来した時間と翌日の訓練内容を地元の自治体に通

知をしており、安全に十分配慮された中で実施を

されたと認識をしておりますが、オスプレイによ

る事故がたびたび発生しているということも事実

でありまして、このような訓練が今後も実施され

るのであれば、道民、市民の安全、安心な暮らし

のため、関係自治体とも連携を図りながら情報収

集に努めるとともに、市民への情報提供を行うな

ど不安の軽減に努めてまいりたいと思います。

次に、名寄駐屯地６５周年事業につきましては、

本年１月１９日に名寄市自衛隊後援会を初め関係

団体６団体による要請書の提出を受けました。国

土防衛はもとより地域における安全、安心の確保

や隊区管内における市町村の発展に多大な貢献を

され、創立６５周年の節目に当たり改めて駐屯地

と地域住民のきずなと連帯を確認をし、駐屯地隊

員の錬成の成果を広く地域に示していただく機会

を得たいとの思いを伝えられたものであります。

今後協賛会を設立をし、名寄駐屯地へ市中での行

進を要請する予定であるとのことですが、本市と

いたしましてはこの地域へ多岐にわたり貢献をい

ただいている名寄駐屯地の地域への情報公開の場

となるとともに、今まで築き上げてきた地域住民

との信頼関係をより深めることができるものと総

合的に判断をいたしまして、要請に応える準備を

させていただく考えであります。

大項目２、地域経済活性化に向けて、小項目１、

市内経済の動向と中小企業等の振興について申し

上げます。昨年１０月に名寄商工会議所から発表

された景気景況調査報告によると、卸、小売業な

ど一部の業種で回復傾向が見られ、全業種平均で

も前回調査よりは上昇しているものの、今後の見

通しとしては悪化が見込まれる結果となっており

ます。また、雇用の関係でも従業員不足が続く結

果となっており、地域の景気動向は依然として厳

しい状況と認識をしており、この間中小企業振興

審議会を初めさまざまな機会を通じて御意見をい

ただき、議会にも御相談をしながら可能な取り組

みから進めてきたと考えております。例えば中小

企業振興に係る取り組みといたしまして、一昨年

に中小企業振興条例の改正を行わせていただきま

した。これまでは、国などと同様設備投資などに

意欲が高い事業所に対する支援の傾向がありまし

たが、さきの改正では既存の事業所が継続して営

業していただくためにはどうしたらいいのか、市

内の事業所以外の方でも本市で創業、起業を後押

しをするためにどうしたらいいのか、人材の育成、

さらには確保するためにはどうしたらいいのかと

いった新たな視点での支援メニューの検討をいた

だき、議会に諮り、改正を行ったところでござい

ます。また、市による財政的な支援だけではなく

て、国などのさまざまな支援メニューを市内の事

業所が活用できるように北海道経済産業局への職

員派遣を継続をし、情報収集、相談、サポートの

体制強化を図ってきたところでございます。さら

には、行政、市内経済団体及び金融機関で構成を

する産官金なよろ経済サポートネットワークを設

立をし、関係機関内の情報共有と市内各事業所へ

の各種情報周知の徹底などを体制の構築をさせて

いただきました。

喫緊の課題であります人材確保対策については、

本市の貴重な人材資源である名寄市立大学の学生

に対する市立大学卒業生地元定着化推進事業を創
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設をし、昨年４月には２４名の学生が市内事業者

に就職をすることとなりました。また、深刻な人

材不足の業種の一つであります福祉職については

介護人材確保緊急対策事業を、名寄市立大学社会

保育学科の設置により卒業生が輩出しない期間に

おいて不足が見込まれる保育士、幼稚園教諭の確

保対策には名寄市保育士等就職支援給付金をそれ

ぞれ取り組んできたところでありまして、一定の

成果が出ていると認識をしておりますが、そのほ

かにも建築、土木などの建設業、看護師、保健師

などの医療職など人材不足が叫ばれている業種が

ございますので、新規学卒者等の職場定着化の事

業なども含めて総合的な人材確保対策に向けて関

係機関、団体などと連携をして取り組んでまいり

たいと思います。

大項目３、市民の声から、小項目１、冬季の陸

上自衛隊名寄駐屯地温水プールの市民利用につい

てお答えをいたします。高齢者の冬の健康維持に

関して対応の要望をいただきましたが、高齢者に

おける各駐屯地の一般市民への情報公開の考え方、

施設開放した場合、事故等に対する責任のあり方

を含めまして要望にお応えすることは非常に厳し

い状況であると考えております。

以上、私からの答弁です。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

地域経済活性化に向けての小項目２、公契約条例

制定に向けた今後の取り組みについて申し上げま

す。

公契約条例については、公契約の適正な履行、

公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働

環境及び事業者の健全で安心した経営環境を確保

するとともに、公共サービスの品質の確保、地域

経済の発展に寄与するものとして認識しておりま

す。本市においては、名寄市公契約に関する指針

をもとに公契約の運用をしておりますが、公契約

条例の制定状況を見ますと道内での自治体は１市、

全国ではおよそ３０の自治体が制定をしている状

況となってございます。条例制定に向けては、各

業界の団体に対しまして運用に際しての御理解と

御協力が必要であり、関係者との御意見等を伺う

機会も必要であると考えておりましたが、現在は

至っておりませんので、今後も引き続き指針をも

とに適正な労働環境の確立に向け関係法令の遵守、

地域活性化、良質な公共サービス、安心して働け

る労働環境の確保について努めながら、条例化へ

の取り組みについて庁内組織で研究を重ねた上で

意見交換の場を設定するなど取り組みを検討して

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目３、市民の声から、小項目２、弥生公園の維持

管理についてを申し上げます。

弥生公園は、桜が数多く自生していた民有地を

当時の農協が引き継ぎ、その後本市が寄附を受け、

昭和３１年５月に弥生公園として開設した本市の

由緒ある公園の一つであります。都市計画公園と

してはおりませんが、約２００本の桜が満開を迎

える５月ごろには多くの市民や観光客が訪れ、名

所として認知されているところでございます。現

在は、本公園は本市において維持管理されており、

本年度は名寄三信環境整備事業協同組合に業務委

託し、主に芝刈りや追肥、園内清掃を初め安全点

検を実施する巡視を行っております。また、毎年

度とはなりませんでしたが、若干の桜の植樹を実

施しているところでもあり、全体の公園維持管理

の中で予算の範囲内におきまして維持管理をして

いるところでございます。

しかし、近年は桜の木の間からシラカバなどの

木が目立つようになり、地域の方々から桜の木の

保全、間伐を求められているほか、数多くの桜の

木を植樹することへの期待がございます。こうし

た中で、本市といたしましても桜の名所として地

域から愛された本公園を何とかよい形で維持した

いと考えておりますが、一方で予算上の都合もあ
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りますが、本市の数多い公園整備事業全体を考慮

すると一度に園内の数多くの雑木の間伐や植樹等

を行うことは難しいものと考えているところでご

ざいます。今後の方針といたしましては、少しず

つではございますが、地域と連携を図りながら限

られる予算の範囲内で可能なものから善処できる

よう努めてまいります。あわせて、間伐の業務委

託や道路センター職員による直営で間伐作業が可

能なのかについても研究してまいりますので、御

理解いただきますようお願いを申し上げます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 最初に、平和行政の

中の名寄駐屯地創立６５周年記念事業の関係につ

いて、市長は今会長さんですね、記念行事協賛会

の。まだですか。５年前のことを思い出しますけ

れども、先ほどの答弁では後援会から要請を受け

て、その方向で駐屯地にも要請をしようかという

お答えでしたけれども、それに間違いないかとい

うことと、それに時期的なことも準備作業等の中

で５年前のことの日程を考えるともう既に内定し

ているのかというふうに考えていますけれども、

お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 総合的に判断をして要請

に応える準備であるということで間違いございま

せん。時期について正確にまだ掌握はしておりま

せんけれども、例年創立記念行事というのは６月

ないしは７月に行われると認識をしておりますの

で、そのあたりに行われる可能性が高いのでない

かという認識でおります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私の印象、地域の調

査活動の中で聞き得た範囲ですけれども、市民の

中にはもう既に決まって準備をされているのでは

ないかというような声もいただきます。そして、

形上は後援会からの要請で市長は協賛会、広域的

な責任者も務めておりますけれども、むしろ加藤

市長自身が積極的にこれにかかわっているという

状況のようにも聞きますけれども、間違いであれ

ばお答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど答弁したとおりで

ございまして、関係６団体から要請をいただいて、

それに基づいて市としてこれまでいろんな形で駐

屯地の関係性だとか、情報公開の場になるという

ことも含めて総合的に勘案をさせていただいて、

要請を受ける準備をしていこうと、こういうこと

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） その事実がわかった

ら、できるだけ早くしっかり情報公開をしていた

だきたいと思いますが、５年前に名寄市では初め

て同様のパレードが武装、兵器だとか戦車だとか

持ちながらということで、駐屯地の存在はほぼ名

寄市民であれば災害だとか、あるいは地域の行事

だとか、さまざまな面、専守防衛はもちろん、今

の憲法の範囲の中でということの理解をしている

のではないかと思います。５年前と随分情勢が違

うなというふうには思っておられるかどうかわか

りませんけれども、今の安倍政権の中で９条絡み

で加憲をしたいというような話が出ておりまして、

名寄市民である自衛隊員が専守防衛の範囲を超え

て、集団自衛権の法律違反の法律が既にできてい

ますけれども、全国で今係争中でもございます。

違反だということです。やっぱり一旦日本の外へ

出てというのは、いわゆる戦争になるわけなので

すが、なれば名寄の駐屯地からも出かけていかな

ければならぬ。派兵をされるという可能性が非常

に高いので、自衛隊員の命にかかわることを私は

認識をしておりますので、できるだけそういう行

為というのは認められないなという感じがしてお

りまして、ただ単に６５周年のお祭りとは感覚と

はちょっと違うのかなというふうに思っていまし

て、本来今までやってきた駐屯地の皆さんの頑張

りには期待をいたしますけれども、やっぱり武装



－192－

平成３０年３月１５日（木曜日）第１回３月定例会・第４号

行進というのは違和感を持つ市民が多いし、５年

前と情勢がすごく変わってきているということで、

非常に心配をされていますけれども、そういう共

通認識は持てませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 繰り返しになりますけれ

ども、関係団体から要請をいただいて、今後協賛

会を設立をしていくという方向で聞いておりまし

て、本市といたしましてはこれまでの地域への多

岐にわたり御貢献いただいている名寄駐屯地がよ

り地域への情報公開の場に広がると。あるいは、

今まで築き上げてきた地域住民と駐屯地の信頼関

係をより深めていくという意味で総合的に判断を

し、要請に応える準備をさせていただこうという

ふうに考えておりまして、御理解をいただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 時間の関係があるの

で、また別な機会にもお話しする機会もあろうか

と思いますけれども、心配しているのはやっぱり

国の政治が５年前とすごく状況が変わってきてい

る、国際関係も含めて。ゆえに隊員の命の問題、

あるいは家族の心配などについて、私どもも公式、

非公式にそういう声は耳に入りますから、恐らく

５年前以上に市民の不安を象徴するような、また

やってもらいたくないという行為、行動というの

は市民の段階からも出てくるのではないかと思い

ますから、十分その辺については認識を改めてし

っかり慎重な対応を求めておきたいと思います。

２つ目には、オスプレイの話、１月４日の道新

にトップ記事で引き続き北海道広大なので、演習

もしやすいのでということで、防衛省からそうい

う話があって、もうこれ以上、オスプレイに限ら

ず、去年の第３定に私質問させていただいていま

すけれども、市長の答弁、先ほどお答えの中でち

ょっと話がありましたけれども、オスプレイの事

故率についてもう一回復唱させていただきたいの

ですけれども、御認識。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 事故率についてのお話を

ということで、ちょっと今ここにないので、記憶

が確かであればそんなに事故率は高くないという

お話で認識をしているという答弁させていただい

たというふうに記憶しています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） そのようにお答えを

しているのです。その後沖縄はもちろんですけれ

ども、大分県の空港だとか、オーストラリアだと

かというようなことで、連続して何が落ちてきた、

そのまま死人も出ておりますけれども、オースト

ラリアで。市長が答えたのは、防衛省情報だと思

いますけれども、 ６２、海兵隊全体が ６３な

ので、余り変わらないと。あるいは、北海道の去

年の演習の後に防衛局が情報をしっかり提供した

ので、安全にやっているのでないかというお答え

だったのです。実際は、Ａクラスの事故というの

は１月４日の道新でも ２７という正確な数字が

出ていまして、菅官房長官も意図的に隠したわけ

でないと、数字だけが安全性を語るものではない

ということで、極めて無責任な記者会見をしてい

るのです。もう一回防衛局なり直接国に聞いてい

ただいて、別途の機会に事故率についてしっかり

私どもに伝えていただきたいと思います。名寄に

来るか来ないかというよりも、北海道全体がこれ

から恒常化するような話になりかねないことを言

っていますので、ぜひ別な機会にお答えをいただ

きたいと思いますので、調査をしていただきたい

と思います。

それで次に、２期目の加藤市政を振り返ってと

いうことで、平和行政以外の３点についてまとめ

て御質問させていただきますが、部・次長会議と

いうのは言葉かえれば経営会議ですよね。これに

ついてお答えいただきたいのと営業戦略は随分名

前が売れて陰に陽に活躍をされていますけれども、

一番私ども注目をするのはこの部・次長会議、経

営会議という認識を私もしているのですが、非常
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に市長も大事なことを各部長、副市長に言ってい

ますよね。自分のところだけではなくて、横断的

にいろいろ意見があったらそれを意見交換したり、

議論をするというのは大切だと、しっかりやって

くれという話なので、市長自身が何か政策的にこ

うしたいとか、これをもっと詰めてくれとかとい

うトップとしての指示したり、課題を与えたこと

はございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 庁議と部・次長会議とい

うのがあって、庁議というのは週１回やってきて、

ここは閣議的なところです。重要な、例えば予算

だとか、あるいは条例だとか、あるいはパブリッ

クコメントにかける分に関してここで最終決定す

るということなのだけれども、ここで判断し切れ

ないというか、より政策を深めていくものに対し

て月１回の部・次長会議で付議して、部・次長会

議で広くいろんな政策を議論しているというふう

に理解をしているというか、そういう運用をして

いると思います。その中で当然私の意見も言う場

面もありましょうし、これを調べてくれという話

もあるでしょうし、かんかんがくがくの議論をな

されているというふうに理解をしています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 具体的にこういうこ

とを言って指示したぞと。それで、それをしっか

り議論をして全体で判断をしようかということは

今の答弁では余り伝わってこないのですけれども、

今私どもも議会を通して市長提案の予算とか事業

等についてはいろいろ、よろーなは大分前ですけ

れども、病院だとか、あるいはＥＮ―ＲＡＹだと

か、大学だとか、いろんな意味で議会の役割も全

員が果たしてきたのではないかと思っています。

そして、今日いろいろハード物については連続し

て合併等の特例債だとか、あるいは起債だとか、

補助金だとかというようなことで、形は残りまし

た。だけれども、今２期目４年、それからその前

の１期目４年、８年間、確かに目に見えるものは

これから本格的にどうそれを有効に財産として価

値を高めていくかという課題は残りますけれども、

もっと現状の名寄市の地域の経済だとか、子供や

子育て、あるいは名寄の冬のこと、山崎議員が、

あるいは佐藤議員が、奥村議員が、高野議員が、

佐久間議員がそれぞれ今回は市長にお答えを求め

ていましたけれども、本当に今身近な生活にかか

わることなどについて具体的に戦略会議、部・次

長会議の中でお互いに意見交換をして政策的に反

映をするようなことというのは実際にあったのか

どうか、もう一度お聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 月１回部・次長会議もや

っておりますけれども、そのほかにも議会前に議

員の皆さんからさまざまな御質問をいただく中で、

それについて部次長の皆さん集まって、改めてそ

の政策について深掘りをするような議論もかなり

集中的に、結構中身の濃い議論をやっています。

その中で当然その根拠となるような市民の皆さん

の声だとか、それに基づくいろんなデータ、それ

は我々の地域だけでなくてほかの自治体と比べて

どうなのだというようなことだとかも広く突き合

わさせていただいて、どうなのだということをそ

こでみんなで共通認識を持ってこういう答弁をし

よう。それは、答弁していくということはこうい

う政策をつくっていこうということにつながって

いると思いますし、そうしたことでかなり深い議

論の中でそういう意思決定が行われているという

ふうに思います。一方で、当然この議会議論や我

々の中だけでなくて、市民の皆さんの意見を吸い

上げて総合計画等で反映をしていく議論もありま

して、そこは全てが全てここで決まっている問題

ではなくて、そこをうまくバランスとりながら意

思決定というか、政策を立案していっているもの

だというふうに理解をしています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 確かに名寄市民も２

万 ０００弱、生まれたばかりの子供もいれば、
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若い人、小学校、中学校、高校生、大学生、ある

いは高齢者も本当に１００歳を超える人たち、あ

るいは家族環境の状況だとか、所得の状況だとか、

職場の状況、さまざまなニーズは幅広く、千差万

別であるのは私も承知をしておりますけれども、

きょうも各私どもの会派の議員が具体的なものを

いろいろ市民ニーズを伝えるために、きょうばか

りではなくて、今回ばかりではなくて随分やって

きたつもりですけれども、余り形になったものは

正直言ってないのです。例えば子育てでも部分的

には、個々のそれぞれ議会がありますから、全議

員がいろんな意見を反映しますけれども、やれな

い理由とか、やらない理由はよく市の職員の中で

も、本当にいろんな条件の中で市職員たくさん頑

張っているなというふうに思います。これ以上本

当に建設水道部の天野部長以下に負荷かけていい

のかどうかという違う心配も奥村議員も一緒に一

生懸命やるので、していますけれども、やらない、

やれない理由を市長も言っているのです。子育て

でなくて子供医療費の無料化の関係では、市立総

合病院の話だとかあるけれども、無料にしたら何

と言ったのですか。一斉にお母さんたちが子供を

連れて、お父さんたちが子供を連れて病院も混ん

でわやでないかと。お医者さん大変になるのでは

ないかというような、これはやれない、やらない

という理由の一つかなというふうに思っていまし

て、これを財政的、予算的にどう段階を踏まえて

具体的な形にするかというのはもちろん時間との

関係、予算の関係ありますけれども、そういう感

じにしか、答弁した例を挙げればですよ。除雪、

排雪の関係もやらない、やれない理由を先に述べ

てという。だけれども、職員の中には条例や規則

や要綱をしっかり見て、勉強してと言うけれども、

中にはこういう方法もあるのではないですか、こ

ういう解決、苦しいなら、あるいは大変だったら

と言ういい職員もたくさんいます。そういうこと

は、市長先頭にやっぱりこれをやらない、やれな

い理由を並べるのは民間では余り通用しないので

ないかと思うのですけれども、改めてお聞きをし

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 何か全くやっていないみ

たいな、そういう言い方に聞こえますが、先ほど

田邊部長も天野部長も一生懸命熱く答弁をさせて

いただいたと思うのですけれども、少しずつやっ

ているのです。その中で、しかし一気にやるとい

うのはなかなかこれまでの歴史的な積み重ねも含

めてできない部分もあるので、少しずつにはなっ

てしまうかという、そういったちょっとやっぱり

言いわけ的な答弁にもなってしまう。私もだめだ

なと思いますけれども、しかし少しずつでもよく

しようと思っていろんな改善もしているというふ

うに思っています。言いわけのような発言が多い

ようでしたらちょっと反省をしなければならぬと

いうふうに思いますけれども、さきのレンタル＆

ゴーの事業なんかもなかなか厳しいから、では地

域の皆さんにどうやって一緒にやってもらえるこ

となのだろうということで職員の中から上がって

きた提案事業でありまして、こうした努力もお酌

み取りいただいて、少しずつですけれども、我々

は市民の皆さんの幸せのため、改善のために日夜

知恵を出しているということもぜひ理解をいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） レンタル＆ゴーのお

話も今あえてしたようですけれども、私も十何年

前ぐらいにそのような視察へ行って、一つの地域

で農山村のみんなで力を合わせて、市から何ぼか

金もらって、そして地域の環境を守るとか、まち

づくり、人間関係をどう維持していくのかという

ようなことを言った記憶がございますけれども、

それそのものは間違いないので、だけれどももう

８年なり１０年たって、年齢６０の人が７０、７

０の人も８０、恐らく２０年前とかぐらいの前だ

ったら各町内にそういう人がたくさんいて、みず

からの除雪機をそれぞれ今も継続してやっている
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町内会もありますけれども、そのことがだんだん

できなくなってきている。高齢者がみずから準備

して敬老会やらなければならぬとか、あるいは町

内会の雪の問題も一人でもうどうしようもないと

いう女の方だとか、高齢者の関係に手を差し伸べ

るという、まさに地域のコミュニケーション抜き

では考えられないのですけれども、それがやっぱ

り言わざるを得ない高齢化の問題。だから、少子

高齢化の問題で市長、端的に聞きますけれども、

何今名寄市に一番重要なことというか、よくこれ

から１０年、２０年の話ししますけれども、どう

いうふうに考えていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高齢化の問題の話でしょ

うか。

（「１０年もたっているんで、今１０年、昔の１

０年前と今の１０年後の、これからの１０年、２

０年のこと考えたときに名寄市に今一番優先的に

考えんきゃならんことは何かということです」と

呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） よく２つの話しさせても

らいますけれども、まず人口減少というのがやっ

ぱり大きく地域の持続可能なまちづくりに影を落

としているのではないか。ここを一定の、全く食

いとめることはできないかもしれないけれども、

人口減少を少しでも歯どめをかける施策を打って

いくべきだろうと。そして、人口はそうはいって

も減少していくので、やはり地域のつながりをど

う担保していくのか。それは、いわゆる最近では

地域包括ケアみたいな言い方がよく取り沙汰され

ておりますけれども、あらゆる地域のさまざまな

資源を有機的に結びつけていくことで地域の皆さ

んが一人一人生き生きとここで自分らしく、そし

て最後まで暮らし続けていける環境を整えていく

ことが何よりも大事だというふうに思っています。

その中で、名寄は幸いにして本当に中核的な病院

があって、それに付随する医療、福祉機関がある

ので、ほかの同じ同規模の自治体と比べたら非常

に恵まれているというふうに私は思います。この

恵まれている環境をさらにいかにどう有機的に結

びつけて生かしていくのかというのがこれからの

きめ細かな福祉政策を推進していく大きなテーマ

なのかなというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 具体的なことを聞き

ましたけれども、今名寄市で一番重要なことは人

口に起因をしますけれども、少子高齢化に起因す

るのですけれども、医療や福祉や建設現場、ある

いは商店含めて全ての分野で人がいない、足りな

いと。これは、まちへ私もこの議会のために随分

歩きましたけれども、共通項なのです。これは、

名寄市が続いていかないということの前兆なわけ

で、きのう、きょう始まったのではなくて、やっ

ぱり１０年前ぐらいから顕著にあらわれてきて、

それは小手先とは言わぬけれども、特養の資格者

なしでも支援して資格を取ってもらう。あるいは、

きょう議論のあった保育士の関係、国もやっと動

き出して、少し家賃の補助をするかなんていうこ

とで、遅まきながらやっぱり深刻だということに

ついて認識をされてきているのですけれども、最

優先は医療費、子供の医療費の無料化、ちょっと

私ここに一回ポケットにしまってもこれが名寄市

の最大の課題でないかというふうに思いますから、

部・次長会議の経営会議の中で最優先にしたのを

プロジェクトチームか何かつくってお互いにけん

けんごうごう効果の出ること、スピード感を伴っ

た政策、事業についてしっかり私どもに伝わって

こなければならぬのでないかというふうに思って

いますけれども、どうですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 人材確保という角度から

の切り口も大きなテーマだというふうに思います

けれども、それも全てひっくるめて、これまちづ

くりそのものだというふうに思っているので、今

それぞれの部署がさまざまな施策を打ってやって

います。また、この後もやっていくということも
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３０年度予算の中でもありますけれども、それら

も全てそうしたことに結びついていくというふう

に思います。それがまだなかなか伝わりにくいと

いうことであれば、我々のまだまだ政策の進化を

していかなければならないところなのかもしれな

いし、発信をしていかなければならない部分なの

かというふうにも思いますけれども、人材不足の

ことについては我々も共通に非常に危機感を持っ

ているのは認識として持っておりますので、さら

にそこを進化をさせていくということも、また議

員の皆さんの御指導もいただきながら進めていき

たいというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 話題かえますけれど

も、公平公正にも関連しますけれども、昨年末の

第４定で、あえて議会側も質疑はしませんでした

けれども、非常勤職員の公募問題だとか、あるい

は条例違反に関する議論がありましたけれども、

結果的には市民に見えない結論だし、私も随分怒

られました、あれは何の意味なのだといって。こ

れに起因するのは、やっぱり職員、現場の職員は

もちろん１２０％公募で試験を受けて面接やって、

非常勤で名寄で余りなかった公募をしない職員が

できるということについては、あくまでも公募を

やった上で人材がいないときには市長にも奔走を

してもらわなければならぬし、そういう努力をし

っかり、公平公正の原則から欠けて、総務部長か

ら答弁はいただきましたけれども、これはやっぱ

り改善してもらわなければならぬ。市長自身の考

え方をお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 御意見として受けとめさ

せていただきますが、非常勤の中でも運用の中で

どうしても特殊性があってというようなことだと

か、あと期間が短いことだとかということ、そう

したことでは公募によらない募集も認められてい

るということでありますので、そうした運用の中

でやらせていただいたというふうに理解をしてい

ますが、そういう御意見もあるということは受け

とめさせていただいて、今後の採用等に反映させ

ていくことを検討させていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 市長の答弁の中に公

募、これからも公募によらない採用はあるのだと

いうことをあえて答えましたけれども、それ間違

いないですか、そういう対応でこれからも続ける

ということで。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 御意見は受けとめさせて

いただきますということをまず言いました。しか

し、これから恐らく自治体の中でも、先ほどの話

にも通じてくると思うのですけれども、人材をい

かに獲得していくかという競争になっていくと思

います。それは、いろんな政策を打っていく中で、

やっぱり特色のある政策も打っていかないと生き

残っていけないと。あるいは、そうしたことを推

進していくということも場合によって必要になっ

てくる。そのときによりそういったこの職種でな

ければならぬ、専門性、この人材というか、そう

いったこともあり得る可能性はあるのではないか

というふうに思っていまして……よろしいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 民間の社長だったら

当然あるでしょう。やっぱりいい人材をどんどん

探して採用すると。ここは名寄市役所。条例や法

律や規則、要綱、さまざまなところをクリアをし

ながら税金で運営して、それをどう市民に公平公

正に、あるいは情報公開をしっかりしながら、わ

かるように、伝わらなければだめなところなので

す。これは、民間のやり方ではだめなのです。欲

しい人材がいないときには、もう今市長がやった

ようなことと、当然だと思います。採るためには

必要、競争ですから。きのうか、高野議員の常勤、

非常勤の労働条件、あるいはきょう川村議員との

やりとりがあって、平成２６年ぐらいから国も法

令改正されて、平成３２年からは条例という、や
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っぱり非常勤の働き方、働かせ方、あるいは地公

法や自治法関連、あるいは労働条件の問題という

のを議論がありました。改善されていく方向には

あるやに見えますけれども、もう既に２６年から

国は動き出していますから、２６年に、これ平成

の年度ですけれども、研究会の報告書を出してい

るのです、総務省絡みで。この中身もこれは大阪

の例ですけれども、具体的な選考に当たってはハ

ローワーク等を通じた公募を行った上で面接等に

よる能力実証を行うことが大原則だと。私はそう

いう認識をずっと持っていましたから、仕事しづ

らくなるのかもしれないけれども、これは本当に

当該職員にとってもやっぱりしっかり位置づけ、

立場、役割を認識した上で一生懸命今も頑張って

もらって、余り独自な話は一切しませんけれども、

そういう状況なのですが、改めて答弁求めたいと

思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 可能な限りそれは公平公

正な公募という形をとらさせていただきたいとい

うふうに思いますけれども、例外的な場合という

のはちょっと今想定できませんけれども、そうい

ったこともあり得るのではないかというふうに思

っているので、今の法令がそういった形に、たて

つけになっているということなのだと思います。

しかし、議員がおっしゃることもそれは重々受け

とめさせていただいて、できる限り公正公平な公

募という形をとらさせていただくということを大

原則にこれからは進めさせていただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 総務部長、そういう

答弁で市長答弁していますけれども、私の先ほど

言った研究会の報告書、これがベースになって、

今国がいろいろマニュアルを各自治体に出してく

るし、早いところはもう既にやっているのです、

これらについて。市長の答弁これでいいのか、ち

ょっと再検証お願いしたいのですけれども、総務

部長に。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 市長からもありまし

たとおり、昨日の２０２０年にかかわっての会計

年度任用職員のところでもお話をさせていただき

ましたけれども、あくまでも職員なりの任用につ

いては原則公募という形ということでございます。

原則ということで、市長が先ほど言いましたよう

に、これは当然面接なり一般試験というのが原則

ですけれども、そのほかに任用の仕方というのは

もう一つございますので、２通りの任用の仕方が

ございますし、またあわせて臨時職員等について

は必ずしもハローワークを通さないで、緊急の場

合については例えば２カ月以内であれば面接は不

要でというようなこともございます。その辺は、

いろんな状況の中で職場のほうでどうしても必要

だという職員に対応するというところについては

ぜひ御理解をいただきたいというふうに思ってご

ざいます。原則としては、あくまでも面接という

ことになろうかというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 時間が足りなかった

ら、改めて調べ直してもらっても結構ですけれど

も、今総務部長が言った原則というのはほかに例

外というのはめったにない。それは、例えで出し

たのは２カ月か３カ月の緊急臨時的な話は私も十

分知っています。しかし、今想定をされている、

実際に頑張っていただいている人は１年とか、１

年ですね、第２種の関係は。そして、毎年更新を

していくというケースがあろうかと思いますけれ

ども、少なくても一生懸命また何年も働いて頑張

ってほしいと、成果を出すまで。そういう意味合

いだというふうに思いますので、改めて市長、認

識をちょっとし直していただいて、総務部長の続

きの話は予算委員会、あるいはその後も意見交換、

市長がここに戻ってこなかったら別ですけれども、

戻ってきたときにまたさせていただきたいなとい

うふうに思っていますので、お願いします。
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さらに、同じようなケースで大学の、４月１日

から新棟使われて、新しく売店とか食堂ができま

す。私も市民の方に言われて、もう決まっている

のでしょうやという話もされたけれども、そんな

ことありませんと。しっかり公募をして、プロポ

ーザル方式ですから、いなくて今既存の業者とい

う話で聞いておりましたよと。やましいことはな

かったと思いますという話はしました。しかし、

それだけではなかなか理解できないという部分が

あって、あえてこの場でやり切れない部分もあり

ますけれども、大学の局長にも資料いただいて、

私の手元に今当時の公募、５月ですね、昨年の。

公募だとか、あるいは仕様書、契約関係はまだ見

ていません。契約は終わったのですか。ちょっと

お願いします。そのことだけで結構です。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） かいつま

んで経過を説明してよろしいですか。かいつまん

で、この間の経緯を……

（「いいです、いいです。契約はしたかどうか」

と呼ぶ者あり）

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） プロポー

ザルの学内に学生部長を委員長とする選考委員会

をつくりまして、そこで延べ６回議論をして、公

募の手続をして、１社から応募がありまして、ヒ

アリングをして、プロポーをやりましてその後詳

細を詰めて契約をしております。

〇１３番（熊谷吉正議員） 詳しくは、また必要

であれば予算委員会、あるいはその後にも議論を

したいと思いますけれども、これ無償ですよね、

福利厚生という意味合いも含めて。それとあと、

あわせて病院で、今いろんな病院施設で事業所は

いろいろ入っていると思いますけれども、これは

今の２カ所の関係のもし有料で正規に計算したら

お幾らになりますか。

それと、病院の現状についてお話お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、大

学の食堂、売店というのは、基本的に学生をメー

ンにして、教職員のいわゆる福利厚生施設という

ことで位置づけておりまして、患者さんとか不特

定多数が来る病院とは違いまして、基本的には無

償で、光熱水費を実費でいただくということで、

プロポーの中にもその旨を記しておりまして、で

は仮に取ったら幾らというのはそういう事例がな

いので、そういう部分は積算はしておりません。

あくまでも光熱水費をいただくということでござ

います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 病院の

ほうの使用料に関しましては、名寄市立総合病院

食堂等使用料徴収条例に定めた金額で徴収をして

おりますが、これはいろいろな地価であったりで

すとか、場所的なもの、それから今の本館を建て

たときと最近の部分でいけば新館ができたとき、

これ余りにも条件が違っておりますので、平米単

価が均一ということにはなってございません。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 詳しくは、後から聞

かせてもらいますけれども、大学の今の設置者か

ら大学のほうに委任しているのは規則ございまし

て、福利厚生施設として認めているのは大学の寮

だけですね。大学の寮だけだというふうに思いま

すけれども、新棟全体の中の一つの部屋という認

識ですから、そういう規則の手続の変更までしな

くてもよろしいのかもしれませんけれども、市民

の皆さんの中にはやっぱりそういうふうに素直に

見ている方もいますし、福利厚生ということにな

ると当然売店も購買も近隣の皆さんも恐らく喜ん

でいるのではないかと思うし、たしか１割ぐらい

割安で業者さんにお願いをしたりという仕様書に

なっていたような気がするのです。そのお答えは

結構なのですけれども、しっかりそういう面では、

これ市長に聞いても出てこないかもしれないけれ

ども、このとき名寄の指名業者というか、この食

堂をやっている方だとかというのはどのぐらいあ
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るという認識のもとに公募をされたのかどうかお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、学

生寮については寮の設置条例を持っておりますの

で、明確にその基準がありまして、それ以外の部

分については条例を制定して使用料等を取ってい

るものはございませんで、基本的には福利厚生施

設ということで、公募に当たりまして基本的には

食堂収入、売店も一体的に担っていただくという

ことで、本件については売店は再委託ということ

で申請があり、了承をしたところでございます。

基本的に食堂を市内で、いわゆる一定年数の経験

がある者など、市内業者あるいは準市内業者など

６項目の規定を、あと税金の滞納がないことです

とか、そういう部分で公募の手続を行ったところ

でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ぜひ４月１日からで

すから、福利厚生上、しっかり学生あるいは教員

の皆さん、あるいは近隣の住民の皆さんも有効活

用して、よかったと。特に北斗団地、新北斗には

お店を探したけれども、いないという状況もあっ

たりして、少しほっとはしていますけれども、運

営だとか契約、あるいはそういう関係については

できるだけ秘密のものはないというふうに思って

いますので、そのようにお伝えはしますけれども、

さらに質問等、御意見が別に出てくればまた予算

委員会で聞くかもしれませんので、いろんなこと

は特に慎重に、あるいは公開できるものはしっか

り公開をして対応をお願いをしたいというふうに

思います。

あと２分しかありませんが、自衛隊の温水プー

ル、もうぜひ有効活用したいなということで、私

も二、三年前から高齢者の皆さん、士別のプール

がなくなってからずっと引きずって、夏は一生懸

命通って、スポーツセンター、指定管理者にもお

願いして教室やっていただいたりということで有

効に、本当に喜んでいるのですけれども、冬は本

当にどうしようもないと。プール以外に何かする

ことないのかいと私ざっくばらんに言うけれども、

一定の年齢になって体を動かすことの重要性につ

いては物すごくやっぱり大切ですし、多分市長、

さっきのお答えは駐屯地と折衝した上でのお答え

なのですか、それとも想定の話なのかをもう一度

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これ議員から２年前でし

たか、３年前でしたか、要請がありまして、たし

かそのときにそういった要請が来ますよという話

を当時の、今はかわりましたけれども、自衛隊の

内部の方にお話をした経過もあります。その中で、

私が要請したわけではないけれども、非公式にな

かなかやっぱり不特定多数の市民の皆さんが利用

するという施設の運用上のたてつけになっていな

いので、安全性を確保できないということで、大

変申しわけないというお話を内々にいただいたと

ころでありまして、ぜひ御理解いただきたいと。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） あのときは市の担当

職員に御案内いただいて、段取りしていただいて、

当時の司令、それから業務隊長、本当に３０分ぐ

らい時間とっていただいて、対応いただきました。

結果はだめだったのですけれども、私でだめでも

市長なら身近だからきっと可能性が高いのではな

いかというふうに思っていますので、これは正式

に当たって正式にお答えをいただきたいというふ

うに思います。もう答弁は求めませんけれども、

要請を求めておきたいと思いますので、記憶して

おいてください。

今回退職迎える、先ほども田邊部長からいろん

な思いを奥村議員の質問にお答えをいただいてい

まして、本当に御苦労さまです。そして、ここの

場では田邊部長しかいませんけれども、監査関係

で私も私的には山崎事務局長、あるいは農業委員

会では今事務局長、そして風連庁舎では江尻次長、
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本当に、ほかに漏れていたら大変申しわけござい

ません。長い間のお勤めに敬意を表して感謝を申

し上げたいと思っています。できるものならまた

後輩の指導に、多分役所に訪れる人もいるのでは

ないかと思いますので、期待をしております。あ

りがとうございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終了いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第２９

号 平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第７

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２９号 平成２９

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、平年より積雪の多い市道の除雪、

排雪事業に係る対策に伴い必要な経費を補正をし

ようとするものでありまして、歳入歳出にそれぞ

れ ２００万円を追加し、予算総額を２１８億

８３４万 ０００円にしようとするものでござい

ます。

まず、歳出について申し上げます。８款土木費

におきまして市道除雪・排雪対策事業費 ２００

万円の追加は、市道の積み込み運搬排雪や排雪ダ

ンプ助成に係る経費を追加をするものでございま

す。

次に、歳入について申し上げます。１９款繰入

金におきまして財政調整基金を ２００万円繰り

入れをし、収支の調整を図ろうとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 奥村議員あるいは山

崎議員から十分やりとりされていますけれども、

私はこの地域に住んで、この ２００万円は安か

ったなという感じがしていまして、随分頑張って

いただいたのではないかというふうに思っていま

すが、そして少しずつこれだけ雪多い中において

も苦情の数も比較をするとそうでもなかったのか

という感じがやっぱり議会の取り組み、常任委員

会の取り組みなんかも非常にあったのではないか

と思っています。ただ、市長、首を縦に振ってい

ただいていますけれども、抜本的にやっぱり間口

の改善、それと交通安全だとか、子供のスクール

ゾーンだとか、さまざまありますけれども、抜本

的にはここなのです。それは、回数は排雪をふや

して改善できるものなのか、あるいは違う方法が

あるのか、これはもう本当に私の町内、私も大橋

なのですけれども、３人ほど冬にはいない高齢者

がいて、春になったら帰ってくると、畑つくるの

です、住宅街で。こういう人がどんどんそのまま、

このままでいくと多分もうこれで最後ですという

ふうに話もあるかもしれない。そういう人私の町

内でもそんなにいるということは、八十幾つの町

内もあるのですから、本当にこの数はでかい。イ

ベントとか、いろんな大会だとかというのもそれ

ぞれ交流人口についての取り組みについては関係

している皆さんには敬意もするし、感謝もするの

ですけれども、冬の抜本的な対策は市長を先頭に

部・次長会議でけんかになってぐらい予算を譲り

合うか、決まったものを先送りするか、今までは

ハードの問題だから途中でということはなかなか

なりませんでしたけれども、そういうような議論

を展開をしながら、できるだけスピード感を持っ

て対応していただきたいなというふうに思ってい

ますので、特に建設水道部の関係職員については

電話したら本当に次の日来てくれると。そして、

下手な仲介を私どもがする必要はなくて、しっか

り説明をして理解をする。改善できるならしたい

ということで、本当に頭が下がります。いい職員

平成３０年３月１５日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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がたくさんいて、期待をしておりますけれども、

２００万円結構だと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかの質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１６日から３月２

６日までの１１日間を休会といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１６日から３月２６日までの

１１日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時０８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 佐久間 誠

署名議員 大 石 健 二
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平成３０年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成３０年３月２７日（火曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３号 名寄市介護保険条例の一

部改正について（市民福祉常任委員長

報告）

日程第３ 議案第１８号 平成３０年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第１９号 平成３０年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２０号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２１号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２２号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第２４号 平成３０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２５号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計予算（予算審査特別委員

長報告）

議案第２６号 平成３０年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第２７号 平成３０年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第４ 議案第９号 名寄市第７期高齢者保健

医療福祉計画・介護保険事業計画を定

めることについて

日程第５ 議案第３０号 名寄市国民健康保険税

条例の一部改正について

日程第６ 議案第３１号 名寄市立大学条例及び

名寄市立大学の授業料等徴収条例の一

部改正について

日程第７ 議案第３２号 名寄市後期高齢者医療

に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第３３号 名寄市国民健康保険条

例の一部改正について

日程第９ 議案第３４号 名寄市病院事業の設置

等に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第３５号 平成２９年度名寄市一

般会計補正予算（第８号）

日程第11 議案第３６号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第12 意見書案第１号 地方公務員法及び地

方自治法の一部改正における新たな一

般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定

に関する意見書

意見書案第２号 生活保護世帯の子ど

もたちの大学等への進学に関する意見

書

意見書案第３号 「ＴＰＰ１１」に係

る十分な情報公開と国内農業対策を求

める意見書

意見書案第４号 洪水回避等を目的と

した流量確保のための中小河川の河道
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掘削の予算の確保を求める意見書

意見書案第５号 地方路線問題調査特

別委員会での徹底した審議を求める意

見書

日程第13 報告第３号 例月現金出納検査報告、

定期監査報告について

日程第14 議会改革調査特別委員会報告について

日程第15 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３号 名寄市介護保険条例の一

部改正について（市民福祉常任委員長

報告）

日程第３ 議案第１８号 平成３０年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第１９号 平成３０年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２０号 平成３０年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２１号 平成３０年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２２号 平成３０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成３０年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第２４号 平成３０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２５号 平成３０年度名寄市立

大学特別会計予算（予算審査特別委員

長報告）

議案第２６号 平成３０年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第２７号 平成３０年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第４ 議案第９号 名寄市第７期高齢者保健

医療福祉計画・介護保険事業計画を定

めることについて

日程第５ 議案第３０号 名寄市国民健康保険税

条例の一部改正について

日程第６ 議案第３１号 名寄市立大学条例及び

名寄市立大学の授業料等徴収条例の一

部改正について

日程第７ 議案第３２号 名寄市後期高齢者医療

に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第３３号 名寄市国民健康保険条

例の一部改正について

日程第９ 議案第３４号 名寄市病院事業の設置

等に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第３５号 平成２９年度名寄市一

般会計補正予算（第８号）

日程第11 議案第３６号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第12 意見書案第１号 地方公務員法及び地

方自治法の一部改正における新たな一

般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定

に関する意見書

意見書案第２号 生活保護世帯の子ど

もたちの大学等への進学に関する意見

書

意見書案第３号 「ＴＰＰ１１」に係

る十分な情報公開と国内農業対策を求

める意見書

意見書案第４号 洪水回避等を目的と

した流量確保のための中小河川の河道
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掘削の予算の確保を求める意見書

意見書案第５号 地方路線問題調査特

別委員会での徹底した審議を求める意

見書

日程第13 報告第３号 例月現金出納検査報告、

定期監査報告について

日程第14 議会改革調査特別委員会報告について

日程第15 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
和 泉 裕 一 君

院 長

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） ここで、３月１５日に

行った熊谷吉正議員の一般質問での答弁の訂正に

ついて大学事務局長より発言を求められておりま

すので、これを許します。

松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） ３月１５

日の熊谷議員の一般質問、大学の食堂、売店の運

営を担う事業者と既に契約は締結したのかとの質

問に対しまして、私ははいと答弁をいたしました

が、正しくは年度内に締結を行う予定ということ

でございます。おわびをして訂正を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第３号

名寄市介護保険条例の一部改正についてを議題

といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

市民福祉常任委員会、熊谷吉正委員長。

〇市民福祉常任委員長（熊谷吉正議員） 御報告

をいたします。

平成３０年第１回定例会において市民福祉常任

委員会に付託されました議案第３号 名寄市介護

保険条例の一部改正についての審議経過と結果を

報告いたします。

委員会は、３月５日及び３月１６日に田邊健康

福祉部長を初め担当職員の出席を求め、開催をい

たしました。

最初に、担当部から議案の提案目的、趣旨につ

いて、本案は介護保険法第１１７条第１項の規定

に基づき名寄市第７期介護保険事業計画を定め、

同法第１２９条の規定に基づき平成３０年度から

平成３２年度までの第１号被保険者の介護保険料

額を定めるとともに、関連法の制定による文言を

整理するため条例の一部を改正することが主な内

容となっているとの説明がありました。

名寄市の第７期の月額の基準額は ２２５円と

なり、現行第６期に比べ率にして１ ５％、４９

８円上昇することとなる。保険料上昇の理由とし

ては、１つ、保険料負担率が２２％から２３％に

上昇すること、２つ、第７期計画において予定し

ている認知症グループホームの新設や定期巡回・

随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居

宅介護など新たな居宅サービスの開始に係る費用

が増加することなどを要因としています。道北の

各市及び札幌市との比較では、旭川市 １７３円、

札幌市 ８００円、士別市 ４７５円、富良野市

９５０円、紋別市 ６５０円、稚内市 ２５０

円で、この中では名寄市は下から３番目に位置し

ています。

保険料の段階についての説明では、現行の第６

期計画と同様の第１０段階とし、所得の高いほう

に負担していただくことで負担の公平化を図って

いる。第５段階が基準額となり、年額６万 ７０

０円、１２で除した額が基準額月額の ２２５円

となる。介護保険条例においては、保険料額は年

額で規定されているため、条例上変更し、また介

護保険法施行規則の改正により所得段階を規定す

る基準所得金額についても国の規則に合わせるこ

とで条例も改正することとしているほか、法改正

に伴う条項のずれの修正や文言修正を含む名寄市

介護保険条例の一部改正として提案したとの説明

がありました。
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１回目の委員会での委員からの主な質疑では、

保険料収納必要額及び基準額の算定根拠はとの質

問に、保険料収納必要額については総給付費の７

７億 ４３０万 ０００円に第１号被保険者に係

る保険料負担率２３％を掛けた１７億 ６５９万

円が保険料収納必要額となる。名寄市の予定保険

料収納率は９９％としており、介護保険の特別徴

収で年金から引かれる方が９５％であり、実際の

収納率も９９％以上維持している。保険料収納必

要額から調整交付金、介護保険準備基金を差し引

き予定収納率を掛けて第１号被保険者数で割り返

すと基準月額 ２２５円となる。

２つ目、１０段階にした理由及び保険料軽減で

第１段階、第２段階、第４段階の軽減案と第３段

階の軽減案がないのはなぜかとの質問に、第６期

計画の時点で国はそれまでは６段階だったものを

９段階とした。名寄市では２段階と第２、第４段

階の方が値上がり率が高く、第３段階の方は第５

期と変わらなかった。第２段階と第４段階の率を

市独自で下げるために名寄市では１０段階の設定

とし、１０段階に該当する方に負担していただく

ことで理解を得た。第７期は国の基準の９段階が

変わらず、名寄市の１０段階の設定を国の基準の

９段階に戻すと第２段階と第４段階の方の負担が

多くなり、第１０段階の方が９段階に戻すことで

保険料が安くなり、不均衡が生じるので、名寄市

は第７期も第１０段階の設定とする。消費税引き

下げに伴って社会保障充実分ということで、国は

消費税財源を介護保険料に投入し、国の負担する

公費のほか、外枠として第１から３段階まで引き

下げると約束したが、消費税引き上げが延期され

たので、第７期も第１段階 ０５％しか軽減でき

ないとなっている。来年の１０月１日に消費税が

上がるということなので、その後国がどのような

施策を打ち出すのか注目していきたい。

３、第５期から第６期の上げ幅及び第７期の上

げ幅の要因についてとの質問に、第５期と第６期

の上がり幅は１１ １％、第５期の基準額月額が

０３６円、第６期の基準額月額が ７２７円、

額にして６９０円上がっている。第７期は ７２

７円から ２２５円、上がり幅が１ ５％、額に

して４９８円上がっている。保険料の上げ幅の要

因は、給付の内容や高齢化率等いろいろ要因があ

ると思うが、第１号被保険者の負担率が２２％か

ら２３％に上がった。この１％は大きいというこ

とと見込んでいるサービスの部分ではニーズのあ

る施設の設置による給付費の増がある。給付費で

見込むと１７％ぐらい上がるということなので、

それを１ ５％にとどめるために基金を予定の半

分くらいを投入した。全体的に高齢者がふえてお

り、給付も伸びている。給付の見込みは、全国一

律の国の見える化システムによりこれまでの実績、

今年度の給付の実績などをもとにして計算された

ものを使っており、実績に基づいた推計をしてい

るので、過度の給付費は持っていない。その中で

適正な給付を見込んでいると思う。

４、基金の取り崩しの根拠と考え方についての

質問に、介護給付費準備基金残高は暫定で２億

０００万円、その半分を取り崩して保険料に充て

ている。最初に保険料を算出したときには１７％

程度の伸びということで、第６期と同様の伸び率

になり、皆さんの負担感が大きいということで、

基金の取り崩しにより１ ５％まで下げた。基金

全額を繰り出してしまうと、単年度で給付費が足

りなくなった場合補填ができなくなると判断をし

た。赤字になると国からお金を借りることになり、

第８期以降に負の遺産を残す形になるので、見え

る化システムの想定の中で算定しているので、何

か大きなことが起きたときや給付費が伸びたとき

は幾らかの基金がないと介護保険財政が運営でき

ないので、基金の半分を残している。

５、最終原案になった庁内論議経過や執行者の

判断はとの質問に、計画をつくる上で第６期など

過去の計画も参考にスタートした。５月に名寄市

保健医療福祉推進協議会に諮問し、７回にわたっ

て合同部会で議論していただいた。たたき台、素
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案の案として示しながら意見を聞き、アンケート

調査を実施し、今の名寄市の状況を含めてニーズ

などを反映し、高齢者支援課、市立病院や保健セ

ンター、社会福祉事業団等も入り、内容の精査を

し、国の見える化システムを使い、最終的には保

険料の算定も含めて理事者と内容を協議し、案と

してつくり上げた。

６、３年後の第８期に向けた不安や医療と介護

の地域包括ケアシステムとの関連もあるが、一番

心配なのは介護認定、介護給付を抑制した自治体

にはインセンティブをつける、あるいは事業所に

も評価を与えるとか、そのようなことを通じて認

定する側の認定委員会やケアマネージャーへの影

響、利用抑制が心配されるとの質問に、国への働

きかけについて国の制度は全てそうだが、年度末

交付されて年度内にということが非常に多い。作

業的には、国が示した段階ですぐに取りかかって

いる。従来から制度改正などは住民にマイナスに

なることを含めて早目に示してほしいと全国市長

会、市議会など要請活動をし、名寄市としても要

望してきた。インセンティブの関係については、

もともと審議されている中では国からの調整交付

金５％は優劣をつけるというような考え方を持っ

ていたが、議会等いろいろな団体から意見をいた

だきたということで、別に交付金を市町村に１９

０億円、都道府県に１０億円と示されているが、

第８期以降どうなるかは危惧されている。第７期

では、被保険者、自治体に負担を強いることがな

いと思う。昨年の介護保険法の改正の中では、持

続的な制度にしていくという国の考え方の中では

今後給付費を抑えなさいという流れになるかと思

う。名寄市としてもサービスのニーズがあるのに

給付が受けられないということがないように計画

を含めて事業を進めていきたい。国に対しても声

を上げていきたいと答弁がありました。

２回目の委員会においても質疑を継続しました。

現在の要介護認定率と介護認定率が高いと国から

の制約はないかとの質問に、名寄市の要介護認定

率は１ ３３％、全道平均１ ５％、国の平均は

１ １％、当初は要介護度が高くなることで調整

交付金に影響があると言われていたが、別の交付

金にインセンティブを持たせることになり、要介

護度による影響はないと思う。

第７期介護保険料の算定により名寄市第７期高

齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画案の第

６章、高齢者施策の将来ビジョンを具現化すると

思うが、その見通しについてはとの質問に、介護

保険料は介護保険事業の推進のための保険料であ

り、介護保険給付、地域支援事業等についてはこ

の財源で、それ以外の部分は名寄市の単独費用、

予算、国からの補助金等で高齢者福祉を推進して

いく。

３、条例改正を柱に重度化の予防が入り、特別

養護老人ホーム等の入所困難や介護従事者への負

担、雇用形態等の不安、保険料値上げに伴う年金

生活者等の生活不安、介護医療院の具体化で医療

から介護保険財政への影響等を問うとの質問に、

第７期も保険料については軒並みどの自治体も上

昇している。据え置きしている自治体のほうが少

ない。国の制度で１号被保険者の負担率が１％上

がり、介護報酬も ５％上がる。今後も自治体で

何かできるかという部分ではなくて、制度的なも

ので新たな負担がふえることも想定をされる。施

設的なニーズも変化があり、計画の中でも居住系

の関係、地域密着型サービスの部分も含めて介護

予防も一体的に進めながら適正な給付に努めてい

かなければならないと考えている。介護保険を含

めて全体的な高齢者福祉施策を皆さんのニーズ、

現状に合わせた中で適正に反映をしていきたいと

考えている。国への保険料の軽減の関係も含めて

今後も継続的に要望していかなければならない。

国が言う持続的な介護保険制度をどのようにして

いくかという点では、全国的な自治体間の比較と

いうことがされていく中で、第８期以降も新たな

考え方が示される可能性も想定される。総体的な

介護保険の給付も適正に勘案しながら皆さんの負

平成３０年３月２７日（火曜日）第１回３月定例会・第５号



－209－

平成３０年３月２７日（火曜日）第１回３月定例会・第５号

担とならないよう介護保険財政を運営していくた

めには、この制度についてしっかり周知して御理

解をいただきながら運営していきたい。介護医療

院については、本年４月からということで制度改

正が法律で決まったが、名寄市内は介護医療院に

転換する医療機関がないということで計画にはの

せていない。介護保険の３施設については、上川

北部圏域でベッドが制限されている介護医療院に

ついては国の方針のもと暫定的にその枠を外すこ

とになっているが、いずれは枠がかかってくるも

のと思われる。これから３年間の部分で圏域に介

護医療院ができていない、できて入所される方が

いる場合等について保険給付等がふえた場合も現

残高の半分程度の基金は備えている。その部分を

活用しながら極力次期も保険料が上がらないよう

な形で対応したいとの答弁がありました。

上記の審査経過と委員間討論を経て採決を行い、

平成３０年第１回定例会付託議案第３号 名寄市

介護保険条例の一部改正については、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

以上、委員会の審査経過と結果の報告といたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第３号を委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第３号は委員長報告のとおり可決

されました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午後 １時１７分

再開 午後 １時１８分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第３ 議案第１８号 平成３０年度名寄市

一般会計予算、議案第１９号 平成３０年度名寄

市国民健康保険特別会計予算、議案第２０号 平

成３０年度名寄市介護保険特別会計予算、議案第

２１号 平成３０年度名寄市下水道事業特別会計

予算、議案第２２号 平成３０年度名寄市個別排

水処理施設整備事業特別会計予算、議案第２３号

平成３０年度名寄市食肉センター事業特別会計

予算、議案第２４号 平成３０年度名寄市後期高

齢者医療特別会計予算、議案第２５号 平成３０

年度名寄市立大学特別会計予算、議案第２６号

平成３０年度名寄市病院事業会計予算、議案第２

７号 平成３０年度名寄市水道事業会計予算、以

上１０件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

予算審査特別委員会、塩田昌彦委員長。

〇予算審査特別委員長（塩田昌彦議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、今定例会におい

て予算審査特別委員会に付託されました議案第１

８号 平成３０年度名寄市一般会計予算及び議案

第１９号から議案第２７号までの各特別会計予算

並びに各企業会計予算の１０件につきまして、委

員会における審査の経過と結果について御報告申

し上げます。

第１回委員会は、２月２６日に開会し、直ちに

正副委員長互選を行い、委員長に私塩田が、副委

員長に佐久間誠委員がそれぞれ選任されました。

第２回委員会は、３月２２日に開会し、審査日

程を３月２２日、２３日、２６日、２７日の４日

間と定め、実質審議に入りました。
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審査期間中は、加藤市長を初めとする関係する

職員の出席を求め、それぞれ説明並びに答弁をい

ただき、慎重に審査を行いました。

その経過につきましては、詳細に報告を申し上

げるところではございますけれども、当委員会は

全議員をもって構成された委員会でございますの

で、これを省略させていただき、審査の結果のみ

を御報告申し上げるところでございます。

議案第１８号 平成３０年度名寄市一般会計予

算及び議案第１９号 平成３０年度名寄市国民健

康保険特別会計予算につきましては、採決の結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。

また、議案第２０号から議案第２７号までの平

成３０年度各特別会計予算並びに各企業会計予算

８件につきましては、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上申し上げまして、簡単ではございますが、

委員会の審査結果の報告とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時２２分

再開 午後 １時２３分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

〇予算審査特別委員長（塩田昌彦議員） 先ほど

の報告の中で訂正をさせていただきます。

議案第１８号から１９号までという、採決の結

果、原案のとおり可決すべきものと報告をいたし

ましたが、２０号の平成３０年度名寄市介護保険

特別会計予算につきまして同じく採決の結果、賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決定をし

たことに訂正をさせていただきます。

また、議案第２０号から２７号までと報告をさ

せていただきましたが、議案第２１号から議案第

２７号までの全会一致で原案のとおり可決決定を

したということで訂正をさせていただきます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま予算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第１８号

外９件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会でありますので、この際質疑を省略

し、直ちに採決を行います。

議案第１８号 平成３０年度名寄市一般会計予

算について委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１８号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りいたします。議案第１９号 平成３０年

度名寄市国民健康保険特別会計予算について委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１９号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りいたします。議案第２０号 平成３０年

度名寄市介護保険特別会計予算について委員長報

告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求

めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２０号は委員長報告のとおり可

決されました。

次に、議案第２１号 平成３０年度名寄市下水

道事業特別会計予算から議案第２７号 平成３０

年度名寄市水道事業会計予算までの７件について

委員長報告のとおり決定することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号から議案第２７号までの

７件は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第９号
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名寄市第７期高齢者保健医療福祉計画・介護保

険事業計画を定めることについてを議題といたし

ます。

２月２６日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 第７期の高齢者保健

医療福祉計画・介護保険事業計画案について、先

般議論したところでありますが、特に私は心配し

ているのは、この計画案に示されております１０

７ページ、１０８ページのところです。特に介護

給付適正化事業の推進、さらにはケアプランの点

検のところで心配されるのは、生活援助サービス

を受ける方が制限がされるのではないかと。特に

このケアプランについては、ケアマネージャーが

個別、個別の、いわゆる生活援助サービスを受け

る方の状態に応じてこのサービスは受けることに

なるというふうに思うのですが、そのケアマネー

ジャーの計画したプランについて、市町村、自治

体がそれを適正かどうかという尺度について、こ

れはどういうふうになるのか、この点についてお

知らせいただきたいと思います。

あわせて、例えば認知症の方だとか、そういう

方については食事の回数に応じて１日３回という

のはこれ考えられることなのですよね。そうする

と、１カ月９０回とか、多ければ１００回とかい

うことも普通に考えられるというふうに思うので

すが、このことが問題にされているようなのです

けれども、本市において生活援助サービス、この

最大の回数というのはどの程度の利用があるのか、

この点についてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今佐

久間議員のほうから御質問があった１番目の件で

ございますけれども、国のほうから生活援助の関

係ということで、一定程度回数の制限といいます

か、について是正をしなさいというようなことが

言われておりましたけれども、具体的な回数につ

いてはまだ細かい分については示されておりませ

ん。生活援助の中でいきますと、今議員言われた

ように１００回を超えるだとか、極端な例もある

かと思いますけれども、最高の回数についてはち

ょっと今手持ちの資料でございませんけれども、

そこまで利用されている方については今のところ

いないというふうには押さえております。

以上です。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 通常

今議員言われた部分につきましては、その方の状

態によって必要と認められれば適正ということで

判断する形になろうかと思いますけれども、具体

的に回数の基準が示されるかどうか、ちょっと今

の段階ではっきりわからないものですから、ただ

状態を見ましてそれが適正ということであればそ

ういう形で判断する形になろうかというふうに考

えています。

（「本市における生活サービスを受けている最大

のところの回数みたいなところは今わからないで

すか」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３２分

再開 午後 １時３５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 申しわけござい

ません。お答えします。

先ほど佐久間議員がお尋ねになりました食事介

護は、身体介護のほうでございまして、生活援助

ではありません。生活援助というのは、例えば買

い物に行ったり、掃除をしたり、また食事をつく

ったりというところでございますので、１日３回
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食事の支度をする場合は先ほどおっしゃったよう

な最大限大体１００回というふうになるかとは思

いますけれども、それ以上の部分は当市には今の

ところないということでございます。

また、この制度を国が始めましたのは、訪問サ

ービスの一部の業者が過度なサービスの提供を行

って給付費が不当に請求されていたというような

事例が出てきたということで、その部分について

は保険者としてしっかりそこはチェックをしなさ

いという趣旨でありまして、先ほど室長から申し

上げましたが、介護といいますか、身体介護並び

に生活援助が必要な方にとって必要な量のサービ

スを制限するというものではございませんので、

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 今の御説明を聞いて

少し安心したのですが、そうすると例えば認知症

の方々が身の回りのいわゆるサービスを受けると

きに制限をすることではないということについて、

改めて名寄市、本市では十分な介護サービスを提

供できるということで理解してよろしいのでしょ

うか、それとも事例としては名寄市ではそういう

過度にわたる、先ほど田邊部長がおっしゃったよ

うな、そういう事例というのは本市では見当たら

ないということで理解して、今後も介護を受けて

いる皆さんが通常のこれまで同様の介護を受けら

れるという認識でよろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今議員おっしゃ

ったとおり、当市ではそのような不正な介護の受

給ということはございませんし、また定期的にサ

ービス調整会議なども行いながら適正な給付に努

めているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいまお答えいた

だきましたので、本市においてはそういう適正な

介護を今後も進めていくということで、どうも介

護保険、生活援助の利用制限がやっぱり先にあっ

て今回の７期の先ほどお示ししました１０７ペー

ジ、１０８ページのところにわざわざ書いてある

のかなと。ケアマネージャーが生活介護等々を受

ける人にとっては、これは個別の事情があると思

いますので、その人、その人でやっぱり事情は異

なると思うので、ぜひそこら辺の先ほど答弁あっ

たような形で適正な介護に努めていただきたいと

いうことを申し上げまして、私の質問を終わりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） ７２ページ、７３ペー

ジにかかわって、一般介護予防事業にかかわって

なのですが、リハビリ、ここにも書かれているよ

うにますます需要が増加するということなのです

が、事業が総合事業等に移行しながら変化してい

くのだと思うのですけれども、その変化がなかな

か住民の皆さんに伝わっていっていないのではな

いかというふうに思います。ちょっと不安なとこ

ろも出てきているのかなというふうに思っている

のですが、その点について少し詳しくお知らせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今総

合事業の関係、一般介護予防事業の関係で御質問

いただきました。今議員おっしゃられたとおり、

地域でのリハビリということがかなり重要視され

ていまして、介護報酬の改定の中でも手厚くとい

いますか、反映されておりますし、それから地域

ケア会議の中でもリハ職の方を含めた形でのそう

いった会議をしていった中で、地域の課題だとか、

その地域の高齢者のニーズに応えていくというこ

とで、ますます重要性が出てきているということ

で、介護保険の制度のＰＲにつきましては今まで

いろんな形で行ってきておりますけれども、それ

と総合事業の関係につきましても２９年から新制

度に移行してきているという中では、一定程度ス

タートの際には以前からサービスを受けられてい
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る方についてはそれぞれ個別にＰＲをさせていた

だいておりますし、それから介護保険料のチラシ

等だとか、そういったものの配布の際にも制度の

関係についてはお知らせ版ということでも送付を

させていただいておりますし、制度が少しずつ変

わっていく中でどういったことがあるのかという

ことでわからないという方というか、なかなかＰ

Ｒしても伝わらない部分もございますので、今ま

で以上にＰＲ、広報等に努めていきたいというよ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今変化して、総合事業、

名寄市は従来どおり急に変えないのだということ

でした。しかし、あと２年たったら３年になって、

本格的にここに移行していくのですよね。全く移

行しないのですか、総合事業に。今のままずっと

続けていくということでいいのでしょうか。でも、

この計画ができて、これにまた沿った中身で、今

現在行われている、例えばリハビリのサービスな

のですけれども、これがそのまま同じようにずっ

と続いていけるのかどうか、変化していくのでは

ないかということなのですが、その点についても

う一度お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時４３分

再開 午後 １時４３分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

廣嶋こども・高齢者支援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 大変

失礼いたしました。今質問ありましたとおり、一

応この７期計画の中では変わらないで続けていく

ということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今受けているサービス

は、そのまま続けてサービスを受けられるという

ことでいいのですね。では、一部には市民の皆さ

んの中にはちょっと不安も抱えている方がいらっ

しゃるのですけれども、変わりはないのですよと

いうふうに伝えていいのですね。わかりました。

ありがとうございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 個々の具体的な計画

等については割愛をいたしますけれども、審議会

あるいは協議会の中でアンケートをやったり、専

門家の皆さん、福祉団体やら、障がい者団体やら、

さまざまな人の意見を集約をしたものですから、

個々の問題については触れませんけれども、今川

村議員もおっしゃっていたとおり、先ほど介護保

険条例の改正をしましたけれども、所管の委員会

の中でも１７％で計算したものは基金を入れて１

５％という議論ももちろん当面のあした、あさ

っての話では大事な話でしたけれども、そのほか

に私ども委員も所管で、あるいは説明員の皆さん

ももう既に第８期の心配をされているというとこ

ろはほぼ共通的なことで認識一致をして、これ以

上負担が多く、サービスがもし落ちることがあれ

ば大変なことになるのではないかということの議

論も関連の関係で随分皆さん共通認識に立ったの

です。それは、私の先ほどの報告でその内容も含

めてしておりますから理解をいただいていますが、

それだけに市長やら、あるいは副市長含めて担当

のほうでも苦悩されて、名寄的な１ ５％の介護

保険料をおおむね決めたのですけれども、もう本

当に３年後ではなくて、一般的には事務仕事は国

の動きがまた変わらない限り先走ってももうとい

うことですけれども、ほぼ実態の中では負担がふ

えてサービスが落ちると、利用しづらいという、

佐久間議員あるいは川村議員もその辺の心配もあ

ってしたと思うのですけれども、この３年間私は

むしろ最後の１年ではなくて、もう４月１日から

この話は全国共通の話なので、改めて基本的な構

えについて特別職の皆さんにはまずここをお聞か

せいただきたいと思っています。

もう一つは、この３年間の計画の中のかなり大

きなウエートで期待をされるのは地域包括ケアシ
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ステムがどう構築をされるかと。これから８年ま

でにということですけれども、これは８年まで順

繰り順繰りやるという代物ではなくて、ステップ

アップを毎年毎年していかなければならぬという

ことの積み重ねになって、２０２５年問題だとい

うふうに思っているのです。だから、むしろ８年

ですけれども、介護計画、保健医療福祉計画それ

ぞれ３年なのですけれども、３年間の中で地域包

括ケアシステムをどう、３年、３年の残す２年に

なるかどうかわかりませんけれども、その期数ご

とに地域包括ケアシステムの具体的な進捗予定を

どう管理をするのかというのは非常に重要なこと

ではないかというふうに思っていますので、基本

的なこと２つについてお聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） ２点

について御質問いただきました。議員言われたと

おり、委員会の中でも保険料も今後ますます上が

っていくと。給付費もふえていく中で、今後の心

配ということでは皆さんからもそういった不安が

出されているのかなというふうに考えております。

ますます高齢化が進行になりまして、要介護高齢

者もどんどんふえていく中で、今まで介護保険の

中で社会全体で支え合うという仕組みをつくって

まいりましたけれども、年を追うごとにその部分

もなかなか実現も難しくなってきているというこ

とで、昨年の介護保険法の改正でも自己負担の引

き上げがあったり、それから介護納付金の総報酬

制の導入だとか、いろんな重点、保険者機能の強

化ですとか、そういった取り組みが重点目標とし

て挙げられまして、ますますこの制度自体の運営

も厳しくなってきているところで、自治体で取り

組める対策というのは限られておりまして、やは

り国の制度についても国の支援も含めてそういっ

たものが必要になってくると思いますので、特に

７期については地域包括ケアシステムの深化とい

うことで、前期からも地域包括ケアシステムの推

進ということで言われておりまして、しっかり計

画の中にも掲げておりますけれども、その目指す

姿ということで、高齢者を中心にして医療ですと

か介護、それから介護予防というところを含めて、

そこをきちんとシステムづくりをしていかないと、

さらにまた８期、９期以降に大幅な負担もふえて

くるということで、議員言われたように７期の後

半に考えるということではなくて、今後も７期計

画がスタートした中でそれぞれ検証していかなけ

ればならないというふうに考えておりますし、国

からもそういうふうに求められているということ

で対応していきたいというふうに考えております。

それと、地域包括ケアシステムの関係につきま

しては、進行管理ということでは７期計画の５８

ページのほうに７期計画中の工程表ということで

掲載させていただいておりまして、それぞれ住ま

いの関係であれば生活支援ハウスですとか、それ

から介護予防の地域ケア会議の開始ですとか、こ

こに載っておりますけれども、今後８期、９期に

向けて工程表をきちんと作成していきながら、中

長期的にこの地域包括ケアシステムをより推進を

強化していきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 後段言われた地域包

括ケアシステムの５７ページのは私も見ています

けれども、絵写真としては計画、スケジュール工

程みたいのはそんな感じで進んでいくでしょうし、

あるいはハード物について、必要なものについて

は当然交付税絡みも含めた国の責任ということも

出てくるのでしょうけれども、私が言ったのは終

期が２０２５年を目標に立てなさいという法律で

決められて、そこに向かってはいるのですけれど

も、人材確保、専門性だとか、さまざまな分野の

方たちが集まる、あるいはアンケートをとるとか

ということで、地域であと何かできるのかという

ところあたりで、町内会とか老人クラブもその中
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にもう既に５４ページ、５５ページ、認知症の関

係では５６、５７と極めて理想的な絵が描かれて

いるのですけれども、ここに人を配置をしていか

なければならぬということは本当にこれは容易な

ことではないのではないかと思って、それは地域

の今の状態はコミュニケーションをどう維持する

のかということはふえてきて、ぜひ地域でも考え

てやってくださいと、協力してくださいというレ

ベルの問題の想定には立たないような気がするの

です。見回りだとか、食事だとか、いろんなこと、

声かけだとかという、あるいは買い物だとか、身

近なことがたくさんやろうと思えば今からでもも

う既にやっているところもあるし、気にしている

ところもあるけれども、困難な課題がたくさんあ

るので、ここを本当にどう、日程表はこう決めて

いるけれども、そのとおりにはまっていくかどう

かというのはソフトの話がかなり大きいのです。

そこは、単なる皆さんが事務方で進捗をして、３

年はこれを予定していますよ、これをやっていま

すよということではなくて、かなり精力を注いで、

役所体制も含めて現体制でいいかどうかというこ

とはもちろんあるでしょうけれども、そういうイ

メージを市長あるいは副市長も含めて当然認識を

されて、これは橋本さんがつくったものだという

ふうに思いますけれども、全国からいろんな、厚

労省の例題を見ながら、その辺についてのやっぱ

り国保の問題もそうですけれども、もう少し私ど

もや市民に伝わるように、今自分の介護保険料を

何ぼ払っているかというのはほとんどしっかり言

える人はいない、全部引かれるから。多分私自身

だって何十円の範囲まで言えないかもしれない、

四千七百何ぼとかと思っていますけれども。やっ

ぱり相当の危機感を持って受けとめて、国には物

を言うという、私は単なる要望という代物、手を

なでていうような代物ではないような気がするの

で、改めてこれは市長なり副市長から決意のほど

を、どう国と向き合うのかという、あるいは地方

六団体がどうやって連携をして市民や利用者や保

険料を払う人に安心感を伝えるかというのは、こ

れは容易なことではないような気がするので、改

めて聞きたいなと思います。

それからあと、もう一つ、田邊部長に退職が決

まって申しわけないのですけれども、先般の常任

委員会で法律的には基金は取り込んで軽減を図る

ことができるけれども、単費をここに入れること

はできないのだということをおっしゃっていまし

たけれども、ちょっと訂正していただきたいなと。

それは、調整交付金の関係も含めてしっかりこの

場でもお伝えいただいて、私も今回の対応はいい

と思うのです、原案の。１ ５％、所管の人は全

員がやむなしと、積極的にこれはいいぞというこ

とではないし、それは共通認識には立ったのです

けれども、少し間違いがあるような気がするので、

訂正をいただきながら、今回名寄市的には一般単

費を入れることはできるのだという認識を私は持

っていますから、ただ今回は入れないで基金でと

りあえず、この後介護医療院の関係だとか、計画

よりオーバーする場合もあるでしょう。ちょっと

その辺についてお答えいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 前段の介護保険事業、

それから一部国保等にもかかわるということであ

りますけれども、特に話題になったのが地域包括

ケアシステムの構築を中心としてどういうふうに

今後組み立てていくかというお話だと理解してお

ります。前の答弁で廣嶋室長のほうから国の制度

にのっとりながらというお話しさせていただきま

した。現状地域包括ケアシステムという絵そのも

のは、国のほうで今示されておりますが、果たし

てこれが名寄市にそのまますんなりと適用できる

かどうかと。これは大いに議論のあるところだと

思っております。議員御指摘のとおり、人材も不

足しているというような状況もあります。名寄市

に合った地域包括ケアシステムをつくり上げると

いうのはこれ一番肝要なことでありまして、また

これはなかなか容易なことではないという認識も
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しております。その中で短期間の中でつくり上げ

ていかなければならないということが今目前に迫

っているという認識でおりますが、一番ここでも

う一歩踏み込みたいというのが介護計画あるいは

地域包括ケアシステムの中でそれぞれ市民の皆さ

んが我が事として、自分のこととして考えていた

だく、こういうような場をつくる、あるいは空気

と言ったら変でしょうけれども、そういう状況を

つくらなければならないと思っております。それ

らを私どもの情報提供も必要ですし、なぜ今これ

が大切なのか、いろんなエビデンスといいますか、

今データはこうなっているのだよというのを持ち

ながら、丁寧にこれは説明していかなければなら

ない課題だと思っております。こういうことを通

じて、今の御議論の中でもそれぞれ市民の皆さん

はこれからどうなっていくのだろうという不安が

あるというのが一番大きな課題でありますし、そ

れも解消も含めてここはさらに一生懸命頑張って

いかなければならないなと思っております。まず、

この計画を通じましていろんな情報の提供、そし

てこれからどうなっていくのが一番ベターなのか、

それと含めまして綿密に、あるいは庁内体制もま

た含めて考えていきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５８分

再開 午後 １時５８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 済みません。介

護保険料の独自減免の部分での御質問いただきま

したけれども、議員にも資料を御提示していると

思いますけれども、国においては軽減の３原則と

いうものを決めておりまして、その中の一つが介

護保険料の全額免除はだめですよ、それから収入

のみに着目した一律の減免はだめですよ、最後に

保険料減免分に対する一般財源の投入はだめです

よということにはなっておりますが、ただ一部市

町村においては一般財源を投入して軽減をされて

いるところもあるということは認識はしておりま

すが、それらの市町村については調整交付金等の

部分で頼らない裕福な市町村でありまして、当市

においては５％の定額の調整交付金、約７％ぐら

いいただいているという状況ではそこを削減され

てしまいますと成り立ちませんので、なかなか難

しいということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） どういう選択をして

最終、先ほど決めたような結論になったかという

のは判断、私どもも皆さんも合って、共通認識に

立った上で先ほど１ ５％を決めたと思うのです。

ただ、それと法律上投入できないのかと、一般財

源。できるかできないかといったらできるのです。

ただ、国の指導が標準的に５％の調整交付金を名

寄の場合は７％くらいいただいているから、トー

タルとして考えたら今回の提案は悪くなかったと

私は思っているのです。ただ、そのことについて

は部長も十分頭に入れておきながら、国の指導を

余り優先をし過ぎたのかなという感じがしている

ので、最後なので、しっかり気合いを合わせてお

きたいと思っていますので、よろしくお願いをし

たいと思います。

それで、橋本副市長答弁いただいた関係で、５

３ページの中ほどの地域包括ケアシステムの姿と

いうことで、２に「我が事・丸ごと」、地域共生

社会の推進と。いい言葉だと思います。部長、先

ほどあれした４ページ物の地図、いい内容だと思

うので、これを具体的な形につくり上げていくと

いうことについて、本当に大変なエネルギーを注

がないと、特に地域のコミュニティーが少し崩壊

をしつつあるという状況がありますので、名寄市

の重要課題として当然認識をしていただいている

と思うのですけれども、政府や国にどのような形

にしっかり進言をしていくのか、やっぱり地域社

会壊れるということに直結するものですから、改
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めてこれは市長にぜひ再認識は十分されていると

思うのですけれども、どういう決意を持ってこの

介護保険の８期に向けた、もちろん７期はこれで

決まって担当のほうでは着実に進捗を図っていく

と思うのですけれども、仮にまたそこにお座りに

なるようなことがあるのであれば、どういう決意

を持たれていくのかお知らせをいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員も御出席をいただい

ていたと思うのですけれども、３月９日に厚生労

働省委託で名寄の市立大学で地域包括ケアのシン

ポジウムが開催をされました。これは、全国で３

カ所のうち名寄が選ばれたということで、何で選

ばれたのかというとやはり今地域のケア会議だと

か、あるいは見える化会議だとかということで、

包括ケアの議論がかなり現場レベルで進んでいる

ということと何といっても名寄は市立総合病院と

いうこの人口規模でいうと特異な非常に大きな病

院があって、そしてまた大学があると。こうした

豊富な医療あるいは人材資源があって、これから

の可能性も含めて非常に注目をされているという

こととお聞きをしております。その中で昨今も高

齢者の専用の、あるいは介護保険の居宅施設が今

民間レベルで非常にふえてきていると。これは、

名寄の病院がしっかりと安定的にあって、ここは

安心、安全で住みやすいのだというようなことが

やっぱりあらわれている証左なのかなというふう

にも思っています。この地域包括ケアは、もう本

当に全般的なまちづくりそのものにかかわるので、

いろんな角度から見られると思うのですけれども、

そうした住まいの確保という部分に関しても今回

の計画においては、民間の皆さんでなかなか手の

届かない、少し所得の低い方でも住めるような生

活支援ハウスの建設だとかというのも盛り込ませ

ていただいていますし、今後戸建ての住宅で住み

にくい方たちのそうした住みかえをしっかりと進

めていくような施策も必要になっていくのだとい

うふうに思います。

また、コミュニティーのお話もありましたけれ

ども、町内会も一生懸命いろんなネットワーク事

業や見守りサービスをやっていただいております

けれども、なかなか町内会によっては強弱ができ

ているという中で、今町内会の枠を超えるような

仕組みを構築するための地域連絡協議会をさらに

活性化するような取り組みだとか、あるいは小学

校区単位でさまざまなコミュニティーを構築して

いこうというような動きも出ているやに思います。

地域全体で医療、福祉をしっかりと支えていく、

住まいを支えていく、さらには何といっても大事

なことは高齢者の皆さんがいつまでも元気で安心

して過ごしていける。そうした生きがいを持って

これからもずっと生活していただけるようないろ

んなサービスの提供とかも必要となってくるのか

なというふうに思います。本当にあらゆる面でま

ちづくり全般にかかわっていく問題だろうという

ふうに思います。いつまでも高齢者の皆さんが、

市民一人一人が安心してここで最後まで住みたい、

住み続けたいと思えるまちづくりを進めるために

しっかりと汗をかいていく決意でありますので、

また御指導いただければと思います。よろしくお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第３０

号 名寄市国民健康保険税条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３０号 名寄市国

民健康保険税条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正

する法律が公布をされ、地方税法の国民健康保険

税に関する部分において財政運営の責任主体が市

町村から都道府県になることに伴い、国民健康保

険税の課税目的が改正されたことから、本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第３１

号 名寄市立大学条例及び名寄市立大学の授業料

等徴収条例の一部改正についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３１号 名寄市立

大学条例及び名寄市立大学の授業料等徴収条例の

一部改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２７年度入学生を最後に学生募集

を停止をした短期大学部の在学生が卒業すること

から、平成２９年度をもって名寄市立大学短期大

学部を廃止をするため関係条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第３２

号 名寄市後期高齢者医療に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３２号 名寄市後

期高齢者医療に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正
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をされ、国民健康保険法の住所地特例の適用を受

けた被保険者の取り扱いが変更されたことから、

本条例の一部を改正しようとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第３３

号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３３号 名寄市国

民健康保険条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

国民健康保険法及び同法施行令の一部が改正を

され、運営協議会の名称や委員の任期が変更とな

り、また北海道の国民健康保険運営方針により葬

祭費の支給額が統一されたことから、本条例の一

部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第３４

号 名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３４号 名寄市病

院事業の設置等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、本議会において名寄市個人情報保護条

例の一部を改正する条例が議決をされ、同日に公

布したことに伴い、個人情報の定義の追加があり、

条項ずれが生じたことから、本条例の一部を改正

しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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これより採決を行います。

議案第３４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第３

５号 平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第

８号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３５号 平成２９

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、繰越明許費について追加しよう

とするもので、年度内に完了しない食肉センター

事業特別会計繰出金及び担い手確保・経営強化支

援事業費について繰り越しをするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第３

６号 平成２９年度名寄市食肉センター事業特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３６号 平成２９

年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、繰越明許費を設定しようとする

もので、年度内に完了しない食肉センター施設現

況調査・設計業務委託料について繰り越ししよう

とするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 意見書案

第１号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正

における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇

用安定に関する意見書、意見書案第２号 生活保

護世帯の子どもたちの大学等への進学に関する意

見書、意見書案第３号 「ＴＰＰ１１」に係る十

分な情報公開と国内農業対策を求める意見書、意
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見書案第４号 洪水回避等を目的とした流量確保

のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求め

る意見書、意見書案第５号 地方路線問題調査特

別委員会での徹底した審議を求める意見書、以上

５件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外４件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外４件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外４件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 報告第３

号 例月現金出納検査報告、定期監査報告につい

てを議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議会改革

調査特別委員会報告を行います。

委員会の報告を求めます。

議会改革調査特別委員会、山田典幸委員長。

〇議会改革調査特別委員長（山田典幸議員） た

だいま議長より御指名をいただきましたので、議

会改革調査特別委員会の調査検討事項の審査経過

と結果を御報告いたします。

本委員会は、改選後の平成２７年第３回定例会

において市民の負託に応え、市民の目線を基本に

スピード感を持って議会改革を進めることを目的

に８名の委員構成で設置され、市民に信頼される

議会を目指してを基本姿勢として掲げ、議論を開

始いたしました。

委員会では、まず各会派及び議員から改革事項

の提案を求め、提案された事項、行政への監視機

能と政策提言能力の強化、議会審議の活性化、市

民に開かれた議会運営と情報公開の大きな３つの

項目に振り分けて整理を行い、項目ごとに優先順

位をつけ検討していくことといたしました。

まず初めに、行政への監視機能と政策提言能力

の強化についての審査結果について申し上げます。

この項目においては、予算及び決算審査のあり方

と常任委員会の機能強化の２つの検討事項につい

て協議を行いました。

予算及び決算審査のあり方については、予算審

査特別委員会及び決算審査特別委員会の常設化の

導入について協議がなされましたが、現状におい

ての必要性や導入によるメリット、デメリットを

明らかにした上で慎重に判断すべき等の理由から、

当面は現行のままとすることといたしました。

常任委員会の機能強化については、付託議案と

理事者側からの提案だけを取り上げる委員会から

脱却し、市民に見える結果を出す取り組みを創造

することを目的に各委員会において現状の市政課

題などに基づく年間のテーマを設定し、活動する

こととし、テーマに基づく情報収集や調査活動を

行い、調査結果の集約、評価を政策提言に結びつ

ける委員会活動を行うことで共通認識が図られま

した。このことについては、既に具体的な実践例

として、平成２９年第２回定例会において経済建

設常任委員会が年間テーマとして調査活動を行っ

た除排雪についての事務調査報告を行っており、

現在も３常任委員会それぞれがテーマに基づく調

査活動を実践しているところであり、今後また新

たな委員会活動の成果があらわれてくるものと思

います。

各常任委員会の行政視察については、これまで

任期中道内１回、道外２回の計３回実施し、任期

最終年は実施しない旨の申し合わせをしていまし

たが、任期中は与えられた役割を全うすべきとの
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考えから、現行の予算の範囲内で道内、道外の区

分は問わず、毎年実施することといたしました。

また、実施した行政視察の市民説明の方法につい

ては、従来から行っている本会議での委員の派遣

報告のみにとどまらず、議会報告会で内容を詳し

く掲載し、説明することとあわせて、議会だより

においてページ数をふやし、掲載することといた

しました。

次に、議会審議の活性化についての審査結果に

ついて申し上げます。予算及び決算審査特別委員

会における総括質疑の方法について、従来は最初

に一括して総体質疑を行い、その後一問一答方式

で行うとしていましたが、平成２７年度決算審査

特別委員会より従来の方法に加え、冒頭から一問

一答方式で行う方法とを選択できるようにし、発

言者が論点をより明確にした上で中身の濃い議論

が展開されるよう幅を持たせて取り組むこととし

ました。

意見書案、決議案の協議調整のため、従前は各

会派幹事長会議を設けるとしていましたが、新た

に一人会派を含む調整会議を設置して協議をする

ことに改正をいたしました。

名寄市議会会議規則第１６１条に定められてい

る協議または調整を行うための場に新たに委員長

会議を設けることといたしました。目的は、委員

会運営及びその他委員会の活動等の基本的事項に

関し、必要に応じて委員会間における協議または

調整を行うためと定め、構成員は正副議長、議会

運営委員長、常任委員長及び特別委員長とし、平

成２９年第２回定例会において名寄市議会会議規

則の一部改正を議決いたしました。

次に、市民に開かれた議会運営と情報公開につ

いての審査結果について申し上げます。この項目

においては、議会報告会のあり方や情報公開の手

法、議会基本条例の評価と検証などの事項につい

て協議を行いました。

議会報告会については、従来年１回の開催であ

ったものを年２回以上の開催とすることとしまし

た。開催時期は、第１回及び第３回定例会終了後

おおむね１カ月から２カ月以内に実施することと

し、開催方法は全体的なものと町内会単位での開

催をあわせた形で行うこととしました。班編成に

ついては、全体的なものは公共施設等を使用し、

２班体制、町内会単位のものは可能な限り町内会

館等を使用し、４班体制を基本とし、開催ごとに

協議し、決定することとしました。内容について

は、議会側からの報告はできる限り簡潔に行い、

参加者との意見交換が主体となるよう努めること

とし、意見交換の内容やテーマについては報告事

項において重要と思われるもの、または開催時に

おける市政課題や市民の関心が高いと思われるも

の等そのときの状況を考慮し、設定することとい

たしました。また、各種団体等との意見交換会や

青少年に向けた情報発信、若年層との意見交換会

等の開催を今後積極的に検討していくことで共通

認識が図られました。

情報公開については、従前は予算及び決算審査

特別委員会など議場で行う委員会についてはイン

ターネット同時中継のみ行っていたものをインタ

ーネット同時中継、録画中継とも行うこととする

よう改正を行い、平成２８年度予算審査特別委員

会から実施をいたしました。また、各委員会にお

ける行政視察報告のホームページ上での公開を実

施することとし、記載する項目を統一した上で委

員長報告の内容に写真を添付し、ホームページに

掲載し、公開することとしました。政務活動費の

収支報告書及び活動報告書等についてもホームペ

ージ上での公開を行うこととし、今後掲載内容の

様式や領収証等の張りつけ方法等の整理を行い、

平成３０年度分から公開することを確認しました。

議会基本条例の評価と検証については、まず具

体的な協議に入る前に広く市民から議会に対する

考え方や意見を聴取し、議論の参考とするため、

平成２９年６月に名寄市議会に関する市民アンケ

ート調査を実施いたしました。特別委員会として

小委員会を設置し、アンケート内容を協議の上、
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無作為抽出した１８歳以上の市民 ０００人を対

象に発送、６１６人の方から回答をいただき、調

査結果については議会だより増刊号の発行とホー

ムページ上で公開をするとともに、議会基本条例

の内容の検証を含めた今後の議会改革議論に有効

に活用していくことを確認いたしました。

議会基本条例の検証、見直しに当たって、１つ、

先進市が制定している議会基本条例を参考にしな

がら名寄市議会基本条例の改正が必要な条項につ

いて検討を行う、２つ、これまでの名寄市議会基

本条例に基づく議会運営について検証を行い、改

正が必要な事項について検討を行う、３つ、市民

アンケート調査結果を受けて名寄市議会基本条例

に反映すべき内容等について整理する、４つ、議

会基本条例に基づき新たに条例、規則の制定が必

要と思われる項目について検討する、以上の内容

について論点整理を行い、改正案を提示の上、協

議をすることとしました。具体的な検証内容とし

て、条項の構成について新たに追加が必要と思わ

れる事項として、基本理念、基本方針、災害時の

議会対応、議員政治倫理などが挙げられ、改正が

必要と思われる事項として第１０条、議決事項の

定め、第１２条、政務活動費の執行及び公開、ま

た次期改選期に向けて協議が必要な事項として議

員定数及び議員報酬についてそれぞれ協議事項と

して整理し、議論を進めることといたしました。

基本理念と基本方針については、議会としてあ

るべき根本の考え及び議会及び議員の目指す方向

の明確な規定として必要との共通認識が図られま

した。

災害時の議会対応については、災害時の議会と

しての行動方針を定めるという方向性については

一致しており、（仮称）名寄市議会における災害

時の行動等に関する規程として、今後議会運営委

員会において内容の精査、確定をしていくことと

しています。

議員政治倫理については、名寄市議会議員政治

倫理条例案を提示の上、協議を進めてまいりまし

たが、条例で制定するのか、規程で制定するのか

の入り口での議論でとどまっていることから、今

後議会運営委員会に引き継ぎ、逐条ごとに内容を

十分協議した上で対応について決定することとい

たしました。

議決事項の定めについては、現行の第１０条を

改正し、改正案第１５条、議会は、第４条第１項

に規定する議決機関としての機能を最大限に発揮

するため、法９６条第２項の規定による議会の議

決すべき事件を積極的に拡大するよう努めるもの

とする。２、前項の規定に基づく議決すべき事件

については、総合計画の基本構想及び基本計画、

定住自立圏形成の締結、変更または廃止を求める

旨の通告等、名寄市の将来を大きく決定する計画

について議会運営委員会において十分協議の上決

定すると改正することといたしました。

政務活動費の執行及び公開については、会派の

規定に基づき支出対象を会派及び議員と改めるこ

とといたしました。

なお、一人会派の議会運営上での取り扱いにつ

いては、次期の改選に向けて先例及び申し合わせ

事項の中で議論することを確認いたしました。

次期改選時の議員定数については、当市議会は

平成１８年３月の旧名寄市と旧風連町の合併によ

り１年間の在任特例を適用し３６名とし、平成１

９年４月の選挙では選挙区制度を取り入れ、定数

を地方自治法で定める上限の２６名としました。

平成２３年４月の選挙においては６名減の２０名、

そして前回、平成２７年４月の選挙においては２

名削減の１８名としたものの、市政史上初の無投

票となりました。こうした経過を踏まえると同時

に、議会基本条例第１７条では議員定数の改正に

当たっては行財政改革の視点だけではなく、市政

の現状と課題、将来の予測と展望及び市民の意見

を十分考慮すること、定数に関する基準について

は市の人口、面積、財政力及び事業課題並びに類

似市の議員定数と比較検討することと定めていま

す。したがいまして、基本条例に基づき類似市な
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どとの比較資料などを収集し、参考にしながら議

論を進めてまいりました。具体的な定数議論では、

１名減の１７名、現状維持の１８名、１名増の１

９名とそれぞれ意見が出されましたが、意見が分

かれた中においても現行の３常任委員会６名の体

制を維持すべきとの考えは委員会においてはおお

むね共通していたところでございます。委員会と

しては、各委員の意見をもとに人口減少、少子高

齢化が加速し、都市部への人口流出に拍車がかか

っている現状や今後地域経済の活性化や福祉施策

の充実、多様化する市民ニーズへの対応など山積

する市政課題の解決に二元代表制の一翼を担う議

会としての役割がより強く求められていること、

人口、財政規模が類似する自治体との比較に基づ

く検証、市民アンケート調査の結果における現行

の定数を支持する回答の割合が５ ７１％あった

こと、現行の各常任委員会６名体制を維持し、継

続して常任委員会の機能が発揮できること、以上

の事項を判断基準として、次期改選期の議員定数

は現行の１８名とすることと決定をいたしました。

また、議員報酬については、現状維持との意見

が複数出された一方で、平成１２年の改正から一

定の期間が経過していることを踏まえると、改め

て検討すべき時期に来ているとの意見も複数出さ

れました。報酬に関しては、現職議員の状況での

視点だけではなく、次の世代が議員として活躍で

きる環境をどのようにつくり出すかという視点こ

そが重要であり、したがって現段階では現状維持

としつつも現在の報酬が適正であるかどうかをさ

まざまな要素から検証する必要性は共通認識とす

ることといたしました。

平成２７年９月の特別委員会設置から約２年半、

計２６回の委員会を開催し、議会改革議論を進め

てまいりましたが、我々現職の任期も残り約１年

となったことに加え、次期改選期に向けての方向

性も一定程度決定されたことにより、当委員会の

果たすべき役割は終了したものとし、今定例会を

もって議会改革調査特別委員会は解散となります。

しかしながら、議会改革はこれで終わったわけで

はありません。常に市民の目線に立ち、市民の負

託に応えるべく、議会改革に対しての不断の努力

と議員個々の意識改革が常に求められております。

今後も議会改革の歩みをとめることなく、名寄市

議会が真に市民に信頼される議会となるよう引き

続き各議員の御努力と御協力を切にお願い申し上

げるところです。

終わりになりますが、今日まで熱心に御議論い

ただき、至らない委員長を支えていただきました

奥村副委員長初め各委員の皆様に心から感謝を申

し上げますとともに、情報収集や資料作成に御尽

力をいただきました議会事務局の皆様にお礼を申

し上げ、議会改革調査特別委員会の報告とさせて

いただきます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で議会改革調査特

別委員会報告を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 閉会中継

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

ここで暫時休憩をいたします。

休憩 午後 ２時３５分

再開 午後 ２時３５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

以上で今期定例会に付議されました案件は全て

議了いたしました。

ここで、和泉市立総合病院院長より発言を求め

られておりますので、これを許します。

和泉市立総合病院院長。

〇市立総合病院院長（和泉裕一君） このたび平
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成３０年４月から名寄市病院事業が公営企業法の

全部適用への移行に伴い、病院事業管理者として

選任されました。重責で身の引き締まる思いでご

ざいます。

皆様も御承知のとおり、我が国はこれまで経験

したことのない人口減少、高齢化、少子化社会へ

向かっており、これに伴う社会の人口構成の変化

から医療、介護を含めた社会保障制度のあり方に

大きな変革が求められております。私たちが住む

名寄市を含めた上川北部圏域、さらに北北海道に

おいても同様であるばかりでなく、地方における

医療、介護を取り巻く環境は、財源のみならず人

材確保においても大変厳しい状況であると言わざ

るを得ません。このような社会変化が地方医療へ

大きく影響し、地方医療が衰退していく可能性が

ある、このような状況のもとで、名寄市立総合病

院は名寄市並びに上川北部圏域のみならず、道北

３次医療圏の地方センター病院としてこの地方の

医療を支えていく使命を持っております。これか

らは、人口減少、高齢少子化に進むというこの現

状と医療需要のバランスを考慮しつつ、センター

病院として質を担保した医療提供体制を構築して

いかなければならないという課題がございます。

またさらに、この地域に適する理想的な地域包括

ケアシステムを構築していくために、医療と介護

のスムーズな連携体制を整備していく必要性もあ

ります。今まで以上により幅広い視点に立った医

療、介護の体制づくりが必須であると考えており

ます。関連医育大学、周辺医療機関、介護施設並

びに名寄市と密な連携を保ちながら、社会の変化

を素早く情報分析した上で迅速に対応し、より効

率的、弾力的な病院運営に努めてまいりたいと考

えております。どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これをもちまして、平

成３０年第１回定例会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ２時３９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 塩 田 昌 彦
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成３０年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １．職員の教育研修について

（Ｐ ３８） (1) 職員の採用実績と勤続年数の推移について

(2) 職員の研修実績について

(3) 研修成果の具体的運用について

２．工事施行成績の評価について

(1) 現状の評価方法について

(2) 平成２９年度工事発注状況について

(3) 改修・解体等施工後の評価について

３．行財政運営の評価方法について

(1) 現状の評価方法について

(2) ＰＤＣＡサイクルが回る体制づくりについて

(3) 現状の課題と今後の取り組みについて

２ 山 崎 真由美 １．「住み続けられる名寄市」を目指した取り組みについて

（Ｐ ４８） (1) 除排雪への対応について

(2) 子どもの医療費助成の拡充について

(3) 公共交通の確保について

２．道の駅を活用したまちづくりについて

(1) 南の玄関口としての役割りを意識した取り組みについて

(2) 物流の拠点としての取り組みについて

(3) 観光資源としての取り組みについて

(4) 市民生活に密着した取り組みについて

３ 川 口 京 二 １．ピヤシリスキー場について

（Ｐ ６０） (1) 利用状況について

(2) 集客増に向けた取り組みについて

(3) リフト等の点検整備について

２．名寄・士別剣淵間高規格道路について

(1) 進捗状況について

平 成 ３ ０ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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(2) 今後の計画について

(3) 完成時期について

(4) 開通後の効果と影響について

３．市道の排水整備について

(1) 整備の現状について

(2) 今後の計画について

４ 佐久間 誠 １．公共施設等の整備に関して

（Ｐ ６９） (1) 長寿命化計画に基づく橋梁点検の実施状況について

(2) 橋梁の架け替え・修繕に関して

(3) 公共施設１３％削減目標の考え方について

２．持続可能な地域介護システムのあり方について

(1) 増える高齢者に対応するサポーター（ボランティア）の現状と育

成について

(2) 買い物支援の取り組みについて

(3) 高齢者の運転免許自主返納の促進について

ア 免許返納の環境整備について

イ 自動運転など技術の進歩を取り入れた事故防止策について

３．新年度（骨格予算）の重点施策に関して

(1) 重点施策と予算編成について

(2) 産業育成の視点からの予算編成の検証について

５ 佐々木 寿 １．まち・ひと・しごと創生総合戦略について

（Ｐ ８０） (1) しごとの創生について

(2）新しい「ひと」の流れの創生における現状と今後について

(3）観光業を強化するＤＭＯ設立の考え方について

(4) 公共交通網の再構築について

２．自殺対策の推進について

(1) 自殺防止対策について

３．子どもの困難解決について

(1）子どもや家庭を支援するスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）

の実情と今後の考え方について

(2）「北海道いじめ防止基本方針」の改定に伴う本市の対応について

４．介護職員の援助について

(1) 介護助手・介護補助の実態と今後の考え方について
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６ 高 野 美枝子 １．豊かな自然を活かしたまちづくりについて

（Ｐ ９２） (1) 市有林整備の今後の考え方について

(2) 健康の森における木育の推進について

(3) 道立林業大学校誘致に向けた取り組みについて

２．高齢者が活動しやすい文化活動について

(1) 高齢者大学の活動と連携について

(2) 文化施設への交通手段について

３．労働者が働きやすい環境づくりについて

(1) 働き方改革を受けての市としての考え方について

(2) 女性が働きやすい職場づくりについて

(3) 非正規労働者の今後の考え方について

４．地方自治体における健全な財政運営について

(1) 健全な財政運営に向けて取り組んでいることは

(2) 今後に向けた考え方について

７ 佐 藤 靖 １．名寄市の定住対策にかかわって

（Ｐ１０３） (1) 各種動向の受け止めについて

(2) 働く場の現状と課題について

(3) 移住、定住の認識について

２．立地適正化計画にかかわって

(1) 目的及び策定スケジュールについて

(2) 各種計画との整合性について

３．名寄市立総合病院及び名寄市立大学の将来像にかかわって

(1) 名寄市立総合病院の２９年度収支見通しについて

(2) 平成３０年度診療報酬等改正について

(3) 地方センター病院としての名寄市立総合病院が目指す名寄地方の

地域医療像について

(4) 名寄市立大学を核とする小中高大連携の可能性について

８ 高 橋 伸 典 １．小中学校での心肺蘇生教育の普及と危機管理体制の整備について

（Ｐ１１４） (1) 小中学校におけるＡＥＤの設置状況について

(2）教職員へのＡＥＤ講習等の具体的な取り組み状況について

(3）ＡＥＤに関する教育への普及推進について

(4) 小中学校における心肺蘇生教育の現状と今後の方向性について

２．青少年の「インターネット依存」対策について

(1) 「ネット依存」の本市の実態について
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(2）保護者や教職員への「ネット依存」の啓発について

(3）「ネット依存」に対する児童向け安全対策について

３．生活困窮者への支援について

(1) 生活困窮者自立支援制度の現状について

(2）生活困窮者への課題と対策について

４．災害支援協定について

(1) 災害支援協定の現状について

(2）避難所・医療機関との災害支援協定について

９ 野 田 三樹也 １．除排雪のあり方について

（Ｐ１２５） (1) 今シーズンにおける除排雪の実施状況について

(2) レンタル＆ゴー事業について

２．教育行政について

(1) ２０２０年度の英語教育導入について

(2) 児童生徒に対する情報モラル教育について

３．名寄市における定住促進について

(1) 人口流出の現状と今後の取り組みについて

(2) 若者に対する定住について

(3) 名寄市立大学との連携について

１０ 塩 田 昌 彦 １．小中学生のスポーツ振興とスポーツ意識の醸成について

（Ｐ１３５） (1) ２０２０東京五輪・パラリンピックマスコット投票の参加状況及

び参加したことによる意識の変化について

(2) 中学生の運動部活動のあり方など部活動指導員制度の取り組みに

ついて

２．農業行政の取り組みについて

(1) 農業支援員制度に係る地域おこし協力隊など農業後継者対策の現

状について

(2) 道北農業担い手対策に係る農業担い手海外派遣事業について

(3) 酪農振興について

３．地域経済の活性化と中小企業の振興について

(1) ものづくり補助金等の運用に係る中小企業の設備投資支援につい

て

(2) 中小企業振興施策の推進に向けた基本条例の制定について
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１１ 奥 村 英 俊 １．名寄市の除排雪について

（Ｐ１５０） (1) 市民の満足度と名寄市の除排雪の課題について

２．名寄市総合計画（第２次）の推進ついて

(1) 市民生活に依拠した政策の推進について

(2）重点プロジェクトの推進について

１２ 川 村 幸 栄 １．子どものスマホ依存対策について

（Ｐ１６３） (1) スマホ依存について

(2) 遊び場の確保について

２．ホスピタリティの考え方について

(1) 各種大会などでの来名者への歓待について

(2) 見やすく、わかりやすい案内標識について

３．市の臨時・非常勤職員の働き方について

(1) 臨時・非常勤職員の待遇改善について

(2) 臨時・非常勤職員の正規化について

１３ 山 田 典 幸 １．名寄市の農業振興施策について

（Ｐ１７４） (1) 平成２９年度の地域農業を総括して

(2）新年度の重点農業施策について

(3）農福連携の可能性について

２．中学校における部活動について

(1) 活動の現状と課題について

(2）複数校合同部活動について

１４ 熊 谷 吉 正 １．二期目加藤市政を振り返って

（Ｐ１８６） (1) 部・次長会議の位置づけと機能について

(2）公平公正な市政運営について

(3) 市民ニーズと政策・事業のギャップについて

(4) 平和行政の取り組みについて

２．地域経済活性化にむけて

(1) 市内経済の動向と中小企業等の振興について

(2) 公契約条例制定に向けた今後の取り組みについて

３．市民の声から

(1) 冬季の陸上自衛隊名寄駐屯地温水プールの市民利用について

(2) 弥生公園の維持管理について
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平成３０年第１回名寄市議会定例会議決結果表

平成３０年２月２６日～平成３０年３月２７日 ３０日間

本会議時間数 １８時間１１分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市指定居宅介護支援等の事業の人員及び ― ― 30. 2.26

第 １ 号 運営に関する基準等を定める条例の制定につ ― ― 原 案 可 決

いて

― ― 30. 2.26
第 ２ 号 名寄市個人情報保護条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

30. 2.26 30. 3.16 30. 3.27
第 ３ 号 名寄市介護保険条例の一部改正について

市民福祉常任委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

名寄市指定介護予防支援等の事業の人員及び ― ― 30. 2.26

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予 ― ― 原 案 可 決
第 ４ 号

防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部改正について

― ― 30. 2.26
第 ５ 号 名寄市営住宅管理条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 30. 2.26
第 ６ 号 名寄市企業立地促進条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市水道事業の設置等に関する条例の一部 ― ― 30. 2.26
第 ７ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 30. 2.26
第 ８ 号 名寄市肉牛繁殖センター条例の廃止について

― ― 原 案 可 決

名寄市第７期高齢者保健医療福祉計画・介護 ― ― 30. 3.27
第 ９ 号

保険事業計画を定めることについて ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第５ ― ― 30. 2.26
第 １ ０ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 30. 2.26
第 １ １ 号

正予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 30. 2.26
第 １ ２ 号

算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 30. 2.26
第 １ ３ 号

予算（第２号） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２９年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 30. 2.26
第 １ ４ 号

業特別会計補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 30. 2.26
第 １ ５ 号

補正予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市病院事業会計補正予算 ― ― 30. 2.26
第 １ ６ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市水道事業会計補正予算 ― ― 30. 2.26
第 １ ７ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

30. 2.26 30. 3.26 30. 3.27
第 １ ８ 号 平成３０年度名寄市一般会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成３０年度名寄市国民健康保険特別会計予 30. 2.26 30. 3.26 30. 3.27
第 １ ９ 号

算 予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

30. 2.26 30. 3.26 30. 3.27
第 ２ ０ 号 平成３０年度名寄市介護保険特別会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

30. 2.26 30. 3.26 30. 3.27
第 ２ １ 号 平成３０年度名寄市下水道事業特別会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成３０年度名寄市個別排水処理施設整備事 30. 2.26 30. 3.26 30. 3.27
第 ２ ２ 号

業特別会計予算 予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成３０年度名寄市食肉センター事業特別会 30. 2.26 30. 3.26 30. 3.27
第 ２ ３ 号

計予算 予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成３０年度名寄市後期高齢者医療特別会計 30. 2.26 30. 3.26 30. 3.27
第 ２ ４ 号

予算 予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

30. 2.26 30. 3.26 30. 3.27
第 ２ ５ 号 平成３０年度名寄市立大学特別会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

30. 2.26 30. 3.27 30. 3.27
第 ２ ６ 号 平成３０年度名寄市病院事業会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

30. 2.26 30. 3.26 30. 3.27
第 ２ ７ 号 平成３０年度名寄市水道事業会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第６ ― ― 30. 2.26
第 ２ ８ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第７ ― ― 30. 3.15
第 ２ ９ 号

号） ― ― 原 案 可 決

名寄市国民健康保険税条例の一部改正につい ― ― 30. 3.27
第 ３ ０ 号

て ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市立大学条例及び名寄市立大学の授業料 ― ― 30. 3.27
第 ３ １ 号

等徴収条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市後期高齢者医療に関する条例の一部改 ― ― 30. 3.27
第 ３ ２ 号

正について ― ― 原 案 可 決

― ― 30. 3.27
第 ３ ３ 号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部 ― ― 30. 3.27
第 ３ ４ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第８ ― ― 30. 3.27
第 ３ ５ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市食肉センター事業特別会 ― ― 30. 3.27
第 ３ ６ 号

計補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 30. 2.26
専決処分した事件の報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 30. 2.26
名寄市国民保護計画の変更について

第 ２ 号 ― ― 報 告 済

報 告 例月現金出納検査報告、定期監査報告につい ― ― 30. 3.27

第 ３ 号 て ― ― 報 告 済

地方公務員法及び地方自治法の一部改正にお ― ― 30. 3.27
意 見 書 案

ける新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇 ― ― 原 案 可 決
第 １ 号

用安定に関する意見書

意 見 書 案 生活保護世帯の子どもたちの大学等への進学 ― ― 30. 3.27

第 ２ 号 に関する意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 「ＴＰＰ１１」に係る十分な情報公開と国内 ― ― 30. 3.27

第 ３ 号 農業対策を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

洪水回避等を目的とした流量確保のための中 ― ― 30. 3.27
意 見 書 案

小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見 ― ― 原 案 可 決
第 ４ 号

書

意 見 書 案 地方路線問題調査特別委員会での徹底した審 ― ― 30. 3.27

第 ５ 号 議を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 30. 3.27
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

平 成 ３ ０ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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